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3.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備【54条】 

【設置許可基準規則】 

（使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備） 

第五十四条 発電用原子炉施設には，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機能

が喪失し，又は使用済燃料貯蔵槽からの水の漏えいその他の要因により当該使

用済燃料貯蔵槽の水位が低下した場合において貯蔵槽内燃料体等を冷却し，放

射線を遮蔽し，及び臨界を防止するために必要な設備を設けなければならない。 

２ 発電用原子力施設には，使用済燃料貯蔵槽からの大量の水の漏えいその他の

要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が異常に低下した場合において貯蔵槽

内燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し，及び臨界を防止するために必要な設

備を設けなければならない。 

（解釈） 

１ 第１項に規定する「使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機能が喪失し，又

は使用済燃料貯蔵槽からの水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料貯蔵

槽の水位が低下した場合」とは，本規程第 37条 3-1(a)及び(b)で定義する想定

事故１及び想定事故２において想定する使用済燃料貯蔵槽の水位の低下をい

う。 

２ 第１項に規定する「貯蔵槽内燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界

を防止するために必要な設備」とは，以下に掲げる措置又はこれらと同等以上

の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

ａ）代替注水設備として，可搬型代替注水設備（注水ライン及びポンプ車等）を

配備すること。 

ｂ）代替注水設備は，設計基準対象施設の冷却設備及び注水設備が機能喪失し，

又は小規模な漏えいがあった場合でも，使用済燃料貯蔵槽の水位を維持できる

ものであること。 

３ 第２項に規定する「貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し，及び臨

界を防止するために必要な設備」とは，以下に掲げる措置又はこれらと同等以

上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

ａ）スプレイ設備として，可搬型スプレイ設備（スプレイヘッダ，スプレイライ

ン及びポンプ車等）を配備すること。

ｂ）スプレイ設備は，代替注水設備によって使用済燃料貯蔵槽の水位が維持でき

ない場合でも，燃料損傷を緩和できるものであること。 

ｃ）燃料損傷時に，できる限り環境への放射性物質の放出を低減するための設備

を整備すること。 

４ 第１項及び第２項の設備として，使用済燃料貯蔵槽の監視は，以下によるこ

と。 

ａ）使用済燃料貯蔵槽の水位，水温及び上部の空間線量率について，燃料貯蔵設

備に係る重大事故等により変動する可能性のある範囲にわたり測定可能である
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こと。 

ｂ）これらの計測設備は，交流又は直流電源が必要な場合には，代替電源設備か

らの給電を可能とすること。 

ｃ）使用済燃料貯蔵槽の状態をカメラにより監視できること。 

3.11-2
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3.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

3.11.1 適合方針 

燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，又は燃料プールからの水の漏え

いその他の要因により当該燃料プールの水位が低下した場合において燃料プール

内の燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止するために必要な重大

事故等対処設備を設置及び保管する。 

燃料プールからの大量の水の漏えいその他の要因により燃料プールの水位が異

常に低下した場合において，燃料プール内燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し，

及び臨界を防止するために必要な重大事故等対処設備を設置及び保管する。 

燃料プールの冷却等のための設備の系統概要図を第 3.11-1図から第 3.11-4図，

第 3.11-6図から第 3.11-9図に示す。また，燃料プールの監視等のための設備の

系統概要図を第 3.11-5図に示す。 

3.11.1.1 重大事故等対処設備 

燃料プールの冷却等のための設備のうち，燃料プールの冷却機能又は注水機能

が喪失し，又は燃料プールからの小規模な水の漏えいその他の要因により燃料プ

ールの水位が低下した場合においても燃料プール内燃料体等を冷却し，放射線を

遮蔽し，及び臨界を防止できるよう燃料プールの水位を維持するための設備，並

びに燃料プールからの大量の水の漏えいその他の要因により燃料プールの水位が

異常に低下した場合においても燃料プール内燃料体等の著しい損傷を緩和し，及

び臨界を防止するための設備として，燃料プールスプレイ系を設ける。 

燃料プールに接続する配管の破損等により，燃料プール戻り配管からサイフォ

ン現象による水の漏えいが発生した場合に，漏えいの継続を防止するため， 燃料

プール戻りラインの逆止弁にサイフォンブレイク配管を設ける。 

燃料プールの冷却等のための設備のうち，燃料プール内燃料体等の著しい損傷

に至った場合において大気への放射性物質の拡散を抑制するための設備として原

子炉建物放水設備を設ける。 

燃料プールの冷却等のための設備のうち，重大事故等時において，燃料プール

の状態を監視するための設備として，燃料プールの監視設備を設ける。 

(1) 燃料プールの冷却機能若しくは注水機能の喪失時又は燃料プール水の小規

模な漏えい発生時に用いる設備 

ａ．燃料プール代替注水 

(a) 燃料プールスプレイ系による常設スプレイヘッダを使用した燃料プー

ルへの注水

残留熱除去系（燃料プール冷却）及び燃料プール冷却系の有する燃料プ

ールの冷却機能喪失又は残留熱除去ポンプによる燃料プールへの補給機

能が喪失し，又は燃料プールに接続する配管の破損等により燃料プール水

3.11-3
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の小規模な漏えいにより燃料プールの水位が低下した場合に，燃料プール

内燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止するための重大事

故等対処設備として，燃料プールスプレイ系を使用する。 

燃料プールスプレイ系は，大量送水車，常設スプレイヘッダ，配管・ホ

ース・弁類，計測制御装置等で構成し，大量送水車により，代替淡水源の

水を燃料プールスプレイ系配管等を経由して常設スプレイヘッダから燃

料プールへ注水することで，燃料プールの水位を維持できる設計とする。 

また，使用済燃料貯蔵ラックの形状を維持することにより臨界を防止で

きる設計とする。 

常設スプレイヘッダを使用した燃料プールスプレイ系は，代替淡水源が

枯渇した場合において，重大事故等の収束に必要となる水の供給設備であ

る大型送水ポンプ車により海を利用できる設計とする。また，大量送水車

は，ディーゼルエンジンにより駆動できる設計とする。燃料は，燃料補給

設備であるガスタービン発電機用軽油タンク及びタンクローリにより補

給できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・大量送水車 

・常設スプレイヘッダ 

・燃料補給設備（3.14 電源設備） 

本系統の流路として，配管，弁及びホースを重大事故等対処設備として

使用する。 

その他，設計基準対象施設である燃料プールを重大事故等対処設備とし

て使用する。 

 

(b) 燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した燃料プ

ールへの注水 

残留熱除去系（燃料プール冷却）及び燃料プール冷却系の有する燃料プ

ールの冷却機能喪失又は残留熱除去ポンプによる燃料プールへの補給機

能が喪失し，又は燃料プールに接続する配管の破損等により燃料プール水

の小規模な漏えいにより燃料プールの水位が低下した場合に，燃料プール

内燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止するための重大事

故等対処設備として，燃料プールスプレイ系を使用する。 

燃料プールスプレイ系は，大量送水車，可搬型スプレイノズル，ホース・

弁類，計測制御装置等で構成し，大量送水車により代替淡水源の水をホー

スを経由して可搬型スプレイノズルから燃料プールへ注水することで，燃

料プールの水位を維持できる設計とする。 

また，使用済燃料貯蔵ラックの形状を維持することにより臨界を防止で

きる設計とする。 

3.11-4

6



 

 

また，可搬型スプレイノズルを使用した燃料プールスプレイ系は，代替

淡水源が枯渇した場合において，重大事故等の収束に必要となる水の供給

設備である大型送水ポンプ車により海を利用できる設計とする。 

大量送水車は，ディーゼルエンジンにより駆動できる設計とする。燃料

は，燃料補給設備であるガスタービン発電機用軽油タンク及びタンクロー

リにより補給できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・大量送水車 

・可搬型スプレイノズル 

・燃料補給設備（3.14 電源設備） 

本系統の流路として，弁及びホースを重大事故等対処設備として使用す

る。 

その他，設計基準対象施設である燃料プールを重大事故等対処設備とし

て使用する。 

 

(2) 燃料プールからの大量の水の漏えい発生時に用いる設備 

ａ．燃料プールスプレイ 

(a) 燃料プールスプレイ系による常設スプレイヘッダを使用した燃料プー

ルへのスプレイ 

燃料プールからの大量の水の漏えい等により燃料プールの水位が異常

に低下した場合に，燃料損傷を緩和するとともに，燃料損傷時には燃料プ

ール内燃料体等の上部全面にスプレイすることによりできる限り環境へ

の放射性物質の放出を低減するための重大事故等対処設備として，燃料プ

ールスプレイ系を使用する。 

燃料プールスプレイ系は，大量送水車，常設スプレイヘッダ，配管・ホ

ース・弁類，計測制御装置等で構成し，大量送水車により，代替淡水源の

水を燃料プールスプレイ系配管等を経由して常設スプレイヘッダから燃

料プール内燃料体等に直接スプレイすることで，燃料損傷を緩和するとと

もに，環境への放射性物質の放出をできる限り低減できる設計とする。 

また，スプレイや蒸気条件下でも臨界にならないよう配慮したラック形

状によって，臨界を防止することができる設計とする。 

常設スプレイヘッダを使用した燃料プールスプレイ系は，代替淡水源が

枯渇した場合において，重大事故等の収束に必要となる水の供給設備であ

る大型送水ポンプ車により海を利用できる設計とする。また，大量送水車

は，ディーゼルエンジンにより駆動できる設計とする。燃料は，燃料補給

設備であるガスタービン発電機用軽油タンク及びタンクローリにより補

給できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

3.11-5
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・大量送水車 

・常設スプレイヘッダ 

・燃料補給設備（3.14 電源設備） 

本系統の流路として，配管，弁及びホースを重大事故等対処設備として

使用する。 

その他，設計基準対象施設である燃料プールを重大事故等対処設備とし

て使用する。 

 

(b) 燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した燃料プ

ールへのスプレイ 

燃料プールからの大量の水の漏えい等により燃料プールの水位が異常

に低下した場合に，燃料損傷を緩和するとともに，燃料損傷時には燃料プ

ール内燃料体等の上部全面にスプレイすることによりできる限り環境へ

の放射性物質の放出を低減するための重大事故等対処設備として，燃料プ

ールスプレイ系を使用する。 

燃料プールスプレイ系は，大量送水車，可搬型スプレイノズル，ホース・

弁類，計測制御装置等で構成し，大量送水車により，代替淡水源の水をホ

ース等を経由して可搬型スプレイノズルから燃料プール内燃料体等に直

接スプレイすることで，燃料損傷を緩和するとともに，環境への放射性物

質の放出をできる限り低減できる設計とする。 

また，スプレイや蒸気条件下でも臨界にならないよう配慮したラック形

状によって，臨界を防止することができる設計とする。 

可搬型スプレイノズルを使用した燃料プールスプレイ系は，代替淡水源

が枯渇した場合において，重大事故等の収束に必要となる水の供給設備で

ある大型送水ポンプ車により海を利用できる設計とする。また，大量送水

車は，ディーゼルエンジンにより駆動できる設計とする。燃料は，燃料補

給設備であるガスタービン発電機用軽油タンク及びタンクローリにより

補給できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・大量送水車 

・可搬型スプレイノズル 

・燃料補給設備（3.14 電源設備） 

本系統の流路として，弁及びホースを重大事故等対処設備として使用す

る。 

その他，設計基準対象施設である燃料プールを重大事故等対処設備とし

て使用する。 

 

ｂ．大気への放射性物質の拡散抑制 

3.11-6

8



 

 

(a) 原子炉建物放水設備による大気への放射性物質の拡散抑制 

燃料プールからの大量の水の漏えい等により燃料プールの水位の異常

な低下により，燃料プール内燃料体等の著しい損傷に至った場合におい

て，燃料損傷時にはできる限り環境への放射性物質の放出を低減するた

めの重大事故等対処設備として，原子炉建物放水設備を使用する。 

原子炉建物放水設備は，大型送水ポンプ車，放水砲，ホースで構成し，

大型送水ポンプ車により海水をホースを経由して放水砲から原子炉建物

へ放水することで，環境への放射性物質の放出を可能な限り低減できる

設計とする。 

本系統の詳細については，「3.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑

制するための設備」に記載する。 

 

(3) 重大事故等時の燃料プールの監視に用いる設備 

ａ．燃料プールの監視設備による燃料プールの状態監視 

燃料プールの監視設備として，燃料プール水位（ＳＡ），燃料プール水

位・温度（ＳＡ），燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）

（ＳＡ）及び燃料プール監視カメラ（ＳＡ）（燃料プール監視カメラ用冷

却設備を含む。）を使用する。 

燃料プール水位（ＳＡ），燃料プール水位・温度（ＳＡ），燃料プール

エリア放射線モニタ（高レンジ）（ＳＡ）及び燃料プールエリア放射線モ

ニタ（低レンジ）（ＳＡ）は，想定される重大事故等により変動する可能

性のある範囲にわたり測定可能な設計とする。 

また，燃料プール監視カメラ（ＳＡ）は，想定される重大事故等時の

燃料プールの状態を監視できる設計とする。 

燃料プール水位（ＳＡ）及び燃料プール監視カメラ用冷却設備は，常設

代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から，燃料プール水位・

温度（ＳＡ），燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（Ｓ

Ａ）及び燃料プール監視カメラ（ＳＡ）は，所内常設蓄電式直流電源設

備，常設代替直流電源設備又は可搬型直流電源設備から給電が可能な設

計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・燃料プール水位（ＳＡ） 

・燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

・燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ） 

・燃料プール監視カメラ（ＳＡ）（燃料プール監視カメラ用冷却設備を

含む。） 

・常設代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

・所内常設蓄電式直流電源設備（3.14 電源設備） 
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・常設代替直流電源設備（3.14 電源設備） 

・可搬型代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

・可搬型直流電源設備（3.14 電源設備） 

 

(4) 燃料プールから発生する水蒸気による悪影響を防止するための設備 

ａ．燃料プール冷却系による燃料プールの除熱 

燃料プールから発生する水蒸気による悪影響を防止するための重大事故

等対処設備として，燃料プール冷却系を使用する。 

燃料プール冷却系は，ポンプ，熱交換器，配管・弁類，計測制御装置等

で構成し，燃料プールの水をポンプにより熱交換器等を経由して循環させ

ることで，燃料プールを冷却できる設計とする。 

燃料プール冷却系は，非常用交流電源設備及び原子炉補機冷却系が機能

喪失した場合でも，常設代替交流電源設備及び原子炉補機代替冷却系を用

いて，燃料プールを除熱できる設計とする。 

燃料プール冷却系で使用する原子炉補機代替冷却系は，移動式代替熱交

換設備淡水ポンプ及び熱交換器を搭載した移動式代替熱交換設備，大型送

水ポンプ車，配管・ホース・弁類，計測制御装置等で構成し，移動式代替

熱交換設備を原子炉補機冷却系に接続し，大型送水ポンプ車により移動式

代替熱交換設備に海水を送水することで，燃料プール冷却系の熱交換器等

で発生した熱を最終的な熱の逃がし場である海へ輸送できる設計とする。

また，大型送水ポンプ車の燃料は，燃料補給設備であるガスタービン発電

機用軽油タンク及びタンクローリにより補給できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・燃料プール冷却ポンプ 

・燃料プール冷却系熱交換器 

・移動式代替熱交換設備 

・大型送水ポンプ車 

・常設代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

・燃料補給設備（3.14 電源設備） 

燃料プール冷却系の流路として，配管，弁及びスキマサージタンク及び

ディフューザーを重大事故等対処設備として使用する。 

原子炉補機代替冷却系の流路として，原子炉補機冷却系の配管，弁及び

サージタンク並びにホースを重大事故等対処設備として使用する。 

その他，設計基準対象施設である燃料プール並びに設計基準事故対処設

備である非常用取水設備の取水口，取水管及び取水槽を重大事故等対処設

備として使用する。 

燃料プールの冷却等のための設備の主要機器仕様を第 3.11-1表に示す。 

燃料プールについては，「3.22 燃料貯蔵設備」に記載する。 
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大型送水ポンプ車については，「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供

給設備」に記載する。 

常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，所内常設蓄電式直流電源

設備，可搬型直流電源設備及び燃料補給設備については，「3.14 電源設備」に

記載する。 

取水口，取水管及び取水槽については，「3.23 非常用取水設備」に記載する。 
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3.11.1.1.1 多様性，位置的分散 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

燃料プールスプレイ系は，残留熱除去系及び燃料プール冷却系と共通要因によ

って同時に機能を損なわないよう，大量送水車をディーゼルエンジンにより駆動

することで，電動機駆動ポンプにより構成される残留熱除去系及び燃料プール冷

却系に対して多様性を有する設計とする。 

また，燃料プールスプレイ系は，代替淡水源を水源とすることで，燃料プール

を水源とする残留熱除去系及び燃料プール冷却系に対して異なる水源を有する設

計とする。 

燃料プールスプレイ系の大量送水車は，原子炉建物から離れた屋外に分散して

保管することで，原子炉建物内の残留熱除去ポンプ及び燃料プール冷却ポンプと

共通要因によって同時に機能を喪失しないよう位置的分散を図る設計とする。大

量送水車の接続口は，共通要因によって接続できなくなることを防止するため，

位置的分散を図った複数箇所に設置する設計とする。 

燃料プール水位（ＳＡ），燃料プール水位・温度（ＳＡ），燃料プールエリア放

射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ），燃料プール監視カメラ（ＳＡ）及び

燃料プール監視カメラ用冷却設備は，燃料プール水位，燃料プール冷却ポンプ入

口温度，燃料プール温度，燃料取替階エリア放射線モニタ及び燃料取替階放射線

モニタと共通要因によって同時に機能を損なわないよう，燃料プール水位（ＳＡ）

及び燃料プール監視カメラ用冷却設備は非常用交流電源設備に対して，多様性を

有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から，燃料プール水

位・温度（ＳＡ），燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）

及び燃料プール監視カメラ（ＳＡ）は，非常用交流電源設備に対して多様性を有

する所内常設蓄電式直流電源設備，常設代替直流電源設備又は可搬型直流電源設

備から給電が可能な設計とする。 

燃料プール冷却ポンプ及び燃料プール冷却系熱交換器は，残留熱除去ポンプ及

び残留熱除去系熱交換器と異なる区画に設置することで，残留熱除去ポンプ及び

残留熱除去系熱交換器と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分

散を図る設計とする。 

燃料プール冷却系で使用する原子炉補機代替冷却系は，原子炉補機冷却系と共

通要因によって同時に機能を損なわないよう，移動式代替熱交換設備を常設代替

交流電源設備からの給電が可能な設計とすることで，非常用交流電源設備からの

給電により駆動する原子炉補機冷却系に対して，多様性を有する設計とし，大型

送水ポンプ車をディーゼルエンジンにより駆動することで，電動機駆動ポンプに

より構成される原子炉補機冷却系に対して多様性を有する設計とする。 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，原子

炉建物から離れた屋外に分散して保管することで，原子炉建物内の原子炉補機冷

却水ポンプ，原子炉補機冷却系熱交換器及び屋外の原子炉補機海水ポンプと共通
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要因によって同時に機能を損わないよう位置的分散を図る設計とする。 

移動式代替熱交換設備の接続口は，共通要因によって接続できなくなることを

防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設置する設計とする。 

電源設備の多様性，位置的分散については「3.14 電源設備」に記載する。 

3.11.1.1.2 悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

燃料プールスプレイ系は，他の設備と独立して使用することにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。 

燃料プールスプレイ系の大量送水車は，輪留めによる固定等をすることで，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

大量送水車は，飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

燃料プール水位（ＳＡ），燃料プール水位・温度（ＳＡ），燃料プールエリア放

射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ），燃料プール監視カメラ（ＳＡ）及び

燃料プール監視カメラ用冷却設備は，他の設備と電気的な分離を行うことで，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

燃料プール冷却ポンプ及び燃料プール冷却系熱交換器は，設計基準対象施設と

して使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用することによ

り，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

燃料プール冷却系で使用する原子炉補機代替冷却系は，通常時は移動式代替熱

交換設備を接続先の系統と分離して保管し，重大事故等時に接続，弁操作等によ

り重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼ

さない設計とする。また，原子炉補機冷却系と原子炉補機代替冷却系を同時に使

用しないことにより，相互の機能に悪影響を及ぼさない設計とする。 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，輪留

めによる固定等をすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，飛散物となって他の設備に悪

影響を及ぼさない設計とする。 

3.11.1.1.3 容量等 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

燃料プールスプレイ系の大量送水車は，想定される重大事故等時において，燃

料プール内燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止するために必要

な注水流量を有するものとして，可搬型スプレイノズル又は常設スプレイヘッダ

を使用する場合は，大量送水車を１セット１台使用する。 

保有数は，大量送水車の場合に２セット２台に加えて，故障時及び保守点検に

よる待機除外時のバックアップ用として１台の合計３台を保管する。 

燃料プールスプレイ系の大量送水車は，想定される重大事故等時において，燃
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料プール内燃料体等の損傷を緩和し，及び臨界を防止するために必要なスプレイ

量を有するものとして，可搬型スプレイノズル又は常設スプレイヘッダを使用す

る場合は，大量送水車を１セット１台使用する。保有数は大量送水車の場合，２

セット２台に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用と

して１台の合計３台を保管する。 

燃料プール水位（ＳＡ）は，想定される重大事故等時において変動する可能性

のある燃料プール上部から底部近傍までの範囲を測定できる設計とする。 

燃料プール水位・温度（ＳＡ）は，想定される重大事故等時において変動する

可能性のある燃料プール上部から使用済燃料貯蔵ラック上端近傍までの範囲を測

定できる設計とする。 

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）は，想定される

重大事故等時において変動する可能性のある範囲を測定できる設計とする。 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ）は，想定される重大事故等時において赤外線機

能により燃料プールの状況が把握できる設計とする。 

燃料プール冷却ポンプ及び燃料プール冷却系熱交換器は，設計基準対象施設と

兼用しており，設計基準対象施設としてのポンプ流量及び伝熱容量が，想定され

る重大事故等時において，燃料プール内に貯蔵する使用済燃料から発生する崩壊

熱を除去するために必要なポンプ流量及び伝熱容量に対して十分であるため，設

計基準対象施設と同仕様で設計する。 

燃料プール冷却系で使用する原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及

び大型送水ポンプ車は，想定される重大事故等時において，燃料プール冷却系熱

交換器等で発生した熱を除去するために必要な伝熱容量及びポンプ流量を有する

移動式代替熱交換設備１セット１式と大型送水ポンプ車１セット１台を使用する。

移動式代替熱交換設備の保有数は，２セット２式に加えて，故障時及び保守点検

による待機除外時のバックアップ用として１式の合計３式を保管する。大型送水

ポンプ車の保有数は，２セット２台に加えて，故障時及び保守点検による待機除

外時のバックアップ用として１台の合計３台を保管する。 

また，移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，想定される重大事故等

時において，燃料プール冷却系による燃料プールの除熱と残留熱除去系による発

電用原子炉若しくは原子炉格納容器内の除熱又は残留熱代替除去系による原子炉

格納容器内の減圧及び除熱を同時に使用するため，各系統の必要な除熱量を同時

に確保できる容量を有する設計とする。 

 

3.11.1.1.4 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

燃料プールスプレイ系の大量送水車は，屋外に保管及び設置し，想定される重

大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

大量送水車の常設設備との接続及び操作は，想定される重大事故等時において，
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設置場所で可能な設計とする。 

燃料プールスプレイ系の可搬型スプレイノズルは，原子炉棟内に保管及び設置

し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

可搬型スプレイノズルは，現場据付け後の操作は不要な設計とする。また，設

置場所への据付けが困難な作業環境に備え，常設のスプレイヘッダを設ける。常

設スプレイヘッダは，原子炉棟内に設置し，想定される重大事故等時における環

境条件を考慮した設計とする。常設スプレイヘッダを使用した代替注水及びスプ

レイは，スロッシング又は燃料プールからの大量の水の漏えい等により燃料プー

ル付近の線量率が上昇した場合でも，被ばく低減の観点から原子炉建物の外で操

作可能な設計とする。 

また，燃料プールスプレイ系は，淡水だけでなく海水も使用できる設計とする。 

なお，可能な限り淡水を優先し，海水通水を短期間とすることで，設備への影

響を考慮する。 

燃料プール水位（ＳＡ），燃料プール水位・温度（ＳＡ），燃料プールエリア放

射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）及び燃料プール監視カメラ（ＳＡ）は，

原子炉棟内に設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計

とする。燃料プール監視カメラ用冷却設備は，原子炉建物付属棟内に設置し，想

定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。燃料プール監視

カメラ用冷却設備の操作は，想定される重大事故等時において，原子炉建物付属

棟内で可能な設計とする。 

燃料プール冷却ポンプ及び燃料プール冷却系熱交換器は，原子炉棟内に設置し，

想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

燃料プール冷却ポンプの操作は，想定される重大事故等時において，中央制御

室で可能な設計とする。 

燃料プール冷却系の系統構成に必要な弁の操作は，想定される重大事故等時に

おいて，中央制御室又は設置場所で可能な設計とする。 

燃料プール冷却系で使用する原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及

び大型送水ポンプ車は，屋外に保管及び設置し，想定される重大事故等時におけ

る環境条件を考慮した設計とする。 

移動式代替熱交換設備の常設設備との接続及び操作は，想定される重大事故等

時において設置場所で可能な設計とする。 

原子炉補機代替冷却系の系統構成に必要な弁の操作は，想定される重大事故等

時において，中央制御室又は設置場所で可能な設計とする。 

大型送水ポンプ車の移動式代替熱交換設備との接続及び操作は，想定される重

大事故等時において，設置場所で可能な設計とする。また，移動式代替熱交換設

備の海水通水側及び大型送水ポンプ車は，使用時に海水を通水するため，海水影

響を考慮した設計とし，海から直接取水する際の異物の流入防止を考慮した設計

とする。 
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3.11.1.1.5 操作性の確保 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

燃料プールスプレイ系は，想定される重大事故等時において，他の系統と切り

替えることなく使用できる設計とする。 

燃料プールスプレイ系の大量送水車は，付属の操作スイッチにより，設置場所

での操作が可能な設計とし，系統構成に必要な弁は，設置場所での手動操作が可

能な設計とする。 

大量送水車は，車両として屋外のアクセスルートを通行してアクセス可能な設

計とするとともに，設置場所にて輪留めによる固定等が可能な設計とする。 

大量送水車を接続する接続口については，簡便な接続とし，接続治具を用いて

ホースを確実に接続することができる設計とする。 

また，接続口の口径を統一する設計とする。燃料プールスプレイ系の可搬型ス

プレイノズルとホースの接続については，簡便な接続とし，結合金具を用いてホ

ースを確実に接続することができる設計とする。 

可搬型スプレイノズルは，現場据付け後の操作は不要な設計とする。 

燃料プール水位（ＳＡ），燃料プール水位・温度（ＳＡ），燃料プールエリア放

射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ），燃料プール監視カメラ（ＳＡ）及び

燃料プール監視カメラ用冷却設備は，想定される重大事故等時において他の系統

と切り替えることなく使用できる設計とする。 

燃料プール水位（ＳＡ），燃料プール水位・温度（ＳＡ），燃料プールエリア放

射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）及び燃料プール監視カメラ（ＳＡ）は，

想定される重大事故等時において，操作を必要とすることなく中央制御室から監

視が可能な設計とする。また，燃料プール監視カメラ用冷却設備は，想定される

重大事故等時においても，原子炉建物付属棟内で弁及び付属の操作スイッチによ

り，設置場所での操作が可能な設計とする。 

燃料プール冷却系は，想定される重大事故等時において，通常時の系統構成か

ら弁操作等により速やかに切り替えられる設計とする。 

燃料プール冷却ポンプは，中央制御室の操作スイッチにより操作が可能な設計

とし，系統構成に必要な弁は，中央制御室の操作スイッチによる操作又は設置場

所での手動操作が可能な設計とする。 

燃料プール冷却系で使用する原子炉補機代替冷却系は，想定される重大事故等

時において，通常時の系統構成から接続，弁操作等により速やかに切り替えられ

る設計とする。 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，付属

の操作スイッチにより，設置場所での操作が可能な設計とする。原子炉補機代替

冷却系の系統構成に必要な弁の操作は，中央制御室での操作スイッチによる操作

又は設置場所での手動操作が可能な設計とする。 
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移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，車両として屋外のアクセスル

ートを通行してアクセス可能な設計とするとともに，設置場所にて輪留めによる

固定等が可能な設計とする。 

移動式代替熱交換設備を接続する接続口については，フランジ接続とし，一般

的に使用される工具を用いて，ホースを確実に接続することができる設計とする。

また，接続口の口径を統一する設計とする。 

大型送水ポンプ車と移動式代替熱交換設備との接続は，簡便な接続とし，接続

治具を用いてホースを確実に接続できる設計とする。 

3.11.1.1.6 試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

燃料プールスプレイ系の大量送水車は，発電用原子炉の運転中又は停止中に独

立して機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とするとともに，分解又

は取替えが可能な設計とする。また，大量送水車は，車両として運転状態の確認

及び外観の確認が可能な設計とする。 

燃料プールスプレイ系の可搬型スプレイノズル及び常設スプレイヘッダは，発

電用原子炉の運転中又は停止中に独立して機能・性能及び漏えいの有無の確認が

可能な設計とするとともに，外観の確認が可能な設計とする。 

燃料プール水位（ＳＡ）及び燃料プール水位・温度（ＳＡ）は，発電用原子炉

の運転中又は停止中に模擬入力による機能・性能の確認（特性の確認）及び校正

が可能な設計とする。 

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）は，発電用原子

炉の運転中又は停止中に模擬入力による機能・性能の確認（特性の確認）及び校

正が可能な設計とする。 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ）及び燃料プール監視カメラ用冷却設備は，発電

用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能の確認が可能な設計とする。 

燃料プール冷却系は，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能及び漏え

いの確認並びに弁開閉操作の確認が可能な設計とする。また，燃料プール冷却ポ

ンプ及び燃料プール冷却系熱交換器は，発電用原子炉の運転中又は停止中に分解

及び外観の確認が可能な設計とする。 

燃料プール冷却系で使用する原子炉補機代替冷却系は，発電用原子炉の運転中

又は停止中に機能・性能及び漏えいの有無の確認並びに弁の開閉動作の確認が可

能な設計とする。また，原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備の移動式

代替熱交換設備淡水ポンプ及び熱交換器は，発電用原子炉の運転中又は停止中に

分解又は取替えが可能な設計とする。 

原子炉補機代替冷却系の大型送水ポンプ車は，発電用原子炉の運転中又は停止

中に独立して機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とするとともに，

分解又は取替えが可能な設計とする。また，移動式代替熱交換設備及び大型送水
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ポンプ車は，車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。 
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第 3.11-1表 燃料プールの冷却等のための設備の主要機器仕様 

(1) 燃料プールスプレイ系

ａ．大量送水車 

  兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧カバウンダリ低圧時に原子炉を冷却するための設備

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備

型式 ディフューザ形 

台数 ２（予備１） 

容量 168m3/h/台以上（吐出圧力 0.85MPa[gage]において） 

120m3/h/台以上（吐出圧力 1.4MPa[gage]において） 

吐出圧力 0.85MPa[gage]～1.4MPa[gage]以上 

ｂ．可搬型スプレイノズル 

数量 １（予備１） 

ｃ．常設スプレイヘッダ 

数量   １ 

(2) 原子炉建物放水設備

ａ．大型送水ポンプ車 

第 3.12-1表 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備の主要

機器仕様に記載する。 

ｂ．放水砲 

第 3.12-1表 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備の主要

機器仕様に記載する。 

(3) 燃料プール監視設備

ａ．燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・計装設備（重大事故等対処設備）

個数   １（検出点６箇所）

計測範囲 水位 －1000～6710mm※１  （EL34518～42228mm）

温度 0～150℃ 

※１：基準点は使用済燃料貯蔵ラック上端。

ｂ．燃料プール水位（ＳＡ） 

兼用する設備は以下のとおり。 
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・計装設備（重大事故等対処設備） 

個数   １ 

計測範囲 －4.30～7.30ｍ※２（EL31218～42818mm） 

※２：基準点は使用済燃料貯蔵ラック上端。 

ｃ．燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

高レンジ 

個数   １ 

計測範囲 101～108mSv/h 

低レンジ 

個数   １ 

計測範囲 10－3～104mSv/h 

ｄ．燃料プール監視カメラ（ＳＡ）（燃料プール監視カメラ用冷却設備を含む。） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

個数   １ 

 

(4) 燃料プール冷却系 

ａ．ポンプ 

  台数   １（予備１） 

容量   約 200m3/h/台 

全揚程  約 88m 

ｂ．熱交換器 

基数   １（予備１） 

伝熱容量 約 1.9MW（海水温度 30℃において） 

 

(5) 原子炉補機代替冷却系 

ａ．移動式代替熱交換設備 

第 3.5-1表 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備の主要機器仕様に

記載する。 

ｂ．大型送水ポンプ車 

第 3.5-1表 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備の主要機器仕様に

記載する。 
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第 3.11-4図 燃料プールの冷却等のための設備系統概要図 

         （原子炉建物放水設備による大気への放射性物質の拡散

抑制） 
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第 3.11-6図 燃料プールの冷却等のための設備系統概要図 

（燃料プール冷却系による燃料プールの除熱（燃料プ

ール冷却系 Ａ系）） 

Ａ-燃料プール 

冷却系熱交換器 

Ａ-燃料プール

冷却ポンプ 

Ｂ-燃料プール

冷却ポンプ 

燃料プール 

Ａ(Ｂ)-スキマ 

サージタンク

ディフューザ 

Ｂ-燃料プール 

冷却系熱交換器 

サイフォン

ブレイク配管

AO AO 

AO 

MO 

MO 

MO AO 

MO 

残留熱除去系より 

MO 
復水輸送系

より 

残留熱除去系へ 

Ａ-
ろ
過
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塩
装
置

Ｂ-

ろ
過
脱
塩
装
置

原子炉補機

代替冷却系 

原子炉補機

代替冷却系 
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第 3.11-7図 燃料プールの冷却等のための設備系統概要図 

（燃料プール冷却系による燃料プールの除熱（燃料プ

ール冷却系 Ｂ系）） 

  

Ａ-燃料プール 

冷却系熱交換器 

Ａ-燃料プール

冷却ポンプ 

Ｂ-燃料プール

冷却ポンプ 
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Ａ(Ｂ)-スキマ 
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第 3.11-8図 燃料プールの冷却等のための設備系統概要図 

（燃料プール冷却系による燃料プールの除熱（原子炉補

機代替冷却系 Ａ系）） 

Ａ－原子炉補機冷却系熱交換器 Ｂ－原子炉補機冷却系熱交換器 

残留熱除去系 

機器 

大型送水 
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第 3.11-9図 燃料プールの冷却等のための設備系統概要図 

（燃料プール冷却系による燃料プールの除熱（原子炉補

機代替冷却系 Ｂ系）） 

Ａ－原子炉補機冷却系熱交換器 Ｂ－原子炉補機冷却系熱交換器 
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3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備【56条】 

【設置許可基準規則】 

（重大事故等の収束に必要となる水の供給設備） 

第五十六条 設計基準事故の収束に必要な水源とは別に、重大事故等の収束に必

要となる十分な量の水を有する水源を確保することに加えて、発電用原子炉施

設には、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して重大事故等の

収束に必要となる十分な量の水を供給するために必要な設備を設けなければな

らない。 

（解釈） 

１ 第５６条に規定する「設計基準事故の収束に必要な水源とは別に、重大事故

等の収束に必要となる十分な量の水を有する水源を確保することに加えて、

発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対

して重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を供給するために必要な設

備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行

うための設備をいう。 

ａ）想定される重大事故等の収束までの間、十分な量の水を供給できること。 

ｂ）複数の代替淡水源（貯水槽、ダム又は貯水池等）が確保されていること。 

ｃ）海を水源として利用できること。 

ｄ）各水源からの移送ルートが確保されていること。 

ｅ）代替水源からの移送ホース及びポンプを準備しておくこと。 

ｆ）原子炉格納容器を水源とする再循環設備は、代替再循環設備等により、多

重性又は多様性を確保すること。（PWR） 
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3.13.1 適合方針 

設計基準事故の収束に必要な水源とは別に，重大事故等の収束に必要となる

十分な量の水を有する水源を確保することに加えて，発電用原子炉施設には，

設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して重大事故等の収束に必

要となる十分な量の水を供給するために必要な重大事故等対処設備を設置及び

保管する。 

重大事故等の収束に必要となる水の供給設備の系統概要図を第 3.13－1 図か

ら第 3.13－11 図に示す。 

3.13.1.1 重大事故等対処設備 

重大事故等の収束に必要となる水の供給設備のうち，重大事故等の収束に必

要となる水源として，低圧原子炉代替注水槽，サプレッション・チェンバ及び

ほう酸水貯蔵タンクを設ける。これら重大事故等の収束に必要となる水源とは

別に，代替淡水源として輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を設ける。

また，淡水が枯渇した場合に，海を水源として利用できる設計とする。 

重大事故等の収束に必要となる水の供給設備のうち，設計基準事故対処設備

及び重大事故等対処設備に対して，重大事故等の収束に必要となる十分な量の

水を供給するために必要な設備として，大量送水車を設ける。また，海を利用

するために必要な設備として，大型送水ポンプ車を設ける。 

代替水源からの移送ルートを確保し，ホース及びポンプについては，複数箇

所に分散して保管する。 

(1) 重大事故等の収束に必要となる水源

a. 低圧原子炉代替注水槽を水源とした場合に用いる設備

想定される重大事故等時において，原子炉圧力容器及び原子炉格納容器へ

の注水に使用する設計基準事故対処設備が機能喪失した場合の代替手段で

ある低圧原子炉代替注水系（常設），格納容器代替スプレイ系（常設）及び

ペデスタル代替注水系（常設）の水源として，低圧原子炉代替注水槽を使用

する。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・低圧原子炉代替注水槽

各系統の詳細については，「3.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発

電用原子炉を冷却するための設備」，「3.6 原子炉格納容器内の冷却等のた

めの設備」及び「3.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備」

に記載する。 
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b. サプレッション・チェンバを水源とした場合に用いる設備

想定される重大事故等時において，原子炉圧力容器及び原子炉格納容器へ

の注水に使用する設計基準事故対処設備が機能喪失した場合の代替手段で

ある高圧原子炉代替注水系及び残留熱代替除去系並びに重大事故等対処設

備（設計基準拡張）である原子炉隔離時冷却系，高圧炉心スプレイ系，低圧

炉心スプレイ系，残留熱除去系（低圧注水モード）及び残留熱除去系（サプ

レッション・プール水冷却モード）の水源として，サプレッション・チェン

バを使用する。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・サプレッション・チェンバ

各系統の詳細については，「3.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発

電用原子炉を冷却するための設備」，「3.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低

圧時に発電用原子炉を冷却するための設備」，「3.6 原子炉格納容器内の冷

却等のための設備」及び「3.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための

設備」に記載する。 

c. ほう酸水貯蔵タンクを水源とした場合に用いる設備

想定される重大事故等時において，原子炉圧力容器への注水に使用する設

計基準事故対処設備が機能喪失した場合の代替手段であるほう酸水注入系

の水源として，ほう酸水貯蔵タンクを使用する。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・ほう酸水貯蔵タンク（3.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界に

するための設備）

本系統の詳細については，「3.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界

にするための設備」に記載する。 

d. 代替淡水源を水源とした場合に用いる設備

想定される重大事故等時において，低圧原子炉代替注水槽へ水を供給する

ための水源であるとともに，原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水に

使用する設計基準事故対処設備が機能喪失した場合の代替手段である低圧

原子炉代替注水系（可搬型），格納容器代替スプレイ系（可搬型）及びペデ

スタル代替注水系（可搬型）の水源として，また，燃料プールの冷却又は注

水に使用する設計基準事故対処設備が機能喪失した場合の代替手段である

燃料プールスプレイ系の水源として，代替淡水源である輪谷貯水槽（西１）

及び輪谷貯水槽（西２）を使用する。 

各系統の詳細については，「3.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発
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電用原子炉を冷却するための設備」，「3.6 原子炉格納容器内の冷却等のた

めの設備」，「3.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備」

及び「3.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備」に記載する。 

 

e. 海を水源とした場合に用いる設備 

想定される重大事故等時において，淡水が枯渇した場合に，低圧原子炉代

替注水槽へ水を供給するための水源であるとともに，原子炉圧力容器及び原

子炉格納容器への注水に使用する設計基準事故対処設備が機能喪失した場

合の代替手段である低圧原子炉代替注水系（可搬型），格納容器代替スプレ

イ系（可搬型）及びペデスタル代替注水系（可搬型）の水源として，また，

燃料プールの冷却又は注水に使用する設計基準事故対処設備が機能喪失し

た場合の代替手段である燃料プールスプレイ系の水源として海を利用する

ための重大事故等対処設備として，大型送水ポンプ車を使用する。 

大型送水ポンプ車は，海水を各系統へ供給できる設計とする。 

また，原子炉補機代替冷却系の大型送水ポンプ車及び原子炉建物放水設備

の大型送水ポンプ車の水源として，海を使用する。 

大型送水ポンプ車の燃料は，燃料補給設備であるガスタービン発電機用軽

油タンク及びタンクローリにより補給できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・大型送水ポンプ車 

・燃料補給設備（3.14 電源設備） 

本系統の流路として，ホースを重大事故等対処設備として使用する。 

その他，設計基準事故対処設備である非常用取水設備の２号取水槽（取水

口，取水管，取水槽）を重大事故等対処設備として使用する。 

各系統の詳細については，「3.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に 

発電用原子炉を冷却するための設備」，「3.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送

するための設備」，「3.6 原子炉格納容器内の冷却等のための設備」，「3.8 

原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備」，「3.11 使用済燃

料貯蔵槽の冷却等のための設備」及び「3.12 発電所外への放射性物質の拡

散を抑制するための設備」に記載する。 

 

(2) 水源へ水を供給するための設備 

a. 低圧原子炉代替注水槽へ水を供給するための設備 

重大事故等の収束に必要な水源である低圧原子炉代替注水槽へ淡水を供

給するための重大事故等対処設備として，大量送水車を使用する。 

大量送水車は，代替淡水源である輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西
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２）の淡水を低圧原子炉代替注水槽へ供給できる設計とする。

また，淡水が枯渇した場合に，重大事故等の収束に必要な水源である低圧

原子炉代替注水槽へ海水を供給するための重大事故等対処設備として，大量

送水車及び大型送水ポンプ車を使用する。 

大量送水車及び大型送水ポンプ車は，海水を低圧原子炉代替注水槽へ供給

できる設計とする。 

大量送水車及び大型送水ポンプ車の燃料は，燃料補給設備であるガスター

ビン発電機用軽油タンク及びタンクローリにより補給できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・大量送水車

・大型送水ポンプ車

・燃料補給設備（3.14 電源設備）

本系統の流路として，ホースを重大事故等対処設備として使用する。 

その他，設計基準事故対処設備である非常用取水設備の２号取水槽（取水

口，取水管，取水槽）を重大事故等対処設備として使用する。 

重大事故等の収束に必要となる水の供給設備の主要機器仕様を第3.13－1 表

に示す。 

ほう酸水注入系については，「3.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界

にするための設備」に記載する。 

燃料補給設備については，「3.14 電源設備」に記載する。 

非常用取水設備については，「3.23 非常用取水設備」に記載する。 
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3.13.1.1.1 多様性，位置的分散 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

低圧原子炉代替注水槽を水源とする低圧原子炉代替注水系（常設），格納容

器代替スプレイ系（常設）及びペデスタル代替注水系（常設）の多様性，位置

的分散については，「3.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉

を冷却するための設備」，「3.6原子炉格納容器内の冷却等のための設備」及

び「3.8原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備」に記載する。 

サプレッション・チェンバを水源とする高圧原子炉代替注水系及び残留熱代

替除去系の多様性，位置的分散については，「3.2 原子炉冷却材圧力バウンダ

リ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備」及び「3.7 原子炉格納容器の

過圧破損を防止するための設備」に記載する。 

大量送水車は，屋外の複数の異なる場所に分散して保管することで，共通要

因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

大量送水車の接続口は，共通要因によって接続できなくなることを防止する

ため，位置的分散を図った複数箇所に設置する設計とする。 

大型送水ポンプ車は，屋外の複数の異なる場所に分散して保管することで，

共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

 

3.13.1.1.2 悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

低圧原子炉代替注水槽及びサプレッション・チェンバは，重大事故等時に弁

操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。 

大量送水車及び大型送水ポンプ車は，通常時は接続先の系統と分離して保管

し，重大事故等時に接続，弁操作等により重大事故等対処設備としての系統構

成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

大量送水車及び大型送水ポンプ車は，輪留めによる固定等をすることで，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

大量送水車及び大型送水ポンプ車は，飛散物となって他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。 

 

3.13.1.1.3 容量等 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

低圧原子炉代替注水槽は，想定される重大事故等時において，代替淡水源又

は海を使用するまでの間に必要な容量を有する設計とする。 

サプレッション・チェンバは，設計基準対象施設と兼用しており，設計基準
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対象施設としての保有水量での水頭が，想定される重大事故等時において，高

圧原子炉代替注水系で使用する高圧原子炉代替注水ポンプ及び残留熱代替除

去系で使用する残留熱代替除去ポンプの必要有効吸込水頭の確保に必要な容

量に対して十分であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計する。 

大量送水車は，想定される重大事故等時において，重大事故等の収束に必要

となる十分な量の水の供給が可能な容量を有するものを１セット１台使用す

る。保有数は２セット２台に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時の

バックアップ用として１台の合計３台を分散して保管する。 

大型送水ポンプ車は，想定される重大事故等時において，重大事故等の収束

に必要となる十分な量の水の供給が可能な容量を有するものを１セット１台

使用する。保有数は２セット２台に加えて，故障時及び保守点検による待機除

外時のバックアップ用として１台の合計３台を分散して保管する。 

代替水源からのホースは，複数ルートを考慮してそれぞれのルートに必要な

ホースの長さを満足する数量の合計に，故障時及び保守点検による待機除外時

のバックアップを考慮した数量を分散して保管する。 

 

3.13.1.1.4 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

低圧原子炉代替注水槽は，低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内に設置し，想

定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

サプレッション・チェンバは，原子炉棟内に設置し，想定される重大事故等

時における環境条件を考慮した設計とする。 

大量送水車及び大型送水ポンプ車は，屋外に保管及び設置し，想定される重

大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

大量送水車の常設設備との接続及び操作は，想定される重大事故等時におい

て，設置場所で可能な設計とする。また，大量送水車は，淡水だけでなく海水

も使用できる設計とする。なお，可能な限り淡水を優先し，海水通水を短期間

とすることで，設備への影響を考慮する。 

大型送水ポンプ車の操作等は，想定される重大事故等時において，設置場所

で可能な設計とする。 

大型送水ポンプ車は，使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮した設

計とし，海から直接取水する際の異物の流入防止を考慮した設計とする。 

 

3.13.1.1.5 操作性の確保 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

低圧原子炉代替注水槽を水源とする低圧原子炉代替注水系（常設），格納容
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器代替スプレイ系（常設）及びペデスタル代替注水系（常設）の操作性につい

ては，「3.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するた

めの設備」，「3.6原子炉格納容器内の冷却等のための設備」及び「3.8原子炉

格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備」に記載する。 

サプレッション・チェンバを水源とする高圧原子炉代替注水系及び残留熱代

替除去系の操作性については，「3.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発

電用原子炉を冷却するための設備」及び「3.7 原子炉格納容器の過圧破損を防

止するための設備」に記載する。 

大量送水車及び大型送水ポンプ車は，付属の操作スイッチにより，設置場所

での操作が可能な設計とする。 

大量送水車及び大型送水ポンプ車は，車両として屋外のアクセスルートを通

行してアクセス可能な設計とするとともに，設置場所にて輪留めによる固定等

が可能な設計とする。 

大量送水車を接続する接続口については，簡便な接続とし，接続治具を用い

てホースを確実に接続することができる設計とする。また，接続口の口径を統

一する設計とする。 

大型送水ポンプ車と大量送水車との接続は，簡便な接続とし，接続治具を用

いてホースを確実に接続できる設計とする。 

大量送水車及び大型送水ポンプ車を用いて海水を各系統に供給する系統は，

想定される重大事故等時において，通常時の系統構成から接続，弁操作等によ

り速やかに切り替えられる設計とする。 

3.13.1.1.6 試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

低圧原子炉代替注水槽は，発電用原子炉の運転中に漏えいの有無の確認が可

能な設計とする。また，発電用原子炉の停止中に水位の確認により漏えいの有

無の確認並びに内部の確認が可能な設計とする。 

サプレッション・チェンバは，発電用原子炉の運転中に漏えいの有無の確認

が可能な設計とする。また，発電用原子炉の停止中に内部の確認及び気密性能

の確認が可能な設計とする。 

大量送水車及び大型送水ポンプ車は，発電用原子炉の運転中又は停止中に，

独立して機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とするとともに，分

解又は取替えが可能な設計とする。 

また，大量送水車及び大型送水ポンプ車は，車両として運転状態の確認及び

外観の確認が可能な設計とする。 
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第3.13－1 表 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備の主要機器仕様 

(1) 低圧原子炉代替注水槽

基 数  １ 

容 量  約 1,300 m3 

主要部材質  鉄筋コンクリート 

(2) サプレッション・チェンバ

容   積  サプレッション・チェンバ・プール水量  約 2,800 m3 

(3) ほう酸水貯蔵タンク

第3.1-1 表 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備

の主要仕様に記載する。 

(4) 大量送水車

第3.11－1表燃料プールの冷却等のための設備の主要機器仕様に記載す

る。 

(5) 大型送水ポンプ車

個 数  ２（予備１） 

容 量  1,800m3/h 
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3.14 電源設備【57 条】 

【設置許可基準規則】 

第五十七条 発電用原子炉施設には，設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより

重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，貯蔵槽

内燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するため

に必要な電力を確保するために必要な設備を設けなければならない。 

2 発電用原子炉施設には，第三十三条第二項の規定により設置される非常用電源設備及び

前項の規定により設置される電源設備のほか，設計基準事故対処設備の電源が喪失した

ことにより重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破

損，貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止

するための常設の直流電源設備を設けなければならない。 

（解釈） 

1  第 1 項に規定する「必要な電力を確保するために必要な設備」とは，以下に掲げる措

置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

ａ）代替電源設備を設けること。 

ⅰ）可搬型代替電源設備（電源車及びバッテリ等）を配備すること。 

ⅱ）常設代替電源設備として交流電源設備を設置すること。 

ⅲ）設計基準事故対処設備に対して，独立性を有し，位置的分散を図ること。 

ｂ）所内常設蓄電式直流電源設備は，負荷切り離しを行わずに 8時間，電気の供給が可能

であること。ただし，「負荷切り離しを行わずに」には，原子炉制御室又は隣接する電

気室等において簡易な操作で負荷の切り離しを行う場合を含まない。その後，必要な負

荷以外を切り離して残り 16時間の合計 24時間にわたり，電気の供給を行うことが可能

であること。 

ｃ）24 時間にわたり，重大事故等の対応に必要な設備に電気（直流）の供給を行うこと

が可能である可搬型直流電源設備を整備すること。 

ｄ）複数号機設置されている工場等では，号機間の電力融通を行えるようにあらかじめケ

ーブル等を敷設し，手動で接続できること。 

ｅ）所内電気設備（モーターコントロールセンター(MCC)，パワーセンター(P/C)及び金属

閉鎖配電盤(メタクラ)(M/C)等）は，代替所内電気設備を設けることなどにより共通要

因で機能を失うことなく，少なくとも一系統は機能の維持及び人の接近性の確保を図る

こと。 

2 第 2 項に規定する「常設の直流電源設備」とは，以下に掲げる措置又はこれと同等以

上の効果を有する措置を行うための設備とする。 

ａ）更なる信頼性を向上するため，負荷切り離し（原子炉制御室又は隣接する電気室等に

おいて簡易な操作で負荷の切り離しを行う場合を含まない。）を行わずに 8 時間，その

後，必要な負荷以外を切り離して残り 16 時間の合計 24 時間にわたり，重大事故等の

対応に必要な設備に電気の供給を行うことが可能であるもう 1 系統の特に高い信頼性

を有する所内常設直流電源設備（3 系統目）を整備すること。 

3.14-1

50



3.14.1 適合方針 

設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場

合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，燃料プール内の燃料体等

の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するため，必要

な電力を確保するために必要な重大事故等対処設備を設置及び保管する。 

代替電源設備の系統図を第 3.14－1図から第 3.14－16図に示す。 

また，想定される重大事故等時において，設計基準事故対処設備である非常用

交流電源設備及び非常用直流電源設備が使用できる場合は，重大事故等対処設備

（設計基準拡張）として使用する。 

3.14.1.1 重大事故等対処設備 

代替電源設備のうち，重大事故等の対応に必要な電力を確保するための設備と

して，常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，所内常設蓄電式直流電

源設備，常設代替直流電源設備，可搬型直流電源設備及び代替所内電気設備を設

ける。また，重大事故等時に重大事故等対処設備の補機駆動用の軽油を補給する

ための設備として，燃料補給設備を設ける。 

(1) 代替交流電源設備による給電

ａ．常設代替交流電源設備による給電 

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（外部電源喪失，非常用ディーゼル

発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の故障（以下「全交流動力電

源喪失」という。）した場合の重大事故等対処設備として，常設代替交流電源

設備を使用する。 

常設代替交流電源設備は，ガスタービン発電機，ガスタービン発電機用サー

ビスタンク，ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ，ガスタービン発電機用軽

油タンク，電路，計測制御装置等で構成し，ガスタービン発電機を中央制御室

での操作にて速やかに起動し，非常用高圧母線Ｃ系及び非常用高圧母線Ｄ系，

又はＳＡロードセンタ，ＳＡ１コントロールセンタ，ＳＡ２コントロールセン

タへ接続することで電力を供給できる設計とする。

ガスタービン発電機の燃料は，ガスタービン発電機用サービスタンクより自

重でガスタービン発電機に燃料を補給できる設計とする。 

また，ガスタービン発電機用サービスタンクの燃料は，ガスタービン発電機

用軽油タンクよりガスタービン発電機用燃料移送ポンプを用いて補給できる

設計とする。 

常設代替交流電源設備は，非常用交流電源設備に対して，独立性を有し，位

置的分散を図る設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・ガスタービン発電機

・ガスタービン発電機用サービスタンク

・ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ
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・ガスタービン発電機用軽油タンク

ｂ．可搬型代替交流電源設備による給電 

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力電源喪失）した場合の

重大事故等対処設備として，可搬型代替交流電源設備を使用する。 

可搬型代替交流電源設備は，高圧発電機車，ガスタービン発電機用軽油タン

ク，タンクローリ，電路，計測制御装置等で構成し，高圧発電機車を非常用高

圧母線Ｃ系，非常用高圧母線Ｄ系，又はＳＡ－ロードセンタ，ＳＡ１コントロ

ールセンタ及びＳＡ２コントロールセンタへ接続することで電力を供給でき

る設計とする。 

高圧発電機車の燃料は，ガスタービン発電機用軽油タンクよりタンクローリ

を用いて補給できる設計とする。 

可搬型代替交流電源設備は，非常用交流電源設備に対して，独立性を有し，

位置的分散を図る設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・高圧発電機車

・ガスタービン発電機用軽油タンク

・タンクローリ

(2) 代替直流電源設備による給電

ａ．所内常設蓄電式直流電源設備による給電 

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力電源喪失）した場合の

重大事故等対処設備として，所内常設蓄電式直流電源設備を使用する。 

所内常設蓄電式直流電源設備は，Ｂ－115V 系蓄電池，Ｂ１－115V 系蓄電池

（ＳＡ），230V系蓄電池（ＲＣＩＣ），Ｂ－115V系充電器，Ｂ１－115V系充

電器（ＳＡ），230V系充電器（ＲＣＩＣ），電路，計測制御装置等で構成し，

全交流動力電源喪失から８時間後に，不要な負荷の切り離しを行い，全交流動

力電源喪失から 24時間にわたり，Ｂ－115V系蓄電池，Ｂ１－115V系蓄電池（Ｓ

Ａ）及び 230V系蓄電池（ＲＣＩＣ）から電力を供給できる設計とする。また，

交流電源復旧後に，交流電源をＢ－115V 系充電器，Ｂ１－115V 系充電器（Ｓ

Ａ）及び 230V 系充電器（ＲＣＩＣ）を経由し直流母線へ接続することで電力

を供給できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・Ｂ－115V系蓄電池

・Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）

・230V系蓄電池（ＲＣＩＣ）

・Ｂ－115V系充電器

・Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ）
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・230V系充電器（ＲＣＩＣ）

ｂ．常設代替直流電源設備による給電 

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力電源喪失）した場合の

重大事故等対処設備として，常設代替直流電源設備を使用する。 

常設代替直流電源設備は，ＳＡ用 115V系蓄電池，ＳＡ用 115V系充電器，電

路，計測制御装置等で構成し，全交流動力電源喪失から 24 時間にわたり，Ｓ

Ａ用 115V 系蓄電池から電力を供給できる設計とする。また，交流電源復旧後

に，交流電源をＳＡ用 115V 系充電器を経由し直流母線へ接続することで電力

を供給できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・ＳＡ用 115V系蓄電池

・ＳＡ用 115V系充電器

ｃ．可搬型直流電源設備による給電 

設計基準事故対処設備の交流電源及び直流電源が喪失した場合の重大事故

等対処設備として，可搬型直流電源設備を使用する。 

可搬型直流電源設備は，高圧発電機車，Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ），Ｓ

Ａ用 115V系充電器及び 230V系充電器（常用），ガスタービン発電機用軽油タ

ンク，タンクローリ，電路，計測制御装置等で構成し，高圧発電機車を代替所

内電気設備，Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ），ＳＡ用 115V 系充電器及び 230V

系充電器（常用）を経由し直流母線へ接続することで電力を供給できる設計と

する。 

高圧発電機車の燃料は，ガスタービン発電機用軽油タンクよりタンクローリ

を用いて補給できる設計とする。 

可搬型直流電源設備は，高圧発電機車の運転を継続することで，設計基準事

故対処設備の交流電源及び直流電源の喪失から 24 時間にわたり必要な負荷に

電力の供給を行うことができる設計とする。 

可搬型直流電源設備は，非常用直流電源設備に対して，独立性を有し，位置

的分散を図る設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・高圧発電機車

・Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ）

・ＳＡ用 115V系充電器

・230V系充電器（常用）

・ガスタービン発電機用軽油タンク

・タンクローリ
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(3) 代替所内電気設備による給電

設計基準事故対処設備の非常用所内電気設備が機能喪失した場合の重大事

故等対処設備として，代替所内電気設備を使用する。 

代替所内電気設備は，緊急用メタクラ，メタクラ切替盤，高圧発電機車接続

プラグ収納箱，ＳＡロードセンタ，ＳＡ１コントロールセンタ，ＳＡ２コント

ロールセンタ，充電器電源切替盤，ＳＡ電源切替盤，重大事故操作盤，非常用

高圧母線Ｃ系及び非常用高圧母線Ｄ系，計測制御装置等で構成し，常設代替交

流電源設備，可搬型代替交流電源設備又は可搬型直流電源設備の電路として使

用し電力を供給できる設計とする。 

代替所内電気設備は，共通要因で設計基準事故対処設備である非常用所内電

気設備と同時に機能を喪失しない設計とする。また，代替所内電気設備及び非

常用所内電気設備は，少なくとも１系統は機能の維持及び人の接近性を図る設

計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・緊急用メタクラ

・メタクラ切替盤

・高圧発電機車接続プラグ収納箱

・ＳＡロードセンタ

・ＳＡ１コントロールセンタ

・ＳＡ２コントロールセンタ

・充電器電源切替盤

・ＳＡ電源切替盤

・重大事故操作盤

・非常用高圧母線Ｃ系

・非常用高圧母線Ｄ系

(4) 非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替交流電源設備による給電

ａ．常設代替交流電源設備による給電 

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（外部電源喪失及び非常用ディーゼ

ル発電機の故障）した場合の重大事故等対処設備として，常設代替交流電源設

備を使用する。 

常設代替交流電源設備は，ガスタービン発電機，ガスタービン発電機用サー

ビスタンク，ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ，ガスタービン発電機用軽

油タンク，電路，計測制御装置等で構成し，ガスタービン発電機を中央制御室

での操作にて速やかに起動し，非常用高圧母線Ｃ系及び非常用高圧母線Ｄ系，

又はＳＡロードセンタ，ＳＡ１コントロールセンタ，ＳＡ２コントロールセン

タへ接続することで電力を供給できる設計とする。

ガスタービン発電機の燃料は，ガスタービン発電機用サービスタンクより自

重でガスタービン発電機に燃料を補給できる設計とする。
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また，ガスタービン発電機用サービスタンクの燃料は，ガスタービン発電機

用軽油タンクよりガスタービン発電機用燃料移送ポンプを用いて補給できる

設計とする。 

常設代替交流電源設備は，非常用交流電源設備に対して，独立性を有し，位

置的分散を図る設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・ガスタービン発電機

・ガスタービン発電機用サービスタンク

・ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ

・ガスタービン発電機用軽油タンク

ｂ．可搬型代替交流電源設備による給電 

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（外部電源喪失及び非常用ディーゼ

ル発電機の故障）した場合の重大事故等対処設備として，可搬型代替交流電源

設備を使用する。 

可搬型代替交流電源設備は，高圧発電機車，ガスタービン発電機用軽油タン

ク，タンクローリ，電路，計測制御装置等で構成し，高圧発電機車を非常用高

圧母線Ｃ系，非常用高圧母線Ｄ系，又はＳＡ－ロードセンタ，ＳＡ１コントロ

ールセンタ及びＳＡ２コントロールセンタへ接続することで電力を供給でき

る設計とする。 

高圧発電機車の燃料は，ガスタービン発電機用軽油タンクよりタンクローリ

を用いて補給できる設計とする。 

可搬型代替交流電源設備は，非常用交流電源設備に対して，独立性を有し，

位置的分散を図る設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・高圧発電機車

・ガスタービン発電機用軽油タンク

・タンクローリ

(5) 非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替直流電源設備による給電

ａ．所内常設蓄電式直流電源設備による給電 

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（外部電源喪失及び非常用ディーゼ

ル発電機の故障）した場合の重大事故等対処設備として，所内常設蓄電式直流

電源設備を使用する。 

所内常設蓄電式直流電源設備は，Ｂ－115V 系蓄電池，Ｂ１－115V 系蓄電池

（ＳＡ），230V系蓄電池（ＲＣＩＣ），Ｂ－115V系充電器，Ｂ１－115V系充電

器（ＳＡ），230V 系充電器（ＲＣＩＣ），電路，計測制御装置等で構成し，非

常用所内電気設備への交流電源喪失から 8 時間後に，不要な負荷の切り離し
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を行い，交流電源喪失から 24時間にわたり，Ｂ－115V系蓄電池，Ｂ１－115V

系蓄電池（ＳＡ）及び 230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）から電力を供給できる設計

とする。また，交流電源復旧後に，交流電源をＢ－115V系充電器，Ｂ１－115V

系充電器（ＳＡ）及び 230V 系充電器（ＲＣＩＣ）を経由し直流母線へ接続す

ることで電力を供給できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・Ｂ－115V系蓄電池

・Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）

・230V系蓄電池（ＲＣＩＣ）

・Ｂ－115V系充電器

・Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ）

・230V系充電器（ＲＣＩＣ）

ｂ．常設代替直流電源設備による給電 

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（外部電源喪失及び非常用ディーゼ

ル発電機の故障）した場合の重大事故等対処設備として，常設代替直流電源設

備を使用する。 

常設代替直流電源設備は，ＳＡ用 115V系蓄電池，ＳＡ用 115V系充電器，電

路，計測制御装置等で構成し，非常用所内電気設備への交流電源喪失から 24

時間にわたり，ＳＡ用 115V系蓄電池から電力を供給できる設計とする。また，

交流電源復旧後に，交流電源をＳＡ用 115V 系充電器を経由し直流母線へ接続

することで電力を供給できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・ＳＡ用 115V系蓄電池

・ＳＡ用 115V系充電器

ｃ．可搬型直流電源設備による給電 

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（外部電源喪失及び非常用ディーゼ

ル発電機の故障）及び直流電源が喪失した場合の重大事故等対処設備として，

可搬型直流電源設備を使用する。 

可搬型直流電源設備は，高圧発電機車，Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ），ＳＡ

用 115V 系充電器及び 230V 系充電器（常用），ガスタービン発電機用軽油タン

ク，タンクローリ，電路，計測制御装置等で構成し，高圧発電機車を代替所内

電気設備，Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ），ＳＡ用 115V系充電器及び 230V系充

電器（常用）を経由し直流母線へ接続することで電力を供給できる設計とする。 

高圧発電機車の燃料は，ガスタービン発電機用軽油タンクよりタンクローリ

を用いて補給できる設計とする。 

可搬型直流電源設備は，高圧発電機車の運転を継続することで，設計基準事
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故対処設備の交流電源及び直流電源の喪失から 24 時間にわたり必要な負荷に

電力の供給を行うことができる設計とする。 

可搬型直流電源設備は，非常用直流電源設備に対して，独立性を有し，位置

的分散を図る設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・高圧発電機車

・Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ）

・ＳＡ用 115V系充電器

・230V系充電器（常用）

・ガスタービン発電機用軽油タンク

・タンクローリ

(6) 燃料補給設備による給油

重大事故等時に補機駆動用の軽油を補給する設備として，ガスタービン発電

機用軽油タンク，タンクローリ及びホースを使用する。 

大量送水車，大型送水ポンプ車，可搬式窒素供給装置は，ガスタービン発電

機用軽油タンクからタンクローリを用いて燃料を補給できる設計とする。 

ガスタービン発電機用軽油タンクからタンクローリへの軽油の補給は，ホー

スを用いる設計とする。

主要な設備は，以下のとおりとする。

・ガスタービン発電機用軽油タンク

・タンクローリ

本系統の流路として，ホースを重大事故等対処設備として使用する。 

代替電源設備の主要機器仕様を第 3.14－1表に示す。 
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3.14.1.1.1 多様性及び独立性，位置的分散 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

常設代替交流電源設備は，非常用交流電源設備と共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，ガスタービン発電機をガスタービンにより駆動することで，

ディーゼルエンジンにより駆動する非常用ディーゼル発電機を用いる非常用交

流電源設備に対して多様性を有する設計とする。 

常設代替交流電源設備のガスタービン発電機，ガスタービン発電機用サービス

タンク及びガスタービン発電機用燃料移送ポンプは，原子炉建物から離れたガス

タービン発電機建物に設置することで，原子炉建物内の非常用ディーゼル発電機，

ディーゼル燃料デイタンク，原子炉建物近傍及びタービン建物近傍のディーゼル

燃料移送ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を

図る設計とする。 

常設代替交流電源設備は，ガスタービン発電機から非常用高圧母線までの系統

において，独立した電路で系統構成することにより，非常用ディーゼル発電機か

ら非常用高圧母線までの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって，常設代替交流電

源設備は非常用交流電源設備に対して独立性を有する設計とする。 

可搬型代替交流電源設備は，非常用交流電源設備と共通要因によって同時に機

能を損なわないよう，高圧発電機車の冷却方式を空冷とすることで，冷却方式が

水冷である非常用ディーゼル発電機を用いる非常用交流電源設備に対して多様

性を有する設計とする。また，可搬型代替交流電源設備は，常設代替交流電源設

備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，高圧発電機車をディーゼル

エンジンにより駆動することで，ガスタービンにより駆動するガスタービン発電

機を用いる常設代替交流電源設備に対して多様性を有する設計とする。 

可搬型代替交流電源設備の高圧発電機車及びタンクローリは，屋外の原子炉建

物から離れた場所に保管することで，原子炉建物内の非常用ディーゼル発電機，

ディーゼル燃料デイタンク，原子炉建物近傍及びタービン建物近傍のディーゼル

燃料移送ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を

図る設計とする。また，可搬型代替交流電源設備の高圧発電機車及びタンクロー

リは，ガスタービン発電機建物内に設置するガスタービン発電機，ガスタービン

発電機用サービスタンク及びガスタービン発電機用燃料移送ポンプから離れた

場所に保管することで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的

分散を図る設計とする。 

可搬型代替交流電源設備は，高圧発電機車から非常用高圧母線までの系統にお

いて，独立した電路で系統構成することにより，非常用ディーゼル発電機から非

常用高圧母線までの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって，可搬型代替交流

電源設備は非常用交流電源設備に対して独立性を有する設計とする。 
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可搬型代替交流電源設備の高圧発電機車の接続箇所は，共通要因によって接続

できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設置する設計

とする。 

所内常設蓄電式直流電源設備は，原子炉建物及び廃棄物処理建物内の非常用直

流電源設備３系統のうち２系統と異なる区画に設置することで，非常用直流電源

設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計と

する。 

所内常設蓄電式直流電源設備は，蓄電池及び充電器から直流母線までの系統に

おいて，独立した電路で系統構成することにより，非常用直流電源設備３系統の

うち２系統の蓄電池及び充電器から直流母線までの系統に対して，独立性を有す

る設計とする。 

これらの位置的分散及び電路の独立性によって，所内常設蓄電式直流電源設備

は非常用直流電源設備３系統のうち２系統に対して独立性を有する設計とする。 

常設代替直流電源設備は，廃棄物処理建物内に設置し，非常用直流電源設備３

系統のうち２系統と異なる区画に設置することで，非常用直流電源設備と共通要

因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

常設代替直流電源設備は，蓄電池及び充電器から直流母線までの系統において，

独立した電路で系統構成することにより，非常用直流電源設備３系統のうち２系

統の蓄電池及び充電器から直流母線までの系統に対して，独立性を有する設計と

する。 

これらの位置的分散及び電路の独立性によって，常設代替直流電源設備は非常

用直流電源設備に対して独立性を有する設計とする。 

可搬型直流電源設備は，非常用直流電源設備と共通要因によって同時に機能を

損なわないよう，高圧発電機車の冷却方式を空冷とすることで，冷却方式が水冷

である非常用ディーゼル発電機から給電する非常用直流電源設備に対して多様

性を有する設計とする。また，Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ），ＳＡ用 115V系充電

器及び 230V 系充電器（常用）により交流電力を直流に変換できることで，非常

用蓄電池を用いる非常用直流電源設備に対して多様性を有する設計とする。 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車，Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ），ＳＡ用 115V

系充電器，230V系充電器（常用）及びタンクローリは，屋外の原子炉建物から離

れた場所及び廃棄物処理建物内に設置又は保管することで，原子炉建物内の非常

用ディーゼル発電機，ディーゼル燃料デイタンク，原子炉建物近傍及びタービン

建物近傍のディーゼル燃料移送ポンプ及び廃棄物処理建物内の異なる区画に設

置する充電器と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図

る設計とする。 

可搬型直流電源設備は，高圧発電機車から直流母線までの系統において，独立

した電路で系統構成することにより，非常用ディーゼル発電機から直流母線まで

の系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって，可搬型直流電源
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設備は非常用直流電源設備に対して独立性を有する設計とする。 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車の接続箇所は，共通要因によって接続でき

なくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設置する設計とす

る。 

代替所内電気設備の緊急用メタクラは，ガスタービン発電機建物内に設置し，

ＳＡロードセンタ及びＳＡ１コントロールセンタは，低圧原子炉代替注水槽内に

設置することで，非常用所内電気設備と共通要因によって同時に機能を損なわな

いよう，位置的分散を図る設計とする。 

代替所内電気設備のメタクラ切替盤，ＳＡ電源切替盤及びＳＡ２コントロール

センタは，原子炉建物付属棟内に設置し，代替する機能を有する非常用所内電気

設備とは異なる区画に設置することで，代替する機能を有する非常用所内電気設

備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とす

る。 

代替所内電気設備の高圧発電機車接続プラグ収納箱は，屋外に設置することで，

非常用所内電気設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分

散を図る設計とする。 

代替所内電気設備の充電器電源切替盤は廃棄物処理建物内に設置することで，

非常用所内電気設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分

散を図る設計とする。 

代替所内電気設備の重大事故操作盤は中央制御室内に設置することで，非常用

所内電気設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図

る設計とする。 

代替所内電気設備は，独立した電路で系統構成することにより，代替する機能

を有する非常用所内電気設備に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの位置的分散及び電路の独立性によって，代替所内電気設備は代替する

機能を有する非常用所内電気設備に対して独立性を有する設計とする。 

燃料補給設備のタンクローリは，原子炉建物近傍及びタービン建物近傍のディ

ーゼル燃料移送ポンプから離れた屋外に分散して保管することで，ディーゼル燃

料移送ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図

る設計とする。 

ガスタービン発電機用軽油タンクは，原子炉建物及びタービン建物から離れた

場所に設置することで，原子炉建物近傍及びタービン建物近傍のディーゼル燃料

貯蔵タンクと共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る

設計とする。 
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3.14.1.1.2 悪影響防止 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

常設代替交流電源設備のガスタービン発電機，ガスタービン発電機用サービス

タンク及びガスタービン発電機用燃料移送ポンプは，通常時は遮断器等により接

続先の系統から隔離し，重大事故等時に遮断器操作等により重大事故等対処設備

としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

常設代替交流電源設備のガスタービン発電機用軽油タンクは，重大事故等時に

弁操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。 

ガスタービン発電機及びガスタービン発電機用燃料移送ポンプは，飛散物とな

って他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

可搬型代替交流電源設備の高圧発電機車及びタンクローリは，接続先の系統と

分離して保管し，重大事故等時に接続，弁操作，遮断器操作等により重大事故等

対処設備としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計と

する。 

可搬型代替交流電源設備のガスタービン発電機用軽油タンクは，重大事故等時

に弁操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。 

高圧発電機車は輪留めによる固定等をすることで，他の設備に悪影響を及ぼさ

ない設計とする。 

所内常設蓄電式直流電源設備のＢ－115V 系蓄電池，Ｂ１－115V 系蓄電池（Ｓ

Ａ），230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ），Ｂ－115V 系充電器，Ｂ１－115V 系充電器（Ｓ

Ａ）， 230V系充電器（ＲＣＩＣ）は，通常時は設計基準事故対処設備として使用

する場合と同じ系統構成とし，重大事故等時に遮断器操作等により重大事故等対

処設備としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

常設代替直流電源設備のＳＡ用 115V系蓄電池及びＳＡ用 115V系充電器は，通

常時は非常用直流電源設備と分離し，重大事故等時に通常時と同じ系統構成で重

大事故等対処設備として使用する，及び遮断器等により重大事故等対処設備とし

ての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

可搬型直流電源設備のＢ１－115V系充電器（ＳＡ），ＳＡ用 115V系充電器及び

230V系充電器（常用）は，通常時は非常用直流電源設備と分離し，重大事故等時

に通常時と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用する，及び遮断器等に

より重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車及びタンクローリは，接続先の系統と分離

して保管し，重大事故等時に接続，弁操作，遮断器操作等により重大事故等対処

設備としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

可搬型直流電源設備のガスタービン発電機用軽油タンクは，重大事故等時に弁
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操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他の設備に悪

影響を及ぼさない設計とする。 

代替所内電気設備の緊急用メタクラ，メタクラ切替盤，高圧発電機車接続プラ

グ収納箱，ＳＡロードセンタ，ＳＡ１コントロールセンタ及びＳＡ２コントロー

ルセンタは，通常時は遮断器等により接続先の系統から隔離し，重大事故等時に

遮断器操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

代替所内電気設備の充電器電源切替盤，ＳＡ電源切替盤，非常用高圧母線Ｃ系

及び非常用高圧母線Ｄ系は，重大事故等時に遮断器操作等により重大事故等対処

設備としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

代替所内電気設備の重大事故操作盤は，設計基準対処設備の操作盤と隔離して

いることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

燃料補給設備のタンクローリは，接続先の系統と分離して保管し，重大事故等

時に接続，弁操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

燃料補給設備のガスタービン発電機用軽油タンクは，重大事故等時に弁操作等

により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。 

タンクローリは輪留めによる固定等をすることで，他の設備に悪影響を及ぼさ

ない設計とする。 

 

3.14.1.1.3 共用の禁止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

常設代替交流電源設備，所内常設蓄電式直流電源設備，常設代替直流電源設備

及び代替所内電気設備については，二以上の発電用原子炉施設において共用しな

い設計とする。 

 

3.14.1.1.4 容量等 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

ガスタービン発電機は，想定される重大事故等時において，炉心の著しい損傷，

原子炉格納容器の破損，燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原

子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために必要な容量を有する設計とする。 

ガスタービン発電機用サービスタンクは，想定される重大事故等時において，

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプで燃料補給するまでの間，ガスタービン発

電機に燃料を補給可能な容量を有する設計とする。 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプは，想定される重大事故等時において，

ガスタービン発電機の運転に必要な燃料を補給できるポンプ容量を有する設計

とする。 

高圧発電機車は，想定される重大事故等時において，最低限必要な設備に電力
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を供給できる容量を有するものを１セット３台使用する。保有数は，２セット６

台に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として１台

の合計７台を保管する。 

Ｂ－115V 系蓄電池及びＢ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）は，想定される重大事故

等時において，負荷の切り離しを行わず８時間，その後必要な負荷以外を切り離

して 16時間の合計 24時間にわたり必要な設備に電力を供給できる容量を有する

設計とする。 

ＳＡ用 115V系蓄電池及び 230V系蓄電池（ＲＣＩＣ）は想定される重大事故等

時において，負荷の切り離しを行わず 24 時間にわたり必要な設備に電力を供給

できる容量を有する設計とする。 

Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ），ＳＡ用 115V系充電器及び 230V系充電器（常用）

は，想定される重大事故等時において，必要な設備に電力を供給できる容量を有

する設計とする。 

緊急用メタクラ，メタクラ切替盤，高圧発電機車接続プラグ収納箱，ＳＡロー

ドセンタ，ＳＡ１コントロールセンタ及びＳＡ２コントロールセンタは，想定さ

れる重大事故等時において，必要な設備に電力を供給できる容量を有する設計と

する。 

ガスタービン発電機用軽油タンクは，想定される重大事故等時において，その

機能を発揮することが必要な重大事故等対処設備が，事故後７日間連続運転する

ために必要となる燃料を供給できる容量を有する設計とする。 

タンクローリは，想定される重大事故等時において，その機能を発揮すること

が必要な重大事故等対処設備に，燃料を補給できる容量を有するものを１セット

１台使用する。保有数は，１セット１台に加えて，故障時及び保守点検による待

機除外時のバックアップ用として１台の合計２台を保管する。 

 

3.14.1.1.5 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

ガスタービン発電機，ガスタービン発電機用サービスタンク，ガスタービン発

電機用燃料移送ポンプ及び緊急用メタクラは，ガスタービン発電機建物内に設置

し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

ガスタービン発電機の操作は，想定される重大事故等時において，中央制御室

で可能な設計とする。 

緊急用メタクラの操作は，想定される重大事故等時において，中央制御室で可

能な設計とする。 

高圧発電機車は，屋外に保管及び設置し，想定される重大事故等時における環

境条件を考慮した設計とする。 

高圧発電機車の常設設備との接続及び操作は，想定される重大事故等時におい

て，設置場所で可能な設計とする。 

Ｂ－115V系蓄電池，Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ），230V系蓄電池（ＲＣＩＣ），
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Ｂ－115V系充電器，Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ），230V系充電器（ＲＣＩＣ）は，

廃棄物処理建物に設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した

設計とする。 

ＳＡ用 115V 系蓄電池及びＳＡ用 115V 系充電器は，廃棄物処理建物に設置し，

想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

高圧発電機車接続プラグ収納箱は，屋外に設置し，想定される重大事故等時に

おける環境条件を考慮した設計とする。 

高圧発電機車接続プラグ収納箱の操作は想定される重大事故等時において設

置場所で可能な設計とする。 

メタクラ切替盤，ＳＡ２コントロールセンタ，ＳＡ電源切替盤，非常用高圧母

線Ｃ系及び非常用高圧母線Ｄ系は，原子炉建物付属棟に設置し，想定される重大

事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

メタクラ切替盤，ＳＡ電源切替盤，非常用高圧母線Ｃ系及び非常用高圧母線Ｄ

系の操作は想定される重大事故等時において設置場所で可能な設計とする。 

ＳＡロードセンタ，ＳＡ１コントロールセンタは，低圧原子炉代替注水ポンプ

格納槽内に設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計と

する。 

ＳＡロードセンタの操作は，想定される重大事故等時において，中央制御室で

可能な設計とする。 

充電器電源切替盤は，廃棄物処理建物に設置し，想定される重大事故等時にお

ける環境条件を考慮した設計とする。 

充電器電源切替盤の操作は想定される重大事故等時において設置場所で可能

な設計とする。 

重大事故操作盤は，制御室建物に設置し，想定される重大事故等時における環

境条件を考慮した設計とする。 

重大事故操作盤の操作は想定される重大事故等時において設置場所で可能な

設計とする。 

ガスタービン発電機用軽油タンクは，屋外に設置し，想定される重大事故等時

における環境条件を考慮した設計とする。 

ガスタービン発電機用軽油タンクの系統構成に必要な弁の操作は，想定される

重大事故等時において，設置場所で可能な設計とする。 

タンクローリは，屋外に保管及び設置し，想定される重大事故等時における環

境条件を考慮した設計とする。 

タンクローリの常設設備との接続及び操作は，想定される重大事故等時におい

て，設置場所で可能な設計とする。 
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3.14.1.1.6 操作性の確保 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

常設代替交流電源設備は，想定される重大事故等時において，通常時の系統構

成から遮断器操作等により速やかに切り替えられる設計とする。 

ガスタービン発電機は，中央制御室の操作スイッチ等により，操作が可能な設

計とする。系統構成に必要な遮断器等は，設置場所でのスイッチ操作等により操

作が可能な設計とする。 

可搬型代替交流電源設備は，想定される重大事故等時において，通常時の系統

構成から遮断器操作等により速やかに切り替えられる設計とする。 

高圧発電機車は，付属の操作スイッチ等により，設置場所での操作が可能な設

計とする。 

系統構成に必要な遮断器等は，設置場所でのスイッチ操作等により操作が可能

な設計とする。 

高圧発電機車は，車両として屋外のアクセスルートを通行してアクセスできる

設計とするとともに，設置場所にて輪留めによる固定等が可能な設計とする。 

高圧発電機車を接続する接続箇所については，ボルト・ネジ接続又はより簡便

な接続とし，一般的な工具を用いてケーブルを確実に接続できる設計とする。 

所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備は，想定される重大事

故等時において，通常時の系統構成から遮断器操作等により速やかに切り替えら

れる設計とする。 

可搬型直流電源設備は，想定される重大事故等時において，通常時の系統構成

から弁操作及び遮断器操作等により速やかに切り替えられる設計とする。 

代替所内電気設備は，想定される重大事故等時において，通常時の系統構成か

ら遮断器操作等により速やかに切り替えられる設計とする。 

緊急用メタクラ，高圧発電機車接続プラグ収納箱，メタクラ切替盤，ＳＡ電源

切替盤，充電器電源切替盤，重大事故操作盤，非常用高圧母線Ｃ系及び非常用高

圧母線Ｄ系は，付属の操作スイッチ等により，設置場所での操作が可能な設計と

する。 

燃料補給設備は，想定される重大事故等時において，通常時の系統構成から弁

操作等により速やかに切り替えられる設計とする。 

ガスタービン発電機用軽油タンクは，系統構成に必要な弁を，設置場所での手

動操作が可能な設計とする。 

タンクローリは，付属の操作スイッチにより，設置場所での操作が可能な設計

とし，系統構成に必要な弁は設置場所での手動操作が可能な設計とする。 

タンクローリは，車両として屋外のアクセスルートを通行してアクセス可能な

設計とするとともに，設置場所にて輪留めによる固定等が可能な設計とする。 

タンクローリを接続する接続口については，専用の接続方式とし，接続治具を

用いてホースを確実に接続することができる設計とする。 
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3.14.1.1.7 試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

ガスタービン発電機は，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能及び外

観の確認が可能な設計とするとともに，分解が可能な設計とする。 

ガスタービン発電機用サービスタンクは，発電用原子炉の運転中に漏えいの有

無の確認が可能な設計とする。また，発電用原子炉の運転中又は停止中に内部の

確認が可能な設計とする。 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプは，発電用原子炉の運転中又は停止中に

機能・性能検査及び分解点検が可能な設計とする。 

また，ガスタービン発電機用燃料移送ポンプは，発電用原子炉の運転中又は停

止中に分解及び外観の確認が可能な設計とする。 

高圧発電機車は，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能の確認が可能

な設計とするとともに，分解又は取替えが可能な設計とする。また，高圧発電機

車は，車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。 

Ｂ－115V系蓄電池，Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ），ＳＡ用 115V系蓄電池，230V

系蓄電池（ＲＣＩＣ），Ｂ－115V 系充電器，Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ），Ｓ

Ａ用 115V系充電器及び 230V系充電器（ＲＣＩＣ）は，発電用原子炉の運転中又

は停止中に機能・性能及び外観の確認が可能な設計とする。 

メタクラ切替盤及び高圧発電機車接続プラグ収納箱は，発電用原子炉の運転中

又は停止中に機能・性能及び外観の確認が可能な設計とする。 

緊急用メタクラ，ＳＡロードセンタ，ＳＡ１コントロールセンタ，ＳＡ２コン

トロールセンタ，ＳＡ電源切替盤，充電器電源切替盤，重大事故操作盤，非常用

高圧母線Ｃ系及び非常用高圧母線Ｄ系は，発電用原子炉の停止中に機能・性能の

確認が可能な設計とする。また，発電用原子炉の運転中又は停止中に外観の確認

が可能な設計とする。 

ガスタービン発電機用軽油タンクは，発電用原子炉の運転中に漏えいの有無の

確認が可能な設計とする。また，発電用原子炉の停止中に内部の確認が可能な設

計とする。 

タンクローリは，発電用原子炉の運転中又は停止中に外観検査及び機能試験，

漏えいの有無の確認が可能な設計とするとともに，分解又は取替えが可能な設計

とする。また，タンクローリは，車両として運転状態の確認及び外観の確認が可

能な設計とする。 
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第 3.14－1表 代替電源設備主要機器仕様 

 

常設代替交流電源設備 (1) 

ａ．ガスタービン発電機 

ガスタービン 

台 数 １（予備１） 

使用燃料 軽油 

出 力 約 4,800kW/台 

発電機 

台 数  １（予備１） 

種 類 同期発電機 

容 量  約 6,000kVA/台 

力 率  0.8 

電 圧  6.9kV 

周 波 数 60Hz 

ｂ．ガスタービン発電機用サービスタンク 

基 数  １（予備１） 

容 量  約 7.9kL/基 

ｃ．ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 

台 数  １（予備１） 

容 量  約４m3/h/台 

ｄ．ガスタービン発電機用軽油タンク 

基 数  １ 

容 量  約 560kL/基 

 

(2) 可搬型代替交流電源設備 

ａ．高圧発電機車 

機関 

台 数  ６（予備１） 

使用燃料 軽油 

発電機 

台 数  ６（予備１） 

種 類  同期発電機 

容 量  約 500kVA/台 

力 率  0.8 

電 圧 6.6kV 

周 波 数  60Hz 
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ｂ．ガスタービン発電機用軽油タンク 

基 数 １ 

容 量 約 560kL/基 

ｃ．タンクローリ 

台 数 １（予備１） 

容 量 約３kL/台 

 

(3) 所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備 

ａ．Ｂ－115V系蓄電池及びＢ１－115V系蓄電池（ＳＡ） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用電源設備（通常運転時等） 

・非常用電源設備（重大事故等時） 

組 数  １ 

電 圧  115V 

容 量  約 4,500Ah 

（Ｂ－115V系蓄電池：約 3,000Ah 

Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）：約 1,500Ah） 

ｂ．230V系蓄電池（ＲＣＩＣ） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用電源設備（通常運転時等） 

・非常用電源設備（重大事故等時） 

組 数 １ 

電 圧 230V 

容 量  約 3,000Ah 

ｃ．ＳＡ用 115V系蓄電池 

組 数  １ 

電 圧 115V 

容 量 約 1,500Ah 

ｄ．Ｂ－115V系充電器及びＢ１－115V系充電器（ＳＡ） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用電源設備（通常運転時等） 

・非常用電源設備（重大事故等時） 

個 数 ２ 

電 圧  120V 

容 量 約 400A 及び約 200A 
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ｅ．230V系充電器（ＲＣＩＣ） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用電源設備（通常運転時等）

・非常用電源設備（重大事故等時）

個 数 １ 

電 圧 240V 

容 量 約 200A 

ｆ．ＳＡ用 115V系充電器 

個 数 １ 

電 圧 120V 

容 量 約 200A 

(4) 可搬型直流電源設備

ａ．高圧発電機車 

機関 

台 数 ６（予備１） 

使用燃料  軽油 

発電機 

台 数 ６（予備１） 

種 類 同期発電機 

容 量 約 500kVA/台 

力 率 0.8 

電 圧 6.6kV 

周 波 数  60Hz 

ｂ．Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ） 

個 数 １ 

電 圧 120V 

容 量 約 200A 

ｃ．ＳＡ用 115V系充電器 

個 数 １ 

電 圧 120V 

容 量 約 200A 

ｄ．230V系充電器（常用） 

個 数 １ 

電 圧 240V 

容 量 約 200A 
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ｅ．ガスタービン発電機用軽油タンク 

基 数  １ 

容 量  約 560kL/基 

ｆ．タンクローリ 

台 数  １（予備１） 

容 量  約３kL/台 

 

(6) 燃料補給設備 

ａ．ガスタービン発電機用軽油タンク 

基 数  １ 

容 量  約 560kL/基 

ｂ．タンクローリ 

台 数  １（予備１） 

容 量  約３kL/台 
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3.14.1.2 重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

3.14.1.2.1 非常用交流電源設備 

非常用交流電源設備は，想定される重大事故等時において，重大事故等対処設

備（設計基準拡張）として使用する。 

非常用交流電源設備のうち非常用ディーゼル発電機は，重大事故等時に代替制

御棒挿入機能（ＡＲＩ），代替原子炉再循環ポンプトリップ機能，ほう酸水注入

系，代替自動減圧機能，低圧原子炉代替注水系（常設），低圧原子炉代替注水系

（可搬型），低圧炉心スプレイ系，残留熱除去系（低圧注水モード），残留熱除去

系（原子炉停止時冷却モード），原子炉補機冷却系，格納容器代替スプレイ（常

設）格納容器代替スプレイ（可搬型），残留熱除去系（サプレッション・プール

水冷却モード），計装設備及び非常用ガス処理系へ電力を供給できる設計とする。 

非常用交流電源設備のうち高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機は，高圧炉心

スプレイ系及び計装設備へ電力を供給できる設計とする。 

非常用交流電源設備は，「2.3 重大事故等対処設備に関する基本方針」のうち，

多様性，位置的分散等を除く設計方針を適用して設計を行う。 

非常用交流電源設備の主要機器仕様を第 3.14－2 表に示す。 

 

3.14.1.2.1.1 悪影響防止 

基本方針については「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

非常用交流電源設備は，設計基準事故対処設備として使用する場合と同じ系統

構成で重大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用することで，他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

3.14.1.2.1.2 容量等 

基本方針については「2.3.2 容量等」に示す。 

非常用ディーゼル発電機，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機，ディーゼル

燃料デイタンク，ディーゼル燃料貯蔵タンク及びディーゼル燃料移送ポンプは，

設計基準事故時に使用する場合の容量が，重大事故等の収束に必要な容量に対し

て十分であることから，設計基準事故対処設備と同仕様で設計する。 

 

3.14.1.2.1.3 環境条件等 

基本方針については「2.3.3 環境条件等」に示す。 

非常用ディーゼル発電機，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機及びディーゼ

ル燃料デイタンクは，原子炉建物付属棟に設置し，想定される重大事故等時にお

ける環境条件を考慮した設計とする。 

非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の操作は，

中央制御室から可能な設計とする。 

ディーゼル燃料貯蔵タンク及びディーゼル燃料移送ポンプは，屋外に設置し，

想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。  
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3.14.1.2.1.4 操作性の確保 

基本方針については「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

非常用交流電源設備は，設計基準事故対処設備として使用する場合と同じ系統

構成で重大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用する。非常用ディーゼル

発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機は，中央制御室の操作スイッチ

により操作が可能な設計とする。 

 

3.14.1.2.1.5 試験検査 

基本方針については「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機は，発電用

原子炉の運転中又は停止中に機能・性能及び外観の確認が可能な設計とする。ま

た，発電用原子炉の停止中に分解が可能な設計とする。 

ディーゼル燃料デイタンクは，発電用原子炉の運転中に漏えいの有無の確認が

可能な設計とする。また，発電用原子炉の運転中又は停止中に内部の確認及び弁

の開閉動作の確認が可能な設計とする。 

ディーゼル燃料貯蔵タンクは，発電用原子炉の運転中に漏えいの有無の確認が

可能な設計とする。 

また，発電用原子炉の運転中又は停止中に内部の確認及び弁の開閉動作の確認

が可能な設計とする。 

ディーゼル燃料移送ポンプは，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能

及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。 
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第 3.14－2表 非常用交流電源設備の主要機器仕様 

 

 

(1) 非常用ディーゼル発電機 

 非常用ディーゼル発電機 

機関 

型  式 

台  数 

出  力 

起動時間 

使用燃料 

 

Ｖ形４サイクル単動無気噴射式 
２ 

約 6,150kW/台（連続） 

約 10 秒 

軽油 

発電機 

台  数 

種  類 

容  量 

力  率 

電  圧 

周 波 数 

 

２ 

三相同期発電機 

約 7,300kVA/台 

0.8 

6.9kV 

60Hz 

 

(2) 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 

 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 

機関 

型  式 

台  数 

出  力 

起動時間 

使用燃料 

 

Ｖ形４サイクル単動無気噴射式 
１ 

約 3,480kW/台（連続） 

約 13 秒 

軽油 

発電機 

台  数 

種  類 

容  量 

力  率 

電  圧 

周 波 数 

 

１ 

三相同期発電機 

約 4,000kVA/台 

0.8 

6.9kV 

60Hz 
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(3) ディーゼル燃料貯蔵タンク 

 ディーゼル燃料貯蔵タンク 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

基  数 

容  量 

 

２（非常用），１（高圧炉心スプレイ系用） 

約 170kL/基 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

基  数 

容  量 

 

３（非常用） 

約 100kL/基 
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3.14.1.2.2 非常用直流電源設備 

非常用直流電源設備は，想定される重大事故等時において，重大事故等対処設

備（設計基準拡張）として使用する。 

非常用直流電源設備は，全交流動力電源喪失から８時間，非常用蓄電池から電

力を供給できる設計とする。 

非常用直流電源設備は，「2.3 重大事故等対処設備に関する基本方針」のうち，

多様性，位置的分散等を除く設計方針を適用して設計を行う。 

非常用直流電源設備の主要機器仕様を第 3.14－3 表に示す。 

 

3.14.1.2.2.1 悪影響防止 

基本方針については「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

非常用直流電源設備は，設計基準事故対処設備として使用する場合と同じ系統

構成で重大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用することで，他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

3.14.1.2.2.2 容量等 

基本方針については「2.3.2 容量等」に示す。 

非常用蓄電池は，設計基準事故時に使用する場合の容量が，重大事故等の収束

に必要な容量に対して十分であることから，設計基準事故対処設備と同仕様で設

計する。 

 

3.14.1.2.2.3 環境条件等 

基本方針については「2.3.3 環境条件等」に示す。 

非常用蓄電池及びそれに充電する充電器は，廃棄物処理建物内に設置し，想定

される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

 

3.14.1.2.2.4 操作性の確保 

基本方針については「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

非常用直流電源設備は，設計基準事故対処設備として使用する場合と同じ系統

構成で重大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用する。 

 

3.14.1.2.2.5 試験検査 

基本方針については「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

非常用蓄電池は，発電用原子炉の運転中及び停止中に機能・性能の確認が可能

な設計とする。 

非常用蓄電池に充電する充電器は，発電用原子炉の運転中及び停止中に機能・

性能の確認が可能な設計とする。また，発電用原子炉の停止中に外観の確認が可

能な設計とする。 
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第 3.14－3 表 非常用直流電源設備の主要機器仕様 

(1) 非常用蓄電池 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用電源設備（通常運転時等） 

・代替電源設備 

 115V系蓄電池 230V系蓄電池 ±24V系蓄電池 

蓄電池 

組 数 

電 圧 

容 量 

 

 

３ 

115V 

約 4,500Ah（１組） 

約 1,200Ah（１組） 

約 500Ah（１組） 

 

１ 

230V 

約 3,000Ah（１組） 

 

 

２ 

±24V 

約 90Ah（２組） 

充電器 

台 数 

充電方式 

 

５（予備１台） 

浮動（常時） 

 

１ 

浮動（常時） 

 

２ 

浮動（常時） 
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3.15 計装設備【58 条】 

【設置許可基準規則】 

（計装設備） 

第五十八条  発電用原子炉施設には、重大事故等が発生し、計測機器（非常用の 

ものを含む。）の故障により当該重大事故等に対処するために監視することが必

要なパラメータを計測することが困難となった場合において当該パラメータを

推定するために有効な情報を把握できる設備を設けなければならない。 

（解釈） 

１  第５８条に規定する「当該重大事故等に対処するために監視することが必要 

なパラメータを計測することが困難となった場合において当該パラメータを推

定するために有効な情報を把握できる設備」とは、以下に掲げる措置又はこれ

らと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。なお、「当該重大事

故等に対処するために監視することが必要なパラメータ」とは、事業者が検討

すべき炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策等を成功させるために把握

することが必要な発電用原子炉施設の状態を意味する。 

ａ）設計基準を超える状態における発電用原子炉施設の状態の把握能力を明確 

にすること。（最高計測可能温度等） 

ｂ）発電用原子炉施設の状態の把握能力（最高計測可能温度等）を超えた場合 

の発電用原子炉施設の状態の推定手段を整備すること。 

ⅰ）原子炉圧力容器内の温度、圧力及び水位が推定できる手段を整備する 

  こと。 

ⅱ）原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量が推定できる手段を整備 

すること。 

ⅲ）推定するために必要なパラメータは、複数のパラメータの中から確から 

しさを考慮し，優先順位を定めておくこと。 

ｃ）原子炉格納容器内の温度、圧力、水位、水素濃度及び放射線量率など想定 

される重大事故等の対応に必要となるパラメータが計測又は監視及び記録が 

できること。 
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3.15.1 適合方針 

重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）の故障により，当該

重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測すること

が困難となった場合において，当該パラメータを推定するために必要なパラメ

ータを計測する設備を設置又は保管する。 

当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータ（炉心損

傷防止対策及び格納容器破損防止対策等を成功させるために必要な発電用原子

炉施設の状態を把握するためのパラメータ）は，「実用発電用原子炉に係る発電

用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するため

に必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況について 第 10.1 表 重大事

故等対策における手順書の概要」のうち，「1.15 事故時の計装に関する手順等」

のパラメータの選定で分類された主要パラメータ（重要監視パラメータ及び有

効監視パラメータ）とする。 

当該パラメータを推定するために必要なパラメータは，「「実用発電用原子炉

に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実

施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況について 第 10.1 

表 重大事故等対策における手順書の概要」のうち，「1.15 事故時の計装に関す

る手順等」のパラメータの選定で分類された代替パラメータ（重要代替監視パ

ラメータ及び有効監視パラメータ）とする。

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備（重大事故

等対処設備）について，設計基準を超える状態における発電用原子炉施設の状

態を把握するための能力（最高計測可能温度等（設計基準最大値等））を明確に

する。計測範囲を第 3.15－1表に，設計基準最大値等を第 3.15－2表に示す。 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータの計装設備概要図等を第

3.15－1図，第 3.15－2図及び第 3.15－3図に示す。 

また，電源設備の受電状態，重大事故等対処設備の運転状態及びその他の設

備の運転状態により発電用原子炉施設の状態を補助的に監視するパラメータを

補助パラメータとする。なお，補助パラメータのうち，重大事故等対処設備を

活用する手順等の着手の判断基準として用いるパラメータについては，重大事

故等対処設備とする。重大事故等対処設備の補助パラメータの対象を第 3.15－4

表に示す。 

3.15.1.1 重大事故等対処設備 

(1) 監視機能喪失時に使用する設備

発電用原子炉施設の状態の把握能力を超えた場合に発電用原子炉施設の状

態を推定する手段を有する設計とする。 

重要監視パラメータ又は有効監視パラメータ（原子炉圧力容器内の温度，

圧力及び水位並びに原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量等）の計

測が困難となった場合又は計測範囲を超えた場合は，「実用発電用原子炉に係

3.15-2

94



る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施

するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況について第 10.1

表 重大事故等対策における手順書の概要」のうち，「1.15 事故時の計装に

関する手順等」の計器故障時の代替パラメータによる推定又は計器の計測範

囲を超えた場合の代替パラメータによる推定の対応手段等により推定ができ

る設計とする。 

計器故障時に，当該パラメータの他チャンネルの計器がある場合，他チャ

ンネルの計器により計測するとともに，重要代替監視パラメータが複数ある

場合は，推定する重要監視パラメータとの関係性がより直接的なパラメータ，

検出器の種類及び使用環境条件を踏まえた確からしさを考慮し，優先順位を

定める。推定手段及び優先順位を第 3.15－3表に示す。 

(2) 計器電源喪失時に使用する設備

非常用交流電源設備又は非常用直流電源設備の喪失等により計器電源が喪

失した場合において，計測設備への代替電源設備として常設代替交流電源設

備，可搬型代替交流電源設備，所内常設蓄電式直流電源設備，常設代替直流

電源設備又は可搬型直流電源設備を使用する。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・常設代替交流電源設備（3.14 電源設備）

・可搬型代替交流電源設備（3.14 電源設備）

・所内常設蓄電式直流電源設備（3.14 電源設備）

・常設代替直流電源設備（3.14 電源設備）

・可搬型直流電源設備（3.14 電源設備）

・代替所内電気設備（3.14 電源設備）

常設代替交流電源設備,可搬型代替交流電源設備,所内常設蓄電式直流電源

設備，常設代替直流電源設備，可搬型直流電源設備及び代替所内電気設備に

ついては，「3.14 電源設備」に記載する。 

また，代替電源設備が喪失し計測に必要な計器電源が喪失した場合，特に

重要なパラメータとして，重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ

を計測する設備については，温度，圧力，水位及び流量に係るものについて，

乾電池を電源とした可搬型計測器により計測できる設計とする。 

なお，可搬型計測器による計測においては，計測対象の選定を行う際の考

え方として，同一パラメータにチャンネルが複数ある場合は，いずれか 1つ

の適切なチャンネルを選定し計測又は監視するものとする。同一の物理量に

ついて，複数のパラメータがある場合は，いずれか 1つの適切なパラメータ

を選定し計測又は監視するものとする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・可搬型計測器
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(3) パラメータ記録時に使用する設備

原子炉格納容器内の温度，圧力，水位，水素濃度，放射線量率等想定され

る重大事故等の対応に必要となる重要監視パラメータ及び重要代替監視パラ

メータが計測又は監視及び記録できる設計とする。

重大事故等の対応に必要となるパラメータは，電磁的に記録，保存し，電

源喪失により保存した記録が失われないとともに帳票が出力できる設計とす

る。また，記録は必要な容量を保存できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）（ＳＰＤＳデータ収集サーバ，ＳＰ

ＤＳ伝送サーバ及びＳＰＤＳデータ表示装置）

計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様並びに重要監視パラメータ

及び重要代替監視パラメータを第 3.15－1表及び第 3.15－2表に，代替パラメ

ータによる主要パラメータの推定を第 3.15－3表に示す。また，重大事故等対

処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いる補助パラメータを第

3.15－4表に示す。 

3.15.1.1.1 多様性，位置的分散 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する

設備と異なる物理量の計測又は測定原理とすることで，重要監視パラメータを

計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設

計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図

る設計とする。 

重大事故等対処設備の補助パラメータは，代替する機能を有する設計基準事

故対処設備と可能な限り多様性及び独立性を有し，位置的分散を図る設計とす

る。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータ並びに重大

事故等対処設備の補助パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって

同時に機能を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常

設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電が可能な設計とする。 

電源設備の多様性，位置的分散については「3.14 電源設備」にて記載する。 

3.15.1.1.2 悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，多

重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要代替監

視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互をヒューズ，アイソ
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レータ等により電気的に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。 

重大事故等対処設備の補助パラメータは，電気的に分離することで，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，設計基準対象施設として使用

する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用することで，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

可搬型計測器は，通常時に接続先の系統と分離された状態であること及び重

大事故等時は重大事故等対処設備として系統構成をすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。 

3.15.1.1.3 共用の禁止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，号炉の区分けなく通信連絡す

ることで，必要な情報（相互のプラント状況，運転員の対応状況等）を共有・

考慮しながら総合的な管理（事故処理を含む。）を行うことができ，安全性の向

上を図る設計とする。 

また，安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，共用により悪影響を及

ぼさないよう，必要な容量を確保するとともに，号炉の区分けなく通信連絡が

可能な設計とする。 

3.15.1.1.4 容量等 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

常設の重大事故等対処設備のうち以下のパラメータを計測する設備は，設計

基準事故時の計測機能と兼用しており，設計基準事故時に使用する場合の計測

範囲が，計器の不確かさを考慮しても設計基準を超える状態において発電用原

子炉施設の状態を推定できるため，設計基準事故対処設備と同仕様の設計とす

る。 

・原子炉圧力

・原子炉水位（広帯域）

・原子炉水位（燃料域）

・原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量

・高圧炉心スプレイポンプ出口流量

・低圧炉心スプレイポンプ出口流量

・残留熱除去ポンプ出口流量

・格納容器水素濃度

・格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）

・格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）

・中性子源領域計装
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・平均出力領域計装

・残留熱除去系熱交換器入口温度

・残留熱除去系熱交換器出口温度

・残留熱除去系熱交換器冷却水流量

・原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力

・高圧炉心スプレイポンプ出口圧力

・残留熱除去ポンプ出口圧力

・低圧炉心スプレイポンプ出口圧力

・格納容器酸素濃度

・燃料プール水位・温度（ＳＡ）

常設の重大事故等対処設備のうち以下のパラメータを計測する設備は，計器

の不確かさを考慮しても設計基準を超える状態において発電用原子炉施設の状

態を推定できる設計とする。 

・原子炉圧力容器温度（ＳＡ）

・原子炉圧力（ＳＡ）

・原子炉水位（ＳＡ）

・高圧原子炉代替注水流量

・代替注水流量（常設）

・残留熱代替除去系原子炉注水流量

・残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量

・ドライウェル温度（ＳＡ）

・ペデスタル温度（ＳＡ）

・ペデスタル水温度（ＳＡ）

・サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）

・サプレッション・プール水温度（ＳＡ）

・ドライウェル圧力（ＳＡ）

・サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）

・サプレッション・プール水位（ＳＡ）

・ドライウェル水位

・ペデスタル水位

・格納容器水素濃度（ＳＡ）

・スクラバ容器水位

・スクラバ容器圧力

・スクラバ容器温度

・第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）

・低圧原子炉代替注水槽水位

・低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力

・残留熱代替除去系ポンプ出口圧力

・原子炉建物水素濃度
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・静的触媒式水素処理装置入口温度

・静的触媒式水素処理装置出口温度

・格納容器酸素濃度（ＳＡ）

・燃料プール水位（ＳＡ）

・燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）

・燃料プール監視カメラ（ＳＡ）（燃料プール監視カメラ用冷却設備を含む） 

重大事故等対処設備の補助パラメータは，重大事故等対処設備を活用する手

順等の着手の判断ができ，系統の目的に応じて必要となる計測範囲を有する設

計とする。 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，想定される重大事故等時に発

電所内の通信連絡をする必要のある場所に必要なデータ量を伝送することがで

きる設計とする。 

第１ベントフィルタ出口水素濃度は，計器の不確かさを考慮しても設計基準

を超える状態において発電用原子炉施設の状態を推定できる設計とする。原子

炉格納容器の排出経路での水素濃度監視用として１セット１個使用する。保有

数は，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として１個を加

えた合計２個保管する設計とする。 

代替注水流量（可搬型）は，計器の不確かさを考慮しても設計基準を超える

状態において発電用原子炉施設の状態を推定できる設計とする。重大事故等時

において，低圧代替注水の流量監視として１セット１個使用する。保有数は２

セットと，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として１個

(共用)の合計３個を保管する設計とする。 

可搬型計測器は，原子炉圧力容器及び原子炉格納容器内の温度，圧力，水位

及び流量（注水量）等の計測用として 1セット 28個（測定時の故障を想定した

予備１個含む）使用する。保有数は，故障時及び保守点検による待機除外時の

バックアップ用として 28個を含めて合計 56個を保管する設計とする。 

3.15.1.1.5 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータのうち以下のパラメータを

計測する設備は，原子炉格納容器内に設置し，想定される重大事故等時におけ

る環境条件を考慮した設計とする。 

・原子炉圧力容器温度（ＳＡ）

・ドライウェル温度（ＳＡ）

・ペデスタル温度（ＳＡ）

・ペデスタル水温度（ＳＡ）

・サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）

・サプレッション・プール水温度（ＳＡ）

・ドライウェル水位
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・ペデスタル水位

・中性子源領域計装

・平均出力領域計装

なお，中性子源領域計装及び平均出力領域計装については，想定される重大

事故等時初期における原子炉格納容器内の環境条件を考慮した設計とする。 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ並びに重大事故等対処設備

の補助パラメータのうち以下のパラメータを計測する設備は，原子炉棟内に設

置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

・原子炉圧力

・原子炉圧力（ＳＡ）

・原子炉水位（広帯域）

・原子炉水位（燃料域）

・原子炉水位（ＳＡ）

・高圧原子炉代替注水流量

・代替注水流量（常設）

・原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量

・高圧炉心スプレイポンプ出口流量

・残留熱除去ポンプ出口流量

・低圧炉心スプレイポンプ出口流量

・残留熱代替除去系原子炉注水流量

・残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量

・ドライウェル圧力（ＳＡ）

・サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）

・サプレッション・プール水位（ＳＡ）

・格納容器水素濃度（ＳＡ）

・格納容器水素濃度

・格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）

・格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）

・残留熱除去系熱交換器入口温度

・残留熱除去系熱交換器出口温度

・残留熱除去系熱交換器冷却水流量

・原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力

・高圧炉心スプレイポンプ出口圧力

・残留熱除去ポンプ出口圧力

・低圧炉心スプレイポンプ出口圧力

・原子炉建物水素濃度

・静的触媒式水素処理装置入口温度

・静的触媒式水素処理装置出口温度

・格納容器酸素濃度（ＳＡ）
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・格納容器酸素濃度

・燃料プール水位・温度（ＳＡ）

・燃料プール水位（ＳＡ）

・燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）

・燃料プール監視カメラ（ＳＡ）

・ＡＤＳ用Ｎ２ガス減圧弁二次側圧力（Ｂ系）

・ＲＣＷサージタンク水位

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ並びに重大事故等対処設備

の補助パラメータのうち以下のパラメータを計測する設備は，原子炉建物付属

棟内及びその他の建物内に設置し，想定される重大事故等時における環境条件

を考慮した設計とする。 

・残留熱代替除去ポンプ出口圧力

・スクラバ容器水位

・スクラバ容器圧力

・スクラバ容器温度

・第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ）

・低圧原子炉代替注水槽水位

・低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力

・燃料プール監視カメラ用冷却設備

・Ｃ－メタクラ母線電圧

・Ｄ－メタクラ母線電圧

・ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧

・Ｃ－ロードセンタ母線電圧

・Ｄ－ロードセンタ母線電圧

・緊急用メタクラ電圧

・ＳＡロードセンタ母線電圧

・Ａ－115V系直流盤母線電圧

・Ｂ－115V系直流盤母線電圧

・ＳＡ用 115V系充電器盤蓄電池電圧

・230V系直流盤（常用）母線電圧

・Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）電圧

・ＡＤＳ用Ｎ２ガス減圧弁二次側圧力（Ａ系）

・Ｎ２ガスボンベ圧力

・ＲＣＷ熱交換出口温度

・原子炉補機冷却ポンプ圧力

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータのうち以下のパラメータを

計測する設備は，屋外に設置し，想定される重大事故等時における環境条件を

考慮した設計とする。 

・第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ）
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・第１ベントフィルタ出口水素濃度

・代替注水流量（可搬型）

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）のＳＰＤＳデータ収集サーバは，

廃棄物処理建物内に設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮

した設計とする。ＳＰＤＳデータ収集サーバは，想定される重大事故等時に操

作を行う必要がない設計とする。 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）のうちＳＰＤＳ伝送サーバは，緊

急時対策所に設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設

計とする。ＳＰＤＳ伝送サーバは，想定される重大事故等時に操作を行う必要

がない設計とする。 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）のうちＳＰＤＳデータ表示装置は，

緊急時対策所に設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した

設計とする。ＳＰＤＳデータ表示装置の操作は，想定される重大事故等時にお

いて，設置場所で可能な設計とする。 

可搬型計測器は，廃棄物処理建物内及び緊急時対策所内に保管し，想定され

る重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。可搬型計測器の操作

は，想定される重大事故等時において，設置場所で可能な設計とする。 

3.15.1.1.6 操作性の確保 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

常設の重大事故等対処設備のうち，以下のパラメータを計測する設備は設計

基準対象施設として使用する場合と同じ構成で使用できる設計とする。 

・原子炉圧力

・原子炉水位（広帯域）

・原子炉水位（燃料域）

・原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量

・高圧炉心スプレイポンプ出口流量

・残留熱除去ポンプ出口流量

・低圧炉心スプレイポンプ出口流量

・格納容器水素濃度

・格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）

・格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）

・中性子源領域計装

・平均出力領域計装

・残留熱除去系熱交換器入口温度

・残留熱除去系熱交換器出口温度

・残留熱除去系熱交換器冷却水流量

・高圧炉心スプレイポンプ出口圧力

・残留熱除去ポンプ出口圧力
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・原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力

・低圧炉心スプレイポンプ出口圧力

・格納容器酸素濃度

・燃料プール水位・温度（ＳＡ）

・Ｃ－メタクラ母線電圧

・Ｄ－メタクラ母線電圧

・ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧

・Ｃ－ロードセンタ母線電圧

・Ｄ－ロードセンタ母線電圧

・Ａ－115V系直流盤母線電圧

・Ｂ－115V系直流盤母線電圧

・230V系直流盤（常用）母線電圧

・Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）電圧

・Ｎ２ガスボンベ圧力

・ＲＣＷサージタンク水位

・ＲＣＷ熱交換出口温度

・原子炉補機冷却ポンプ圧力

格納容器水素濃度及び格納容器酸素濃度は，設計基準対象施設として使用す

る場合と同じ構成で，重大事故等対処設備として使用できる設計とする。格納

容器水素濃度及び格納容器酸素濃度を計測するためのサンプリング装置は，中

央制御室の操作スイッチにより操作が可能な設計とする。 

中性子源領域計装は，設計基準対象施設として使用する場合と同じ構成で，

重大事故等対処設備として使用できる設計とする。中性子源領域計装は，中央

制御室の操作スイッチにより操作が可能な設計とする。 

常設の重大事故等対処設備のうち，以下のパラメータを計測する設備は設計

基準対象施設と兼用せず，他の系統と切り替えることなく使用できる設計とす

る。 

・原子炉圧力容器温度（ＳＡ）

・原子炉圧力（ＳＡ）

・原子炉水位（ＳＡ）

・高圧原子炉代替注水流量

・代替注水流量（常設）

・残留熱代替除去系原子炉注水流量

・残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量

・ドライウェル温度（ＳＡ）

・ペデスタル温度（ＳＡ）

・ペデスタル水温度（ＳＡ）

・サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）

・サプレッション・プール水温度（ＳＡ）
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・ドライウェル圧力（ＳＡ）

・サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）

・ドライウェル水位

・サプレッション・プール水位（ＳＡ）

・ペデスタル水位

・格納容器水素濃度（ＳＡ）

・スクラバ容器水位

・スクラバ容器圧力

・スクラバ容器温度

・第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）

・低圧原子炉代替注水槽水位

・低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力

・残留熱代替除去系ポンプ出口圧力

・原子炉建物水素濃度

・静的触媒式水素処理装置入口温度

・静的触媒式水素処理装置出口温度

・格納容器酸素濃度（ＳＡ）

・燃料プール水位（ＳＡ）

・燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）

・燃料プール監視カメラ（ＳＡ）（燃料プール監視カメラ用冷却設備を含む） 

・緊急用メタクラ電圧

・ＳＡロードセンタ母線電圧

・ＳＡ用 115V系充電器盤蓄電池電圧

・ＡＤＳ用Ｎ２ガス減圧弁二次側圧力

格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容器酸素濃度（ＳＡ）は，想定される重

大事故等時に切り替えることなく使用できる設計とする。格納容器水素濃度（Ｓ

Ａ）及び格納容器酸素濃度（ＳＡ）を計測するためのサンプリング装置は，中

央制御室の操作スイッチにより操作が可能な設計とする。 

燃料プール監視カメラ用冷却設備は，想定される重大事故等時に切り替える

ことなく使用できる設計とする。燃料プール監視カメラ用冷却設備は，原子炉

建物付属棟内で弁及び付属の操作スイッチにより操作が可能な設計とする。 

第１ベントフィルタ出口水素濃度は，想定される重大事故等時に切り替える

ことなく使用できる設計とする。第１ベントフィルタ出口水素濃度は，車両に

よる運搬，移動ができる設計とするとともに，接続規格を統一することにより，

確実に接続できる設計とする。第１ベントフィルタ出口水素濃度を計測するた

めのサンプリング装置は，屋外でサンプリング装置の弁及び付属の操作スイッ

チにより操作が可能な設計とし，中央制御室の操作スイッチにより操作が可能

な設計とする。 

代替注水流量（可搬型）は，想定される重大事故等時に切り替えることなく
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使用できる設計とする。代替注水流量（可搬型）は，接続規格を統一すること

により，確実に接続できる設計とする。代替注水流量（可搬型）の注水先選択

は，中央制御室の操作スイッチにより操作が可能な設計とする。 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，想定される重大事故等時にお

いて，設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処

設備として使用する設計とする。安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）の

うちＳＰＤＳデータ収集サーバ及びＳＰＤＳ伝送サーバは，常時伝送を行うた

め，通常操作を必要としない設計とする。安全パラメータ表示システム（ＳＰ

ＤＳ）のうちＳＰＤＳデータ表示装置は，付属の操作スイッチにより緊急時対

策所内で操作が可能な設計とする。 

可搬型計測器は，設計基準対象施設とは兼用しないため，想定される重大事

故等時に切り替えることなく使用できる設計とする。可搬型計測器は，運転員

が携行して屋内のアクセスルートを通行できる設計とする。可搬型計測器の計

装ケーブルの接続は，ボルト・ネジ接続とし，接続規格を統一することにより，

一般的に使用される工具を用いて確実に接続できる設計とし，付属の操作スイ

ッチにより設置場所で操作が可能な設計とする。 

3.15.1.1.7 試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ並びに重大事故等対処設備

の補助パラメータを計測する設備は，発電用原子炉の運転中又は停止中に，模

擬入力による機能・性能の確認（特性の確認）及び校正が可能な設計とする。 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，発電用原子炉の運転中又は停

止中に，機能・性能の確認及び外観の確認が可能な設計とする。 

可搬型計測器は，発電用原子炉の運転中又は停止中に，模擬入力による性能

の確認が可能な設計とする。 
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第 3.15－1表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様 

(1) 原子炉圧力容器温度（ＳＡ）

個  数 2 

計測範囲 0～500℃ 

(2) 原子炉圧力

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装

個  数 2 

計測範囲 0～10MPa[gage] 

(3) 原子炉圧力（ＳＡ）

個  数 1 

計測範囲  0～11MPa[gage] 

(4) 原子炉水位（広帯域）

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装

個  数     2

計測範囲     -400～150cm ※1

(5) 原子炉水位（燃料域）

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装

個  数     2

計測範囲     -800～-300cm ※1

(6) 原子炉水位（ＳＡ）

個  数 1 

計測範囲 -900～150cm ※1

(7) 高圧原子炉代替注水流量

個  数 1 

計測範囲 0～150m3/h 

(8) 代替注水流量（常設）

個  数 1 

計測範囲 0～300m3/h 
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(9) 代替注水流量（可搬型）

個  数 2(予備 1) 

計測範囲 0～150m3/h 

(10) 原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装

個  数 1 

計測範囲 0～150m3/h 

(11) 高圧炉心スプレイポンプ出口流量

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装

個  数 1 

計測範囲 0～1500m3/h 

(12) 残留熱除去ポンプ出口流量

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装

個  数 3 

計測範囲 0～1500m3/h 

(13) 低圧炉心スプレイポンプ出口流量

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装

個  数 1 

計測範囲 0～1500m3/h 

(14) 残留熱代替除去系原子炉注水流量

個  数 1 

計測範囲 0～50m3/h 

(15) 残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量

個  数 1 

計測範囲 0～150m3/h 

(16) ドライウェル温度（ＳＡ）

個  数 7 

計測範囲 0～300℃ 
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(17) ペデスタル温度（ＳＡ）

個  数 2 

計測範囲 0～300℃ 

(18) ペデスタル水温度（ＳＡ）

個  数 2 

計測範囲 0～300℃ 

(19) サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）

個  数 2 

計測範囲 0～200℃ 

(20) サプレッション・プール水温度（ＳＡ）

個  数 2 

計測範囲 0～200℃ 

(21) ドライウェル圧力（ＳＡ）

個  数 2 

計測範囲 0～1000kPa[abs] 

(22) サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）

個  数     2

計測範囲     0～1000kPa[abs]

(23) サプレッション・プール水位（ＳＡ）

個  数     2

計測範囲     -0.80～6.00m※2

(24) ドライウェル水位

個  数 6 

計測範囲 -3.0m，-1.0m，＋1.0m，＋3.0m，＋6.2m，＋6.2m※3

(25) ペデスタル水位

個  数 4 

計測範囲 ＋0.1m，＋1.2m,＋2.4m，＋2.4m※4

(26) 格納容器水素濃度

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装
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・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

個  数     1

計測範囲     0～5％/0～100％

(27) 格納容器水素濃度（ＳＡ）

兼用する設備は以下のとおり。 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

個  数     1

計測範囲     0～100vol%

(28) 格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装

個  数     2

計測範囲     10-2～105Sv/h

(29) 格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装

個  数     2

計測範囲     10-2～105Sv/h

(30) 中性子源領域計装

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉中性子計装

個  数 4 

計測範囲 10-1～106ｓ-1（1.0×103～1.0×109cm-2・ｓ-1）

(31) 平均出力領域計装

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉中性子計装

個  数 6※5 

計測範囲 0～125%（1.2×1012～2.8×1014cm-2・s-1） 

(32) スクラバ容器水位

個  数 8 

計測範囲

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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(33) スクラバ容器圧力

個  数 4 

計測範囲 0～1MPa[gage] 

(34) スクラバ容器温度

個  数 4 

計測範囲 0～300℃ 

(35) 第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）

兼用する設備は以下のとおり。 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

個  数 2 

1 

計測範囲 10-2～105Sv/h

10-3～104mSv/h

(36) 第１ベントフィルタ出口水素濃度

兼用する設備は以下のとおり。 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

個  数     1(予備 1)

計測範囲     0～20vol%/0～100vol%

(37) 残留熱除去系熱交換器入口温度

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装

個  数 2 

計測範囲 0～200℃ 

(38) 残留熱除去系熱交換器出口温度

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装

個  数 2 

計測範囲 0～200℃ 

(39) 残留熱除去系熱交換器冷却水流量

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装

個  数 2 

計測範囲 0～1500m3/h 
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(40) 残留熱除去ポンプ出口圧力

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装

個  数 3 

計測範囲 0～4MPa[gage] 

(41) 低圧原子炉代替注水槽水位

個  数 1 

計測範囲 0～1500m3（0～12542mm） 

(42) 低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力

個  数     2

計測範囲     0～4MPa[gage]

(43) 原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装

個  数 1 

計測範囲 0～10MPa[gage] 

(44) 高圧炉心スプレイポンプ出口圧力

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装

個  数 1 

計測範囲 0～12MPa[gage] 

(45) 低圧炉心スプレイポンプ出口圧力

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装

個  数 1 

計測範囲 0～5MPa[gage] 

(46) 残留熱代替除去系ポンプ出口圧力

個  数     2

計測範囲     0～3MPa[gage]

(47) 原子炉建物水素濃度

兼用する設備は以下のとおり。 

・水素爆発による原子炉建物等の損傷を防止するための設備
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個  数 1 

5 

計測範囲 0～10vol% 

0～20vol% 

(48) 静的触媒式水素処理装置入口温度

兼用する設備は以下のとおり。 

・水素爆発による原子炉建物等の損傷を防止するための設備

個  数 2 

計測範囲 0～100℃ 

(49) 静的触媒式水素処理装置出口温度

兼用する設備は以下のとおり。 

・水素爆発による原子炉建物等の損傷を防止するための設備

個  数 2 

計測範囲 0～400℃ 

(50) 格納容器酸素濃度

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

個  数 1 

計測範囲 0～5％/0～25％ 

(51) 格納容器酸素濃度（ＳＡ）

兼用する設備は以下のとおり。 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

個  数 1 

計測範囲 0～25vol% 

(52) 燃料プール水位（ＳＡ）

第 3.11－1 表 燃料プールの冷却等のための設備の主要機器仕様に記載する。 

(53) 燃料プール水位・温度（ＳＡ）

第 3.11－1 表 燃料プールの冷却等のための設備の主要機器仕様に記載する。 

(54) 燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）

第 3.11－1 表 燃料プールの冷却等のための設備の主要機器仕様に記載する。 
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(55) 燃料プール監視カメラ（ＳＡ）（燃料プール監視カメラ用冷却設備を含む） 

第 3.11－1 表 燃料プールの冷却等のための設備の主要機器仕様に記載する。 

(56) 安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）

第 3.19－1 表 通信連絡を行うために必要な設備（固定型）の主要機器仕様に

記載する。 

(57) 可搬型計測器

個  数 28（予備 28） 

※1：基準点は気水分離器下端（原子炉圧力容器零レベルより 1328cm）

※2：基準点はサプレッション・プール通常水位(EL5610)。

※3：基準点は格納容器底面（EL10100）。

※4：基準点はコリウムシールド上表面(EL6706)。

※5：局部出力領域計装の検出器は 124個であり，平均出力領域計装の各チャンネ

ルには 14個又は 17個の信号が入力される。
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第
3.
15
－

2
表

 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
（
１
／

1
8）

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測
範
囲
 

設
計
基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

可
搬
型
 

計
測
器
個
数
 

① 原 子 炉 圧 力 容 器 内 の 温 度

原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

２
 

０
～
50
0℃

 
最
大
値
：
 

3
02
℃

重
大
事
故
等
時
に
お
け
る
損
傷
炉
心
の
冷
却
状
態
を
把
握
し
，
適

切
に
対
応
す
る
た
め
の
判
断
基
準
（

30
0℃

）
に
対
し
て
，
 5
00
℃

ま
で
を
監
視
可
能
。
 

１
 

原
子
炉
圧
力

※
１
 

「
②
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
圧
力
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

※
１
 

「
③
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
水
位
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

※
１
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
入
口
温
度

※
１
 

「
⑫
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
の
確
保
（
残
留
熱
除
去
系
）
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

② 原 子 炉 圧 力 容 器 内 の 圧 力

原
子
炉
圧
力

※
２
 

２
 

０
～

10
M
Pa
［

ga
ge
］

 
最
大
値
：
 

8
.2
9
MP
a［

g
ag
e］

 

重
大

事
故

等
時

に
お

け
る

原
子

炉
圧

力
容

器
最

高
圧

力

（
8.
91
M
Pa
[
ga
g
e]
）
を
包
絡
す
る
範
囲
と
し
て
設
定
。
な
お
，
主

蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
の
手
動
操
作
に
よ
り
変
動
す
る
範
囲
に
つ
い

て
も
計
測
範
囲
に
包
絡
さ
れ
て
お
り
，
監
視
可
能
で
あ
る
。
 

１
 

原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

１
 

０
～
11
M
Pa
[
ga
g
e]
 

最
大
値
：
 

8
.2
9
MP
a［

g
ag
e］

 

原
子
炉
圧
力
容
器
最
高
使
用
圧
力
（

8.
6
2M
P
a[
g
ag
e
]）

の
1.
2
倍
 

（
10
.3
4
MP
a
[g
a
ge
]）

を
監
視
可
能
。
 

１
 

原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

※
１
 

「
③
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
水
位
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ

 
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

※
１
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
①
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
温
度
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ

 

※
１
：
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
３
：
基
準
点
は
気
水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル
よ
り

13
2
8c
m）

。
 
※
４
：
基
準
点
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
通
常
水
位

(E
L
56
1
0)
。

※
５
：
基
準
点
は
格
納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は
コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
上
表
面
（

EL
67
0
6）

。

※
７
：
局
部
出
力
領
域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出
力
領
域
計
装
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
は

14
個
又
は

17
個
の
信
号
が
入
力
さ
れ
る
。

※
８
：
重
大
事
故
等
時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故
時
は
値
な
し
。

※
９
：
炉
心
損
傷
は
原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
レ
ベ
ル
の
値
で
判
断
す
る
。
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で
は
炉
心
損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：
基
準
点
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（
EL
3
55
1
8）

。
 
※

11
：
検
出
点
は
６
箇
所
。

※
12
：
所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
に
よ
り
計
測
可
能
な
計
器
は
，
Ｓ
Ａ
用
直
流
電
源
，
区
分
Ⅱ
直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ
バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。
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2
表

 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
（
２
／

18
）

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測
範
囲
 

設
計
基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

可
搬
型
 

計
測
器
個
数
 

③ 原 子 炉 圧 力 容 器 内 の 水 位

原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

※
２
 

２
 

-
40
0～

1
50
c
m※

３

-
53
9～

1
32
c
m※

３
炉
心
の
冷
却
状
況
を
把
握
す
る
上
で
，
原
子
炉
水
位
制
御
範
囲
（
レ

ベ
ル
３
～
８
）
及
び
燃
料
有
効
長
底
部
ま
で
監
視
可
能
で
あ
る
 

１
 

原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

※
２

２
 

-
80
0～

－
30

0c
m
※
３

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

１
 

-
90
0～

1
50
c
m※

３

高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量

※
１
 

「
④
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
量
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

代
替
注
水
流
量
（
常
設
）

※
１
 

代
替
注
水
流
量
（
可
搬
型
）

※
１
 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
流
量

※
１
 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量

※
１
 

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量

※
１
 

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量

※
１
 

残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量

※
１
 

原
子
炉
圧
力

※
１
 

「
②
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
圧
力
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力

（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
⑦
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
圧
力
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

※
１
：
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
３
：
基
準
点
は
気
水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル
よ
り

13
2
8c
m）

。
 
※
４
：
基
準
点
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
通
常
水
位

(E
L
56
1
0)
。

※
５
：
基
準
点
は
格
納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は
コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
上
表
面
（

EL
67
0
6）

。

※
７
：
局
部
出
力
領
域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出
力
領
域
計
装
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
は

14
個
又
は

17
個
の
信
号
が
入
力
さ
れ
る
。

※
８
：
重
大
事
故
等
時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故
時
は
値
な
し
。

※
９
：
炉
心
損
傷
は
原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
レ
ベ
ル
の
値
で
判
断
す
る
。
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で
は
炉
心
損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：
基
準
点
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（
EL
3
55
1
8）

。
 
※

11
：
検
出
点
は
６
箇
所
。

※
12
：
所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
に
よ
り
計
測
可
能
な
計
器
は
，
Ｓ
Ａ
用
直
流
電
源
，
区
分
Ⅱ
直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ
バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。
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第
3.
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2
表

 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
（
３
／

18
）

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測
範
囲
 

設
計
基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

可
搬
型
 

計
測
器
個
数
 

④ 原 子 炉 圧 力 容 器 へ の 注 水 量 （ １ ／ ２ ）

高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
 

１
 

０
～
15
0
m
3 /
h 

－
※
８

高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
ポ
ン
プ
の
最
大
注
水
量
（

93
m
3 /
h）

を
監
視
可
能
で
あ
る
。
 

１
 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
流
量
 

１
 

０
～
15
0
m
3 /
h 

０
～

99
m
3
/h
 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
の
最
大
注
水
量
（

99
m
3 /
h）

を
監
視
可
能
。
 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
 

１
 

０
～

15
0
0m

3 /
h 

０
～

13
1
4m

3 /
h 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
の
最
大
注
水
量
（

13
14
m
3 /
h）

を
監
視
可
能
。
 

代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
 

１
 

０
～
30
0
m
3 /
h 

－
※
８
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
ポ
ン
プ
の
最
大
注
水
量
（

25
0m

3 /
h）

を
監
視
可
能
。
 

－
 

代
替
注
水
流
量
（
可
搬
型
）
 

２
 

０
～
15
0
m
3 /
h 

－
※
８
 

大
量
送
水
車
の
最
大
注
水
量
（

12
0m

3
/h
）
を
監
視
可
能
。
 

－
 

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量
 

３
 

０
～

15
0
0m

3 /
h 

０
～

13
8
0m

3 /
h 

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
の
最
大
注
水
量
（
1
38
0
m
3 /
h）

を
監
視
可
能
。
 

１
 

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
 

１
 

０
～

15
0
0m

3 /
h 

０
～

13
1
4m

3 /
h 

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
の
最
大
注
水
量
（

13
14
m
3 /
h）

を
監
視
可
能
。
 

残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量
 

１
 

０
～
50
m
3 /
h 

－
※
８
 

残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
の
最
大
注
水
量
（

30
 
m
3 /
h）

を
監
視
可
能
。
 

※
１
：
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
３
：
基
準
点
は
気
水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル
よ
り

13
2
8c
m）

。
 
※
４
：
基
準
点
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
通
常
水
位

(E
L
56
1
0)
。

※
５
：
基
準
点
は
格
納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は
コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
上
表
面
（

EL
67
0
6）

。

※
７
：
局
部
出
力
領
域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出
力
領
域
計
装
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
は

14
個
又
は

17
個
の
信
号
が
入
力
さ
れ
る
。

※
８
：
重
大
事
故
等
時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故
時
は
値
な
し
。

※
９
：
炉
心
損
傷
は
原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
レ
ベ
ル
の
値
で
判
断
す
る
。
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で
は
炉
心
損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：
基
準
点
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（
EL
3
55
1
8）

。
 
※

11
：
検
出
点
は
６
箇
所
。

※
12
：
所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
に
よ
り
計
測
可
能
な
計
器
は
，
Ｓ
Ａ
用
直
流
電
源
，
区
分
Ⅱ
直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ
バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。

3.15-24
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2
表

 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
（
４
／

18
）

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測
範
囲
 

設
計
基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

可
搬
型
 

計
測
器
個
数
 

④ 原 子 炉 圧 力 容 器 へ の 注 水 量 （ ２ ／ ２ ）

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

※
１

「
⑧
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
水
位
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位

※
１
 

「
⑭
水
源
の
確
保
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

※
１
 

「
③
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
水
位
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

※
１
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

※
１
：
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
３
：
基
準
点
は
気
水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル
よ
り

13
2
8c
m）

。
 
※
４
：
基
準
点
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
通
常
水
位

(E
L
56
1
0)
。

※
５
：
基
準
点
は
格
納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は
コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
上
表
面
（

EL
67
0
6）

。

※
７
：
局
部
出
力
領
域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出
力
領
域
計
装
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
は

14
個
又
は

17
個
の
信
号
が
入
力
さ
れ
る
。

※
８
：
重
大
事
故
等
時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故
時
は
値
な
し
。

※
９
：
炉
心
損
傷
は
原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
レ
ベ
ル
の
値
で
判
断
す
る
。
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で
は
炉
心
損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：
基
準
点
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（
EL
3
55
1
8）

。
 
※

11
：
検
出
点
は
６
箇
所
。

※
12
：
所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
に
よ
り
計
測
可
能
な
計
器
は
，
Ｓ
Ａ
用
直
流
電
源
，
区
分
Ⅱ
直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ
バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。

3.15-25
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2
表

 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
（
５
／

18
）

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測
範
囲
 

設
計
基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

可
搬
型
 

計
測
器
個
数
 

⑤ 原 子 炉 格 納 容 器 へ の 注 水 量

代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
 

「
④
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

代
替
注
水
流
量
（
可
搬
型
）
 

残
留
熱
代
替
除
去
系
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
流
量
 

１
 

０
～

15
0
 m

3 /
h 

－
※
８
 

残
留
熱
代
替
除
去
系
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
の
最
大
注
水
量
（

12
0m

3 /
h
）
を
監
視

可
能
。
 

１
 

低
圧
代
替
注
水
槽
水
位

※
１
 

「
⑭
水
源
の
確
保
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
⑦
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
圧
力
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力

（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位

※
１

「
⑧
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
水
位
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

※
１

ペ
デ
ス
タ
ル
水
位

※
１
 

残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量

※
１
 

「
④
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
量
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

残
留
熱
代
替
除
去
系
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

※
１
 

「
⑭
水
源
の
確
保
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

※
１
：
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
３
：
基
準
点
は
気
水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル
よ
り

13
2
8c
m）

。
 
※
４
：
基
準
点
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
通
常
水
位

(E
L
56
1
0)
。

※
５
：
基
準
点
は
格
納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は
コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
上
表
面
（

EL
67
0
6）

。

※
７
：
局
部
出
力
領
域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出
力
領
域
計
装
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
は

14
個
又
は

17
個
の
信
号
が
入
力
さ
れ
る
。

※
８
：
重
大
事
故
等
時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故
時
は
値
な
し
。

※
９
：
炉
心
損
傷
は
原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
レ
ベ
ル
の
値
で
判
断
す
る
。
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で
は
炉
心
損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：
基
準
点
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（
EL
3
55
1
8）

。
 
※

11
：
検
出
点
は
６
箇
所
。

※
12
：
所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
に
よ
り
計
測
可
能
な
計
器
は
，
Ｓ
Ａ
用
直
流
電
源
，
区
分
Ⅱ
直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ
バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。

3.15-26
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2
表

 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
（
６
／

1
8）

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測
範
囲
 

設
計
基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

可
搬
型
 

計
測
器
個
数
 

⑥ 原 子 炉 格 納 容 器 内 の 温 度

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

７
 

０
～

30
0℃

 
最
大
値
：
14
5℃

 
原
子
炉
格
納
容
器
の
限
界
温
度
（

20
0℃

）
を
監
視
可
能
。
 

１
 

ペ
デ
ス
タ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

２
 

０
～

30
0℃

 
最
大
値
：
14
5℃

 
原
子
炉
格
納
容
器
の
限
界
温
度
（

20
0℃

）
を
監
視
可
能
。
 

１
 

ペ
デ
ス
タ
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

２
 

０
～

30
0℃

 
－

※
８
 

ペ
デ
ス
タ
ル
に
溶
融
炉
心
が
落
下
し
た
場
合
に
お
け
る
原
子
炉
圧
力
容
器
の
破
損
検
知
が
可
能
。
 

１
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度

（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

２
 

０
～

20
0℃

 
最
大
値
：
88
℃
 

原
子
炉
格
納
容
器
の
限
界
温
度
（

20
0℃

）
を
監
視
可
能
。
 

１
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度

（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

２
 

０
～

20
0℃

 
最
大
値
：
88
℃
 

原
子
炉
格
納
容
器
の
限
界
圧
力
（
２

Pd
：
85
3k
Pa
［

ga
ge
］
）
に
お
け
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ

ー
ル
水
の
飽
和
温
度
（
約

17
8℃

）
を
監
視
可
能
。
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
⑦
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
圧
力
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力

（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

※
１
：
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
３
：
基
準
点
は
気
水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル
よ
り

13
2
8c
m）

。
 
※
４
：
基
準
点
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
通
常
水
位

(E
L
56
1
0)
。

※
５
：
基
準
点
は
格
納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は
コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
上
表
面
（

EL
67
0
6）

。

※
７
：
局
部
出
力
領
域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出
力
領
域
計
装
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
は

14
個
又
は

17
個
の
信
号
が
入
力
さ
れ
る
。

※
８
：
重
大
事
故
等
時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故
時
は
値
な
し
。

※
９
：
炉
心
損
傷
は
原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
レ
ベ
ル
の
値
で
判
断
す
る
。
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で
は
炉
心
損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：
基
準
点
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（
EL
3
55
1
8）

。
 
※

11
：
検
出
点
は
６
箇
所
。

※
12
：
所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
に
よ
り
計
測
可
能
な
計
器
は
，
Ｓ
Ａ
用
直
流
電
源
，
区
分
Ⅱ
直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ
バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。

3.15-27
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2
表

 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
（
７
／

18
）

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測
範
囲
 

設
計
基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

可
搬
型
 

計
測
器
個
数
 

⑦ 原 子 炉 格 納 容 器 内 の 圧 力

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

２
 

０
～

10
0
0k
P
a［

ab
s］

 
最
大
値
：
 

3
24
k
Pa
[
ga
g
e]
 

原
子
炉
格
納
容
器
の
限
界
圧
力
（
２

Pd
：
85
3k
P
a［

ga
g
e］

）
を
監
視
可
能
。
 

１
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力

（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

２
 

０
～

10
0
0k
P
a［

ab
s］

 
最
大
値
：
 

2
06
k
Pa
[
ga
g
e]
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
⑥
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
温
度
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

ペ
デ
ス
タ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度

（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

※
１
：
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
３
：
基
準
点
は
気
水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル
よ
り

13
2
8c
m）

。
 
※
４
：
基
準
点
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
通
常
水
位

(E
L
56
1
0)
。

※
５
：
基
準
点
は
格
納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は
コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
上
表
面
（

EL
67
0
6）

。

※
７
：
局
部
出
力
領
域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出
力
領
域
計
装
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
は

14
個
又
は

17
個
の
信
号
が
入
力
さ
れ
る
。

※
８
：
重
大
事
故
等
時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故
時
は
値
な
し
。

※
９
：
炉
心
損
傷
は
原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
レ
ベ
ル
の
値
で
判
断
す
る
。
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で
は
炉
心
損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：
基
準
点
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（
EL
3
55
1
8）

。
 
※

11
：
検
出
点
は
６
箇
所
。

※
12
：
所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
に
よ
り
計
測
可
能
な
計
器
は
，
Ｓ
Ａ
用
直
流
電
源
，
区
分
Ⅱ
直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ
バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。

3.15-28
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2
表

 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
（
８
／

18
）

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測
範
囲
 

設
計
基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

可
搬
型
 

計
測
器
個
数
 

⑧ 原 子 炉 納 容 器 内 の 水 位 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位
 

６
 

-
3.
0
m，

-1
.
0m
，

＋
1.
0m
，
＋
3.
0
m，

＋
6.
2m
，
＋

6.
2
m※

５

－
※
８
 

外
部

水
源

総
注

水
量

40
00

ｍ
3
の

到
達

を
確

認
す

る
水

位
（

格
納

容
器

床
面

+
6.
2
m）

を
把
握
で
き
る
範
囲
を
監
視
可
能
。

１
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

２
 

-
0.
8
0～

6.
0
0m

※
４

-
0.
5～

0
m※

４

ウ
ェ
ッ
ト
ウ
ェ
ル
ベ
ン
ト
操
作
可
否
判
断
（
ベ
ン
ト
ラ
イ
ン
下
端
高
さ

-１
m：

通

常
水
位
＋
4.
5m
）
を
把
握
で
き
る
範
囲
を
監
視
可
能
。

（
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
を
水
源
と
す
る
非
常
用
炉
心
冷
却
系
の
起
動
時
に

想
定
さ
れ
る
変
動
（
低
下
）
水
位
：
－
0
.5
m
 に

つ
い
て
も
監
視
可
能
。
）

１
 

ペ
デ
ス
タ
ル
水
位
 

４
 

＋
0.
1m
，
＋

1.
2
m,
 

＋
2.

4m
，
＋

2.
4
m※

６
 

－
※
８
 

重
大
事
故
等

時
に
お
い

て
，
ペ
デ

ス
タ

ル
に
溶
融

炉
心
の
冷

却
に
必
要

な
水

深

（
＋

2.
4
m）

が
あ
る
こ
と
を
監
視
可
能
。

 
１
 

代
替
注
水
流
量
（
常
設
）

※
１
 

「
⑤
原
子
炉
格
納
容
器
へ
の
注
水
量
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

代
替
注
水
流
量
（
可
搬
型
）

※
１
 

低
圧
代
替
注
水
槽
水
位

※
１
 

「
⑭
水
源
の
確
保
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
⑦
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
圧
力
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力

（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

※
１
：
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
３
：
基
準
点
は
気
水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル
よ
り

13
2
8c
m）

。
 
※
４
：
基
準
点
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
通
常
水
位

(E
L
56
1
0)
。

※
５
：
基
準
点
は
格
納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は
コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
上
表
面
（

EL
67
0
6）

。

※
７
：
局
部
出
力
領
域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出
力
領
域
計
装
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
は

14
個
又
は

17
個
の
信
号
が
入
力
さ
れ
る
。

※
８
：
重
大
事
故
等
時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故
時
は
値
な
し
。

※
９
：
炉
心
損
傷
は
原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
レ
ベ
ル
の
値
で
判
断
す
る
。
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で
は
炉
心
損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：
基
準
点
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（
EL
3
55
1
8）

。
 
※

11
：
検
出
点
は
６
箇
所
。

※
12
：
所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
に
よ
り
計
測
可
能
な
計
器
は
，
Ｓ
Ａ
用
直
流
電
源
，
区
分
Ⅱ
直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ
バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。

3.15-29
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2
表

 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
（
９
／

18
）

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測
範
囲
 

設
計
基
準
 

把
握
能
力
 

（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

可
搬
型
 

計
測
器
個
数
 

⑨ 原 子 炉 格 納 容 器 内 の

水 素 濃 度

格
納
容
器
水
素
濃
度
 

１
 

０
～
５
vo
l％

/ 

０
～
10
0
vo
l％

 
０
～

2.
0
vo
l％

 
重
大
事
故
等
時
に
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
水
素
濃
度
が
変
動
す
る
可
能
性
の
あ
る

範
囲
（
０
～

90
v
ol
％
（
ド
ラ
イ
条
件
）
）
を
計
測
可
能
な
範
囲
と
す
る
。
 

－
 

格
納
容
器
水
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

１
 

０
～
10
0
vo
l％

 
０
～

2.
0
vo
l％

 
重
大
事
故
等
時
に
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
水
素
濃
度
が
変
動
す
る
可
能
性
の
あ
る

範
囲
（
０
～

90
v
ol
％
（
ド
ラ
イ
条
件
）
）
を
計
測
可
能
な
範
囲
と
す
る
。
 

－
 

⑩ 原 子 炉 格 納 容 器 内 の 放 射 線 量 率

格
納
容
器
雰
囲
気
放
射
線
モ
ニ
タ
 

（
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
）
 

２
 

1
0－

２
～

10
５
S
v/
h 

約
10
S
v/
h
未
満

※
９
 

炉
心
損
傷
の
判
断
値
（
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
は
約

10
Sv
/h
）

を
把
握
す
る
上
で
監
視
可
能
（
上
記
の
判
断
値
及
び
推
定
値
は
原
子
炉
停
止
後
の
経

過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
。
）
 

－
 

格
納
容
器
雰
囲
気
放
射
線
モ
ニ
タ
 

（
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
）

２
 

1
0－

２
～

10
５
S
v/
h 

約
10
S
v/
h
未
満

※
９
 

炉
心
損
傷
の
判
断
値
（
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
は
約

10
Sv
/h
）

を
把
握
す
る
上
で
監
視
可
能
（
上
記
の
判
断
値
及
び
推
定
値
は
原
子
炉
停
止
後
の
経

過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
。
）
 

－
 

※
１
：
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
３
：
基
準
点
は
気
水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル
よ
り

13
2
8c
m）

。
 
※
４
：
基
準
点
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
通
常
水
位

(E
L
56
1
0)
。

※
５
：
基
準
点
は
格
納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は
コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
上
表
面
（

EL
67
0
6）

。

※
７
：
局
部
出
力
領
域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出
力
領
域
計
装
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
は

14
個
又
は

17
個
の
信
号
が
入
力
さ
れ
る
。

※
８
：
重
大
事
故
等
時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故
時
は
値
な
し
。

※
９
：
炉
心
損
傷
は
原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
レ
ベ
ル
の
値
で
判
断
す
る
。
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で
は
炉
心
損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：
基
準
点
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（
EL
3
55
1
8）

。
 
※

11
：
検
出
点
は
６
箇
所
。

※
12
：
所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
に
よ
り
計
測
可
能
な
計
器
は
，
Ｓ
Ａ
用
直
流
電
源
，
区
分
Ⅱ
直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ
バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。

3.15-30
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2
表

 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
（
10
／

18
）

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測
範
囲
 

設
計
基
準
 

把
握
能
力
 

（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

可
搬
型
 

計
測
器
個
数
 

⑪ 未 臨 界 の 維 持 又 は 監 視 

中
性
子
源
領
域
計
装

※
２
 

４

10
-1
～
10

6  
ｓ

-1
 

（
1.
0×

10
3 ～

 

1
.0
×

10
9 

 
 
cm

-2
･ｓ

-1
）

 

定
格
出
力
の
 

約
21

倍
 

原
子
炉
の
停
止
時
か
ら
起
動
時
の
中
性
子
束
を
監
視
可
能
。
 

な
お
，
中
性
子
源
領
域
計
装
が
測
定
で
き
る
範
囲
を
超
え
た
場
合
は
，
平
均
領
域
計
装
に
よ
っ
て
監

視
可
能
。
 

－
 

平
均
出
力
領
域
計
装

※
２
 

６
 

※
７

０
～

12
5％

 

（
1.
2×

10
12
～
 

2
.8
×
10

14
 

 
 

cm
-2
･s

-1
）
 

原
子
炉
の
起
動
時
か
ら
定
格
出
力
運
転
時
の
中
性
子
束
を
監
視
可
能
。
 

な
お
，
設
計
基
準
事
故
及
び
重
大
事
故
等
時
，
一
時
的
に
計
測
範
囲
を
超
え
る
が
，
負
の
反
応
度
フ

ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
効
果
に
よ
り
短
期
間
で
あ
り
，
か
つ
出
力
上
昇
及
び
下
降
は
急
峻
で
あ
る
。

12
5％

を
超
え
た
領
域
で
そ
の
指
示
に
基
づ
き
操
作
を
伴
う
も
の
で
な
い
こ
と
か
ら
，
現
状
の
計
測
範
囲
で

も
運
転
監
視
上
影
響
は
な
い
。
ま
た
，
重
大
事
故
等
時
に
お
い
て
も
再
循
環
ポ
ン
プ
ト
リ
ッ
プ
等
に

よ
り
中
性
子
束
は
低
下
す
る
た
め
，
現
状
の
計
測
範
囲
で
も
対
応
が
可
能
。
 

－
 

※
１
：
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
３
：
基
準
点
は
気
水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル
よ
り

13
2
8c
m）

。
 
※
４
：
基
準
点
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
通
常
水
位

(E
L
56
1
0)
。

※
５
：
基
準
点
は
格
納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は
コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
上
表
面
（

EL
67
0
6）

。

※
７
：
局
部
出
力
領
域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出
力
領
域
計
装
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
は

14
個
又
は

17
個
の
信
号
が
入
力
さ
れ
る
。

※
８
：
重
大
事
故
等
時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故
時
は
値
な
し
。

※
９
：
炉
心
損
傷
は
原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
レ
ベ
ル
の
値
で
判
断
す
る
。
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で
は
炉
心
損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：
基
準
点
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（
EL
3
55
1
8）

。
 
※

11
：
検
出
点
は
６
箇
所
。

※
12
：
所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
に
よ
り
計
測
可
能
な
計
器
は
，
Ｓ
Ａ
用
直
流
電
源
，
区
分
Ⅱ
直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ
バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。
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2
表

 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
（
11
／

18
）

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測
範
囲
 

設
計
基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

可
搬
型
 

計
測
器
個
数
 

⑫ 最 終 ヒ ー ト シ ン ク の 確 保

残 留 熱 代 替 除 去 系 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度

（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

「
⑥
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
温
度
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
出
口
温
度
 

「
⑫
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
の
確
保
（
残
留
熱
除
去
系
）
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量
 

※
２
 

「
④
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
量
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

残
留
熱
代
替
除
去
系
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
流
量
 

「
⑤
原
子
炉
格
納
容
器
へ
の
注
水
量
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

※
１
 

「
③
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
水
位
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

※
１
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

残
留
熱
代
替
除
去
系
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

※
１
 

「
⑭
水
源
の
確
保
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度

（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
⑥
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
温
度
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
①
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
温
度
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

※
１
：
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
３
：
基
準
点
は
気
水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル
よ
り

13
2
8c
m）

。
 
※
４
：
基
準
点
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
通
常
水
位

(E
L
56
1
0)
。

※
５
：
基
準
点
は
格
納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は
コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
上
表
面
（

EL
67
0
6）

。

※
７
：
局
部
出
力
領
域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出
力
領
域
計
装
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
は

14
個
又
は

17
個
の
信
号
が
入
力
さ
れ
る
。

※
８
：
重
大
事
故
等
時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故
時
は
値
な
し
。

※
９
：
炉
心
損
傷
は
原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
レ
ベ
ル
の
値
で
判
断
す
る
。
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で
は
炉
心
損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：
基
準
点
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（
EL
3
55
1
8）

。
 
※

11
：
検
出
点
は
６
箇
所
。

※
12
：
所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
に
よ
り
計
測
可
能
な
計
器
は
，
Ｓ
Ａ
用
直
流
電
源
，
区
分
Ⅱ
直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ
バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。
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2
表

 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
（
12
／

18
）

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測
範
囲
 

設
計
基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

可
搬
型
 

計
測
器
個
数
 

⑫ 最 終 ヒ ー ト シ ン ク の 確 保

格 納 容 器 フ ィ ル タ ベ ン ト 系

ス
ク
ラ
バ
容
器
水
位

８
 

－
※
８
 

系
統
待
機
時
に
お
け
る
ス
ク
ラ
バ
容
器
水
位
の
範
囲
（

）
及
び

フ
ィ
ル
タ
装
置
機
能
維
持
の
た
め
の
系
統
運
転
時
の
下
限
水
位
か
ら
上
限
水
位
の
範

囲
　

　
　

　
　

　
　
を
監
視
可
能
。

１
 

ス
ク
ラ
バ
容
器
圧
力

４
 

０
～
１
MP
a［

g
ag
e］

 
－

※
８
 

格
納

容
器

ベ
ン

ト
実

施
時

に
，

格
納

容
器

フ
ィ

ル
タ

ベ
ン

ト
系

の
最

高
圧

力

（
0.
85
3
MP
a
[g
a
ge
]）

が
監
視
可
能
。
 

１
 

ス
ク
ラ
バ
容
器
温
度

４
 

0～
3
00
℃

 
－

※
８
 

格
納

容
器

ベ
ン

ト
実

施
時

に
，

格
納

容
器

フ
ィ

ル
タ

ベ
ン

ト
系

の
最

高
使

用
温

度

（
20
0℃

）
を
計
測
可
能
な
範
囲
と
す
る
。
 

１
 

第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
出
口
放
射
線
 

モ
ニ
タ
（
高
レ
ン
ジ
・
低
レ
ン
ジ
）

２
 

1
0
-2
～

1
0
5 S
v
/h
 

－
※
８
 

格
納
容
器
ベ
ン
ト
実
施
時
（
炉
心
損
傷
し
て
い
る
場
合
）
に
，
想
定
さ
れ
る
第
１
ベ
ン

ト
フ
ィ
ル
タ
出
口
の
最
大
放
射
線
量
率
（
約
３
×

10
２
 
Sv
/
h）

を
監
視
可
能
。

－
 

１
 

1
0
-3
～

1
0
4 m
S
v/
h 

－
※
８
 

格
納
容
器
ベ
ン
ト
実
施
時
（
炉
心
損
傷
し
て
い
な
い
場
合
）
に
，
想
定
さ
れ
る
第
１
ベ

ン
ト
フ
ィ
ル
タ
出
口
の
最
大
放
射
線
量
率
（
約

6.
5×

10
-
2 m
S
v/
h）

を
監
視
可
能
。

－
 

第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
出
口
水
素
濃
度
 

１
 

０
～

20
v
ol
%
/ 

０
～

10
0
vo
l
% 

－
※
８
 

格
納
容
器
ベ
ン
ト
停
止
後
の
窒
素
に
よ
る
パ
ー
ジ
を
実
施
し
，
第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ

出
口
配
管
内
に
滞
留
す
る
水
素
濃
度
が
可
燃
限
界
（

4v
o
l%
）
未
満
で
あ
る
こ
と
を
監
視

可
能
。
 

－
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
⑦
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
圧
力
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力

（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

格
納
容
器
水
素
濃
度

※
１
 

「
⑨
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
水
素
濃
度
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

格
納
容
器
水
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

※
１
：
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
３
：
基
準
点
は
気
水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル
よ
り

13
2
8c
m）

。
 
※
４
：
基
準
点
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
通
常
水
位

(E
L
56
1
0)
。

※
５
：
基
準
点
は
格
納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は
コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
上
表
面
（

EL
67
0
6）

。

※
７
：
局
部
出
力
領
域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出
力
領
域
計
装
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
は

14
個
又
は

17
個
の
信
号
が
入
力
さ
れ
る
。

※
８
：
重
大
事
故
等
時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故
時
は
値
な
し
。

※
９
：
炉
心
損
傷
は
原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
レ
ベ
ル
の
値
で
判
断
す
る
。
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で
は
炉
心
損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：
基
準
点
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（
EL
3
55
1
8）

。
 
※

11
：
検
出
点
は
６
箇
所
。

※
12
：
所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
に
よ
り
計
測
可
能
な
計
器
は
，
Ｓ
Ａ
用
直
流
電
源
，
区
分
Ⅱ
直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ
バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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2
表

 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
（
13
／

18
）

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測
範
囲
 

設
計
基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

可
搬
型
 

計
測
器
個
数
 

⑫ 最 終 ヒ ー ト シ ン ク の 確 保

残 留 熱 除 去 系

残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
入
口
温
度

※
２
 

２
 

０
～
20
0℃

 
最
大
値
：

90
℃
 

残
留
熱
除
去
系
の
運
転
時
に
お
け
る
，
残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
入
口
温
度
の
最

高
使
用
温
度
（

11
4℃

）
を
監
視
可
能
。

 
１
 

残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
出
口
温
度
 

２
 

０
～
20
0℃

 
最
大
値
：

90
℃
 

残
留
熱
除
去
系
の
運
転
時
に
お
け
る
，
残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
出
口
温
度
の
最

高
使
用
温
度
（

11
4℃

）
を
監
視
可
能
。

 

残
留
熱
代
替
除
去
系
の
運
転
時
に
お
け
る
，
残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
出
口
温
度

の
最
高
使
用
温
度
（

18
5℃

）
を
監
視
可
能
。
 

１
 

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量
 

「
④
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
量
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
①
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
温
度
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度

（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
⑥
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
温
度
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
冷
却
水
流
量
 

※
１
 

２
 

０
～
15
0
0m

3 /
h 

０
～

12
1
8m

3 /
h 

残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
冷
却
水
流
量
の
最
大
流
量
（

12
18
m3
/h
）
を
監
視
可
能
。
 

移
動
式
代
替
熱
交
換
器
設
備
の
最
大
流
量
（

60
0
m
3 /
h）

を
監
視
可
能
 

１
 

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

※
１
 

「
⑬
格
納
容
器
バ
イ
パ
ス
の
監
視
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

※
１
：
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
３
：
基
準
点
は
気
水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル
よ
り

13
2
8c
m）

。
 
※
４
：
基
準
点
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
通
常
水
位

(E
L
56
1
0)
。

※
５
：
基
準
点
は
格
納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は
コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
上
表
面
（

EL
67
0
6）

。

※
７
：
局
部
出
力
領
域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出
力
領
域
計
装
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
は

14
個
又
は

17
個
の
信
号
が
入
力
さ
れ
る
。

※
８
：
重
大
事
故
等
時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故
時
は
値
な
し
。

※
９
：
炉
心
損
傷
は
原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
レ
ベ
ル
の
値
で
判
断
す
る
。
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で
は
炉
心
損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：
基
準
点
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（
EL
3
55
1
8）

。
 
※

11
：
検
出
点
は
６
箇
所
。

※
12
：
所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
に
よ
り
計
測
可
能
な
計
器
は
，
Ｓ
Ａ
用
直
流
電
源
，
区
分
Ⅱ
直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ
バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。

3.15-34
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2
表

 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
（
14
／

18
）

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測
範
囲
 

設
計
基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

可
搬
型
 

計
測
器
個
数
 

⑬ 格 納 容 器 バ イ パ ス の 監 視

原 子 炉 圧 力 容 器 内 の 状 態 

原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

※
２
 

「
③
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
水
位
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

※
２
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

原
子
炉
圧
力

※
２
 

「
②
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
圧
力
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
①
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
温
度
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原 子 炉 格 納 容 器 内 の 状 態 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

「
⑥
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
温
度
」
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

「
⑦
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
圧
力
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力

（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

原 子 炉 建 屋 内 の 状 態

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
 

３
 

０
～
４
MP
a［

ga
ge
］
 

最
大
値
：

1
.0
M
Pa
[
ga
g
e]
 

残
留
熱
除
去
系
の
運
転
時
に
お
け
る
，
残
留
熱
除
去
系
系
統
の
最
高
使
用
圧
力

（
約

1.
9M
Pa
 
[g
a
ge
]）

を
監
視
可
能
。

 

１
 

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
 

１
 

０
～
５
MP
a［

ga
ge
］
 

最
大
値
：
 

2
.0
M
Pa
[
ga
g
e]
 

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
の
運
転
時
に
お
け
る
，
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
統
の
最

高
使
用
圧
力
（

2.
0M
Pa
 
[g
a
ge
]）

を
監
視
可
能
。
 

原
子
炉
圧
力

※
１
 

「
②
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
圧
力
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

※
１
：
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
３
：
基
準
点
は
気
水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル
よ
り

13
2
8c
m）

。
 
※
４
：
基
準
点
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
通
常
水
位

(E
L
56
1
0)
。

※
５
：
基
準
点
は
格
納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は
コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
上
表
面
（

EL
67
0
6）

。

※
７
：
局
部
出
力
領
域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出
力
領
域
計
装
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
は

14
個
又
は

17
個
の
信
号
が
入
力
さ
れ
る
。

※
８
：
重
大
事
故
等
時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故
時
は
値
な
し
。

※
９
：
炉
心
損
傷
は
原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
レ
ベ
ル
の
値
で
判
断
す
る
。
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で
は
炉
心
損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：
基
準
点
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（
EL
3
55
1
8）

。
 
※

11
：
検
出
点
は
６
箇
所
。

※
12
：
所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
に
よ
り
計
測
可
能
な
計
器
は
，
Ｓ
Ａ
用
直
流
電
源
，
区
分
Ⅱ
直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ
バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。

3.15-35
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2
表

 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
（
15
／

18
）

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測
範
囲
 

設
計
基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

可
搬
型
 

計
測
器
個
数
 

⑭ 水 源 の 確 保 （ １ ／ ２ ） 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
 

１
 

０
～
15
0
0m

3

（
０
～
12
54
2m
m）

 
－

※
８
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
の
底
部
か
ら
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
レ
ベ
ル
（

0～
12
3
8m

3 ）

を
監
視
可
能
で
あ
る
。
 

１
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

※
２

「
⑧
原
子
炉
格
納
容
器
の
水
位
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量

※
１
 

「
④
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
量
」
及
び
「
⑤
原
子
炉
格
納
容
器
へ
の
注
水
量
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

代
替
注
水
流
量
（
常
設
）

※
１
 

代
替
注
水
流
量
（
可
搬
型
）

※
１
 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
流
量

※
１
 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量

※
１
 

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量

※
１
 

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量

※
１
 

残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量

※
１
 

※
１
：
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
３
：
基
準
点
は
気
水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル
よ
り

13
2
8c
m）

。
 
※
４
：
基
準
点
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
通
常
水
位

(E
L
56
1
0)
。

※
５
：
基
準
点
は
格
納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は
コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
上
表
面
（

EL
67
0
6）

。

※
７
：
局
部
出
力
領
域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出
力
領
域
計
装
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
は

14
個
又
は

17
個
の
信
号
が
入
力
さ
れ
る
。

※
８
：
重
大
事
故
等
時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故
時
は
値
な
し
。

※
９
：
炉
心
損
傷
は
原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
レ
ベ
ル
の
値
で
判
断
す
る
。
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で
は
炉
心
損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：
基
準
点
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（
EL
3
55
1
8）

。
 
※

11
：
検
出
点
は
６
箇
所
。

※
12
：
所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
に
よ
り
計
測
可
能
な
計
器
は
，
Ｓ
Ａ
用
直
流
電
源
，
区
分
Ⅱ
直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ
バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。

3.15-36
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表

 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
（
16
／

18
）

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測
範
囲
 

設
計
基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

可
搬
型
 

計
測
器
個
数
 

⑭ 水 源 の 確 保 （ ２ ／ ２ ） 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

※
１
 

１
 

０
～
10
M
Pa
［
ga
ge
］
 

最
大
値
：
 

9
.2
1
MP
a
[g
a
ge
] 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
の
運
転
時
に
お
け
る
，
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系

統
の
最
高
使
用
圧
力
（

9.
21
MP
a
 [
g
ag
e
]）

を
監
視
可
能
。
 

１
 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

※
１
 

１
 

０
～
12
M
Pa
［
ga
ge
］
 

最
大
値
：
 

9
.1
1
MP
a
[g
a
ge
] 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
の
運
転
時
に
お
け
る
，
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系

統
の
最
高
使
用
圧
力
（

9.
11
MP
a
 [
g
ag
e
]）

を
監
視
可
能
。
 

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

※
１
 

「
⑬
格
納
容
器
バ
イ
パ
ス
の
監
視
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

※
１
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

※
１
 

２
 

０
～
４
MP
a［

ga
ge
］
 

－
※
８
 

重
大
事
故
等
時
に
お
け
る
，
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
ポ
ン
プ
の
最
高
使

用
圧
力
（
3.
92
M
Pa
 
[g
a
ge
]）

を
監
視
可
能
。
 

１
 

残
留
熱
代
替
除
去
系
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

※
１
 

２
 

０
～
３
MP
a［

ga
ge
］
 

－
※
８
 

重
大
事
故
等
時
に
お
け
る
，
残
留
熱
代
替
除
去
系
ポ
ン
プ
の
最
高
使
用

圧
力
（

2.
5M
Pa
[
ga
g
e]
）
を
監
視
可
能
。

 

原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

※
１
 

「
③
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
水
位
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

※
１
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

※
１
：
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
３
：
基
準
点
は
気
水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル
よ
り

13
2
8c
m）

。
 
※
４
：
基
準
点
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
通
常
水
位

(E
L
56
1
0)
。

※
５
：
基
準
点
は
格
納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は
コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
上
表
面
（

EL
67
0
6）

。

※
７
：
局
部
出
力
領
域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出
力
領
域
計
装
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
は

14
個
又
は

17
個
の
信
号
が
入
力
さ
れ
る
。

※
８
：
重
大
事
故
等
時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故
時
は
値
な
し
。

※
９
：
炉
心
損
傷
は
原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
レ
ベ
ル
の
値
で
判
断
す
る
。
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で
は
炉
心
損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：
基
準
点
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（
EL
3
55
1
8）

。
 
※

11
：
検
出
点
は
６
箇
所
。

※
12
：
所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
に
よ
り
計
測
可
能
な
計
器
は
，
Ｓ
Ａ
用
直
流
電
源
，
区
分
Ⅱ
直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ
バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。

3.15-37
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2
表

 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
（
1
7／

18
）

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測
範
囲
 

設
計
基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

可
搬
型
 

計
測
器
個
数
 

⑮ 原 子 炉 建 物 内 の 水 素 濃 度

原
子
炉
建
物
水
素
濃
度
 

１
 

５
 

０
～
10
v
ol
％
 

０
～
20
v
ol
％
 

－
※
８
 

重
大

事
故
等

時
に
お

い
て

，
原

子
炉
建

物
内

の
水

素
燃
焼

の
可

能
性

（
水
素

濃

度
：
４

vo
l
％
）
を
把
握
す
る
上
で
監
視
可
能
（
な
お
，
静
的
触
媒
式
水
素
処
理

装
置
に
て
，
原
子
炉
建
物
内
の
水
素
濃
度
を
可
燃
限
界
で
あ
る
４

vo
l
％
未
満
に

低
減
す
る
）
。
 

－
 

静
的
触
媒
式
水
素
処
理
装
置
入
口
温
度
 

※
１

静
的
触
媒
式
水
素
処
理
装
置
出
口
温
度
 

※
１
 

２
 

２
 

０
～

10
0℃

 

０
～

40
0℃

 

－
※
８
 

重
大
事
故
等
時
に
お
い
て
，
静
的
触
媒
式
水
素
処
理
装
置
作
動
時
に
想
定
さ
れ
る

温
度
を
監
視
可
能
。
 

１
 

⑯ 原 子 炉 格 納 容 器 内 の 酸 素 濃 度 

格
納
容
器
酸
素
濃
度
 

１
 

０
～
５
vo
l％

/ 

０
～
25
v
ol
％
 

4
.3
v
ol
％
以
下
 

重
大

事
故
等

時
に
お

い
て

，
原

子
炉
格

納
容

器
内

の
水
素

爆
発

を
防

止
す
る

た

め
，
可
燃
限
界
濃
度
（
酸
素
濃
度
：

5.
0
vo
l％

）
を
計
測
可
能
な
範
囲
と
す
る
。
 

－
 

格
納
容
器
酸
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

１
 

０
～
25
v
ol
％
 

4
.3
v
ol
％
以
下
 

重
大

事
故
等

時
に
お

い
て

，
原

子
炉
格

納
容

器
内

の
水
素

爆
発

を
防

止
す
る

た

め
，
可
燃
限
界
濃
度
（
酸
素
濃
度
：

5.
0
vo
l％

）
を
計
測
可
能
な
範
囲
と
す
る
。
 

－
 

※
１
：
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
３
：
基
準
点
は
気
水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル
よ
り

13
2
8c
m）

。
 
※
４
：
基
準
点
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
通
常
水
位

(E
L
56
1
0)
。

※
５
：
基
準
点
は
格
納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は
コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
上
表
面
（

EL
67
0
6）

。

※
７
：
局
部
出
力
領
域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出
力
領
域
計
装
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
は

14
個
又
は

17
個
の
信
号
が
入
力
さ
れ
る
。

※
８
：
重
大
事
故
等
時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故
時
は
値
な
し
。

※
９
：
炉
心
損
傷
は
原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
レ
ベ
ル
の
値
で
判
断
す
る
。
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で
は
炉
心
損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：
基
準
点
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（
EL
3
55
1
8）

。
 
※

11
：
検
出
点
は
６
箇
所
。

※
12
：
所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
に
よ
り
計
測
可
能
な
計
器
は
，
Ｓ
Ａ
用
直
流
電
源
，
区
分
Ⅱ
直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ
バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。

3.15-38
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2
表

 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
（
1
8／

18
）

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測
範
囲
 

設
計
基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

可
搬
型
 

計
測
器
個
数
 

⑰ 燃 料 プ ー ル の 監 視

燃
料
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

１
 

-
4.
3
0～

7.
3
0m

※
10

6
98
2
mm

※
10
 

重
大
事
故
等
時
に
よ
り
変
動
す
る
可
能
性
の
あ
る
燃
料
プ
ー
ル
上
部

か
ら
底
部
付
近
ま
で
の
範
囲
に
わ
た
り
水
位
を
監
視
可
能
。
 

－
 

燃
料
プ
ー
ル
水
位
・
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

１
 

※
11

-
10
0
0～

67
1
0m
m
※
1
0

6
98
2
mm

※
10
 

重
大
事
故
等
時
に
よ
り
変
動
す
る
可
能
性
の
あ
る
燃
料
プ
ー
ル
上
部

か
ら
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
近
傍
ま
で
の
範
囲
に
わ
た
り
水

位
を
監
視
可
能
。
 

１
 

０
～
15
0℃

 
最
大
値
：
 

6
5℃

 

重
大
事
故
等
時
に
よ
り
変
動
す
る
可
能
性
の
あ
る
燃
料
プ
ー
ル
の
温

度
を
監
視
可
能
。
 

燃
料
プ
ー
ル
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
 

（
高
レ
ン
ジ
・
低
レ
ン
ジ
）
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

１
 

1
0１

～
1
0８

mS
v
/h
 

－
※
８
 

重
大
事
故
等
時
に
よ
り
変
動
す
る
可
能
性
が
あ
る
放
射
線
量
率
の
範

囲
（

10
－
３
～
1
0７

mS
v
/h
）
に
わ
た
り
監
視
可
能
。
 

－
 

１
 

1
0－

３
～

10
４
m
Sv
/
h 

燃
料
プ
ー
ル
監
視
カ
メ
ラ
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

１
 

－
 

－
※
８
 

重
大
事
故
等
時
に
お
い
て
燃
料
プ
ー
ル
及
び
そ
の
周
辺
の
状
況
を
監

視
可
能
。
 

－
 

※
１
：
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
３
：
基
準
点
は
気
水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル
よ
り

13
2
8c

m）
。

 
※
４
：
基
準
点
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
通
常
水
位

(E
L
56
1
0)
。

※
５
：
基
準
点
は
格
納
容
器
底
面
（
EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は
コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
上
表
面
（

EL
67
0
6）

。

※
７
：
局
部
出
力
領
域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出
力
領
域
計
装
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
は

14
個
又
は

17
個
の
信
号
が
入
力
さ
れ
る
。

※
８
：
重
大
事
故
等
時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故
時
は
値
な
し
。

※
９
：
炉
心
損
傷
は
原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
レ
ベ
ル
の
値
で
判
断
す
る
。
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で
は
炉
心
損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：
基
準
点
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（
EL
3
55
1
8）

。
 
※

11
：
検
出
点
は
６
箇
所
。

※
12
：
所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
に
よ
り
計
測
可
能
な
計
器
は
，
Ｓ
Ａ
用
直
流
電
源
，
区
分
Ⅱ
直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ
バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。

3.15-39
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第
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1
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3
表
 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
推
定
（
１
／

16
）

 

分
類

 
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

※
１

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法

 

原 子 炉 圧 力 容 器 内 の 温 度  

原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

 
①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

①
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す

る
。

②
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
水
位
か
ら
原
子
炉
圧
力
容

器
内
が
飽
和
状
態
に
あ
る
と
想
定
す
る
こ
と
で
，
原
子
炉
圧
力
よ
り
飽
和
温
度
／
圧
力
の
関
係
を
利
用
し
て

原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
温
度
を
推
定
す
る
。
ま
た
，
ス
ク
ラ
ム
後
，
原
子
炉
水
位
が
有
効
燃
料
棒
頂
部
に
到

達
す
る
ま
で
の
経
過
時
間
よ
り
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
を
推
定
す
る
。

③
残
留
熱
除
去
系
が
運
転
状
態
で
あ
れ
ば
，
残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
入
口
温
度
に
よ
り
推
定
す
る
。

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。

②
原
子
炉
圧
力

②
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

②
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

②
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

③
残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
入
口
温
度

※
１
：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。

※
２
：
［
 
］
は
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
の
常
用
計
器
（
耐
震
性
又
は
耐
環
境
性
等
は
な
い
が
，
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。

3.15-40
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3
表
 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
推
定
（
２
／

16
）

 
分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

※
１
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

原 子 炉 圧 力 容 器 内 の 圧 力 

原
子
炉
圧
力
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

②
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

①
原
子
炉
圧
力
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。

②
原
子
炉
圧
力
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
推
定
す
る
。

③
原
子
炉
水
位
か
ら
原
子
炉
圧
力
容
器
内
が
飽
和
状
態
に
あ
る
と
想
定
す
る
こ
と
で
，
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度

（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
飽
和
温
度
／
圧
力
の
関
係
を
利
用
し
て
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
圧
力
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

③
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

③
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

③
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

③
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
原
子
炉
圧
力

①
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
圧
力
に
よ
り
推
定
す
る
。

②
原
子
炉
水
位
か
ら
原
子
炉
圧
力
容
器
内
が
飽
和
状
態
に
あ
る
と
想
定
す
る
こ
と
で
，
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度

（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
飽
和
温
度
／
圧
力
の
関
係
を
利
用
し
て
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
圧
力
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
圧
力
を
直
接
計
測
す
る
原
子
炉
圧
力
を
優
先
す
る
。
 

②
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

②
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

②
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。

※
２
：
［
 
］
は
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
の
常
用
計
器
（
耐
震
性
又
は
耐
環
境
性
等
は
な
い
が
，
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。

3.15-41
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3
表
 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
推
定
（
３
／

16
）

 
分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

※
１
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

原 子 炉 圧 力 容 器 内 の 水 位 

原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
 

原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

①
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
，
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン

ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。

②
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
，
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
水
位

（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
推
定
す
る
。

③
高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
，
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
，
代
替
注
水
流
量
（
可
搬
型
）
，
原
子
炉
隔
離
時

冷
却
ポ
ン
プ
出
口
流
量
，
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
，
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量
，
低
圧

炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
，
残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量
の
う
ち
機
器
動
作
状
態
に
あ
る

流
量
よ
り
，
崩
壊
熱
に
よ
る
原
子
炉
水
位
変
化
量
を
考
慮
し
，
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
水
位
を
推
定
す
る
。

④
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
に
よ
り
主
蒸
気
配
管
よ
り
上
ま
で
注
水
し
，
原
子
炉
圧
力
，
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ

Ａ
）
と
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
の
差
圧
か
ら
原
子
炉
圧
力
容
器
の
満
水
を
推
定
す
る
。 

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

③
高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量

③
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）

③
代
替
注
水
流
量
（
可
搬
型
）

③
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
流
量

③
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量

③
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量

③
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量

③
残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量

④
原
子
炉
圧
力

④
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

④
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

①
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

①
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
，
原
子
炉
水
位
（
燃

料
域
）
に
よ
り
推
定
す
る
。

②
高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
，
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
，
代
替
注
水
流
量
（
可
搬
型
）
，
原
子
炉
隔
離
時

冷
却
ポ
ン
プ
出
口
流
量
，
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
，
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量
，
低
圧

炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
，
残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量
の
う
ち
機
器
動
作
状
態
に
あ
る

流
量
よ
り
，
崩
壊
熱
に
よ
る
原
子
炉
水
位
変
化
量
を
考
慮
し
，
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
水
位
を
推
定
す
る
。

③
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
に
よ
り
主
蒸
気
配
管
よ
り
上
ま
で
注
水
し
，
原
子
炉
圧
力
，
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ

Ａ
）
と
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
の
差
圧
か
ら
原
子
炉
圧
力
容
器
の
満
水
を
推
定
す
る
。 

推
定
は
，
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
水
位
を
直
接
計
測
す
る
原
子
炉
水
位
を
優
先
す
る
。
 

②
高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量

②
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）

②
代
替
注
水
流
量
（
可
搬
型
）

②
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
流
量

②
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量

②
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量

②
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量

②
残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量

③
原
子
炉
圧
力

③
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

③
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。

※
２
：
［
 
］
は
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
の
常
用
計
器
（
耐
震
性
又
は
耐
環
境
性
等
は
な
い
が
，
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。

3.15-42
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3
表
 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
推
定
（
４
／

16
）

 
分
類

 
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

※
１

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法

 

原 子 炉 圧 力 容 器 へ の 注 水 量

高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量

 
①
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

②
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

②
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

①
高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー

ル
水
位
の
変
化
に
よ
り
注
水
量
を
推
定
す
る
。

②
注
水
先
の
原
子
炉
水
位
の
水
位
変
化
に
よ
り
高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
を
優
先
す
る
。

代
替
注
水
流
量
（
常
設
）

 
①
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位

②
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

②
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

①
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
水
源
で
あ
る
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水

位
の
水
量
変
化
に
よ
り
注
水
量
を
推
定
す
る
。
な
お
，
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
の
補
給
状
況
も
考
慮
し
た

上
で
注
水
量
を
推
定
す
る
。

②
注
水
先
の
原
子
炉
水
位
の
水
位
変
化
に
よ
り
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
環
境
悪
化
の
影
響
が
小
さ
い
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
を
優
先
す
る
。

代
替
注
水
流
量
（
可
搬
型
）

 
①
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

①
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

①
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

①
代
替
注
水
流
量
（
可
搬
型
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
注
水
先
の
原
子
炉
水
位
の
水
位
変
化
に

よ
り
注
水
量
を
推
定
す
る
。

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口

 

流
量

 

①
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

②
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

②
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

①
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
流
量
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ

ン
・
プ
ー
ル
水
位
の
変
化
に
よ
り
注
水
量
を
推
定
す
る
。

②
注
水
先
の
原
子
炉
水
位
の
水
位
変
化
に
よ
り
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
流
量
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
を
優
先
す
る
。

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口

 

流
量

 

①
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

②
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

②
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

①
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ

ン
・
プ
ー
ル
水
位
の
変
化
に
よ
り
注
水
量
を
推
定
す
る
。

②
注
水
先
の
原
子
炉
水
位
の
水
位
変
化
に
よ
り
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
を
優
先
す
る
。

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量

 
①
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

②
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

②
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

①
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ

ー
ル
水
位
の
変
化
に
よ
り
注
水
量
を
推
定
す
る
。

②
注
水
先
の
原
子
炉
水
位
の
水
位
変
化
に
よ
り
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
を
優
先
す
る
。

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口

 

流
量

 

①
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

②
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

②
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

①
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ

ン
・
プ
ー
ル
水
位
の
変
化
に
よ
り
注
水
量
を
推
定
す
る
。

②
注
水
先
の
原
子
炉
水
位
の
水
位
変
化
に
よ
り
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
を
優
先
す
る
。

残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水

 

流
量

 

①
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

②
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

②
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

①
残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ

ン
・
プ
ー
ル
水
位
の
変
化
に
よ
り
注
水
量
を
推
定
す
る
。

②
注
水
先
の
原
子
炉
水
位
の
水
位
変
化
に
よ
り
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
を
優
先
す
る
。

※
１
：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。

※
２
：
［
 
］
は
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
の
常
用
計
器
（
耐
震
性
又
は
耐
環
境
性
等
は
な
い
が
，
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。

3.15-43
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表
 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
推
定
（
５
／

16
）

※
１
：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。

※
２
：
［
 
］
は
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
の
常
用
計
器
（
耐
震
性
又
は
耐
環
境
性
等
は
な
い
が
，
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。

分
類

 
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

※
１

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法

 

原 子 炉 格 納 容 器 へ の 注 水 量

代
替
注
水
流
量
（
常
設
）

 
①
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位

①
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
水
源
で
あ
る
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水

位
の
水
量
変
化
に
よ
り
注
水
量
を
推
定
す
る
。
な
お
，
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
の
補
給
状
況
も
考
慮
し
た

上
で
注
水
量
を
推
定
す
る
。

②
注
水
先
の
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
又
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
よ
り
代
替
注

水
流
量
（
常
設
）
を
推
定
す
る
。

②
注
水
先
の
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
及
び
ペ
デ
ス
タ
ル
水
位
の
水

位
変
化
に
よ
り
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
環
境
悪
化
の
影
響
が
小
さ
い
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
を
優
先
す
る
。

 

②
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

②
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

②
ペ
デ
ス
タ
ル
水
位

代
替
注
水
流
量
（
可
搬
型
）

 
①
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

①
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

①
代
替
注
水
流
量
（
可
搬
型
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
注
水
先
の
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

又
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
よ
り
代
替
注
水
流
量
（
可
搬
型
）
を
推
定
す
る
。

①
注
水
先
の
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
及
び
ペ
デ
ス
タ
ル
水
位
の
変

化
に
よ
り
注
水
量
を
推
定
す
る
。

①
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

①
ペ
デ
ス
タ
ル
水
位

残
留
熱
代
替
除
去
系
格
納
容
器
ス
プ

レ
イ
流
量

①
残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量

①
残
留
熱
代
替
除
去
系
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

①
残
留
熱
代
替
除
去
系
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
流
量
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
残
留
熱
代
替
除
去
系

ポ
ン
プ
出
口
圧
力
か
ら
残
留
熱
代
替
除
去
系
ポ
ン
プ
の
注
水
特
性
を
用
い
て
流
量
を
推
定
し
，
こ
の
流
量
か

ら
残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量
を
差
し
引
い
て
，
残
留
熱
代
替
除
去
系
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
流
量

を
推
定
す
る
。
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3
表
 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
推
定
（
６
／

16
）

※
１
：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。

※
２
：
［
 
］
は
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
の
常
用
計
器
（
耐
震
性
又
は
耐
環
境
性
等
は
な
い
が
，
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

※
１
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

原 子 炉 格 納 容 器 内 の 温 度 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

②
ペ
デ
ス
タ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

①
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
に
は
，
ペ
デ
ス
タ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ

り
推
定
す
る
。

③
飽
和
温
度
／
圧
力
の
関
係
を
利
用
し
て
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

を
推
定
す
る
。

④
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
，
上
記
③
と
同
様
に
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

③
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

④
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

ペ
デ
ス
タ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

②
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

①
ペ
デ
ス
タ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。

②
ペ
デ
ス
タ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
に
は
，
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ

り
推
定
す
る
。

③
飽
和
温
度
／
圧
力
の
関
係
を
利
用
し
て
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
ペ
デ
ス
タ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

を
推
定
す
る
。

④
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
，
上
記
③
と
同
様
に
ペ
デ
ス
タ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
を

推
定
す
る
。

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

③
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

④
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

ペ
デ
ス
タ
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

①
ペ
デ
ス
タ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度

（
Ｓ
Ａ
）

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

①
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に

よ
り
推
定
す
る
。

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・

プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
を
推
定
す
る
。

③
飽
和
温
度
／
圧
力
の
関
係
を
利
用
し
て
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
サ
プ
レ
ッ
シ

ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

③
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度

（
Ｓ
Ａ
）

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

①
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に

よ
り
推
定
す
る
。

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・

チ
ェ
ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
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3
表
 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
推
定
（
７
／

16
）

※
１
：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。

※
２
：
［
 
］
は
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
の
常
用
計
器
（
耐
震
性
又
は
耐
環
境
性
等
は
な
い
が
，
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

※
１
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

原 子 炉 格 納 容 器 内 の 圧 力 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

①
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力

（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
推
定
す
る
。

③
飽
和
温
度
／
圧
力
の
関
係
を
利
用
し
て
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
，
ペ
デ
ス
タ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ

り
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

③
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

③
ペ
デ
ス
タ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力

（
Ｓ
Ａ
）

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

②
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

①
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に

よ
り
推
定
す
る
。

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力

（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
推
定
す
る
。

③
飽
和
温
度
／
圧
力
の
関
係
を
利
用
し
て
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
サ
プ
レ
ッ
シ

ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

③
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
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3
表
 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
推
定
（
８
／

16
）

※
１
：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。

※
２
：
［
 
］
は
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
の
常
用
計
器
（
耐
震
性
又
は
耐
環
境
性
等
は
な
い
が
，
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

※
１
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

原 子 炉 格 納 容 器 内 の 水 位 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

①
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。

②
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
，
代
替
注
水
流
量
（
可

搬
型
）
の
う
ち
機
器
動
作
状
態
に
あ
る
流
量
に
よ
り
，
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位
を
推
定
す
る
。

③
水
源
で
あ
る
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
の
水
量
変
化
に
よ
り
，
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位
を
推
定
す
る
。
な

お
，
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
の
補
給
状
況
も
考
慮
し
た
上
で
注
水
量
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

②
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）

②
代
替
注
水
流
量
（
可
搬
型
）

③
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位

（
Ｓ
Ａ
）

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

①
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ

り
推
定
す
る
。

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
，

代
替
注
水
流
量
（
可
搬
型
）
の
う
ち
機
器
動
作
状
態
に
あ
る
流
量
に
よ
り
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水

位
（
Ｓ
Ａ
）
を
推
定
す
る
。

③
水
源
で
あ
る
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
の
水
量
変
化
に
よ
り
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ

Ａ
）
を
推
定
す
る
。
な
お
，
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
の
補
給
状
況
も
考
慮
し
た
上
で
注
水
量
を
推
定

す
る
。

④
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
に
な
っ
た
場
合
は
，
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ

Ａ
）
と
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
の
差
圧
に
よ
り
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ

Ａ
）
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

②
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）

②
代
替
注
水
流
量
（
可
搬
型
）

③
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位

④
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

④
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

ペ
デ
ス
タ
ル
水
位
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

①
ペ
デ
ス
タ
ル
水
位
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。

②
ペ
デ
ス
タ
ル
水
位
の
監
視
が
不
可
能
に
な
っ
た
場
合
は
，
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
，
代
替
注
水
流
量
（
可

搬
型
）
に
よ
り
，
ペ
デ
ス
タ
ル
水
位
を
推
定
す
る
。

③
水
源
で
あ
る
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
の
水
量
変
化
に
よ
り
，
ペ
デ
ス
タ
ル
水
位
を
推
定
す
る
。
な
お
，

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
の
補
給
状
況
も
考
慮
し
た
上
で
注
水
量
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

②
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）

②
代
替
注
水
流
量
（
可
搬
型
）

③
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位

3.15-47

139



第
3.
1
5
－

3
表
 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
推
定
（
９
／

16
）

 

※
１
：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。

※
２
：
［
 
］
は
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
の
常
用
計
器
（
耐
震
性
又
は
耐
環
境
性
等
は
な
い
が
，
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

※
１
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

原 子 炉 格 納 容 器 内 の

水 素 濃 度

格
納
容
器
水
素
濃
度
 

①
格
納
容
器
水
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）

①
格
納
容
器
水
素
濃
度
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
格
納
容
器
水
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
推
定
す

る
。

格
納
容
器
水
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
格
納
容
器
水
素
濃
度

①
格
納
容
器
水
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
格
納
容
器
水
素
濃
度
に
よ
り
推
定
す

る
。

原 子 炉 格 納 容 器 内 の

放 射 線 量 率 

格
納
容
器
雰
囲
気
放
射
線
モ
ニ
タ
（
ド

ラ
イ
ウ
ェ
ル
）

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

②
［
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
］

※
２

①
格
納
容
器
雰
囲
気
放
射
線
モ
ニ
タ
（
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン

ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。

②
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
，
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
（
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
）
の
指
示
値
を
用
い
て
，
原
子
炉
格
納
容

器
内
の
放
射
線
量
率
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

格
納
容
器
雰
囲
気
放
射
線
モ
ニ
タ
（
サ

プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
）
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

②
［
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
］

※
２

①
格
納
容
器
雰
囲
気
放
射
線
モ
ニ
タ
（
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合

は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。

②
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
，
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
（
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
）
の
指
示
値
を
用
い
て
，
原
子
炉
格
納
容

器
内
の
放
射
線
量
率
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

未 臨 界 の 維 持 又 は 監 視

中
性
子
源
領
域
計
装
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

②
平
均
出
力
領
域
計
装

①
中
性
子
源
領
域
計
装
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。

②
中
性
子
源
領
域
計
装
の
監
視
が
不
可
能
に
な
っ
た
場
合
は
，
平
均
出
力
領
域
計
装
に
よ
り
推
定
す
る
。

③
制
御
棒
手
動
操
作
・
監
視
系
（
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
）
に
よ
り
全
制
御
棒
が
挿
入
状
態
に
あ
る
こ
と
が
確

認
で
き
る
場
合
は
，
未
臨
界
状
態
の
維
持
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

③
［
制
御
棒
手
動
操
作
・
監
視
系
］

※
２

平
均
出
力
領
域
計
装
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

②
中
性
子
源
領
域
計
装

①
平
均
出
力
領
域
計
装
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。

②
平
均
出
力
領
域
計
装
の
監
視
が
不
可
能
に
な
っ
た
場
合
は
，
中
性
子
源
領
域
計
装
に
よ
り
推
定
す
る
。

③
制
御
棒
手
動
操
作
・
監
視
系
（
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
）
に
よ
り
全
制
御
棒
が
挿
入
状
態
に
あ
る
こ
と
が
確

認
で
き
る
場
合
は
，
未
臨
界
状
態
の
維
持
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

③
［
制
御
棒
手
動
操
作
・
監
視
系
］

※
２

［
制
御
棒
手
動
操
作
・
監
視
系
］

※
２
 

①
中
性
子
源
領
域
計
装

②
平
均
出
力
領
域
計
装

①
制
御
棒
手
動
操
作
・
監
視
系
（
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
）
の
監
視
が
不
可
能
に
な
っ
た
場
合
は
，
中
性
子
源

領
域
計
装
に
よ
り
推
定
す
る
。

②
平
均
出
力
領
域
計
装
に
よ
り
推
定
す
る
。

推
定
は
，
低
出
力
領
域
を
監
視
す
る
中
性
子
源
領
域
計
装
を
優
先
す
る
。
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3
表
 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
推
定
（

10
／

16
）

※
１
：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。

※
２
：
［
 
］
は
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
の
常
用
計
器
（
耐
震
性
又
は
耐
環
境
性
等
は
な
い
が
，
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

※
１
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

最 終 ヒ ー ト シ ン ク の 確 保  

残 留 熱 代 替 除 去 系 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度

（
Ｓ
Ａ
）

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

①
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の

1
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に

よ
り
推
定
す
る
。

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・

チ
ェ
ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
出
口
温
度
 

①
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

①
残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
出
口
温
度
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
熱
交
換
器
ユ
ニ
ッ
ト
の
熱
交
換

量
評
価
か
ら
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
推
定
す
る
。

残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
 

流
量
 

①
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

①
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

①
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

①
残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
注
水
先
の
原
子
炉
水
位
の
水

位
変
化
に
よ
り
残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量
を
推
定
す
る
。

②
残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
残
留
熱
代
替
除
去
系
ポ
ン
プ

出
口
圧
力
か
ら
残
留
熱
代
替
除
去
系
ポ
ン
プ
の
注
水
特
性
を
用
い
て
流
量
を
推
定
し
，
こ
の
流
量
か
ら
残
留

熱
代
替
除
去
系
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
流
量
を
差
し
引
い
て
，
残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量
を
推
定

す
る
。

③
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
注
水
先
の
原
子
炉
水
位
を
優
先
す
る
。

②
残
留
熱
代
替
除
去
系
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
流
量

②
残
留
熱
代
替
除
去
系
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

③
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

残
留
熱
代
替
除
去
系
格
納
容
器
ス
プ

レ
イ
流
量

①
残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量

①
残
留
熱
代
替
除
去
系
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

①
残
留
熱
代
替
除
去
系
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
流
量
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
残
留
熱
代
替
除
去
系

ポ
ン
プ
出
口
圧
力
か
ら
残
留
熱
代
替
除
去
系
ポ
ン
プ
の
注
水
特
性
を
用
い
て
流
量
を
推
定
し
，
こ
の
流
量
か

ら
残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量
を
差
し
引
い
て
，
残
留
熱
代
替
除
去
系
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
流
量

を
推
定
す
る
。

②
残
留
熱
代
替
除
去
系
に
よ
る
冷
却
に
お
い
て
，
残
留
熱
代
替
除
去
系
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
流
量
の
監
視
が
不

可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
，
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
，

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
推

定
す
る
。

推
定
は
，
残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量
，
残
留
熱
代
替
除
去
系
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
を
優
先
す
る
。
 

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

②
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
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表
 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
推
定
（

1
1／

16
）

※
１
：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。

※
２
：
［
 
］
は
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
の
常
用
計
器
（
耐
震
性
又
は
耐
環
境
性
等
は
な
い
が
，
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

※
１
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

最 終 ヒ ー ト シ ン ク の 確 保  

格 納 容 器 フ ィ ル タ ベ ン ト 系

ス
ク
ラ
バ
容
器
水
位

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

①
ス
ク
ラ
バ
容
器
水
位
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。

ス
ク
ラ
バ
容
器
圧
力

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

②
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

①
ス
ク
ラ
バ
容
器
圧
力
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。

②
ス
ク
ラ
バ
容
器
圧
力
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
又
は
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
の
傾
向
監
視
に
よ
り
格
納
容
器
圧
力
逃
が
し
装
置
の
健
全
性
を
推
定
す

る
。

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

ス
ク
ラ
バ
容
器
温
度

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

①
ス
ク
ラ
バ
容
器
温
度
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。

第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
出
口
放
射
線

モ
ニ
タ
（
高
レ
ン
ジ
・
低
レ
ン
ジ
）

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

①
第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
出
口
放
射
線
モ
ニ
タ
（
高
レ
ン
ジ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ

ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。

第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
出
口
水
素
濃

度
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
予
備

②
格
納
容
器
水
素
濃
度

②
格
納
容
器
水
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）

①
第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
出
口
水
素
濃
度
が
故
障
し
た
場
合
は
，
予
備
の
第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
出
口
水
素
濃

度
に
よ
り
推
定
す
る
。

②
第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
出
口
水
素
濃
度
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
水
素

ガ
ス
が
格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系
の
配
管
内
を
通
過
す
る
こ
と
か
ら
，
格
納
容
器
水
素
濃
度
及
び
格
納

容
器
水
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
推
定
す
る
。

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
予
備
を
優
先
す
る
。
 

残 留 熱 除 去 系

残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
入
口
温
度
 

①
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

①
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

①
残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
入
口
温
度
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
，

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
推
定

す
る
。

残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
出
口
温
度
 

①
残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
入
口
温
度

①
残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
出
口
温
度
の
監
視
が
不
可
能
に
な
っ
た
場
合
は
，
熱
交
換
器
ユ
ニ
ッ
ト
の
熱
交
換

量
評
価
か
ら
残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
入
口
温
度
に
よ
り
推
定
す
る
。

②
残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
入
口
冷
却
水
流
量
に
よ
り
，
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
推

定
す
る
。

推
定
は
，
残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
入
口
温
度
を
優
先
す
る
。
 

②
残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
冷
却
水
流
量

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量

 
①
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

①
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
か
ら

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
の
注
水
特
性
を
用
い
て
，
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

推
定
す
る
。
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3
表
 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
推
定
（

1
2／

16
）

 

※
１
：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。

※
２
：
［
 
］
は
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
の
常
用
計
器
（
耐
震
性
又
は
耐
環
境
性
等
は
な
い
が
，
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

※
１
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

格 納 容 器 バ イ パ ス の 監 視 

原 子 炉 圧 力 容 器 内 の 状 態 

原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
 

原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

①
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
，
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン

ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。

②
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
，
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
水
位

（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
推
定
す
る
。

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

①
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

①
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
の
水
位
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
，
原
子
炉

水
位
（
燃
料
域
）
に
よ
り
推
定
す
る
。

原
子
炉
圧
力
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

②
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

①
原
子
炉
圧
力
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。

②
原
子
炉
圧
力
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
推
定
す
る
。

③
原
子
炉
水
位
か
ら
原
子
炉
圧
力
容
器
内
が
飽
和
状
態
に
あ
る
と
想
定
す
る
こ
と
で
，
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度

（
Ｓ
Ａ
）
よ
り
飽
和
温
度
／
圧
力
の
関
係
を
利
用
し
て
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
圧
力
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

③
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

③
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

③
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

③
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
原
子
炉
圧
力

①
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
圧
力
に
よ
り
推
定
す
る
。

②
原
子
炉
水
位
か
ら
原
子
炉
圧
力
容
器
内
が
飽
和
状
態
に
あ
る
と
想
定
す
る
こ
と
で
，
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度

（
Ｓ
Ａ
）
よ
り
飽
和
温
度
／
圧
力
の
関
係
を
利
用
し
て
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
圧
力
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
圧
力
を
直
接
計
測
す
る
原
子
炉
圧
力
を
優
先
す
る
。
 

②
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

②
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

②
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

原 子 炉 格 納 容 器 内 の 状 態 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

①
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
飽
和
温
度
／
圧
力
の
関
係
を
利
用
し

て
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

②
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

①
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力

（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
推
定
す
る
。

③
飽
和
温
度
／
圧
力
の
関
係
を
利
用
し
て
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

③
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
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3
表
 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
推
定
（

1
3／

16
）

 

※
１
：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。

※
２
：
［
 
］
は
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
の
常
用
計
器
（
耐
震
性
又
は
耐
環
境
性
等
は
な
い
が
，
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

※
１
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

格 納 容 器 バ イ パ ス の 監 視 

原 子 炉 建 物 内 の 状 態

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
 

①
原
子
炉
圧
力

①
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

①
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
圧
力
，
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

の
低
下
に
よ
り
格
納
容
器
バ
イ
パ
ス
の
発
生
を
推
定
す
る
。

②
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
（
有
効
監
視
パ
ラ
メ

ー
タ
）
に
よ
り
格
納
容
器
バ
イ
パ
ス
の
発
生
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
原
子
炉
圧
力
，
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
を
優
先
す
る
。
 

②
［
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
］

※
２

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ

 

出
口
圧
力

 

①
原
子
炉
圧
力

①
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

①
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
圧
力
，
原
子
炉
圧
力

（
Ｓ
Ａ
）
の
低
下
に
よ
り
格
納
容
器
バ
イ
パ
ス
の
発
生
を
推
定
す
る
。

②
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
（
有
効
監
視

パ
ラ
メ
ー
タ
）
に
よ
り
格
納
容
器
バ
イ
パ
ス
の
発
生
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
原
子
炉
圧
力
，
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
を
優
先
す
る
。

 

②
［
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
］

※
２
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表
 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
推
定
（

1
4／

16
）

※
１
：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。

※
２
：
［
 
］
は
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
の
常
用
計
器
（
耐
震
性
又
は
耐
環
境
性
等
は
な
い
が
，
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

※
１
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

水 源 の 確 保 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
 

①
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）

②
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

②
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

②
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

①
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
を
水
源
と

す
る
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
か
ら
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
を
推
定
す
る
。
な
お
，
低
圧
原
子
炉
代

替
注
水
槽
の
補
給
状
況
も
考
慮
し
た
上
で
水
位
を
推
定
す
る
。

②
注
水
先
の
原
子
炉
水
位
又
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
の
水
位
変
化
に
よ
り
低
圧
原
子
炉

代
替
注
水
槽
水
位
を
推
定
す
る
。
な
お
，
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
の
補
給
状
況
も
考
慮
し
た
上
で
水
位
を

推
定
す
る
。

②
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
を
水
源
と
す
る
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
か
ら
低
圧
原
子
炉
代
替

注
水
ポ
ン
プ
が
正
常
に
動
作
し
て
い
る
こ
と
を
把
握
す
る
こ
と
に
よ
り
，
水
源
で
あ
る
低
圧
原
子
炉
代
替
注

水
槽
水
位
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
を
水
源
と
す
る
ポ
ン
プ
の
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
を
優
先
す
る
。
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位

（
Ｓ
Ａ
）

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

①
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ

り
推
定
す
る
。

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ

ー
ル
の
水
位
容
量
曲
線
を
用
い
て
，
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
注
水
す
る
高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
，
原
子
炉

隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
流
量
，
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
，
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量
，

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
，
残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量
と
経
過
時
間
よ
り
算
出
し

た
注
水
量
か
ら
推
定
す
る
。

③
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
を
水
源
と
す
る
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
，
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ

ポ
ン
プ
出
口
圧
力
，
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
，
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
，
残
留
熱
代

替
除
去
系
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
か
ら
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
，
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
，
残
留
熱
除

去
ポ
ン
プ
，
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
，
残
留
熱
代
替
除
去
系
ポ
ン
プ
が
正
常
に
動
作
し
て
い
る
こ
と
を

把
握
す
る
こ
と
に
よ
り
，
水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

②
高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量

②
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
流
量

②
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量

②
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量

②
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量

②
残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量

③
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

③
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

③
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

③
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

③
残
留
熱
代
替
除
去
系
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
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3
表
 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
推
定
（

1
5／

16
）

 

※
１
：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。

※
２
：
［
 
］
は
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
の
常
用
計
器
（
耐
震
性
又
は
耐
環
境
性
等
は
な
い
が
，
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

※
１
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

原 子 炉 建 物 内 の

水 素 濃 度

原
子
炉
建
物
水
素
濃
度
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

①
原
子
炉
建
物
水
素
濃
度
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。

②
原
子
炉
建
物
水
素
濃
度
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
静
的
触
媒
式
水
素
処
理
装
置
入
口
温
度
及
び

静
的
触
媒
式
水
素
処
理
装
置
出
口
温
度
の
温
度
差
に
よ
り
推
定
す
る
。

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

②
静
的
触
媒
式
水
素
処
理
装
置
入
口
温
度

②
静
的
触
媒
式
水
素
処
理
装
置
出
口
温
度

原 子 炉 格 納 容 器 内 の

酸 素 濃 度

格
納
容
器
酸
素
濃
度
 

①
格
納
容
器
酸
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）

①
格
納
容
器
酸
素
濃
度
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
格
納
容
器
酸
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
推
定
す

る
。

格
納
容
器
酸
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
格
納
容
器
酸
素
濃
度

①
格
納
容
器
酸
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
格
納
容
器
酸
素
濃
度
に
よ
り
推
定
す

る
。
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3
表
 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
推
定
（

1
6／

16
）

 

※
１
：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。

※
２
：
［
 
］
は
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
の
常
用
計
器
（
耐
震
性
又
は
耐
環
境
性
等
は
な
い
が
，
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

※
１
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

燃 料 プ ー ル の 監 視 

燃
料
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
燃
料
プ
ー
ル
水
位
・
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

②
燃
料
プ
ー
ル
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
（
高
レ
ン

ジ
・
低
レ
ン
ジ
）
（
Ｓ
Ａ
）

③
燃
料
プ
ー
ル
監
視
カ
メ
ラ
（
Ｓ
Ａ
）

①
燃
料
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
燃
料
プ
ー
ル
水
位
・
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に

よ
り
燃
料
プ
ー
ル
水
位
を
推
定
す
る
。

②
燃
料
プ
ー
ル
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
（
高
レ
ン
ジ
・
低
レ
ン
ジ
）
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
燃
料
プ
ー
ル
水
位
を
推

定
す
る
。

③
燃
料
プ
ー
ル
監
視
カ
メ
ラ
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
，
燃
料
プ
ー
ル
の
状
態
を
監
視
す
る
。

推
定
は
，
燃
料
プ
ー
ル
水
位
・
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
を
優
先
す
る
。

燃
料
プ
ー
ル
水
位
・
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
燃
料
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

②
燃
料
プ
ー
ル
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
（
高
レ
ン

ジ
・
低
レ
ン
ジ
）
（
Ｓ
Ａ
）

③
燃
料
プ
ー
ル
監
視
カ
メ
ラ
（
Ｓ
Ａ
）

①
燃
料
プ
ー
ル
水
位
・
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
燃
料
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
に

よ
り
水
位
・
温
度
を
推
定
す
る
。

②
燃
料
プ
ー
ル
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
（
高
レ
ン
ジ
・
低
レ
ン
ジ
）
（
Ｓ
Ａ
）
に
て
燃
料
プ
ー
ル
の
状
態
を
判

断
し
た
後
，
燃
料
プ
ー
ル
の
水
位
を
推
定
す
る
。

③
燃
料
プ
ー
ル
監
視
カ
メ
ラ
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
，
燃
料
プ
ー
ル
の
状
態
を
監
視
す
る
。

推
定
は
，
燃
料
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
を
優
先
す
る
。

燃
料
プ
ー
ル
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ

（
高
レ
ン
ジ
・
低
レ
ン
ジ
）
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
燃
料
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

①
燃
料
プ
ー
ル
水
位
・
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

②
燃
料
プ
ー
ル
監
視
カ
メ
ラ
（
Ｓ
Ａ
）

①
燃
料
プ
ー
ル
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
（
高
レ
ン
ジ
・
低
レ
ン
ジ
）
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場

合
は
，
燃
料
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
，
燃
料
プ
ー
ル
水
位
・
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
て
水
位
を
計
測
し
た
後
，
水

位
と
放
射
線
率
の
関
係
に
よ
り
放
射
線
量
率
を
推
定
す
る
。

②
燃
料
プ
ー
ル
監
視
カ
メ
ラ
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
，
燃
料
プ
ー
ル
の
状
態
を
監
視
す
る
。

推
定
は
，
燃
料
プ
ー
ル
を
直
接
監
視
す
る
燃
料
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
，
燃
料
プ
ー
ル
水
位
・
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

を
優
先
す
る
。

燃
料
プ
ー
ル
監
視
カ
メ
ラ
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
燃
料
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

①
燃
料
プ
ー
ル
水
位
・
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

①
燃
料
プ
ー
ル
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
（
高
レ
ン

ジ
・
低
レ
ン
ジ
）
（
Ｓ
Ａ
）

①
燃
料
プ
ー
ル
監
視
カ
メ
ラ
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
燃
料
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
，

燃
料
プ
ー
ル
水
位
・
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
，
燃
料
プ
ー
ル
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
（
高
レ
ン
ジ
・
低
レ
ン
ジ
）
（
Ｓ

Ａ
）
に
て
，
燃
料
プ
ー
ル
の
状
態
を
推
定
す
る
。
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第 3.15－4表 重大事故等対処設備を活用する手順の着手の判断基準として用い

る補助パラメータ 

分類 補助パラメータ 

電源関係 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

緊急用メタクラ電圧 

ＳＡロードセンタ母線電圧 

Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）電圧 

Ａ－115V系直流盤母線電圧 

Ｂ－115V系直流盤母線電圧 

230V系直流盤（常用）母線電圧 

ＳＡ用 115V系充電器盤蓄電池電圧 

その他 

ＡＤＳ用Ｎ２ガス減圧弁二次側圧力 

Ｎ２ガスボンベ圧力 

原子炉補機冷却ポンプ圧力 

ＲＣＷ熱交換出口温度 

ＲＣＷサージタンク水位 

3.15-56
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図
(1
) 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
の
計
装
設
備
概
要
（
そ
の
１
）
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図
(2
) 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
の
計
装
設
備
概
要
（
そ
の
２
）
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第
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図
 
計
装
設
備
単
線
結
線
図
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図
 
安
全
パ
ラ
メ
ー
タ
表
示
シ
ス
テ
ム
（
Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｓ
）
に
よ
る
記
録
 
系
統
概
要
図
（
パ
ラ
メ
ー
タ
記
録
時
に
使
用
す
る
設
備
）
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3.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備【54条】 

【設置許可基準規則】 

（使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備） 

第五十四条 発電用原子炉施設には，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機能が

喪失し，又は使用済燃料貯蔵槽からの水の漏えいその他の要因により当該使用

済燃料貯蔵槽の水位が低下した場合において貯蔵槽内燃料体等を冷却し，放射

線を遮蔽し，及び臨界を防止するために必要な設備を設けなければならない。 

２ 発電用原子力施設には，使用済燃料貯蔵槽からの大量の水の漏えいその他の

要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が異常に低下した場合において貯蔵槽

内燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し，及び臨界を防止するために必要な設

備を設けなければならない。 

（解釈） 

１ 第１項に規定する「使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機能が喪失し，又

は使用済燃料貯蔵槽からの水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料貯蔵

槽の水位が低下した場合」とは，本規程第 37条 3-1(a)及び(b)で定義する想定

事故１及び想定事故２において想定する使用済燃料貯蔵槽の水位の低下をい

う。 

２ 第１項に規定する「貯蔵槽内燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界

を防止するために必要な設備」とは，以下に掲げる措置又はこれらと同等以上

の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

ａ）代替注水設備として，可搬型代替注水設備（注水ライン及びポンプ車等）を

配備すること。 

ｂ）代替注水設備は，設計基準対象施設の冷却設備及び注水設備が機能喪失し，

又は小規模な漏えいがあった場合でも，使用済燃料貯蔵槽の水位を維持できる

ものであること。 

３ 第２項に規定する「貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し，及び臨

界を防止するために必要な設備」とは，以下に掲げる措置又はこれらと同等以

上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

ａ）スプレイ設備として，可搬型スプレイ設備（スプレイヘッダ，スプレイライ

ン及びポンプ車等）を配備すること。

ｂ）スプレイ設備は，代替注水設備によって使用済燃料貯蔵槽の水位が維持でき

ない場合でも，燃料損傷を緩和できるものであること。 

ｃ）燃料損傷時に，できる限り環境への放射性物質の放出を低減するための設備

を整備すること。 

４ 第１項及び第２項の設備として，使用済燃料貯蔵槽の監視は，以下によるこ

と。 

ａ）使用済燃料貯蔵槽の水位，水温及び上部の空間線量率について，燃料貯蔵設

備に係る重大事故等により変動する可能性のある範囲にわたり測定可能である
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こと。 

ｂ）これらの計測設備は，交流又は直流電源が必要な場合には，代替電源設備か

らの給電を可能とすること。 

ｃ）使用済燃料貯蔵槽の状態をカメラにより監視できること。 
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3.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

3.11.1 設置許可基準規則第 54条への適合方針 

想定事故１及び想定事故２において想定する燃料プールの水位の低下があった

場合において，燃料プール内燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防

止するため，以下の設備を設ける（以下「第 54条第１項対応」という）。 

燃料プールからの大量の水の漏えいその他の要因により当該燃料プールの水位

が異常に低下した場合において，燃料プール内燃料体等の著しい損傷の進行を緩

和し，及び臨界を防止するため，以下の設備を設ける（以下「第 54条第２項対応」

という）。ただし，臨界の防止については，以下の設備により設計基準対象施設で

ある使用済燃料貯蔵ラックの形状を保持することで未臨界性を維持する。 

（54-13） 

(1) 燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）の設置（設置許可基準規則

解釈の第１項～第３項） 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）は，第 54条第１項対応の

場合，大量送水車により代替淡水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西

２））の水をホース及び可搬型スプレイノズルを経由して燃料プールへ注水す

ることで燃料プールの水位を維持可能な設計とする。 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）は，第 54条第２項対応の

場合，大量送水車により代替淡水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西

２））から水を，ホース及び可搬型スプレイノズルを経由して使用済燃料に直

接スプレイすることで，燃料損傷を緩和するとともに，スプレイ水の放射性物

質叩き落としの効果により，環境への放射性物質放出を可能な限り低減可能な

設計とする。 

(2) 燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）の設置（設置許可基準規則解

釈の第１項～第３項） 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）は，第 54 条第１ 項対応の

場合，大量送水車により代替淡水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西

２））の水をホース及び常設スプレイヘッダを経由して燃料プールへ注水する

ことで燃料プールの水位を維持可能な設計とする。 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）は，第 54 条第２項対応の場

合，大量送水車により代替淡水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））

の水を，燃料プールスプレイ系配管及び常設スプレイヘッダを経由して使用済

燃料に直接スプレイすることで，燃料プール近傍へアクセスすることなく屋外

からの現場操作により，燃料損傷を緩和するとともに，スプレイ水の放射性物

質叩き落としの効果により，環境への放射性物質放出を可能な限り低減可能な
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設計とする。 

(3) 大型送水ポンプ車及び関連設備（大気への拡散抑制）（設置許可基準規則解

釈の第３項 c）） 

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は燃料プール内燃料体等の

著しい損傷に至った場合において大気への放射性物質の拡散を抑制可能な設

計とする。 

具体的な設備は，以下のとおりとする。 

・大型送水ポンプ車

・放水砲

なお，本設備の詳細については「2.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑

制するための設備（設置許可基準規則第 55条に対する設計方針を示す章）」で

示す。 

(4) 燃料プールの監視設備の設置（設置許可基準規則解釈の第４項）

燃料プールの水位，水温及びプール上部の空間線量率について，燃料プール

に係る重大事故等により変動する可能性のある範囲にわたり監視するため，燃

料プール水位・温度（ＳＡ），燃料プール水位（ＳＡ）及び燃料プールエリア

放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）を設置する。 

また，燃料プールの状態を監視するため，燃料プール監視カメラ（ＳＡ）を

設置する。 

上記の計測設備は，代替電源設備からの給電が可能であり，中央制御室で監

視可能な設計とする。 

なお，燃料プール戻り配管からサイフォン現象によるプール水の漏洩が発生し

た場合に備え，燃料プール戻りラインの逆止弁にサイフォンブレイク配管を設け，

サイフォンブレイク配管の開放端まで水位が低下した時点で，受動的にサイフォ

ン現象の継続を停止させる設計とする。

（54-12） 

また，燃料プール冷却系は，非常用交流電源設備及び原子炉補機冷却系が機能

喪失した場合でも，常設代替交流電源及び原子炉補機代替冷却系により燃料プー

ル冷却系を用いて，燃料プール冷却ポンプ及び燃料プール冷却系熱交換器により，

燃料プール内燃料体等から発生する崩壊熱を除熱できる設計とする。 

なお，第 54条第１項対応において，燃料プール内の燃料体等を冷却し，放射

線を遮蔽し，及び臨界を防止するための自主対策設備として以下を整備する。 
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(5) 消火系による燃料プール注水の整備 

消火系による燃料プールへの注水は，消火ポンプ又は補助消火ポンプを用い，

全交流電源が喪失した場合でも，代替交流電源設備からの給電により，中央制

御室から遠隔で操作し，消火ポンプを使用する場合はろ過水タンクを水源とし

て，補助消火ポンプを使用する場合は補助消火水槽を水源として，消火系配管

及び復水輸送系配管を経由して燃料プールへ注水する。 

 

(6) ステンレス鋼板等による漏えい緩和の整備 

燃料プールの水位が著しく低下した場合に，ステンレス鋼板を用いて燃料プ

ール水の漏洩を緩和すると共に燃料プールの水位低下を緩和する。ステンレス

鋼板は，寸法 500㎜×500 ㎜，厚さ 6㎜，重量約 12kgの仕様のものを燃料プ

ールの設置される原子炉建物４階（燃料取替階）※に保管する。（※保管場所は

運用を考慮し今後変更となる場合がある。） 

ただし，この手段では漏えいを緩和できない場合があること，重いステンレ

ス鋼板を使用するため作業効率が悪いことから，今後得られた知見を参考に，

より効果的な漏えい緩和策を取り入れていく。 

以上の重大事故等対処設備により，燃料プールの冷却機能が喪失した場合に

おいても，燃料プールを冷却することができる。 

 

(7) 燃料プールスプレイ系の海水の利用 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）及び燃料プールスプレイ系

（常設スプレイヘッダ）の水源である代替淡水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪

谷貯水槽（西２））の淡水が枯渇した場合において，防波壁の内側に設置して

いる取水槽より，大型送水ポンプ車を用いて大量送水車に海水を直接送水でき

る設計とする。なお，海の利用については「3.13 重大事故等の収束に必要と

なる水の供給設備（設置許可基準規則第 56条に対する設計方針を示す章）」で

示す。 
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3.11.2 重大事故等対処設備 

3.11.2.1 燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル） 

3.11.2.1.1 設備概要 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）は，設計基準対象施設である

残留熱除去系（燃料プール冷却）及び燃料プール冷却系の有する燃料プールの冷

却機能喪失又は残留熱除去ポンプによる燃料プールへの補給機能が喪失し，又は

燃料プールに接続する配管の破損等により燃料プール水の小規模な漏えいにより

燃料プールの水位が低下した場合に，燃料プール内燃料体等を冷却し，臨界の防

止及び放射線の遮蔽を目的として使用する。 

また，大量の水の漏えいその他の要因により当該燃料プールの水位が異常に低

下した場合において，燃料プール内燃料体等の著しい損傷を緩和，及び臨界の防

止を目的として使用する。なお，燃料損傷時には燃料プール内燃料体等の上部全

面にスプレイすることによりできる限り環境への放射性物質の放出を低減する。 

本系統は，大量送水車，計測制御装置，水源である代替淡水源（輪谷貯水槽（西

１）及び輪谷貯水槽（西２）），流路であるホース，可搬型スプレイノズル，注入

先である燃料プール，及び燃料補給設備であるガスタービン発電機用軽油タンク，

タンクローリ等から構成される。

本系統に関する重大事故等対処設備を表 3.11-1に，本系統全体の概要図を図

3.11-1に示す。 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）は，第 54条第１項対応の場合，

大量送水車により水源である代替淡水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西

２））の水をホース及び可搬型スプレイノズルを経由して燃料プールへ注水するこ

とで燃料プールの水位を維持可能な設計とする。 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）は，第 54条第 2項対応の場合，

水源である代替淡水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））の水を大量

送水車によりホース及び可搬型スプレイノズルを経由して使用済燃料に直接スプ

レイすることで，燃料損傷を緩和するとともに，スプレイ水の放射性物質叩き落

としの効果により，環境への放射性物質放出を可能な限り低減可能な設計とする。 

本系統の操作に当たっては，ホース及び可搬型スプレイノズルの敷設により系

統構成を行った後，屋外で大量送水車付属の操作スイッチにより大量送水車を起

動し運転を行う。 

大量送水車は，ディーゼルエンジンにより駆動できる設計とし，燃料は燃料補給

設備であるガスタービン発電機用軽油タンク及びタンクローリにより補給できる

設計とする。
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表 3.11-1 燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）に関する重大事

故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 大量送水車【可搬型】 

可搬型スプレイノズル【可搬型】 

付属設備 可搬型ストレーナ【可搬型】 

水源※1 輪谷貯水槽（西１）【常設】 

輪谷貯水槽（西２）【常設】 

流路 ホース・弁【可搬型】

注水先 燃料プール（サイフォン防止機能を含む）【常設】 

電源設備（燃料補

給設備を含む）  

燃料補給設備 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

タンクローリ【可搬型】

計装設備※2 燃料プール水位・温度（ＳＡ）【常設】 

燃料プール水位（ＳＡ）【常設】 

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）【常設】 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ）【常設】 

（燃料プール監視カメラ用冷却設備【常設】を含む） 

※１：水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設

置許可基準規則第 56条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※２：主要設備を用いた燃料プール内燃料体等の著しい損傷を緩和，臨界防止

及び放射線の遮蔽対策を成功させるために把握することが必要な原子炉

施設の状態 

計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58条に対す

る設計方針を示す章）」で示す。 
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3.11.2.1.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

(1) 大量送水車 

種類     ：ディフューザ形 

容量     ：168m3/h/台以上 

吐出圧力   ：0.85MPa[gage] 

最高使用圧力 ：1.6MPa[gage] 

最高使用温度 ：40℃ 

台数     ：２（予備１） 

設置場所   ：屋外 

保管場所   ：第２，第３及び第４保管エリア 

原動機出力  ：230kW 

 

(2) 可搬型スプレイノズル 

最高使用温度 ：40℃ 

数量     ：１（予備１） 

設置場所   ：原子炉建物４階 

保管場所   ：原子炉建物１階及び原子炉建物２階 

 

なお，水源については「3.13重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設

置許可基準規則第 56条に対する設計方針を示す章）」で示す。 
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3.11.2.1.3 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.11.2.1.3.1 設置許可基準規則第 43条第１項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43条第１項一）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重その

他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有効に

発揮するものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）の大量送水車は，屋外

の第２，第３及び第４保管エリアに保管し，重大事故等時に輪谷貯水槽（西

１）及び輪谷貯水槽（西２）付近の屋外に設置する設備であることから，

想定される重大事故等時における，屋外の環境条件及び荷重条件を考慮し，

その機能を有効に発揮することができるよう，以下の表 3.11-2に示す設

計とする。 

大量送水車の操作は，付属の操作スイッチにより，想定される重大事故

等時において設置場所から可能な設計とする。風（台風）による荷重につ

いては，転倒しないことの確認を行っているが，詳細評価により転倒する

結果となった場合は，転倒防止措置を講じる。積雪の影響については，適

切に除雪する運用とする。 

また，降水及び凍結により機能を損なうことのないよう，防水対策が取

られた大量送水車を使用し，凍結のおそれがある場合は暖気運転を行い凍

結対策とする。 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）の可搬型スプレイノズ

ルは原子炉棟内に設置する設備であることから，想定される重大事故等時

における原子炉棟内の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能が有効に

発揮することができるよう，以下の表 3.11-3に示す設計とする。 

（54-3，54-4） 
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表 3.11-2 想定する環境条件及び荷重条件 

（大量送水車） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・放

射線  

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件下に耐えられる性

能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による影

響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対

策を行える設計とする。 

海水を通水する系統

への影響 

淡水だけでなく海水も使用できる設計とする（常時海水を通水しな

い）。なお，燃料プールへの注水は，可能な限り淡水源を優先し，海水

通水時間を短期間とすることで，設備への影響を考慮する。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確

認し，輪留め等を用いた転倒防止対策を行う。 

風（台風）・積雪 屋外で風荷重，積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを評価に

より確認する。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりその機能が損な

われない設計とする。 

 

表 3.11-3 想定する環境条件及び荷重条件 

    （可搬型スプレイノズル） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・放

射線 

原子炉棟内で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件下に耐えら

れる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による影

響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受けない。 

海水を通水する系統

への影響 

淡水だけでなく海水も使用できる設計とする（常時海水を通水しな

い）。なお，燃料プールへの注水は，可能な限り淡水源を優先し，海水

通水は短期間とすることで，設備への影響を考慮する。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確

認する（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す）。 

風（台風）・積雪 原子炉棟内に設置するため，風（台風）及び積雪の影響は受けない。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりその機能が損な

われない設計とする。 
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(2) 操作性（設置許可基準規則第 43条第１項二） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるもの

であること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）を運転する場合は，大

量送水車の移動，ホース及び可搬型スプレイノズルの敷設により系統構成

を行った後，屋外で大量送水車の操作スイッチにより大量送水車を起動し，

燃料プールへの注水を行う。 

以上のことから，燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）の操

作に必要な機器を表 3.11-4に示す。 

 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）の大量送水車について

は，大量送水車付属の操作スイッチからのスイッチ操作で起動する設計と

する。 

 

大量送水車付属の操作スイッチを操作するにあたり，運転員のアクセス

性及び操作性を考慮して十分な操作空間を確保することで基準に適合さ

せる。また，それぞれの操作対象については銘板をつけることで識別可能

とし，運転員の操作及び監視性を考慮して確実に操作できる設計とする。 

大量送水車は，屋外のアクセスルートを通行してアクセス可能な設計と

するとともに，設置場所にて輪留めによる固定等が可能な設計とする。 

屋外流路上の操作対象弁は，ハンドルによる手動操作が可能な設計とす

る。 

ホース及び可搬型スプレイノズルの接続作業に当たっては，特殊な工具，

及び技量は必要とせず，簡便な結合金具による接続方式により，確実に接

続することができる設計とする。 

（54-3，54-4，54-7） 

表 3.11-4 操作対象機器 

機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

大量送水車 起動・停止 屋外設置位置 スイッチ操作 

ホース及び可搬型スプレイノズル ホース接続 屋外及び原子炉建物内 人力接続 

可搬型バルブ 弁閉→弁開 屋外 人力接続 

 

  

添3.11-12

164



 

 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第１項三） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に試

験又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）の大量送水車は，表

3.11-5に示すように発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能確認，

分解検査，外観検査が可能な設計とする。 

 

大量送水車は，発電用原子炉の運転中又は停止中に分解又は取替え，車

両としての運転状態の確認が可能な設計とする。また，発電用原子炉の運

転中又は停止中に，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源と

し，大量送水車，仮設流量計，ホースの系統構成で輪谷貯水槽（西１）及

び輪谷貯水槽（西２）へ送水する試験を行うテストラインを設けることで，

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）の機能・性能（吐出圧力，

流量）及び漏えいの有無の確認が可能な系統設計とする。 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）のホース及び可搬型ス

プレイノズルは，発電用原子炉の運転中又は停止中に外観検査により機

能・性能に影響を及ぼすおそれのある亀裂，腐食等がないことの確認が可

能な設計とする。 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）の可搬型スプレイノズ

ルは，発電用原子炉の運転中又は停止中に通気により，詰まり等がないこ

との確認が可能な設計とする。 

（54-5） 
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表 3.11-5 燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）の試験及び検査 

発電用原子炉の状態 項目 内容 

運転中又は停止中 

機能・性能試験 

大量送水車の運転性能（吐出圧力，流量）の確認，

漏えいの確認 

可搬型スプレイノズルへの通気による機能・性能の

確認 

弁開閉動作の確認 

分解検査 
大量送水車を分解し，部品の表面状態を，試験及び

目視により確認又は必要に応じて取替え 

外観検査 ホース及び可搬型スプレイノズル外観の確認

車両検査 大量送水車の車両としての運転状態の確認 

(4) 切り替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第１項四）

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設

備にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を

備えるものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）は，想定される重大事

故等時において，他の系統と切り替えることなく使用できる設計とする。 

重大事故等への対処以外に通常時に使用する設備でないことから，図

3.11-2で示すタイムチャートのとおり系統の切替えは発生しない。 

（54-4） 
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図 3.11-2 燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）の 

タイムチャート 

 

※：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防

止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適

合状況についての 1.11で示すタイムチャート 

  

手順の項目

電源確認，燃料プール監視カメラ状態確認

緊急時対策所～第４保管エリア移動※１

車両健全性確認

送水準備（ホース敷設及びヘッダ接続）

送水準備（ヘッダ～原子炉棟南側扉）※３

移動，扉開放※３

送水準備（屋内ホース敷設，スプレイヘッダ準備）※３

緊急時対策所～第３保管エリア移動※２

車両健全性確認

大量送水車配置

送水準備（ホース敷設）

大量送水車起動，注水及びスプレイ開始

※１　第１保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，速やかに対応できる。

※２　第２保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，20分以内で可能である。

※３　原子炉棟西側扉を使用した場合は，同様の時間と想定する。

燃料プールスプレイ系による
可搬型スプレイノズルを使用した
燃料プールへの注水及びスプレイ

[あらかじめ敷設してあるホースが
使用できない場合]

緊急時対策要員 ６

150 160 170130

要員(数)

緊急時対策要員 ６

中央制御室運転員Ａ １

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

備考10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 140

燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した ２時間50分

燃料プールへの注水及びスプレイ

添3.11-15

167



 

 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第１項五） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）の大量送水車は，通常

時，接続先の系統と分離された状態で保管することで，他の設備に悪影響

を及ぼさない運用とする。また，輪留めによる固定等をすることで他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

大量送水車は，飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）である可搬型スプレイ

ノズルは，通常時，他設備と独立した状態で設置又は保管し，他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。 

（54-3，54-4，54-5） 

 

 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第１項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の

操作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれが

少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を

講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）の系統構成において操

作が必要な機器の設置場所，操作場所を表 3.11-6に示す。 

 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）の大量送水車の起動及

び屋外の操作対象弁の開操作は，線源からの離隔により，放射線量が高く

なるおそれの少ない場所である屋外で実施可能な設計とする。なお，可搬

型スプレイノズルの設置場所への据え付けが困難な環境時に備え，常設ス

プレイヘッダを設ける。 
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燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）の可搬型スプレイノズ

ルは現場へ据え付け後，現場での操作が不要な設計とする。

（54-3，54-7） 

表 3.11-6 燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）操作対象機器 

設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

大量送水車 屋外設置位置 屋外設置位置 

ホース及び可搬型スプレイノズル 屋外及び原子炉建物内 屋外及び原子炉建物内 

可搬型バルブ 屋外設置位置 屋外設置位置 
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3.11.2.1.4 設置許可基準規則第 43条第３項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第３項一）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分に余裕のある容

量を有するものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）の大量送水車は，第 54

条第１項及び第２項対応の場合に，必要な注水量又はスプレイ量を有する

設計とする。 

大量送水車は，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機能が喪失する事

故シーケンスのうち，燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失すること

により，燃料プール内の水の温度が上昇し，蒸発により水位が低下する事

故及びサイフォン現象等により燃料プール内の水の小規模な喪失が発生

し，燃料プールの水位が低下する事故において，有効性が確認されている

約 48m3/hで注水可能な設計とする。燃料プールに注水する場合の大量送水

車の揚程は，燃料プールに注水する場合の水源（輪谷貯水槽（西１）及び

輪谷貯水槽（西２））と注水先（燃料プール）の圧力差，静水頭，機器圧

損，配管，ホース及び弁類圧損を考慮し，大量送水車で注水流量約 48m3/h

達成可能な設計とする。 

大量送水車は，想定される重大事故等時において，燃料プール内燃料体

等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止するために必要な注水流量

を有するものとして，可搬型スプレイノズルを使用する場合は，大量送水

車を１セット１台使用する。保有数は，２セット２台に加えて，故障時及

び保守点検による待機除外時のバックアップ用として１台の合計３台を

分散して保管する。 

大量送水車は，使用済燃料貯蔵槽からの大量の水の漏えいその他の要因

により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が異常に低下した場合において，有効

性が確認されている 48m3/hでスプレイ可能な設計とする。 

燃料プールにスプレイする場合の大量送水車の揚程は，燃料プールにス

プレイする場合の水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））と

スプレイ先（燃料プール）の圧力差，静水頭，機器圧損，配管及びホース

圧損を考慮し，スプレイ量約 48m3/h達成可能な設計とする。

また，可搬型スプレイノズルは１台で燃料プール内燃料体にスプレイ可

能な設計とする。 

大量送水車は，想定される重大事故等時において，燃料プール内燃料体
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等の損傷を緩和し，及び臨界を防止するために必要なスプレイ量を有する

ものとして，可搬型スプレイノズルを使用する場合は，大量送水車を１セ

ット１台使用する。保有数は大量送水車２セット２台に加えて，故障時及

び保守点検による待機除外時のバックアップ用として１台の合計３台を

分散して保管する。 

（54-6） 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第 43条第３項二） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時間に発電用

原子炉施設と接続することができる常設の設備をいう。以下同じ。）と接

続するものにあっては，当該常設設備と容易かつ確実に接続することがで

き，かつ，二以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用することがで

きるよう，接続部の規格の統一その他の適切な措置を講じたものであるこ

と。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）は，常設設備と接続し

ない設計とする。（54-7） 

 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第 43条第３項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって接続することが

できなくなることを防止するため，可搬型重大事故等対処設備（原子炉建

物の外から水又は電力を供給するものに限る。）の接続口をそれぞれ互い

に異なる複数の場所に設けるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）は，常設設備と接続し

ない設計とする 

（54-7） 
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(4) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第３項四） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処

設備を設置場所に据え付け，及び常設設備と接続することができるよう，

放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物

の設置その他の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）である大量送水車は，

想定される重大事故等が発生した場合における放射線を考慮しても作業

への影響はないと想定しているが，仮に線量が高い場合は線源からの離隔

距離をとること，線量を測定し線量が低い位置に配置することにより，こ

れら設備の設置が可能である。また，現場での接続作業に当たっては，簡

便な結合金具による接続方式により，確実に速やかに接続が可能である。 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）である可搬型スプレイ

ノズルは，現場での据え付け後は，現場での操作が不要な設計とする。 

また，可搬型スプレイノズルの設置場所への据え付けが困難な環境時に

備え，常設スプレイヘッダを設ける。 

（54-7） 

 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第 43条第３項五） 

(ⅰ) 要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の

配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管

場所に保管すること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）の大量送水車は，地震，

津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリ

ズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の配置そ

の他の条件を考慮し，燃料プール冷却ポンプ，残留熱除去ポンプと位置的

分散を図り，大量送水車は，発電所敷地内の津波の影響を受けない場所（第
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２，第３及び第４保管エリア）へ複数箇所に分散して保管する。 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）である可搬型スプレイ

ノズルは，常設スプレイヘッダと原子炉棟内の異なる場所に保管する。 

（54-8） 

 

(6) アクセスルートの確保（設置許可基準規則第 43条第３項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処

設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，工場等内の道路

及び通路が確保できるよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）の大量送水車は，通常

時は津波の影響を受けない場所の第２，第３及び第４保管エリアに分散し

て保管しており，想定される重大事故等が発生した場合においても，可搬

型重大事故等対処設備の運搬及び移動に支障をきたすことのないよう，迂

回路も考慮して複数のアクセスルートを確保する設計とする。（『可搬型重

大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて』参照） 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）の可搬型スプレイノズ

ルは，通常時は原子炉建物内に保管しており，その機能に期待できる環境

時において，保管場所から接続場所までの運搬経路について，設備の運搬

及び移動に支障をきたすことのないよう，迂回路も考慮して複数のアクセ

スルートを確保する設計とする。（『可搬型重大事故等対処設備保管場所及

びアクセスルートについて』参照） 

また，可搬型スプレイノズルの保管場所，接続場所へのアクセスが困難

な環境時に備え，常設スプレイヘッダを設ける。 

（54-9） 

 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故等防止設備との多様性（設置許可基

準規則第 43条第３項七） 

(ⅰ) 要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によって，設計基準

事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能

又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処す

るために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適

切な措置を講じたものであること。 
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(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

燃料プールスプレイ系の大量送水車は，共通要因によって，設計基準事

故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能又

は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処する

ために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，燃料

プール冷却ポンプ，残留熱除去ポンプと表 3.11-7で示すとおり位置的分

散を図るとともに，可能な限りの多様性を備えた設計とする。 

（54-3，54-4，54-7，54-8） 
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表
3.

1
1-
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 多

様
性
又
は
多
重
性
，
位
置
的
分
散

 

項
目
 

設
計
基
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対
象
施
設
 

重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

燃
料
プ
ー
ル
冷
却
系
 

残
留
熱
除
去
系
 

（
燃
料
プ
ー
ル
冷
却
）
 

燃
料
プ
ー
ル
ス
プ
レ
イ
系
 

注
水
端
 

燃
料
プ
ー
ル
デ
ィ
フ
ュ
ー
ザ
 

可
搬
型
ス
プ
レ
イ
ノ
ズ
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常
設
ス
プ
レ
イ
ヘ
ッ
ダ
 

駆
動
用
空
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不
要
 

不
要
 

潤
滑
油
 

油
浴
方
式
 

水
潤
滑
 

不
要
 

ポ
ン
プ
 

燃
料
プ
ー
ル
冷
却
ポ
ン
プ
 

残
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熱
除
去
ポ
ン
プ
 

大
量
送
水
車
 

原
子
炉
建
物
中
２
階
 

原
子
炉
建
物
地
下
２
階
 

屋
外
 

冷
却
水
 

原
子
炉
補
機
冷
却
系
及
び
原
子
炉
補
機
海
水
系
 

原
子
炉
補
機
冷
却
系
及
び
原
子
炉
補
機
海
水
系
 

不
要
 

水
源
 

燃
料
プ
ー
ル
 

代
替
淡
水
源
（
輪
谷
貯
水
槽
（
西
１
）
及
び
輪
谷
貯
水
槽
（
西
２
））

 

原
子
炉
建
物
４
階
 

屋
外
 

駆
動
電
源
 

非
常
用
交
流
電
源
設
備
（
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
）
 

不
要
 

原
子
炉
建
物
付
属
棟
地
下
２
階

 
不
要
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3.11.2.2 燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ） 

3.11.2.2.1 設備概要 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）は，設計基準対象施設である残

留熱除去系（燃料プール冷却）及び燃料プール冷却系の有する燃料プールの冷却

機能喪失又は残留熱除去ポンプによる燃料プールへの補給機能が喪失し，又は燃

料プールに接続する配管の破損等により燃料プール水の小規模な漏えいにより燃

料プールの水位が低下した場合に，燃料プール内燃料体等を冷却し，臨界の防止

及び放射線の遮蔽を目的として使用する。 

また，大量の水の漏えいその他の要因により当該燃料プールの水位が異常に低

下した場合において，燃料プール内の燃料体等の著しい損傷を緩和，及び臨界の

防止を目的として使用する。なお，燃料損傷時には燃料プール内燃料体等の上部

全面にスプレイすることによりできる限り環境への放射性物質の放出を低減する。 

本系統は，大量送水車，計測制御装置，水源である代替淡水源（輪谷貯水槽（西

１）及び輪谷貯水槽（西２）），流路である燃料プールスプレイ系配管，常設スプ

レイヘッダ，注入先である燃料プール，及び燃料補給設備であるガスタービン発

電機用軽油タンク，タンクローリ等から構成される。 

本系統に関する重大事故等対処設備を表 3.11-8に，本系統全体の概要図を図

3.11-3及び図 3.11-4に示す。 

 

本系統は，第 54 条第 1 項対応（使用済燃料プールへ注水する）の場合，大量

送水車により，水源である代替淡水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西

２））からホース，及び燃料プールスプレイ系配管，常設スプレイヘッダを経由し

て燃料プールへ注水可能な設計とする。 

また，本系統は第 54条第２項対応の場合，水源である代替淡水源（輪谷貯水槽

（西１）及び輪谷貯水槽（西２））の水を，大量送水車により燃料プールスプレイ

系配管及び常設スプレイヘッダを経由して燃料プールへスプレイ可能な設計とす

る。 

 

本系統の操作に当たっては，現場屋外での弁の操作，ホースの敷設により系統

構成を行った後，屋外で大量送水車付属の操作スイッチにより大量送水車を起動

し運転を行う。 

大量送水車は，ディーゼルエンジンにより駆動できる設計とし，燃料は燃料補

給設備であるガスタービン発電機用軽油タンク及びタンクローリにより補給でき

る設計とする。 

接続口は，共通要因によって接続することができなくなることを防止するため，

原子炉建物の異なる面（原子炉建物西側及び南側）隣接しない位置に設置するこ

とで位置的分散を図る設計とする。 
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表 3.11-8 燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）に関する 

重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 大量送水車【可搬型】 

常設スプレイヘッダ【常設】 

付属設備 可搬型ストレーナ【可搬型】 

水源※1 輪谷貯水槽（西１）【常設】 

輪谷貯水槽（西２）【常設】 

流路 ホース・接続口【可搬型】

燃料プールスプレイ系配管・弁【常設】 

注水先 燃料プール（サイフォン防止機能を含む）【常設】 

電源設備（燃料補

給設備を含む）  

燃料補給設備 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

タンクローリ【可搬型】

計装設備※2 燃料プール水位・温度（ＳＡ）【常設】 

燃料プール水位（ＳＡ）【常設】 

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）【常設】 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ）【常設】 

（燃料プール監視カメラ用冷却設備【常設】を含む） 

※１：水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設

置許可基準規則第 56条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※２：主要設備を用いた燃料プール内燃料体等の著しい損傷を緩和，臨界防止及

び放射線の遮蔽対策を成功させるために把握することが必要な原子炉施設

の状態 

計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規規則第 58条に対す

る設計方針を示す章）」で示す。 
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3.11.2.2.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

(1) 大量送水車 

種類     ：ディフューザ形 

容量     ：168m3/h/台以上 

吐出圧力   ：0.85MPa[gage] 

最高使用圧力 ：1.6MPa[gage] 

最高使用温度 ：40℃ 

台数     ：２（予備１） 

設置場所   ：屋外 

保管場所   ：第２，第３及び第４保管エリア 

原動機出力  ：230kW 

 

(2) 常設スプレイヘッダ 

最高使用温度 ：66℃ 

数量     ：１ 

取付箇所   ：原子炉建物４階 

 

なお，水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設

置許可基準規則第 56 条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

  

添3.11-28

180



 

 

3.11.2.2.3 設置許可基準規則第 43 条への適合方針 

3.11.2.2.3.1 設置許可基準規則第 43 条第１項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43 条第１項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重その

他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有効に

発揮するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）の大量送水車は，屋外の

第２，第３及び第４保管エリアに保管し，重大事故等時に輪谷貯水槽（西

１）及び輪谷貯水槽（西２）付近の屋外に設置する設備であることから，

想定される重大事故等時における，屋外の環境条件及び荷重条件を考慮し，

その機能を有効に発揮することができるよう，以下の表 3.11-9に示す設

計とする。 

大量送水車の操作は，付属の操作スイッチにより，想定される重大事故

等時において設置場所から可能な設計とする。風（台風）による荷重につ

いては，転倒しないことの確認を行っているが，詳細評価により転倒する

結果となった場合は，転倒防止措置を講じる。積雪の影響については，適

切に除雪する運用とする。 

また，降水及び凍結により機能を損なうことのないよう，防水対策が取

られた大量送水車を使用し，凍結のおそれがある場合は暖気運転を行い凍

結対策とする。 

（54-3，54-4） 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）の常設スプレイヘッダは

原子炉棟内に設置している設備であることから想定される重大事故等時

における原子炉棟内の環境条件を考慮し，その機能が有効に発揮すること

ができるよう，以下の表 3.11-10に示す設計とする。 

（54-3，54-4，54-7） 
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表 3.11-9 想定する環境条件及び荷重条件 

（大量送水車） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・放

射線  

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件下に耐えられる性

能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による影

響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対

策を行える設計とする。 

海水を通水する系統

への影響 

淡水だけでなく海水も使用できる設計とする（常時海水を通水しな

い）。なお，燃料プールへの注水は，可能な限り淡水源を優先し，海水

通水時間を短期間とすることで，設備への影響を考慮する。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確

認し，輪留め等を用いた転倒防止対策を行う。 

風（台風）・積雪 屋外で風荷重，積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを評価に

より確認する。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりその機能が損な

われない設計とする。 

 

 

表 3.11-10 想定する環境条件及び荷重条件 

   （常設スプレイヘッダ） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・放

射線 

原子炉棟内で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件下に耐えら

れる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による影

響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受けない。 

海水を通水する系統

への影響 

淡水だけでなく海水も使用できる設計とする（常時海水を通水しな

い）。なお，燃料プールへの注水は，可能な限り淡水源を優先し，海水

通水は短期間とすることで，設備への影響を考慮する。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確

認する（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す）。 

風（台風）・積雪 原子炉棟内に設置するため，風（台風）及び積雪の影響は受けない。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりその機能が損な

われない設計とする。 
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(2) 操作性（設置許可基準規則第 43条第１項二） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるもの

であること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）を運転する場合は，大量

送水車の移動及びホース敷設により系統構成を行った後，屋外で大量送水

車付属の操作スイッチにより大量送水車を起動し，Ａ－ＳＦＰＳ注水ライ

ン流量調節弁又はＢ－ＳＦＰＳ注水ライン流量調節弁の開操作を実施し

燃料プールへの注水を行う。 

以上のことから，燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）の操作

に必要な機器を表 3.11-11に示す。 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）の大量送水車については，

大量送水車付属の操作スイッチからのスイッチ操作で起動する設計とす

る。 

大量送水車付属の操作スイッチを操作するにあたり，運転員のアクセス

性，操作性を考慮して十分な操作空間を確保することで基準に適合させる。

また，それぞれの操作対象については銘板をつけることで識別可能とし，

運転員の操作及び監視性を考慮して確実に操作できる設計とする。 

大量送水車は，接続口まで屋外のアクセスルートを通行してアクセス可

能な設計とするとともに，設置場所にて輪留めによる固定等が可能な設計

とする。 

操作対象弁については，接続口が設置されている屋外の場所から手動操

作で弁を開閉することが可能な設計とする。 

ホースの接続作業に当たっては，特殊な工具，及び技量は必要とせず，

簡便な接続金具による接続方式により，確実に接続が可能な設計とする。 

（54-3，54-4，54-7） 

表 3.11-11 操作対象機器 

機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

大量送水車 起動・停止 屋外設置位置 スイッチ操作 

Ａ－ＳＦＰＳ注水ライン流量調

節弁 

弁閉→弁開 屋外接続口位置（原

子炉建物南側）  

手動操作 

Ｂ－ＳＦＰＳ注水ライン流量調

節弁 

弁閉→弁開 屋外接続口位置（原

子炉建物西側）  

手動操作 

ホース ホース接続 屋外 人力接続 
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(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第１項三） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に試

験又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）の大量送水車は，表

3.11-12に示すように発電用原子炉の運転中又は停止中に，機能・性能確

認，弁動作試験，分解検査，外観検査が可能な設計とする。 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）の大量送水車は，発電用

原子炉の運転中又は停止中に分解又は取替え，車両としての運転状態確認

が可能な設計とする。また，発電用原子炉の運転又は停止中に，輪谷貯水

槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とし，大量送水車，仮設流量計，

ホースの系統構成で輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）へ送水す

る試験を行うテストラインを設けることで，燃料プールスプレイ系（常設

スプレイヘッダ）の機能・性能（吐出圧力，流量）及び漏えいの有無の確

認が可能な系統設計とする。なお，接続口から常設スプレイヘッダまでの

ラインについては，上記の試験に加えて，発電用原子炉の運転中及び停止

中に接続口の弁開閉試験を実施することで機能・性能が確認可能な設計と

する。 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）のホース及び常設スプレ

イヘッダは，発電用原子炉の運転中又は停止中に外観検査により機能・性

能に影響を及ぼすおそれのある亀裂，腐食等がないことの確認が可能な設

計とする。 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）の常設スプレイヘッダは，

発電用原子炉の運転中又は停止中に通気により，つまり等がないことの確

認が可能な設計とする。 

（54-5） 
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表 3.11-12 燃料プール代替注水系（常設スプレイヘッダ）の試験及び検査 

発電用原子炉の状態 項目 内容 

運転中又は 

停止中 

機能・性能試験 

大量送水車の運転性能（吐出圧力，流量）の確認，

漏えいの確認 

常設スプレイヘッダへの通気による機能・性能の

確認 

弁開閉動作の確認 

分解検査 
大量送水車を分解し，部品の表面状態を，試験及

び目視により確認又は必要に応じて取替え 

外観検査 ホース及び常設スプレイヘッダ外観の確認 

車両検査 大量送水車の車両としての運転状態の確認 

 

 

(4) 切り替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第１項四） 

(1) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設

備にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を

備えるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）は，想定される重大事故

等時において，他の系統と切り替えることなく使用できる設計とする。 

重大事故等への対処以外に通常時に使用する設備でないことから図

3.11-5で示すタイムチャートのとおり系統の切替えは発生しない。 

（54-4） 
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図 3.11-5 燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）のタイムチャート 

 

※：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防

止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状

況についての 1．11 で示すタイムチャート 

 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第１項五） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）の大量送水車は，通常時，

接続先の系統と分離された状態で保管することで，他の設備に悪影響を及

ぼさない運用とする。また，輪留めによる固定等をすることで他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。 

大量送水車は，飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）の常設スプレイヘッダは，

通常時，他設備と独立した状態で設置又は保管し，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。 

（54-3，54-4，54-5） 

 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第１項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の

操作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれが

手順の項目

電源確認，燃料プール監視カメラ状態確認

緊急時対策所～第４保管エリア移動※１

車両健全性確認

送水準備（ホース敷設及びヘッダ接続）

送水準備（ヘッダ～建物接続口）

緊急時対策所～第３保管エリア移動※２

車両健全性確認

大量送水車配置

送水準備（ホース敷設）

大量送水車起動，注水及びスプレイ開始

※１　第１保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，速やかに対応できる。

※２　第２保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，20分以内で可能である。

中央制御室運転員Ａ １

燃料プールスプレイ系による
常設スプレイヘッダを使用した
燃料プールへの注水及びスプレイ

[あらかじめ敷設してあるホースが
使用できない場合]

緊急時対策要員 ６

要員(数)

緊急時対策要員 ６

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

80 90 100 110 120 130 備考10 20 30 40 50 60 70 140

燃料プールスプレイ系による常設スプレイヘッダを使用した ２時間10分

燃料プールへの注水及びスプレイ
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少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を

講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）の系統構成において操作

が必要な機器の設置場所，操作場所を表 3.11-13に示す。 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）の大量送水車の起動及び

接続口との接続作業，並びに屋外の操作対象弁の開操作は，線源からの離

隔により，放射線量が高くなるおそれの少ない場所である屋外で実施可能

な設計とする。 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）の常設スプレイヘッダは

現場での操作が不要な設計とする。 （54-3，54-7） 

表 3.11-13 操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

大量送水車 屋外設置位置 屋外設置位置 

Ａ－ＳＦＰＳ注水ライン流量調節弁 屋外接続口位置（原子

炉建物南側） 

屋外接続口位置（原子

炉建物南側） 

Ｂ－ＳＦＰＳ注水ライン流量調節弁 屋外接続口位置（原子

炉建物西側） 

屋外接続口位置（原子

炉建物西側） 

ホース 屋外 屋外 

3.11.2.2.4 設置許可基準規則第 43条第２項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第２項一）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）の常設スプレイヘッダは，

流路として，燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）の大量送水車

が，第 54条第１項及び第２項対応の場合に，必要な注水流量又はスプレ

イ量を発揮する為に必要な容量を有する設計としている。これらの詳細に

ついては，3.11.2.2.5項に記載のとおりである。 
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(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43条第２項二） 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただし，

二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発電用

原子炉施設の安全性が向上する場合であって，同一の工場等内の他の発電

用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）の常設スプレイヘッダは，

二以上の発電用原子炉施設において共用しない設計とする。 

 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43条第２項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備の安

全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置を講

じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）の常設スプレイヘッダは，

共通要因によって，設計基準事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽

の冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防止設備の重大事故に至

るおそれがある事故に対処するために必要な機能と同時にその機能が損

なわれるおそれがないよう，燃料プール冷却ポンプ，残留熱除去ポンプと

表 3.11-14で示すとおり位置的分散を図るとともに，可能な限りの多様性

を備えた設計とする。 

（54-3，54-4，54-7） 
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表
3
.1

1
-1

4 
多
様
性
又
は
多
重
性
，
位
置
的
分
散

 

項
目
 

設
計
基
準
対
象
施
設
 

重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

燃
料
プ
ー
ル
冷
却
系
 

残
留
熱
除
去
系
 

（
燃
料
プ
ー
ル
冷
却
）
 

燃
料
プ
ー
ル
ス
プ
レ
イ
系
 

注
水
端
 

燃
料
プ
ー
ル
デ
ィ
フ
ュ
ー
ザ
 

可
搬
型
ス
プ
レ
イ
ノ
ズ
ル
 

常
設
ス
プ
レ
イ
ヘ
ッ
ダ
 

駆
動
用
空
気
 

不
要
 

不
要
 

潤
滑
油
 

油
浴
方
式
 

水
潤
滑
 

不
要
 

ポ
ン
プ
 

燃
料
プ
ー
ル
冷
却
ポ
ン
プ
 

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
 

大
量
送
水
車
 

原
子
炉
建
物
中
２
階
 

原
子
炉
建
物
地
下
２
階
 

屋
外
 

冷
却
水
 

原
子
炉
補
機
冷
却
系
及
び
原
子
炉
補
機
海
水
系
 

原
子
炉
補
機
冷
却
系
及
び
原
子
炉
補
機
海
水
系
 

不
要
 

水
源
 

燃
料
プ
ー
ル
 

代
替
淡
水
源
（
輪
谷
貯
水
槽
（
西
１
）
及
び
輪
谷
貯
水
槽
（
西
２
））

 

原
子
炉
建
物
４
階
 

屋
外
 

駆
動
電
源
 

非
常
用
交
流
電
源
設
備
（
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
）
 

不
要
 

原
子
炉
建
物
付
属
棟
地
下
２
階

 
不
要
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3.11.2.2.5 設置許可基準規則第 43条第３項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第３項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分に余裕のある容

量を有するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）の大量送水車は，第 54

条第１項及び第２項対応の場合に，必要な注水流量又はスプレイ量を有す

る設計とする。 

大量送水車は，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機能が喪失する事

故シーケンスのうち，燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失すること

により，燃料プール内の水の温度が上昇し，蒸発により水位が低下する事

故及びサイフォン現象等により燃料プール内の水の小規模な喪失が発生

し，燃料プールの水位が低下する事故において，有効性が確認されている

約 48m3/hで注水可能な設計とする。 

燃料プールに注水する場合の大量送水車の揚程は，燃料プールに注水す

る場合の水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））と注水先（燃

料プール）の圧力差，静水頭，機器圧損，配管，ホース及び弁類圧損を考

慮し，大量送水車で注水流量約 48m3/h確保可能な設計とする。 

大量送水車は，想定される重大事故等時において，燃料プール内燃料体

等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止するために必要な注水流量

を有するものとして，常設スプレイヘッダを使用する場合は，大量送水車

を１セット１台使用する。保有数は，２セット２台に加えて，故障時及び

保守点検による待機除外時のバックアップ用として１台の合計３台を分

散して保管する。 

大量送水車は，使用済燃料貯蔵槽からの大量の水の漏えいその他の要因

により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が異常に低下した場合において，有効

性が確認されている 120m3/h でスプレイ可能な設計とする。 

燃料プールにスプレイする場合の大量送水車の揚程は，燃料プールにス

プレイする場合の水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））と

スプレイ先（燃料プール）の圧力差，静水頭，機器圧損，配管，ホース及

び弁類圧損を考慮し，大量送水車でスプレイ量 120m3/h達成可能な設計と

する。 

大量送水車は，想定される重大事故等時において，燃料プール内燃料体

等の損傷を緩和し，及び臨界を防止するために必要なスプレイ流量を有す
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るものとして，常設スプレイヘッダを使用する場合は，大量送水車を１セ

ット１台使用する。保有数は１セット１台に加えて，故障時及び保守点検

による待機除外時のバックアップ用として１台の合計２台を分散して保

管する。 

（54-6） 

 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第 43条第３項二） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時間に発電用

原子炉施設と接続することができる常設の設備をいう。以下同じ。）と接

続するものにあっては，当該常設設備と容易かつ確実に接続することがで

き，かつ，二以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用することがで

きるよう，接続部の規格の統一その他の適切な措置を講じたものであるこ

と。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）の大量送水車の接続箇所

は，簡便な接続方式である結合金具による接続にすることに加え，接続口

の口径を 150Aに統一することで確実に接続ができる設計とする。 

（54-7） 

 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第 43条第３項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって接続することが

できなくなることを防止するため，可搬型重大事故等対処設備（原子炉建

屋の外から水又は電力を供給するものに限る。）の接続口をそれぞれ互い

に異なる複数の場所に設けるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）の大量送水車の接続箇所

は，重大事故等時の環境条件，自然現象，外部人為事象，溢水及び火災の

影響により接続できなくなることを防止するため，接続口をそれぞれ互い

に異なる複数の場所に設ける設計とする。 
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接続口から常設スプレイヘッダまで鋼製配管でつながる「燃料プールス

プレイ系（常設スプレイヘッダ使用）接続口」を原子炉建物南側に１箇所，

原子炉建物西側に１箇所設置し，合計２箇所設置することで共通要因によ

って接続できなくなることを防止する設計とする。 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）の接続が困難な場合に備

え，燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）を設ける。 

（54-7） 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第３項四） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処

設備を設置場所に据え付け，及び常設設備と接続することができるよう，

放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物

の設置その他の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）である大量送水車は，想

定される重大事故等が発生した場合における放射線を考慮しても作業へ

の影響はないと想定しているが，仮に線量が高い場合は線源からの離隔距

離をとること，線量を測定し線量が低い位置に配置することにより，これ

ら設備の設置及び常設設備との接続が可能である。また，現場での接続作

業に当たっては，簡便な結合金具による接続方式により，確実に速やかに

接続が可能である。 

（54-7） 

 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第 43条第３項五） 

(ⅰ) 要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の

配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管

場所に保管すること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）である大量送水車は，地
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震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロ

リズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の配置

その他の条件を考慮し，燃料プール冷却系ポンプ，残留熱除去ポンプと位

置的分散を図り，第２，第３及び第４保管エリアの複数箇所に分散して保

管する。 

（54-8） 

(6) アクセスルートの確保（設置許可基準規則第 43条第３項六）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処

設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，工場等内の道路

及び通路が確保できるよう，適切な措置を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）の大量送水車は，通常時

は津波の影響を受けない場所（第２，第３及び第４保管エリア）に分散し

て保管しており，想定される重大事故等が発生した場合においても，可搬

型重大事故等対処設備の運搬及び移動に支障をきたすことのないよう，迂

回路も考慮して複数のアクセスルートを確保する設計とする。（『可搬型重

大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて』参照） 

（54-9） 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故等防止設備との多様性（設置許可基

準規則第 43条第３項七） 

(ⅰ) 要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によって，設計基準

事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能

又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処す

るために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適

切な措置を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）の大量送水車は，共通要
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因によって，設計基準事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却

機能若しくは注水機能又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそ

れがある事故に対処するために必要な機能と同時にその機能が損なわれ

るおそれがないよう，燃料プール冷却ポンプ，残留熱除去ポンプと表

3.11-14で示すとおり位置的分散を図るとともに，可能な限りの多様性を

備えた設計とする。 

注水端を常設スプレイヘッダとすることで，設計基準対象施設である燃

料プール水戻りディフューザ及び重大事故等対処設備の可搬型スプレイ

ノズルに対し多様性及び可能な限り位置的分散を図った設計とする。

（54-3，54-4，54-7，54-8） 
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3.11.2.3 燃料プール冷却系 

3.11.2.3.1 設備概要 

燃料プール冷却系は，非常用交流電源設備及び原子炉補機冷却系が機能喪失し

た場合でも，常設代替交流電源設備及び原子炉補機代替冷却系を用いて，燃料プ

ール内燃料体等から発生する崩壊熱を除熱することを目的として使用する。 

燃料プール冷却系は，燃料プール冷却ポンプ，燃料プール冷却系熱交換器，電

源設備（常設代替交流電源設備），計測制御装置及び，流路である燃料プール冷却

系の配管及び弁から構成される。 

本系統は燃料プールの水を燃料プール冷却ポンプにより燃料プール冷却系熱交

換器等を経由して循環させることで，燃料プールを冷却できる設計とする。 

燃料プール冷却系で使用する原子炉補機代替冷却系は，移動式代替熱交換設備

淡水ポンプ及び熱交換器を搭載した移動式代替熱交換設備，大型送水ポンプ車，

電源設備（常設代替交流電源設備），計測制御装置，流路である原子炉補機冷却系

の配管及び弁，ホース，取水口，取水管，取水槽，及び燃料補給設備であるガス

タービン発電機用軽油タンク，タンクローリ等から構成される。 

移動式代替熱交換設備は，海水を冷却源としたプレート式熱交換器と移動式代

替熱交換設備淡水ポンプで構成され，移動可能とするために熱交換器及び移動式

代替熱交換設備淡水ポンプは車両に搭載する設計とする。 

大型送水ポンプ車は，海を水源とし，移送式代替熱交換設備の熱交換器に送水

することで，熱交換後の海水を海へ排水する。また，移動式代替熱交換設備の海

水側配管及び大型送水ポンプ車の異物混入による機能低下を防ぐために，ストレ

ーナを設置する。 

移動式代替熱交換設備と大型送水ポンプ車を含む海水側配管は，ホースを接続

することで流路を構成できる設計とする。また，移動式代替熱交換設備の淡水側

配管については，ホースを移動式代替熱交換設備と原子炉建物の接続口に接続す

ることで流路を構成できる設計とする。 

原子炉補機代替冷却系の全体構成としては，移動式代替熱交換設備の移動式代

替熱交換設備淡水ポンプにより，大型送水ポンプ車を用いて除熱された系統水を

接続口を介して原子炉補機冷却系に送水し，燃料プール冷却系熱交換器で熱交換

を行う系統設計とする。熱交換後の系統水は，原子炉補機冷却系から接続口及び

ホースを介し，移動式代替熱交換設備に戻る構成とし，熱交換器で除熱された系

統水は再び原子炉補機冷却系を通じて燃料プール冷却系熱交換器に送水される。

原子炉補機代替冷却系は，上記の循環冷却ラインを形成することで，系統水を除

熱する。 

燃料プール冷却系で使用する原子炉補機代替冷却系は，移動式代替熱交換設備

の淡水側において，燃料プール冷却系熱交換器で熱交換を行った系統水を移動式

代替熱交換設備により冷却及び送水し，再び燃料プール冷却系熱交換器で熱交換

を行う循環冷却ラインを形成し，移動式代替熱交換設備の海水側において，大型
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送水ポンプ車により海水を取水し，移動式代替熱交換設備に送水することで淡水

側との熱交換を行い，熱交換後の系統水を海へ排水する。 

大型送水ポンプ車は，ディーゼルエンジンにより駆動できる設計とし，燃料は

燃料補給設備であるガスタービン発電機用軽油タンク及びタンクローリにより補

給できる設計とする。 

本系統は，現場での弁操作により系統構成を行った後，移動式代替熱交換設備

に搭載された移動式代替熱交換設備淡水ポンプの操作スイッチ及び大型送水ポン

プ車の車両に搭載された操作スイッチにより，現場での手動操作によって運転を

行うものである。 

燃料プール冷却系の系統概要図を図 3.11-6，7に，原子炉補機代替冷却系の系

統概要図を図 3.11-8，9に，本系統に属する重大事故等対処設備一覧を表 3.11-15

に示す。 

（54-14） 

図 3.11-6 燃料プール冷却系 系統概要図（Ａ系） 
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図 3.11-7 燃料プール冷却系 系統概要図（Ｂ系）
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表 3.11-15 燃料プール冷却系に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 燃料プール冷却ポンプ【常設】 

燃料プール冷却系熱交換器【常設】 

移動式代替熱交換設備【可搬型】 

大型送水ポンプ車【可搬型】 

付属設備 移動式代替熱交換設備ストレーナ【可搬型】 

水源※1 非常用取水設備 

取水口【常設】 

取水管【常設】 

取水槽【常設】 

流路 原子炉補機冷却系 配管・弁【常設】 

原子炉補機冷却系 サージタンク【常設】

燃料プール冷却系 配管・弁【常設】 

燃料プール冷却系 スキマサージタンク【常設】

ホース【可搬型】

注水先 燃料プール【常設】 

電源設備※2 

（燃料補給設備

を含む。）  

常設代替交流電源設備 

ガスタービン発電機【常設】 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

ガスタービン発電機用サービスタンク【常設】 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ【常設】 

燃料補給設備 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

タンクローリ【可搬型】

計装設備※3 燃料プール水位・温度（ＳＡ）【常設】 

燃料プール水位（ＳＡ）【常設】 

※１：水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設

置許可基準規則第 56条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※２：単線結線図を補足説明資料 54-2に示す。

電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57条に対する

設計方針を示す章）」で示す。 

※３：主要設備を用いた燃料プール内燃料体等の著しい損傷を緩和，臨界防止及

び放射線の遮蔽対策を成功させるために把握することが必要な原子炉施設

の状態 

計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58条に対する

設計方針を示す章）」で示す。 
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3.11.2.3.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

(1) 燃料プール冷却ポンプ

種類 ：ターボ形 

容量 ：約 200m3/h/台 

全揚程 ：約 88m 

最高使用圧力 ：1.37MPa[gage] 

最高使用温度 ：66℃ 

個数 ：１（予備１） 

取付箇所 ：原子炉建物中２階 

原動機出力  ：110kW 

(2) 燃料プール冷却系 熱交換器

個数 ：１（予備１） 

伝熱容量 ：約 1.9MW/基（海水温度 30℃において） 

(3) 移動式代替熱交換設備

個数 ：２式（予備１） 

最高使用圧力 ：淡水側 1.37MPa[gage]/海水側 1.00MPa[gage] 

最高使用温度 ：淡水側 70℃/海水側 65℃ 

設置場所 ：屋外 

保管場所 ：第１，第３及び第４保管エリア 

熱交換器 

伝熱容量

伝熱面積

：約 23MW/式（海水温度 30℃において）

：約     m2/式 

移動式代替熱交換設備淡水ポンプ 

種類 ：うず巻形 

容量 ：300m3/h/台 

揚程 ：75m 

最高使用圧力 ：1.37MPa[gage] 

最高使用温度 ：70℃ 

原動機出力  ：110kW 

個数 ：２ 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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(4) 大型送水ポンプ車

種類 ：うず巻形 

容量 ：1,800m3/h/台 

吐出圧力 ：1.2MPa[gage] 

最高使用圧力 ：1.4MPa[gage] 

最高使用温度 ：40℃ 

個数 ：２（予備１） 

設置場所 ：屋外 

保管場所 ：第１，第３及び第４保管エリア 

原動機出力  ：1,193 kW 

なお，電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57条に対す

る設計方針を示す章）」，計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則

第 58条に対する設計方針を示す章）」で示す。 
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3.11.2.3.3 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.11.2.3.3.1 設置許可基準規則第 43条第１項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43条第１項一）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重その

他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有効に

発揮するものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

燃料プール冷却ポンプ及び燃料プール冷却系熱交換器は，原子炉棟内に

設置される設備であることから，想定される重大事故等時における，原子

炉棟内の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能を有効に発揮すること

ができるよう，表 3.11-16に示す設計とする。 

燃料プール冷却ポンプの操作は，想定される重大事故等時において，中

央制御室の操作スイッチから遠隔操作可能な設計とする。 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車

は，屋外の第１，第３及び第４保管エリアに保管し，重大事故等時に移動

式代替熱交換設備は原子炉建物の接続口付近の屋外に設置し，大型送水ポ

ンプ車は取水槽付近の屋外に設置する設備であることから，想定される重

大事故等時における，屋外の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能が

有効に発揮することができるよう，以下の表 3.11-17の設計とする。 

移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車の操作は，移動式代替熱交

換設備及び大型送水ポンプ車の付属の操作スイッチにより，想定される重

大事故等時において，設置場所から操作可能な設計とする。風（台風）に

よる荷重については，転倒しないことの確認を行っているが，詳細評価に

より転倒する結果となった場合は，転倒防止措置を講じる。積雪の影響に

ついては，適切に除雪する運用とする。また，降水及び凍結により機能を

損なわないよう防水対策を行うとともに，凍結対策を行う。さらに，使用

時に海水を通水する移動式代替熱交換設備内の一部及び大型送水ポンプ

車は，海水の影響を考慮した設計とし，ストレーナにより異物の流入を防

止する設計とする。 

（54-3，54-4，54-7，54-8） 
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表 3.11-16 想定する環境条件及び荷重条件 

（燃料プール冷却ポンプ及び燃料プール冷却系熱交換器） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・放

射線 

原子炉棟内で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件下に耐えら

れる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による影

響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受けない。 

海水を通水する系統

への影響 

海水を通水することはない。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確

認する（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す）。 

風（台風）・積雪 原子炉棟内に設置するため，風（台風）及び積雪の影響は受けない。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりその機能が損な

われない設計とする。 

表 3.11-17 想定する環境条件及び荷重条件 

（移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・放

射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件に耐えられる性能

を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による影

響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対

策を行える設計とする。 

海水を通水する系統

への影響 

使用時に海水を通水する機器については海水の影響を考慮した設計と

する。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確

認し，輪留め等を用いた転倒防止対策を行う。 

風（台風）・積雪 屋外で風荷重，積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを評価に

より確認する。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりその機能が損な

われない設計とする。 
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(2) 操作性（設置許可基準規則第 43条第１項二）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるもの

であること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

燃料プール冷却ポンプの起動は，中央制御室の操作スイッチにより操作

が可能な設計とする。また，系統構成に必要な弁は，中央制御室の操作ス

イッチによる操作又は設置場所での手動操作が可能な設計とする。中央制

御室の操作スイッチを操作するにあたり，運転員のアクセス性，操作性を

考慮して十分な操作空間を確保する。また，操作対象については銘板をつ

けることで識別可能とし，運転員の操作及び監視性を考慮して確実に操作

が可能な設計とする。 

燃料プール冷却ポンプの操作は，中央制御室の操作スイッチにより遠隔

操作可能な設計とする。 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車

は，原子炉建物外部に設置している接続口まで屋外のアクセスルートを通

行してアクセス可能な設計とするとともに，設置場所である原子炉建物脇

及び取水槽脇にて輪留るによる固定等が可能な設計とする。ホースの接続

作業に当たっては，特殊な工具，及び技量は必要とせず，簡便な結合金具

による接続方式及びフランジ接続方式並びに一般的な工具を使用するこ

とにより，確実に接続が可能な設計とする。 

また，付属の操作スイッチにより設置場所である原子炉建物脇において

移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車の操作を行う。付属の操作ス

イッチを操作するにあたり，運転員のアクセス性，操作性を考慮して十分

な操作空間を確保する。また，操作対象については銘板をつけることで識

別可能とし，運転員の操作及び監視性を考慮して確実に操作できる設計と

する。 

その他操作が必要な電動弁であるＦＰＣフィルタ入口弁，ＦＰＣフィル

タバイパス弁，Ａ－ＦＰＣ熱交入口弁，Ｂ－ＦＰＣ熱交入口弁については，

中央制御室の操作スイッチによる操作が可能な設計とする。中央制御室の

操作スイッチを操作するにあたり，運転員のアクセス性，操作性を考慮し

て十分な操作空間を確保する。また，操作対象については銘板をつけるこ

とで識別可能とし，運転員の操作及び監視性を考慮して確実に操作が可能

な設計とする。 

表 3.11-18に操作対象機器の操作場所を示す。（54-3，54-4，54-7） 
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表 3.11-18 操作対象機器設置場所 

機器名称 状態変化 操作場所 操作方法 

Ａ－燃料プール冷却ポンプ 起動・停止 中央制御室 スイッチ操作

Ｂ－燃料プール冷却ポンプ 起動・停止 中央制御室 スイッチ操作

ＦＰＣフィルタ入口弁 弁開→弁閉 中央制御室 スイッチ操作

Ａ－ＦＰＣ熱交入口弁 弁閉→弁開 中央制御室 スイッチ操作

Ｂ－ＦＰＣ熱交入口弁 弁閉→弁開 中央制御室 スイッチ操作

ＦＰＣフィルタバイパス弁 弁閉→弁開 中央制御室 スイッチ操作

移動式代替熱交換設備 起動停止 原子炉建物近傍 スイッチ操作

移動式代替熱交換設備淡水ポンプ 起動停止 原子炉建物近傍 スイッチ操作

大型送水ポンプ車 起動停止 取水槽近傍 スイッチ操作

ＲＣＷ Ａ－ＡＨＥＦ供給配管止め弁 弁閉→弁開 原子炉建物１階 手動操作 

ＲＣＷ Ａ－ＡＨＥＦ戻り配管止め弁 弁閉→弁開 原子炉建物１階 手動操作 

熱交換器ユニット流量調整弁 弁閉→弁開 移動式代替熱交換

設備内 

手動操作 

Ａ－ＲＣＷ常用補機冷却水入口切替弁 弁開→弁閉 中央制御室 スイッチ操作

Ａ－ＲＣＷ常用補機冷却水出口切替弁 弁開→弁閉 中央制御室 スイッチ操作

Ａ－ＲＨＲ熱交冷却水出口弁 弁閉→弁調整開 中央制御室 スイッチ操作

ＲＣＷ Ａ－ＤＥＧ冷却水入口弁 弁開→弁閉 原子炉建物地下２

階 

手動操作 

ＲＣＷ Ｂ－ＡＨＥＦ供給配管止め弁 弁閉→弁開 原子炉建物１階 手動操作 

ＲＣＷ Ｂ－ＡＨＥＦ戻り配管止め弁 弁閉→弁開 原子炉建物１階 手動操作 

Ｂ－ＲＣＷ常用補機冷却水入口切替弁 弁開→弁閉 中央制御室 スイッチ操作

Ｂ－ＲＣＷ常用補機冷却水出口切替弁 弁開→弁閉 中央制御室 スイッチ操作

Ｂ－ＲＨＲ熱交冷却水出口弁 弁開→弁調整閉 中央制御室 スイッチ操作

ＲＣＷ Ｂ－ＤＥＧ冷却水入口弁 弁開→弁閉 原子炉建物地下２

階 

スイッチ操作

ホース ホース接続 屋外 人力接続 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第１項三）

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に試

験又は検査ができるものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

燃料プール冷却系は，表 3.11-19に示すように発電用原子炉の運転中又
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は停止中に機能・性能試験，弁動作試験，分解検査，外観検査が可能な設

計とする。 

燃料プール冷却ポンプは，発電用原子炉の運転中又は停止中にケーシン

グカバーを取り外して，ポンプ部品（主軸，軸受，羽根車等）の状態を確

認する分解検査が可能な設計とする。 

燃料プール冷却系熱交換器は，発電用原子炉の運転中又は停止中の試

験・検査として，鏡板を取り外すことで内部構成部品の状態を試験及び目

視により確認する分解検査が可能な設計とする。 

また，発電用原子炉の運転中又は停止中に，燃料プールを水源とし，燃

料プール冷却ポンプを起動させ，ＦＰＣフィルタ入口弁，ＦＰＣフィルタ

バイパス弁，Ｂ－ＦＰＣ熱交入口弁，Ａ－ＦＰＣ熱交入口弁を操作するこ

とで，燃料プール冷却系ろ過脱塩器をバイパスした状態で，重大事故等対

処設備として燃料プール冷却系の機能・性能及び漏えいの有無の確認が可

能な設計とする。 

（54-5） 

表 3.11-19 燃料プール冷却系の試験及び検査 

発電用原子

炉の状態 
項目 内容 

運転中又は 

停止中 

機能・性能試験 運転性能，漏えいの確認，弁開閉動作の確認 

分解検査 
ポンプ及び熱交換器内部構成部品の表面状態を，試験及び

目視により確認 

外観検査 ポンプ及び熱交換器外観の確認 

原子炉補機代替冷却系は，表 3.11-20に示すように発電用原子炉の停止

中に，各機器の機能・性能検査，弁動作試験，分解検査及び外観検査が可

能であり，発電用原子炉の運転中には弁動作試験が可能な設計とする。 

発電用原子炉の運転中又は停止中に車両としての運転状態の確認が可

能な設計とする。 

発電用原子炉の停止中の試験・検査として，移動式代替熱交換設備のう

ち，熱交換器はフレームを取り外すことでプレート式熱交換器の状態を試

験及び目視により確認する分解検査又は取替えが可能な設計とする。移動

式代替熱交換設備淡水ポンプは，ケーシングカバーを取り外して，ポンプ

部品（主軸，軸受，羽根車等）の状態を試験及び目視により確認する分解

検査又は取替えが可能な設計とする。大型送水ポンプ車は，ケーシングを

取り外すことでポンプ部品（主軸，軸受，羽根車等）の状態を試験及び目

視により確認する分解検査又は取替えが可能な設計とする。 

運転性能の確認として，移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車の

流量，系統（ポンプ廻り）の振動，異音，異臭及び漏えいの確認を行うこ

添3.11-55

207



とが可能な設計とする。 

発電用原子炉の運転中の試験・検査として，系統を構成する弁は，単体

で機能性能試験が可能な設計とする。 

ホースの外観検査として，機能・性能に影響を及ぼすおそれのある亀裂，

腐食等がないことの確認を行うことが可能な設計とする。 

（54-5） 

表 3.11-20 原子炉補機代替冷却系の試験及び検査 

発電用原子

炉の状態 
項目 内容 

運転中 

機能・性能試験 弁開閉動作の確認 

車両検査 車両としての運転状態の確認 

分解検査 
熱交換器及びポンプ部品の表面状態を，試験及び目視によ

り確認又は取替え 

停止中 

機能・性能試験 
運転性能，漏えいの確認 

弁開閉動作の確認 

分解検査 
熱交換器及びポンプ部品の表面状態を，試験及び目視によ

り確認又は取替え 

外観検査 熱交換器，ポンプ及びホース外観の確認 

車両検査 車両としての運転状態の確認 

(4) 切り替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第 1項四）

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設

備にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を

備えるものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

燃料プール冷却ポンプ及び燃料プール冷却系熱交換器は，本来の用途以

外の用途として重大事故等に対処するために使用しない。 

ただし，想定される重大事故等時においては，燃料プール冷却系ろ過脱

塩器に通水しないことから，中央制御室のスイッチ操作により，ＦＰＣフ

ィルタ入口弁，Ｂ－ＦＰＣ熱交入口弁又はＡ－ＦＰＣ熱交入口弁を閉操作

し，ＦＰＣフィルタバイパス弁，Ａ－ＦＰＣ熱交入口弁又はＢ－ＦＰＣ熱

交入口弁を開操作することで，速やかに燃料プール冷却系ろ過脱塩器のバ

イパスラインに切り替えられる設計とする。

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車
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は，本来の用途以外の用途には使用しない。なお，原子炉補機冷却系から

原子炉補機代替冷却系に切り替えるために必要な操作弁については，移動

式代替熱交換設備の接続ラインのＲＣＷ Ａ－ＡＨＥＦ供給配管止め弁

及びＲＣＷ Ａ－ＡＨＥＦ戻り配管止め弁又はＲＣＷ Ｂ－ＡＨＥＦ供

給配管止め弁及びＲＣＷ Ｂ－ＡＨＥＦ戻り配管止め弁，並びに熱交換器

ユニット流量調整弁を開操作することで速やかに切り替えられる設計と

する。なお，これら弁については現場での手動操作が可能な設計とし，容

易に操作可能とする。 

これにより図 3.11-10で示すタイムチャートのとおり速やかに切替えが

可能である。 

（54-4） 

 

 
図 3.11-10 燃料プール冷却浄化系のタイムチャート※ 

※：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及

び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に

係る審査基準」への適合状況についての 1.11で示すタイムチャー

ト（原子炉補機代替冷却系については代替循環冷却系使用時におけ

る原子炉補機冷却系による補機冷却水供給と同様の手順となるこ

とから 1.5 で示すタイムチャートを示す） 

 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第１項五） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

手順の項目

電源確認

系統構成，ポンプ起動

※１　燃料プール冷却系Ａ系による燃料プール除熱を示す。また，燃料プール冷却系Ｂ系による燃料プール除熱については，除熱開始まで10分以内で可能である。

要員(数)

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

備考10 20 30 40 50 60

代替交流電源設備を使用した燃料プール冷却系
による燃料プール除熱

中央制御室運転員Ａ １

代替交流電源設備を使用した燃料プール冷却系による燃料プールの除熱 10分※１

手順の項目

電源確認，系統構成

移動

系統構成（非管理区域）

移動

系統構成（管理区域）

緊急時対策所～第４保管エリア移動※１

車両健全性確認

補機冷却水の供給，流量調整

緊急時対策所～第４保管エリア移動※１

車両健全性確認

補機冷却水の供給，流量調整

移動

移動式代替熱交換設備への電源ケーブル接続

※１：第１保管エリアの可搬設備を使用した場合は速やかに対応できる。

要員(数)

中央制御室運転員Ａ 1

必要な要員と作業項目

経過時間（時間）

原子炉補機代替冷却系による除熱

緊急時対策要員

5 6 7 8

現場運転員Ｄ，Ｅ 2

現場運転員Ｂ，Ｃ 2

3

12

大型送水ポンプ車配置，取水準備

送水準備（ホース敷設）

移動式代替熱交設備配置，準備

備考1 2 3 4

　緊急時対策要員6名で対応する。

　緊急時対策要員6名で対応する。

原子炉補機代替冷却系による除熱 ７時間20分
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燃料プール冷却ポンプ及び燃料プール冷却系熱交換器は，設計基準対象

施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使

用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備と大型送水ポンプ車は，

通常時はＡＨＥＦ供給配管止め弁及びＡＨＥＦ戻り配管止め弁を表

3.11-21で示すとおり閉運用しておくことで，接続先の系統と分離した状

態で保管することで，他の設備に悪影響を及ぼさない運用とする。 

原子炉補機代替冷却系を用いる場合は，弁操作によって，通常時の系統

構成から重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。 

また，系統運転時には原子炉補機冷却系（区分Ⅰ，Ⅱ）と原子炉補機代

替冷却系を同時に使用しない運用とすることで，相互の機能に悪影響を及

ぼさない構成とする。 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車

は，輪留めによる固定等をすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。 

移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，飛散物となって他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

なお，移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，想定される重大

事故等時において，燃料プール冷却系による燃料プールの除熱と残留熱除

去系による発電用原子炉若しくは原子炉格納容器内の除熱又は残留熱代

替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱を同時に使用するため，

各系統の必要な除熱量を同時に確保できる容量を有する設計とする。 

（54-3，54-4，54-5） 

表 3.11-21 他系統との隔離弁 

取合系統 系統隔離弁 駆動方式 動作 

原子炉補機冷却系 

（区分Ⅰ，Ⅱ） 

ＡＨＥＦ供給配管止め弁 手動 通常時閉 

ＡＨＥＦ戻り配管止め弁 手動 通常時閉 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第１項六）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の

操作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれが

少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を

講じたものであること。 
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(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

燃料プール冷却系及び原子炉補機代替冷却系の系統構成に必要な機器

の設置場所を表 3.11-22 に示す。これらは全て炉心損傷前の操作となり，

想定される事故時における放射線量は高くなるおそれが少ないため操作

が可能である。なお，屋外にホースを設置する場合は，放射線量を確認し

て，適切な放射線対策に基づき作業安全を確保した上で作業を実施する。 

また，燃料プール冷却ポンプ及び燃料プール冷却系熱交換器は，原子炉

棟内に設置されている設備であるが，中央制御室から操作可能な設計とす

ることにより，放射線による影響はない。 

（54-3，54-7） 

表 3.11-22 操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

Ａ－燃料プール冷却ポンプ 原子炉建物中２階 中央制御室 

Ｂ－燃料プール冷却ポンプ 原子炉建物中２階 中央制御室 

ＦＰＣフィルタ入口弁 原子炉建物中２階 中央制御室 

Ａ－ＦＰＣ熱交入口弁 原子炉建物３階 中央制御室 

Ｂ－ＦＰＣ熱交入口弁 原子炉建物３階 中央制御室 

ＦＰＣフィルタバイパス弁 原子炉建物３階 中央制御室 

移動式代替熱交換設備 原子炉建物近傍 原子炉建物近傍 

移動式代替熱交換設備淡水ポンプ 原子炉建物近傍 原子炉建物近傍 

大型送水ポンプ車 取水槽近傍 取水槽近傍 

ＲＣＷ Ａ－ＡＨＥＦ供給配管止め弁 原子炉建物１階 原子炉建物１階 

ＲＣＷ Ａ－ＡＨＥＦ戻り配管止め弁 原子炉建物１階 原子炉建物１階 

熱交換器ユニット流量調整弁 熱交換器ユニット内 熱交換器ユニット内 

Ａ－ＲＣＷ常用補機冷却水入口切替弁 原子炉建物地下１階 中央制御室 

Ａ－ＲＣＷ常用補機冷却水出口切替弁 原子炉建物地下２階 中央制御室 

Ａ－ＲＨＲ熱交冷却水出口弁 原子炉建物２階 中央制御室 

ＲＣＷ Ａ－ＤＥＧ冷却水入口弁 原子炉建物地下２階 原子炉建物地下２階 

ＲＣＷ Ｂ－ＡＨＥＦ供給配管止め弁 原子炉建物１階 原子炉建物１階 

ＲＣＷ Ｂ－ＡＨＥＦ戻り配管止め弁 原子炉建物１階 原子炉建物１階 

Ｂ－ＲＣＷ常用補機冷却水入口切替弁 原子炉建物地下１階 中央制御室 

Ｂ－ＲＣＷ常用補機冷却水出口切替弁 原子炉建物地下２階 中央制御室 

Ｂ－ＲＨＲ熱交冷却水出口弁 原子炉建物２階 中央制御室 

ＲＣＷ Ｂ－ＤＥＧ冷却水入口弁 原子炉建物地下２階 原子炉建物地下２階 

ホース ホース接続 屋外 
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3.11.2.3.3.2 設置許可基準規則第 43条第２項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第２項一）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

燃料プール冷却ポンプ及び燃料プール冷却系熱交換器は，設計基準対象

施設と兼用しており，設計基準対象施設としてのポンプ流量及び伝熱容量

が，想定される重大事故等時において，燃料プール内に貯蔵する使用済燃

料から発生する崩壊熱を除去するために必要なポンプ流量及び伝熱容量

に対して十分であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計する。 

燃料プール内に貯蔵する使用済燃料が有する崩壊熱量は，保管期間が最

も短いもので原子炉からの取り出し後 50日が経過した燃料が存在する場

合の崩壊熱量である約 2.2MWとし，燃料プール冷却ポンプは１台で運転し，

熱交換器１基に原子炉補機代替冷却系の冷却水を通水することで除熱を

行う設計とする。 

燃料プール冷却系熱交換器の容量は，重大事故等対処設備として使用す

る場合における熱交換量が燃料プール水温 62.5℃の場合において約 2.7MW

であるが，重大事故等対処設備として想定する条件での必要伝熱面積に対

して，設計基準対象施設として想定する条件での必要伝熱面積が大きいこ

とから，設計基準対象施設としての海水温度 30℃，燃料プール水温 52℃

の場合の熱交換量約 1.9MWとする。 

（54-6） 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43条第２項二）

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただし，

二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発電用

原子炉施設の安全性が向上する場合であって，同一の工場等内の他の発電

用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 
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燃料プール冷却ポンプ及び燃料プール冷却系熱交換器は，二以上の発電

用原子炉施設において共用しない設計とする。 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43条第２項三）

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備の安

全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置を講

じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

燃料プール冷却ポンプ及び燃料プール冷却系熱交換器は，設計基準事故

対処設備である残留熱除去ポンプ及び残留熱除去系熱交換器に対して多

重性又は多様性，位置的分散を図る設計としている。 

燃料プール冷却ポンプ及び燃料プール冷却系熱交換器の多様性又は，多

重性，位置的分散について，表 3.11-23に示す。 

表 3.11-23 多様性又は多重性，位置的分散 

項目 設計基準事故対処設備 重大事故対処設備 

ポンプ Ａ，Ｂ－残留熱除去ポンプ Ａ，Ｂ－燃料プール冷却ポンプ 

原子炉建物地下２階 原子炉建物中２階 

熱 交 換 器 Ａ，Ｂ－残留熱除去系熱交換器 Ａ，Ｂ－燃料プール冷却系熱交換器 

原子炉建物１階 原子炉建物３階 

駆 動 電 源 非常用交流電源設備 

（非常用ディーゼル発電機） 

常設代替交流電源設備 

（ガスタービン発電機） 

燃料プール冷却系で使用する原子炉補機代替冷却系は，原子炉補機冷却

系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，原子炉補機冷却系の

海水系に対して独立性を有するとともに，移動式代替熱交換設備から原子

炉補機冷却系配管との合流点までの系統について，原子炉補機冷却系に対

して独立性を有する設計とする。 

（54-2，54-3，54-4） 
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3.11.2.3.3.3 設置許可基準規則第 43条第３項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第３項一）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分に余裕のある容

量を有するものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

燃料プール冷却系で使用する原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交

換設備及び大型送水ポンプ車は，燃料プールの冷却機能が喪失した場合に

あって，燃料プール冷却ポンプが起動可能な状況において，燃料プール冷

却系熱交換器の冷却水として，燃料プール冷却系熱交換器等で発生した熱

を除去するために必要な伝熱容量及びポンプ流量を有する移動式代替熱

交換設備１セット１式と大型送水ポンプ車１セット１台を使用する。 

移動式代替熱交換設備の容量は熱交換容量約 23MWとして，大型送水ポ

ンプ車の容量は 1,800m3/hとして設計し，有効性評価「崩壊熱除去機能喪

失（取水機能が喪失した場合）」のシナリオにおいて原子炉補機代替冷却

系を用いて残留熱除去系によるサプレッションプール水冷却モード運転

を行った場合，有効性評価「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器

過圧・過温破損）残留熱代替除去系を使用する場合」のシナリオにおいて

残留熱代替除去系による原子炉圧力容器への注水及び格納容器スプレイ

の同時運転を行った場合，又は有効性評価「高圧溶融物放出/格納容器雰

囲気直接加熱」のシナリオにおいて残留熱代替除去系による格納容器スプ

レイの運転を行った場合に，同時に原子炉補機代替冷却系を用いて燃料プ

ール冷却系による燃料プールの冷却を行った場合の冷却効果を確保可能

な設計とする。 

また，移動式代替熱交換設備の保有数は，２セット２式に加えて，故障

時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として１式の合計３

式を保管する。大型送水ポンプ車の保有数は，２セット２台に加えて，故

障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として１台の合計

３台を保管する。 

（54-6） 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第 43条第３項二）

(ⅰ) 要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時間に発電用
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原子炉施設と接続することができる常設の設備をいう。以下同じ。）と接

続するものにあっては，当該常設設備と容易かつ確実に接続することがで

き，かつ，二以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用することがで

きるよう，接続部の規格の統一その他の適切な措置を講じたものであるこ

と。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備を接続するためのホー

スは，原子炉建物側の接続口と口径を統一し，かつフランジ構造とするこ

とで，常設設備と確実に接続ができる設計とする。 

また，原子炉補機代替冷却系の大型送水ポンプ車を接続するためのホー

スは，移動式代替熱交換設備の接続口と口径を統一しかつ簡便な接続方式

である結合金具による接続とすることで，確実に接続ができる設計とする。 

（54-7） 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第 43条第３項三）

(ⅰ) 要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって接続することが

できなくなることを防止するため，可搬型重大事故等対処設備（原子炉建

屋の外から水又は電力を供給するものに限る。）の接続口をそれぞれ互い

に異なる複数の場所に設けるものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備の接続箇所である接続

口は，重大事故等時の環境条件，自然現象，外部人為事象，溢水及び火災

の影響により接続できなくなることを防止するため，接続口をそれぞれ互

いに異なる位置的分散された複数の場所に設ける設計とする。具体的には

原子炉補機冷却系（区分Ⅰ，Ⅱ）Ａ系に接続する接続口と，原子炉補機冷

却系（区分Ⅰ，Ⅱ）Ｂ系に接続する接続口をそれぞれ設けることとし，原

子炉建物南側屋外に１箇所，原子炉建物西側屋外に１箇所，合計２箇所設

置することで共通要因によって接続できなくなることを防止する設計と

する。 

（54-7） 
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(4) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第３項四）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処

設備を設置場所に据え付け，及び常設設備と接続することができるよう，

放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物

の設置その他の適切な措置を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車

は，炉心損傷後の格納容器ベントを実施していない状況で屋外使用する設

備であり，想定される重大事故等が発生した場合における放射線を考慮し

ても作業への影響はないと想定しているが，仮に線量が高い場合は線源か

らの離隔距離をとることにより，これら設備の設置及び常設設備との接続

が可能な設計とする。また，現場での接続作業に当たって，簡便な結合金

具による接続方式及びフランジ接続方式により，確実に速やかに接続が可

能な設計とする。 

（54-7） 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第 43条第３項五）

(ⅰ) 要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の

配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管

場所に保管すること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車

は，地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備

の配置その他の条件を考慮し，原子炉補機冷却水ポンプ及び格納容器フィ

ルタベント系と位置的分散を図り，発電所敷地内の津波の影響を受けない

場所にある第１，第３及び第４保管エリアの複数箇所に分散して保管する。 

（54-8） 
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(6) アクセスルートの確保（許可基準規則第 43条第３項六）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処

設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，工場等内の道路

及び通路が確保できるよう，適切な措置を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車

は，通常時は津波の影響を受けない場所にある第１，第３及び第４保管エ

リアに分散して保管しており，想定される重大事故等が発生した場合にお

いても，保管場所から接続場所までの運搬経路について，設備の運搬及び

移動に支障をきたすことのないよう，迂回路も考慮して複数のアクセスル

ートを確保する。（『可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルー

トについて』参照）

（54-9） 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様性（設置許可基準

規則第 43条第３項七） 

(ⅰ) 要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によって，設計基準

事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能

又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処す

るために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適

切な措置を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車

は，共通要因によって設計基準事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵

槽の冷却機能若しくは常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれが

ある事故に対処するために必要な機能と同時にその機能が損なわれるお

それがないよう，設計基準事故対処設備である原子炉補機冷却系と表

3.11-24で示すとおり多様性，位置的分散を図る設計とする。 

（54-2，54-3，54-4，54-7，54-8） 
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表 3.11-24 多様性又は独立性，位置的分散 

項目 
設計基準事故対処設備 重大事故対処設備 

原子炉補機冷却系（区分Ⅰ，Ⅱ） 原子炉補機代替冷却系 

ポンプ 

（淡水） 

原子炉補機冷却水ポンプ 移動式代替熱交換設備 

（移動式代替熱交換設備淡水ポンプ） 

原子炉建物１階 第１，第３及び第４保管エリア 

ポンプ 

（ 海 水 ）

原子炉補機海水ポンプ 大型送水ポンプ車 

屋外 屋外 

熱 交 換 器 原子炉補機冷却系熱交換器 移動式代替熱交換設備 

（熱交換器） 

原子炉建物１階 第１，第３及び第４保管エリア 

最終ヒート

シンク

海水 海水 

駆 動 電 源 非常用交流電源設備 

（非常用ディーゼル発電機） 

不要 

（大型送水ポンプ

車） 

常設代替交流電源

設備（ガスタービ

ン発電機）

（移動式代替熱

交換設備（移動式

代替熱交換設備淡

水ポンプ）） 

原子炉建物地下２階 第１，第３及び第４保管エリア 

添3.11-66

218



3.11.2.4 燃料プールの監視設備 

3.11.2.4.1 設備概要 

燃料プール水位・温度（ＳＡ），燃料プール水位（ＳＡ），燃料プールエリア放

射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）及び燃料プール監視カメラ（ＳＡ）は，

想定される重大事故等時により変動する可能性のある範囲にわたり監視すること

を目的として設置する。また，燃料プール監視カメラ（ＳＡ）は，想定される重

大事故等時の燃料プールの状態を監視するために設置する。なお，代替電源設備

から給電が可能であり，中央制御室で監視可能な設計とする。 

燃料プール監視設備に関する重大事故等対処設備一覧を表 3.11-25に，系統概

要図を図 3.11-11に示す。 

表 3.11-25 燃料プール監視設備に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 燃料プール水位・温度（ＳＡ）【常設】 

燃料プール水位（ＳＡ）【常設】 

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）【常設】 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ）【常設】 

（燃料プール監視カメラ用冷却設備【常設】を含む） 

付属設備 ― 

水源 ― 

流路 ― 

注水先 ― 

電源設備※1

（燃料補給設備

を含む） 

常設代替交流電源設備 

ガスタービン発電機【常設】 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

ガスタービン発電機用サービスタンク【常設】 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ【常設】 

可搬型代替交流電源設備 

高圧発電機車【可搬型】 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

タンクローリ【可搬型】

所内常設蓄電式直流電源設備 

Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）【常設】 

Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ）【常設】 

常設代替直流電源設備 

ＳＡ用 115V系蓄電池【常設】 

ＳＡ用 115V系充電器【常設】 
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設備区分 設備名 

可搬型直流電源設備 

高圧発電機車【可搬型】 

ＳＡ用 115V系充電器【常設】 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

タンクローリ【可搬型】

上記所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備への給電のた

めの設備として以下の設備を使用する。 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

※１：単線結線図を補足説明資料 54-2に示す。

電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57 条に対す

る設計方針を示す章）」で示す。 
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図 3.11-11 燃料プール監視設備の系統概要図 
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冷却空気 
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3.11.2.4.2 主要設備の仕様 

主要設備の仕様を表 3.11-26に示す。 

表3.11-26 主要設備の仕様 

名称 種類 計測範囲 個数 取付個所 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 熱電対 

－1000～6710mm※1

（EL34518～

42228mm） 

１ 

（検出点

６箇所） 

原子炉棟 

４階 

0～150℃ 

燃料プール水位（ＳＡ） 

ガイド 

パルス式 

水位検出器 

－4.30～7.30ｍ※1

（EL31218～

42818mm） 

１ 

原子炉棟 

４階 

燃料プールエリア放射線モニタ

（高レンジ）（ＳＡ） 
電離箱 101～108mSv/h １ 

原子炉棟 

４階 

燃料プールエリア放射線モニタ

（低レンジ）（ＳＡ） 
電離箱 10-3～104mSv/h １ 

原子炉棟 

４階 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ） 

(燃料プール監視カメラ用冷却設

備を含む) 

赤外線 

カメラ
－ １ 

原子炉棟 

４階※2

※１：基準点は使用済燃料貯蔵ラック上端

※２：燃料プール監視カメラ用冷却設備は，原子炉建物付属棟内に取付け

なお，電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57条に対す

る設計方針を示す章）」で示す。 

3.11.2.4.3 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.11.2.4.3.1 設置許可基準規則第 43条第１項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43条第１項一）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重その

他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有効に

発揮するものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

燃料プール水位・温度（ＳＡ），燃料プール水位（ＳＡ），燃料プールエ

リア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）及び燃料プール監視カ

メラ（ＳＡ）は，原子炉棟内に設置している設備であることから，想定さ

れる重大事故等時における原子炉棟内の環境条件を考慮し，その機能を有
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効に発揮できるよう，表 3.11-27に示す設計とする。 

燃料プール監視カメラ用冷却設備は，原子炉建物付属棟内に設置してい

る設備であることから，想定される重大事故等時における原子炉建物付属

棟内の環境条件を考慮し，その機能を有効に発揮できるよう，表 3.11-27

に示す設計とする。 

表 3.11-27 想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿

度・放射線 

原子炉建物内で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件下に耐えられ

る性能を確認した機器を使用する※。 

屋外の天候によ

る影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受けない※。 

海水を通水する

系統への影響 

海水を通水することはない。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認す

る（詳細は「2.1.2耐震設計の基本方針」に示す）。 

風（台風）・積雪 原子炉建物内に設置するため，風（台風）及び積雪の影響は受けない※。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりその機能が損なわれ

ない設計とする。 

※燃料プール監視カメラ用冷却設備の配管の一部は屋外に設置するが，屋外の環境

条件に適合する設計とする。

（54-3） 

(2) 操作性（設置許可基準規則第 43条第１項二）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるもの

であること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

燃料プール水位・温度（ＳＡ），燃料プール水位（ＳＡ），燃料プールエ

リア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）及び燃料プール監視カ

メラ（ＳＡ）は，想定される重大事故等が発生した場合において中央制御

室にて監視できる設計であり現場・中央制御室における操作は発生しない。 

燃料プール監視カメラ用冷却設備は，想定される重大事故等時において

も，原子炉建物内で冷却設備の弁及び付属の操作スイッチにより，設置場

所での操作が可能な設計とする。冷却設備の操作器，表示器及び銘板は，
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操作者の操作及び監視性を考慮しており，確実に操作できる設計とする。

操作対象機器を表 3.11-28に示す。 

表 3.11-28 操作対象機器 

機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

燃料プール監視カメラ用冷却設備 停止→起動 原子炉建物３階 

（原子炉建物付属棟内） 

スイッチ操作

燃料プール監視カメラ用冷却空気

出口弁 

全閉→全開 原子炉建物３階 

（原子炉建物付属棟内） 

手動操作 

（54-3，54-9） 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第１項三）

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に試

験又は検査ができるものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

燃料プール水位・温度（ＳＡ）及び燃料プール水位（ＳＡ）は，発電用

原子炉の運転中又は停止中（計器を除外可能な期間）に模擬入力による機

能・性能の確認（特性の確認）及び校正が可能な設計とする。 

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）は，発

電用原子炉の運転中又は停止中（計器を除外可能な期間）に模擬入力によ

る機能・性能の確認（特性の確認）及び校正が可能な設計とする。 

なお，放射線モニタは，線源校正を実施し基準線量当量率に対する検出

器の特性の確認を行う。 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ）は，発電用原子炉の運転中又は停止中（計

器を除外可能な期間）に機能・性能の確認が可能な設計とする。 

燃料プール監視カメラ用冷却設備は，発電用原子炉の運転中又は停止中

（計器を除外可能な期間）に機能・性能の確認が可能な設計とする。なお，

これらの計器の点検については，燃料プール監視設備が少なくとも１つ以

上機能維持した状態で行う。 

表 3.11-29に燃料プール監視設備の試験及び検査を示す。 
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表 3.11-29 燃料プール監視設備の試験及び検査 

計器名称 発電用原子炉の状態 項目 内容 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 運転中又は停止中 機能・性能検査 

絶縁抵抗測定 

温度１点確認 

計器校正 

燃料プール水位（ＳＡ） 運転中又は停止中 機能・性能検査 計器校正 

燃料プールエリア放射線モニタ

（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ） 
運転中又は停止中 機能・性能検査 

線源校正 

計器校正 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ） 運転中又は停止中 機能・性能検査 
外観点検 

表示確認 

燃料プール監視カメラ用冷却設備 運転中又は停止中 機能・性能検査 
外観点検 

動作確認 

（54-5） 

(4) 切り替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第１項四）

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設

備にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を

備えるものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

燃料プール水位・温度（ＳＡ），燃料プール水位（ＳＡ），燃料プールエ

リア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）及び燃料プール監視カ

メラ（ＳＡ）は，想定される重大事故等時において他の系統と切り替える

ことなく使用できる設計とする。 

なお，燃料プール監視カメラ用冷却設備の弁及び付属の操作スイッチに

よる起動操作は，速やかに実施可能な設計とする。燃料プール監視カメラ

用冷却設備の弁及び付属の操作スイッチによる起動操作に要する時間を，

図 3.11-12に示す。 

（54-4，54-9） 
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図 3.11-12 燃料プール監視カメラ用冷却設備のタイムチャート※ 

※：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防

止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適

合状況について（個別手順）の 1.11で示すタイムチャート 

 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第１項五） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

 

燃料プール水位・温度（ＳＡ），燃料プール水位（ＳＡ），燃料プールエ

リア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ），燃料プール監視カメラ

（ＳＡ）及び燃料プール監視カメラ用冷却設備は，他の設備と遮断器又は

ヒューズによる電気的な分離を行うことで，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。 

 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第１項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の

操作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれが

少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を

講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

燃料プール水位・温度（ＳＡ），燃料プール水位（ＳＡ），燃料プールエ

リア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）及び燃料プール監視カ

メラ（ＳＡ）は，想定される重大事故時において中央制御室にて監視でき

る設計であり現場における操作は発生しない。 

手順の項目

電源確認

燃料プール監視カメラ状態確認

移動，冷却装置起動

30

燃料プール監視カメラ用
冷却設備起動

中央制御室運転員Ａ １

10

現場運転員Ｂ，Ｃ 2

40 50 60

要員(数)

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

備考20

25分 燃料プール監視カメラ用冷却設備起動
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燃料プール監視カメラ用冷却設備は，原子炉建物付属棟３階に設置され

ており，操作位置の放射線量が高くなるおそれが少ないため操作が可能で

ある。 

操作対象機器の設置場所を，表 3.11-30に示す。 

表 3.11-30 操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

燃料プール監視カメラ用冷却設備 原子炉建物３ 階 

（原子炉建物付属棟） 

原子炉建物３ 階 

（原子炉建物付属棟） 

燃料プール監視カメラ用冷却設備 

空気供給弁 

原子炉建物３ 階 

（原子炉建物付属棟） 

原子炉建物３ 階 

（原子炉建物付属棟） 

（54-3） 
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3.11.2.4.3.2 設置許可基準規則第 43条第２項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第２項一）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

燃料プール水位・温度（ＳＡ）は，想定される重大事故等時において変

動する可能性のある燃料プール上部から使用済燃料貯蔵ラック上端近傍

までの範囲を測定できる設計とする。 

燃料プール水位（ＳＡ）は，想定される重大事故等時において変動する

可能性のある燃料プール上部から底部近傍までの範囲を測定できる設計

とする。 

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）は，想

定される重大事故等時において変動する可能性のある範囲を測定できる

設計とする。 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ）（燃料プール監視カメラ用冷却設備を含

む）は，想定される重大事故等時において赤外線機能により燃料プールの

状況が把握できる設計とする。 

（54-6） 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43条第２項二）

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただし，

二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発電用

原子炉施設の安全性が向上する場合であって，同一の工場等内の他の発電

用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

燃料プール水位・温度（ＳＡ），燃料プール水位（ＳＡ），燃料プールエ

リア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ），燃料プール監視カメラ

（ＳＡ）及び燃料プール監視カメラ用冷却設備は，二以上の発電用原子炉

施設において共用しない設計とする。 
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(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43条第２項三）

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備の安

全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置を講

じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

燃料プール水位・温度（ＳＡ），燃料プール水位（ＳＡ），燃料プールエ

リア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）は，設計基準対処設備

である燃料プール水位，燃料プール冷却ポンプ入口温度，燃料プール温度，

燃料取替階エリア放射線モニタ及び燃料取替階放射線モニタと共通要因

によって同時に機能が損なわれないよう，可能な限り位置的分散を図る設

計とすることで，共通要因によって同時に機能を損なわれない設計とする。 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ）は，同一目的の燃料プール監視設備であ

る燃料プール水位・温度（ＳＡ），燃料プール水位（ＳＡ），燃料プールエ

リア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）と多様性を考慮した設

計とする。 

なお，燃料プール水位・温度（ＳＡ），燃料プール水位（ＳＡ），燃料プ

ールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）及び燃料プール

監視カメラ（ＳＡ）の電源については，非常用交流電源設備（非常用ディ

ーゼル発電機）に対して多様性を有する代替電源設備から給電が可能な設

計とする。 

（54-2，54-3，54-11） 
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3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備【56条】 

【設置許可基準規則】 

（重大事故等の収束に必要となる水の供給設備） 

第五十六条 設計基準事故の収束に必要な水源とは別に、重大事故等の収束

に必要となる十分な量の水を有する水源を確保することに加えて、発電用原子

炉施設には、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して重大事故

等の収束に必要となる十分な量の水を供給するために必要な設備を設けなけれ

ばならない。 

（解釈） 

１ 第５６条に規定する「設計基準事故の収束に必要な水源とは別に、重大事

故等の収束に必要となる十分な量の水を有する水源を確保することに加えて、

発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対し

て重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を供給するために必要な設備」

とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うため

の設備をいう。 

ａ）想定される重大事故等の収束までの間、十分な量の水を供給できること。 

ｂ）複数の代替淡水源（貯水槽、ダム又は貯水池等）が確保されていること。 

ｃ）海を水源として利用できること。 

ｄ）各水源からの移送ルートが確保されていること。 

ｅ）代替水源からの移送ホース及びポンプを準備しておくこと。 

ｆ）原子炉格納容器を水源とする再循環設備は、代替再循環設備等により、多

重性又は多様性を確保すること。（PWR） 
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3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

3.13.1 設置許可基準規則第 56条への適合方針 

設計基準事故の収束に必要な水源とは別に，重大事故等の収束に必要となる

十分な量の水を有する水源を確保することに加えて，発電用原子炉施設には，

設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して重大事故等の収束に必

要となる十分な量の水を供給するために必要な重大事故等対処設備を設置及び

保管する。 

 

(1) 重大事故等の収束に必要となる水源の確保 （設置許可基準規則解釈の第１

項ａ），ｂ)，ｃ）） 

設計基準事故対処設備以外の水源の設備として，低圧原子炉代替注水槽，

サプレッション・チェンバ及びほう酸水貯蔵タンクを設置することで，重大

事故等の収束に必要となる水を供給できる設計とする。また，これら重大事

故等の収束に必要となる水源とは別に，複数の代替淡水源として輪谷貯水槽

（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を設置する。 

 

更に，非常用取水設備（取水口，取水管，取水槽）から大量送水車及び大

型送水ポンプ車を用いて海水を取水することで，海を水源として利用できる

設計とする。 

 

(2) 水の移送設備の整備 （設置許可基準規則解釈の第１項a），c），d）,e）） 

重大事故等の収束に必要となる水源である低圧原子炉代替注水槽，サプレ

ッション・チェンバ及び複数の代替淡水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯

水槽（西２））並びに海について，大量送水車，大型送水ポンプ車及びホース

等を用いることにより移送手段及び移送ルートを確保し，いずれの水源から

でも水を供給することができる設計とする。低圧原子炉代替注水槽への水の

供給については，低圧原子炉代替注水槽の接続口から供給できる設計とする。 

 

なお，重大事故等の収束に必要となる水を供給するための自主対策設備と

して，以下を整備する。 

 

(3) 淡水タンク（純水タンク，１号ろ過水タンク，２号ろ過水タンク，非常用

ろ過水タンク）並びに輪谷貯水槽（東１）及び輪谷貯水槽（東２）を利用し

た水の供給設備の整備 

低圧原子炉代替注水槽及び復水貯蔵タンクを水源とした各種注水時におい

て，純水タンク，１号ろ過水タンク，２号ろ過水タンク及び非常用ろ過水タ
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ンクが健全な場合には，純水タンク，１号ろ過水タンク，２号ろ過水タンク

及び非常用ろ過水タンクから大量送水車及びホース等を使用して低圧原子炉

代替注水槽及び復水貯蔵タンクへ水を供給できる設計とする。 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした各種注水時にお

いて，輪谷貯水槽（東１）及び輪谷貯水槽（東２）が健全な場合には，輪谷

貯水槽（東１）及び輪谷貯水槽（東２）から輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯

水槽（西２）へ大量送水車及びホース等を使用して水を供給できる設計とす

る。 

 

(4) 複数の海水取水手段の整備 

水源として海を利用する場合，取水場所を非常用取水設備（取水口，取水

管，取水槽）からだけではなく荷揚場，２号放水槽，１号取水槽及び３号取

水管点検立杭から，また，取水設備を大型送水ポンプ車だけでなく大量送水

車を用いることで，多様性を持った設計とする。 

 

(5) あらかじめ敷設しているホースを利用した淡水及び海水移送手段の整備 

水源として輪谷貯水槽(西１)及び輪谷貯水槽（西２）を使用する場合，あ

らかじめ敷設しているホースが健全であることが確認できた場合には，あら

かじめ敷設しているホースを利用し，輪谷貯水槽(西１)及び輪谷貯水槽（西

２）の淡水を２号炉近傍まで移送できる設計とする。 

水源として海を使用する場合，あらかじめ敷設しているホースが健全であ

ることが確認できた場合には，あらかじめ敷設しているホースを利用し，海

水を輪谷貯水槽(西１)及び輪谷貯水槽（西２）まで移送できる設計とする。 
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3.13.2 重大事故等対処設備 

3.13.2.1 重大事故等の収束に必要となる水源 

3.13.2.1.1 設備概要 

設計基準事故の収束に必要な水源とは別に，重大事故等の収束に必要となる

十分な量の水を有する水源を確保する。 

重大事故等の収束に必要となる水源として，低圧原子炉代替注水槽，サプレ

ッション・チェンバ及びほう酸水貯蔵タンクを設置する。また，これら重大事

故等の収束に必要となる水源とは別に，代替淡水源として輪谷貯水槽（西１）

及び輪谷貯水槽（西２）を設置する。 

低圧原子炉代替注水槽は，原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水に使

用する設計基準事故対処設備が機能喪失した場合の代替手段である低圧原子炉

代替注水系（常設），格納容器代替スプレイ系（常設）及びペデスタル代替注

水系（常設）の水源として使用する。 

サプレッション・チェンバは，原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水

に使用する設計基準事故等対処設備が機能喪失した場合の代替手段である高圧

原子炉代替注水系及び残留熱代替除去系並びに重大事故等対処設備（設計基準

拡張）である原子炉隔離時冷却系，高圧炉心スプレイ系，低圧炉心スプレイ系，

残留熱除去系（低圧注水モード）及び残留熱除去系（サプレッション・プール

水冷却モード）の水源として使用する。 

ほう酸水貯蔵タンクは，原子炉圧力容器への注水に使用する設計基準事故対

処設備が機能喪失した場合の代替手段であるほう酸水注入系の水源として使用

する。 

 代替淡水源である輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）は，低圧原子

炉代替注水槽へ水を供給するための水源であるとともに，原子炉圧力容器及び

原子炉格納容器への注水に使用する設計基準事故対処設備が機能喪失した場合

の代替手段である低圧原子炉代替注水系（可搬型），格納容器代替スプレイ系

（可搬型）及びペデスタル代替注水系（可搬型）の水源として，また，燃料プ

ールの冷却又は注水に使用する設計基準事故対処設備が機能喪失した場合の代

替手段である燃料プールスプレイ系の水源として使用する。 

 

更に，上記以外の水源として海がある。 

海は，淡水が枯渇した場合に，低圧原子炉代替注水槽へ水を供給するための

水源であるとともに，原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水に使用する

設計基準事故対処設備が機能喪失した場合の代替手段である低圧原子炉代替注

水系（可搬型），格納容器代替スプレイ系（可搬型）及びペデスタル代替注水

系（可搬型）の水源として，また，燃料プールの冷却又は注水に使用する設計
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基準事故対処設備が機能喪失した場合の代替手段である燃料プールスプレイ系

の水源として利用する。また，原子炉補機代替冷却系の大型送水ポンプ車及び

原子炉建物放水設備である大型送水ポンプ車の水源として利用する。 

 

 上記に示す各系統の詳細は，3.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界に

するための設備（設置許可基準規則第 44 条に対する設計方針を示す章），3.2 原

子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備（設置

許可基準規則第 45 条に対する設計方針を示す章），3.4 原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備（設置許可基準規則第 47 条

に対する設計方針を示す章），3.5最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備

（設置許可基準規則第 48 条に対する設計方針を示す章），3.6原子炉格納容器

内の冷却等のための設備（設置許可基準規則第 49 条に対する設計方針を示す

章），3.7原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備（設置許可基準規則

第 50 条に対する設計方針を示す章），3.8原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷

却するための設備（設置許可基準規則第 51 条に対する設計方針を示す章），3.11

使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備（設置許可基準規則第 54 条に対する設

計方針を示す章）及び 3.12発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設

備（設置許可基準規則第 55 条に対する設計方針を示す章）に記載する。 

 

これら重大事故等の収束に必要となる水源に関する重大事故等対処設備等を

表 3.13-1に示す。また，重大事故等の収束に必要となる水源に係る系統概要図

を図 3.13-1～19に示す。 
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図 3.13-18 大気への放射性物質の拡散抑制 系統概要図 

図 3.13-19 航空機燃料火災への泡消火 系統概要図 
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表3.13-1 重大事故等の収束に必要となる水源に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 主要水源 

低圧原子炉代替注水槽【常設】 

サプレッション・チェンバ【常設】

ほう酸水貯蔵タンク【常設】 

代替淡水源 

輪谷貯水槽（西１）【常設】 

輪谷貯水槽（西２）【常設】 

代替水源 

海 

附属設備 － 

水源 － 

流路 － 

注水先 － 

電源設備 － 

計装設備※1 
低圧原子炉代替注水槽水位【常設】 

サプレッション・プール水位（SA）【常設】

※１：主要設備を用いた炉心損傷防止及び原子炉格納容器破損防止対策を成功

させるために把握することが必要な原子炉の状態 

計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58条に対す

る設計方針を示す章）」で示す。 
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3.13.2.1.2 主要設備の仕様 

主要設備の仕様を以下に示す。 

(1) 低圧原子炉代替注水槽

兼用する設備は以下のとおり。

・原子炉冷却座圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備

個数 ： １ 

容量 ： 約 1,300 m3 

種類 ： 貯蔵槽 

取付箇所 ： 低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内 

(2) サプレッション・チェンバ

兼用する設備は以下のとおり。

・原子炉格納容器

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備

個数   ： １ 

容量   ： 2,800 m3 

取付箇所 ： 原子炉建物地下２階

なお，ほう酸水貯蔵タンクについては「3.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉

を未臨界にするための設備（設置許可基準規則第 44 条に対する設計方針を示す

章）」，計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58 条に対す

る設計方針を示す章）」で示す。 

3.13.2.1.3 代替淡水源の仕様 

代替淡水源の仕様を以下に示す。 

(1) 輪谷貯水槽（西１）
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  兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備

・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備

個数 ： １ 

容量 ： 約 5,000m3 

取付箇所 ： 屋外 

(2) 輪谷貯水槽（西２）

兼用する設備は以下のとおり。

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備

・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備

個数 ： １ 

容量 ： 約 5,000m3

取付箇所 ： 屋外 
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3.13.2.1.4 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.13.2.1.4.1 設置許可基準規則第 43条第 1項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43条第 1項一）

(i)要求事項

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重その他

の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有効に発揮

するものであること。 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

低圧原子炉代替注水槽は，低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内に設置して

いる設備であることから，想定される重大事故等時における，低圧原子炉代

替注水ポンプ格納槽内の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能を有効に

発揮することができるよう，以下の表 3.13-2に示す設計とする。 

サプレッション・チェンバは，原子炉棟内の設備であることから，想定さ

れる重大事故等時における，原子炉棟内の環境条件及び荷重条件を考慮し，

その機能を有効に発揮することができるよう，以下の表 3.13-2 に示す設計

とする。 

（56-2，56-3） 
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表 3.13-2 想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内及び原子炉棟内で想定

される温度，圧力，湿度及び放射線条件に耐えられる性能

を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による 

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受け

ない。 

海水を通水する系統

への影響 

淡水だけでなく海水も使用できる設計とする（常時海水を

通水しない）。なお，可能な限り淡水源を優先し，海水通水

は短期間とすることで，設備への影響を考慮する。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」

に示す）。 

風（台風）・積雪 低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内及び原子炉棟内に設置

するため，風（台風）及び積雪の影響は受けない。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりその

機能が損なわれない設計とする。 
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(2) 操作性（設置許可基準規則第 43条第 1項二）

(i)要求事項

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるもので

あること。 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

低圧原子炉代替注水槽を水源とする低圧原子炉代替注水系（常設），格納 

容器代替スプレイ系（常設）及びペデスタル代替注水系（常設）の操作性に 

ついては，「3.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却 

するための設備（設置許可基準規則第 47 条に対する設計方針を示す章）」， 

「3.6 原子炉格納容器内の冷却等のための設備（設置許可基準規則第 49 条 

に対する設計方針を示す章）」及び「3.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を 

冷却するための設備（設置許可基準規則第 51 条に対する設計方針を示す 

章）」に記載する。 

サプレッション・チェンバを水源とする高圧原子炉代替注水系及び残留

熱代替除去系の操作性については，「3.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高 

圧時に発電用原子炉を冷却するための設備（設置許可基準規則第 45 条に対 

する設計方針を示す章）」及び「3.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止す 

るための設備（設置許可基準規則第 50 条に対する設計方針を示す章）」に 

記載する。 
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(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第43条第1項三）

(i)要求事項

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に試

験又は検査ができるものであること。 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

低圧原子炉代替注水槽は，表3.13-3に示すように発電用原子炉の停止中

に，上部に設置しているハッチを開放し水中カメラにより内部の確認が可能

な設計とする。また，漏えいの有無の確認が可能な設計とする。発電用原子

炉運転中でも中央制御室にて水位に異常のないことの確認を行うことが可

能な設計とする。 

サプレッション・チェンバは，表3.13-4に示すように発電用原子炉の停

止中に，内部の確認が可能な設計とする。また，気密性能の確認として，原

子炉格納容器漏えい率試験が可能な設計とする。発電用原子炉の運転中には

中央制御室にて24時間に1回の頻度で水位の確認により漏えいの有無の確認

が可能な設計とする。 

（56-4） 

表3.13-3 低圧原子炉代替注水槽の試験及び検査 

発電用原子炉

の状態 
項目 内容 

停止中 外観検査 水中カメラにより内部を確認 

漏えいの有無の確認 

運転中 異常監視 水位の監視により異常の有無を確認 

表3.13-4 サプレッション・チェンバの試験及び検査 

発電用原子炉

の状態 
項目 内容 

停止中 外観検査 目視により内部を確認 

機能・性能試験 原子炉格納容器漏えい率検査により気密性

能を確認 

運転中 異常監視 水位の監視により漏えいのないことを確認 
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(4) 切り替えの容易性（設置許可基準規則第43条第1項四）

(i)要求事項

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備

にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備え

るものであること。 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

低圧原子炉代替注水槽を水源とする低圧原子炉代替注水系（常設），格

納容器代替スプレイ系（常設）及びペデスタル代替注水系（常設）の切り替

えの容易性については，「3.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用

原子炉を冷却するための設備（設置許可基準規則第47 条に対する設計方針

を示す章）」，「3.6 原子炉格納容器内の冷却等のための設備（設置許可基

準規則第49 条に対する設計方針を示す章）」，「3.8 原子炉格納容器下部

の溶融炉心を冷却するための設備（設置許可基準規則第51 条に対する設計

方針を示す章）」に記載する。 

サプレッション・チェンバを水源とする高圧原子炉代替注水系及び残留

熱代替除去系の切り替えの容易性については，「3.2 原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備（設置許可基準規則第45

条に対する設計方針を示す章）」及び「3.7 原子炉格納容器の過圧破損を防

止するための設備（設置許可基準規則第50 条に対する設計方針を示す章）」

に記載する。 

（56-3） 
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(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第1項五）

(i)要求事項

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等につ

いて」に示す。 

低圧原子炉代替注水槽及びサプレッション・チェンバは，重大事故等時

に弁操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他の

設備に対して悪影響を及ぼさない設計とする。 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第43条第1項六）

(i)要求事項

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の操

作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれが少な

い設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じた

ものであること。 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

低圧原子炉代替注水槽を水源とする低圧原子炉代替注水系（常設），格

納容器代替スプレイ系（常設）及びペデスタル代替注水系（常設）の系統構

成に操作が必要な機器の設置場所，操作場所については，「3.4 原子炉冷却

材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備（設置許可基

準規則第47 条に対する設計方針を示す章）」，「3.6 原子炉格納容器内の

冷却等のための設備（設置許可基準規則第49 条に対する設計方針を示す章）」

及び「3.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備（設置許可

基準規則第51 条に対する設計方針を示す章）」に記載する。 

サプレッション・チェンバを水源とする高圧原子炉代替注水系及び残留

熱代替除去系の系統構成に操作が必要な機器の設置場所，操作場所について

は，「3.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するた

めの設備（設置許可基準規則第45 条に対する設計方針を示す章）」及び「3.7 

原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備（設置許可基準規則第50 

条に対する設計方針を示す章）」に記載する。 
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3.13.2.1.4.2 設置許可基準規則第43条第2項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第43条第2項一） 

(i)要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

低圧原子炉代替注水槽の水量が最も少なくなる事故シーケンスは，重大

事故等対策の有効性評価で想定する各事故シーケンスのうち，雰囲気圧力・

温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）（残留熱代替除去系を使用

しない場合）である。これは，大破断ＬＯＣＡを起因事象とし，かつ，全交

流動力電源喪失事象を加えた状態として，残留熱代替除去系を使用しない想

定における過圧及び過温への対策の有効性を評価する事故シーケンスであ

る。当該事故シーケンスにおいて，淡水の使用量は７日間で約5,316m3であ

り，低圧原子炉代替注水槽の貯水量約740m3が枯渇するのは事象発生から約

21時間後程度であり，事象発生２時間30分後に代替淡水源（輪谷貯水槽（西

１）及び輪谷貯水槽（西２））又は海水を供給するまでの間，重大事故等の

収束に必要となる，十分な容量を有する設計とする。 

サプレッション・チェンバは，設計基準対象施設と兼用しており，設計

基準対象施設としての保有水量による水頭が，高圧原子炉代替注水系で使用

する高圧原子炉代替注水ポンプ及び残留熱代替除去系で使用する残留熱代

替除去ポンプの必要有効吸込水頭に対して十分であるため，設計基準対象施

設と同仕様で設計する。 

（56-5） 

 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第43条第2項二） 

(i)要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただし，

二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発電用原

子炉施設の安全性が向上する場合であって，同一の工場等内の他の発電用原

子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

低圧原子炉代替注水槽及びサプレッション・チェンバは，二以上の発電
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用原子炉施設において共用しない設計とする。 

 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第43条第2項三） 

(i)要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備の安

全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置を講じ

たものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

低圧原子炉代替注水槽を水源とする低圧原子炉代替注水系（常設），格

納容器代替スプレイ系（常設）及びペデスタル代替注水系（常設）の多様性

については，「3.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷

却するための設備（設置許可基準規則第47 条に対する設計方針を示す章）」，

「3.6 原子炉格納容器内の冷却等のための設備（設置許可基準規則第49 条

に対する設計方針を示す章）」及び「3.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を

冷却するための設備（設置許可基準規則第51 条に対する設計方針を示す章）」

に記載する。 

サプレッション・チェンバを水源とする高圧原子炉代替注水系及び残留

熱代替除去系の多様性については，「3.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧

時に発電用原子炉を冷却するための設備（設置許可基準規則第45 条に対す

る設計方針を示す章）」及び「3.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するた

めの設備（設置許可基準規則第50 条に対する設計方針を示す章）」に記載

する。 

（56-2） 
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3.13.2.2 水の供給設備 

3.13.2.2.1 設備概要 

水の供給設備は，重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を有する水源

である低圧原子炉代替注水槽，サプレッション・チェンバ及び代替淡水源（輪

谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））並びに海について，移送手段及び

移送ルートを確保し，いずれの水源からでも水を供給することを目的として設

置するものである。 

代替淡水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））から低圧原子炉

代替注水槽へ淡水を供給する設備は，大量送水車及びホース等で構成する。低

圧原子炉代替注水槽への淡水の供給は，代替淡水源（輪谷貯水槽（西１）及び

輪谷貯水槽（西２））より大量送水車及びホースを用いて供給する。 

低圧原子炉代替注水槽へ海水を供給する設備は，大型送水ポンプ車及びホー

ス等で構成する。低圧原子炉代替注水槽への海水の供給は，非常用取水設備（取

水口，取水管，取水槽）より大型送水ポンプ車，大量送水車及びホースを用い

て供給する。 

また，各系統へ海水を供給する設備は，大型送水ポンプ車，大量送水車及び

ホース等で構成する。各系統への海水の供給は，非常用取水設備（取水口，取

水管，取水槽）より大型送水ポンプ車，大量送水車及びホースを用いて供給す

る。 

なお，低圧原子炉代替注水槽への水の供給設備で使用する大量送水車は，低

圧原子炉代替注水系（可搬型），格納容器代替スプレイ系（可搬型），ペデス

タル代替注水系（可搬型）及び燃料プールスプレイ系と兼用する。

これら水の供給設備に関する重大事故等対処設備を表3.13-5に示す。また，

本系統に係る系統概要図を図3.13-3,4,5,8,9,10,12,13,14,15,16,17,20に示

す。 
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第 3.13-20図 低圧原子炉代替注水槽への水の供給 系統概要図 
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・電源設備については「3.14 電源設備 （設置許可基準規則第57条に対する設計方針を示す章）」で示す。

・計装設備については「3.15 計装設備 （設置許可基準規則第58条に対する設計方針を示す章）」で示す。
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表 3.13-5 水の移送設備に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 
大量送水車【可搬】 

大型送水ポンプ車【可搬】 

附属設備 － 

水源 

代替淡水源 

輪谷貯水槽（西１）【常設】 

輪谷貯水槽（西２）【常設】 

代替水源 

海 

非常用取水設備 

取水口【常設】 

取水管【常設】 

取水槽【常設】 

流路 

大量送水車 

ホース【可搬】

大型送水ポンプ車 

ホース【可搬】

注水先 － 

電源設備 

（燃料補給設備を含

む）※１ 

燃料補給設備 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

タンクローリ【可搬】

計装設備※２ 低圧原子炉代替注水槽水位【常設】 

※１：電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57 条に対す

る設計方針を示す章）」で示す。 

※２：主要設備を用いた炉心損傷防止及び原子炉格納容器破損防止対策を成功

させるために把握することが必要な原子炉施設の状態 

計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58 条に対す

る設計方針を示す章）」で示す。 
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3.13.2.2.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

(1) 大量送水車 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

 

種類     ： ディフューザ型 

容量     ： 168m3/h/台 

吐出圧力   ： 0.85MPa[gage] 

最高使用圧力 ： 1.6MPa[gage] 

最高使用温度 ： 40℃ 

個数     ： ２（予備１） 

設置場所   ： 屋外 

保管場所   ： 第２，３及び第４保管エリア 

原動機出力  ： 230kW 

 

(2) 大型送水ポンプ車 

 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

 

種類     ： うず巻型 

容量     ： 1,800m3/h/台 

吐出圧力   ： 1.4MPa[gage] 

最高使用圧力 ： 1.4MPa[gage] 

最高使用温度 ： 40℃ 
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個数     ： ２（予備１） 

設置場所   ： 屋外 

保管場所   ： 第１，３及び第４保管エリア 

原動機出力  ： 1,193kW/台 

 

なお，電源設備については，「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57 条に対

する設計方針を示す章）」，計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準

規則第 58 条に対する設計方針を示す章）」で示す。 
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3.13.2.2.3 設置許可基準規則第43条への適合方針 

3.13.2.2.3.1 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第43条第1項一） 

(i)要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重その

他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有効に発

揮するものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

大量送水車は，屋外の第２，３及び第４保管エリアに保管し，重大事故

等時に屋外に設置する設備であることから，その機能を期待される重大事故

等時における，屋外の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能を有効に発

揮することができるよう，表3.13-6に示す設計とする。 

大型送水ポンプは，屋外の第１，３及び第４保管エリアに保管し，重大事

故等時に屋外に設置する設備であることから，その機能を期待される重大事

故等時における，屋外の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能を有効に

発揮することができるよう，表3.13-6に示す設計とする。 

大量送水車及び大型送水ポンプ車の操作は，付属の操作スイッチにより，想

定される重大事故等時において，設置場所から可能な設計とする。風（台風）

による荷重については，転倒しないことの確認を行っているが，詳細評価によ

り転倒する結果となった場合は，転倒防止措置を講じる。積雪の影響について

は，適切に除雪する運用とする。 

また，降水及び凍結により機能を損なうことのないよう，防水対策が取られ

た機器を使用し，凍結のおそれがある場合は暖気運転を行い凍結対策とする。

常時海水を通水する大型送水ポンプ車は，海水の影響を考慮した設計とし，機

器付のストレーナにより異物の流入を防止する設計とする。 

（56-3，56-7） 
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表 3.13-6 想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件下に耐

えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による 

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策

及び凍結対策を行える設計とする。 

海水を通水する系統

への影響 

大量送水車は，淡水だけでなく海水も使用できる設計とす

る（常時海水を通水しない）。なお，可能な限り淡水源を

優先し，海水通水は短時間とすることで，設備への影響を

考慮する。 

大型送水ポンプ車は，使用時に海水を通水するため，海水

の影響を考慮した設計とする。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認し，輪留め等により転倒防止対策を行う。 

風（台風）・積雪 屋外で風荷重，積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないこ

とを評価により確認する。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりその

機能が損なわれない設計とする。 
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(2) 操作性（設置許可基準規則第43条第1項二）

(i)要求事項

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるもので

あること。 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

低圧原子炉代替注水槽へ水を供給するための操作が必要な機器を表

3.13-7に示す。 

大量送水車及び大型送水ポンプ車については，付属の操作スイッチから

のスイッチ操作で起動する設計とする。大量送水車及び大型送水ポンプ車は

付属の操作スイッチを操作するにあたり，運転員のアクセス性，操作性を考

慮して十分な操作空間を確保する。また，それぞれの操作対象については銘

板を付けることで識別可能とし，運転員の操作及び監視性を考慮して確実に

操作できる設計とする。 

大量送水車及び大型送水ポンプ車は，車両として屋外のアクセスルート

を通行してアクセス可能な設計とするとともに，設置場所にて輪留めによる

固定等が可能な設計とする。 

大量送水車を接続する接続口とホースの接続作業に当たっては，特殊な

工具及び技量は必要とせず，簡便な結合金具による接続方式並びに一般的な

工具を使用することにより，確実に接続が可能な設計とする。 

大量送水車及び大型送水ポンプ車とのホースの接続作業に当たっては，

簡便な接続とし，接続治具を用いてホースを確実に接続できる設計とする。 

（56-6） 

表 3.13-7 操作対象機器 

機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

大量送水車 停止→起動 各設置場所（輪谷

貯水槽（西１），

輪谷貯水槽（西２）

周り，２号炉建物

周り） 

スイッチ操作

大型送水ポンプ車 停止→起動 各設置場所（非常

用取水設備周り） 

スイッチ操作

ホース ホース接続 各設置場所 人力接続 
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(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第43条第1項三）

(i)要求事項

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に試

験又は検査ができるものであること。 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

大量送水車は，表3.13-8に示すように発電用原子炉の運転中又は停止中

に分解又は取替え，車両としての運転状態の確認及び外観の確認が可能な設

計とする。また，発電用原子炉の運転中又は停止中に，輪谷貯水槽（西１）

及び輪谷貯水槽（西２）を水源とし，大量送水車，仮設流量計，ホースの系

統構成で輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）へ送水する試験を行う

テストラインを設けることで他系統と独立した試験系統で機能・性能及び漏

えいの有無の確認が可能な系統設計とする。 

大型送水ポンプ車は，表3.13-9に示すように発電用原子炉の運転中又は

停止中に分解又は取替え，車両としての運転状態の確認及び外観の確認が可

能な設計とする。また，発電用原子炉の運転中又は停止中に，輪谷貯水槽（西

１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とし，大型送水ポンプ車，仮設流量計，

ホースの系統構成で輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）へ送水する

試験を行うテストラインを設けることで他系統と独立した試験系統で機

能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な系統設計とする。 

ホースは，機能，性能に影響を及ぼすおそれのある亀裂，腐食等がない

ことの外観確認を行うことが可能な設計とする。 

（56-4） 
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表 3.13-8 大量送水車の試験及び検査 

発電用原子炉の 

状態 
項目 内容 

運転中又は 

停止中 

機能・性能試験 大量送水車の運転性能（吐出圧力，流量）

及び漏えいの有無の確認 

分解検査 ポンプを分解し，部品の表面状態を，試験

及び目視により確認又は必要に応じて取

替え 

外観検査 ポンプ及びホースの外観確認 

車両検査 大量送水車の車両としての運転状態の確

認 

表 3.13-9 大型送水ポンプ車の試験及び検査 

発電用原子炉の 

状態 
項目 内容 

運転中又は 

停止中 

機能・性能試験 大型送水ポンプ車の運転性能（吐出圧力，

流量）及び漏えいの有無の確認 

分解検査 ポンプを分解し，部品の表面状態を，試験

及び目視により確認又は必要に応じて取

替え 

外観検査 ポンプ及びホースの外観確認 

車両検査 大型送水ポンプ車の車両としての運転状

態の確認 
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(4) 切り替えの容易性（設置許可基準規則第43条第1項四）

(i)要求事項

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備

にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備え

るものであること。 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

大量送水車及び大型送水ポンプ車は，本来の用途以外の用途には使用し

ない。 

大量送水車による代替淡水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西

２））から低圧原子炉代替注水槽への淡水の供給並びに大型送水ポンプ車及

び大量送水車から低圧原子炉代替注水槽への海水の供給に必要な資機材の

移動，設置，起動操作については図3.13-21～22で示すタイムチャートのと

おり速やかに切り替えることが可能である。 

（56-3） 
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図3.13-21 輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水

車による低圧原子炉代替注水槽への供給のタイムチャート※ 

図3.13-22 海を水源とした大型送水ポンプ車及び大量送水車による低圧原子

炉代替注水槽への供給のタイムチャート※

※：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大

の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」

への適合状況についての 1．13 で示すタイムチャート 
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(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第1項五） 

(i)要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

大量送水車及び大型送水ポンプ車は，通常時は接続先の系統と分離され

た状態で保管し，重大事故等時に接続することにより，通常時の系統構成か

ら重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。 

大量送水車及び大型送水ポンプ車は，輪留めによる固定等をすることで，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

大量送水車及び大型送水ポンプ車は，飛散物となって他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。 

（56-4） 

 

(6)設置場所（設置許可基準規則第43条第1項六） 

(i)要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の操

作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれが少な

い設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じた

ものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

低圧原子炉代替注水槽への水の供給のために操作が必要な機器の設置場

所，操作場所を表3.13-10に示す。大量送水車，大型送水ポンプ車，ホース

は全て屋外にあるため，操作位置及び作業位置の放射線量が高くなるおそれ

が少ないため，操作が可能である。 

（56-3，56-6） 
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表3.13-10 操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

大量送水車 

各設置場所（輪谷貯水槽（西

１）及び輪谷貯水槽（西２）

周り，２号炉建物周り） 

各設置場所（輪谷貯水槽

（西１）及び輪谷貯水槽

（西２）周り） 

大型送水ポンプ車 
各設置場所（非常用取水設備

周り） 

各設置場所（非常用取水設

備周り） 

ホース 各設置場所 各設置場所 
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3.13.2.2.3.2 設置許可基準規則第 43条第 3項への適合状況 

(1) 容量（設置許可基準規則第43条第3項一）

(i)要求事項

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分に余裕のある容

量を有するものであること。 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

低圧原子炉代替注水槽への水の供給のために使用する場合の大量送水車

の容量は，運転中の発電用原子炉における重大事故シーケンスのうち，水使

用の観点から厳しい有効性シナリオとなる雰囲気圧力・温度による静的負荷

（格納容器過圧・過温破損）（残留熱代替除去系を使用しない場合）に係る

有効性評価解析（原子炉設置変更許可申請書添付書類十）において，有効性

が確認されている低圧原子炉代替注水槽への供給流量120m3/hを満足する設

計とする。 

低圧原子炉代替注水槽への海水の供給のために使用する場合の大型送水

ポンプ車の容量は，運転中の発電用原子炉における重大事故シーケンスのう

ち，水使用の観点から厳しい有効性シナリオとなる雰囲気圧力・温度による

静的負荷（格納容器過圧・過温破損）（残留熱代替除去系を使用しない場合）

に係る有効性評価解析（原子炉設置変更許可申請書添付書類十）において，

有効性が確認されている大型送水ポンプ車を用いた低圧原子炉代替注水槽

への供給流量120m3/hを満足する設計とする。 

また，低圧原子炉代替注水槽への水の供給のために使用する場合の大量

送水車の揚程は，水源と供給先の圧力差（大気開放である輪谷貯水槽（西１）

及び輪谷貯水槽（西２）と低圧原子炉代替注水槽の圧力差），静水頭やホー

ス及び弁類の圧損を基に設定する。

低圧原子炉代替注水槽への海水の供給のために使用する場合の大型送水

ポンプ車の揚程は，水源と供給先の圧力差（海と低圧原子炉代替注水槽の圧

力差），静水頭やホース及び弁類の圧損を基に設定する。 

大量送水車は，重大事故等時において，低圧原子炉代替注水槽への水の

供給に必要な流量を確保できる容量を有するものを１セット１台使用する。

保有数は２セット２台と，故障時及び保守点検による待機除外時のバックア

ップ用として１台の合計３台を分散して保管する。 

大型送水ポンプ車は，重大事故等時において，大量送水車への海水の供

給に必要な流量を確保できる容量を有するものを１セット１台使用する。保

有数は２セット２台と，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアッ
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プ用として１台の合計３台を分散して保管する。 

代替水源からのホースは，複数ルートを考慮してそれぞれのルートに必

要なホースの長さを満足する数量の合計に，故障時及び保守点検による待機

除外時のバックアップを考慮した数量を分散して保管する。 

（56-5） 

 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第43条第3項二） 

(i)要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時間に発電用

原子炉施設と接続することができる常設の設備をいう。以下同じ。）と接続

するものにあっては，当該常設設備と容易かつ確実に接続することができ，

かつ，二以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用することができるよ

う，接続部の規格の統一その他の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

低圧原子炉代替注水槽への水の供給に用いる大量送水車の接続箇所は，

低圧原子炉代替注水系（可搬型），格納容器代替スプレイ系（可搬型），ペ

デスタル代替注水系（可搬型）及び燃料プールスプレイ系にも使用すること

ができるよう，大量送水車から来るホースと接続口について，簡便な接続方

式である結合金具にすることで確実に接続ができる設計とする。 

大型送水ポンプ車と大量送水車との接続は，簡便な接続とし，接続治具

を用いてホースを確実に接続できる設計とする。 

なお，ホースについては車両にて設置場所まで輸送し，容易に敷設でき

る設計とする。 

（56-6） 

 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第43条第3項三） 

(i)要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって接続することが

できなくなることを防止するため，可搬型重大事故等対処設備（原子炉建屋

の外から水又は電力を供給するものに限る。）の接続口をそれぞれ互いに異

なる複数の場所に設けるものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に
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示す。低圧原子炉代替注水槽は，可搬型重大事故等対処設備（原子炉建物の

外から水又は電力を供給するものに限る。）ではないことから対象外である。 

（56-6） 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第43条第3項四）

(i)要求事項

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処設

備を設置場所に据え付け，及び常設設備と接続することができるよう，放射

線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置

その他の適切な措置を講じたものであること。 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

大量送水車及び大型送水ポンプ車は，想定される重大事故等が発生した

場合における放射線を考慮しても作業への影響はないと想定しているが，仮

に線量が高い場合は線源からの離隔距離をとること，線量を測定し線量が低

い位置に配置することにより，これら設備の設置，接続及び操作等が可能で

ある。 

また，低圧原子炉代替注水槽への水の供給に用いる接続箇所と大量送水

車のホース接続作業に当たっては，簡便な結合金具による接続方式にするこ

とで確実に速やかに接続が可能な設計とする。 

大量送水車と大型送水ポンプ車との接続は，簡便な接続とし，接続治具

を用いてホースを確実に接続できる設計とする。 

（56-6） 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第43条第3項五）

(i)要求事項

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の配

置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所

に保管すること。 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

大量送水車は，地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機
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の衝突その他のテロリズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故

等対処設備の配置その他の条件を考慮し，発電所敷地内の第２保管エリア，

第３保管エリア及び第４保管エリアに分散して保管する。 

大型送水ポンプ車は，地震，津波その他の自然現象又は故意による大型

航空機の衝突その他のテロリズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重

大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮し，発電所敷地内の第１保管エ

リア，第３保管エリア及び第４保管エリアに分散して保管する。

（56-7） 

(6) アクセスルートの確保（許可基準規則第43条第3項六）

(i)要求事項

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処

設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，工場等内の道路及

び通路が確保できるよう，適切な措置を講じたものであること。 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

大量送水車は，通常時は第２保管エリア，第３保管エリア及び第４保管

エリアに分散して保管しており，想定される重大事故等が発生した場合にお

いても，保管場所から接続場所までの運搬経路について，設備の運搬及び移

動に支障をきたすことのないよう，迂回路も考慮して複数のアクセスルート

を確保する。 

大型送水ポンプ車は，通常時は第１保管エリア，第３保管エリア及び第

４保管エリアに分散して保管しており，想定される重大事故等が発生した場

合においても，保管場所から設置場所までの運搬経路について，設備の運搬

及び移動に支障をきたすことのないよう，迂回路も考慮して複数のアクセス

ルートを確保する。（『可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスル

ートについて』参照） 

（56-8） 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様性（設置許可基

準規則第43条第3項七） 

(i)要求事項

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によって，設計基準

事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能又

は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するた
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めに必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措

置を講じたものであること。 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

大量送水車は，共通要因によって，設計基準事故対処設備の安全機能，

燃料プールの冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防止設備の重大

事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能と同時にその機

能が損なわれるおそれがないよう，発電所敷地内の第２保管エリア，第３保

管エリア及び第４保管エリアに分散して配置する設計とする。 

大型送水ポンプ車は，共通要因によって，設計基準事故対処設備の安全

機能，燃料プールの冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防止設備の

重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能と同時にそ

の機能が損なわれるおそれがないよう，発電所敷地内の第１保管エリア，第

３保管エリア及び第４保管エリアに分散して配置する設計とする。 

（56-3，56-6，56-7） 
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3.13.3 その他設備 

3.13.3.1 淡水タンク（純水タンク，１号ろ過水タンク，２号ろ過水タンク，

非常用ろ過水タンク）並びに輪谷貯水槽（東１）及び輪谷貯水槽（東２）を

利用した水の供給設備の整備 

3.13.3.1.1 設備概要 

淡水タンクを利用した水の供給設備は，純水タンク，１号ろ過水タンク，２

号ろ過水タンク及び非常用ろ過水タンクが健全な場合に，これらタンクから低

圧原子炉代替注水槽及び復水貯蔵タンクへ，輪谷貯水槽（東１）及び輪谷貯水

槽（東２）が健全な場合に輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）へ水を

供給する設備である。なお，本設備は事業者の自主的な取り組みで設置するも

のである。 

低圧原子炉代替注水槽及び復水貯蔵タンクを水源とした各種注水時におい

て，純水タンク，１号ろ過水タンク，２号ろ過水タンク及び非常用ろ過水タン

クが健全な場合には，純水タンク，１号ろ過水タンク，２号ろ過水タンク及び

非常用ろ過水タンクから大量送水車を使用して低圧原子炉代替注水槽及び復

水貯蔵タンクへ水を供給できる設計とする。 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした各種注水時におい

て，輪谷貯水槽（東１）及び輪谷貯水槽（東２）が健全な場合には，輪谷貯水

槽（東１）及び輪谷貯水槽（東２）から輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西

２）へ大量送水車を使用して水を供給できる設計とする。 

（56-9） 

 

3.13.3.2 複数の海水取水手段の整備 

3.13.3.2.1 設備概要 

海を水源として海水を送水する場合，取水場所を非常用取水設備（取水口，

取水管，取水槽）からだけではなく荷揚場，２号放水槽，１号取水槽及び３号

取水管点検立杭から，また，取水設備を大型送水ポンプ車だけでなく大量送水

車を用いることで，多様性を持った設計とする。なお，本設備は事業者の自主

的な取り組みで設置するものである。 

（56-9） 
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3.13.3.3 あらかじめ敷設しているホースを利用した淡水及び海水移送手段の

整備 

3.13.3.3.1 設備概要 

水源として輪谷貯水槽(西１)及び輪谷貯水槽（西２）を使用する場合，あら

かじめ敷設しているホースが健全であることが確認できた場合には，あらかじ

め敷設しているホースを利用し，輪谷貯水槽(西１)及び輪谷貯水槽（西２）の

淡水を２号炉近傍まで移送できる設計とする。 

水源として海を使用する場合，あらかじめ敷設しているホースが健全である

ことが確認できた場合には，あらかじめ敷設しているホースを利用し，海水を

輪谷貯水槽(西１)及び輪谷貯水槽（西２）まで移送できる設計とする。 

（56-9） 

 

3.13.4 水源を利用する重大事故等対処設備について 

3.13.4.1 主要水源を利用する重大事故等対処設備 

主要水源を利用する重大事故等対処設備について，表3.13-11 に示す。 
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表3.13-11 主要水源を利用する重大事故等対処設備 

水源 
関係 

条文 

主要水源を利用する 

重大事故等対処設備＊ 
注水先 

低圧原子炉

代替注水槽 

47 

条 

低圧原子炉代替注水系

（常設） 

低圧原子炉代替注水 

ポンプ 

原子炉 

圧力容器 

49 

条 

格納容器代替スプレイ

系（常設） 

低圧原子炉代替注水 

ポンプ 

原子炉 

格納容器 

51 

条 

ペデスタル代替注水系

（常設） 

低圧原子炉代替注水 

ポンプ 

原子炉 

格納容器 

サプレッシ

ョン・チェ

ンバ 45 

条 

高圧原子炉代替注水系 高圧原子炉代替注水 

ポンプ 

原子炉 

圧力容器 

原子炉隔離時冷却系 原子炉隔離時冷却 

ポンプ 

原子炉 

圧力容器 

高圧炉心スプレイ系 高圧炉心スプレイ 

ポンプ 

原子炉 

圧力容器 

47 

条 

低圧炉心スプレイ系 低圧炉心スプレイ 

ポンプ 

原子炉 

圧力容器 

残留熱除去系 

（低圧注水モード） 

残留熱除去ポンプ 原子炉 

圧力容器 

49 

条 

残留熱除去系 

（サプレッション・ 

プール水冷却モード） 

残留熱除去ポンプ 原子炉 

格納容器 

50 

条 

残留熱代替除去系 残留熱代替除去ポンプ 原子炉 

圧力容器 

原子炉 

格納容器 

ほう酸水貯

蔵タンク 

44 

条 

ほう酸水注入系 ほう酸水注入ポンプ 原子炉 

圧力容器 

45 

条 

ほう酸水注入系 ほう酸水注入ポンプ 原子炉 

圧力容器 

51 

条 

ほう酸水注入系 ほう酸水注入ポンプ 原子炉 

圧力容器 

＊上記重大事故等対処設備の詳細については，各重大事故等対処設備を主要設

備と位置付ける項にて示す。 
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3.13.4.2 代替淡水源を利用する重大事故等対処設備 

代替淡水源を利用する重大事故等対処設備について，表3.13-12 に示す。 

 

表3.13-12 代替淡水源を利用する重大事故等対処設備 

水源 
関係 

条文 

代替淡水源を利用する 

重大事故等対処設備＊ 

注水 

または 

供給先 

輪谷貯水槽

（西１）及び

輪谷貯水槽

（西２） 

47 

条 

低圧原子炉代替注水系

（可搬型） 

大量送水車 原子炉 

圧力容器 

49 

条 

格納容器代替スプレイ

系（可搬型） 

大量送水車 原子炉 

格納容器 

51 

条 

ペデスタル代替注水系

（可搬型） 

大量送水車 原子炉 

格納容器 

54  

条 

燃料プールスプレイ系 大量送水車 燃料 

プール 

56 

条 

水の移送設備 大量送水車 低圧原子

炉代替 

注水槽 

＊上記重大事故等対処設備の詳細については，各重大事故等対処設備を主要設

備と位置付ける項にて示す。 
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3.13.4.3 海を利用する重大事故等対処設備 

海を利用する重大事故等対処設備について，表3.13-13 に示す。 

 

表3.13-13 海を利用する重大事故等対処設備 

水源 
関係 

条文 

海を利用する 

重大事故等対処設備＊ 
移送先 

海 47 

条 

低圧原子炉代替注水系

（可搬型） 

大量送水車， 

大型送水ポンプ車 

原子炉 

圧力容器 

48 

条 

原子炉補機代替冷却系 大型送水ポンプ車 移動式 

代替熱交換

設備 

49 

条 

格納容器代替スプレイ

系（可搬型） 

大量送水車， 

大型送水ポンプ車 

原子炉 

格納容器 

51 

条 

ペデスタル代替注水系

（可搬型） 

大量送水車， 

大型送水ポンプ車 

原子炉 

格納容器 

54 

条 

燃料プールスプレイ系 大量送水車， 

大型送水ポンプ車 

燃料 

プール 

55 

条 

原子炉建物放水設備 大型送水ポンプ車 － 

56 

条 

水の移送設備 大型送水ポンプ車 大量送水車 

＊上記重大事故等対処設備の詳細については，各重大事故等対処設備を主要設

備と位置付ける項にて示す。 
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3.13.4.4 水の循環又は除熱を目的とする重大事故等対処設備 

水の循環又は除熱を目的とする重大事故等対処設備について，表3.13-14 に

示す。 

表 3.13-14 水の循環又は除熱を目的とする重大事故等対処設備 

関係 

条文 
水の循環又は除熱を目的とする重大事故等対処設備＊ 

47 

条 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却

モード）

残留熱除去ポンプ 

残留熱除去系熱交換器 

48 

条 

原子炉補機代替冷却系 移動式代替熱交換設備 

大型送水ポンプ車 

原子炉補機冷却系 原子炉補機冷却水ポンプ 

原子炉補機海水ポンプ 

原子炉補機冷却系熱交換器 

49 

条 

残留熱除去系（サプレッション・

プール水冷却モード） 

残留熱除去ポンプ 

残留熱除去系熱交換器 

50 

条 

残留熱代替除去系 残留熱代替除去ポンプ 

残留熱除去系熱交換器 

54 

条 

燃料プール冷却系 燃料プール冷却ポンプ 

燃料プール冷却系熱交換器 

＊上記重大事故等対処設備の詳細については，各重大事故等対処設備を主要設

備と位置付ける項にて示す。 
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3.14 電源設備【57条】 

【設置許可基準規則】 

（電源設備） 

第五十七条   発電用原子炉施設には，設計基準事故対処設備の電源が喪失したことに

より重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，

貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止

するために必要な電力を確保するために必要な設備を設けなければならない。 

2   発電用原子炉施設には，第三十三条第二項の規定により設置される非常用電源設

備及び前項の規定により設置される電源設備のほか，設計基準事故対処設備の電源

が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子

炉格納容器の破損，貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体

の著しい損傷を防止するための常設の直流電源設備を設けなければならない。 

（解釈） 

1   第 1項に規定する「必要な電力を確保するために必要な設備」とは，以下に

掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をい

う。 

ａ）代替電源設備を設けること。 

ⅰ）可搬型代替電源設備（電源車及びバッテリ等）を配備すること。 

ⅱ）常設代替電源設備として交流電源設備を設置すること。 

ⅲ）設計基準事故対処設備に対して，独立性を有し，位置的分散を図ること。 

ｂ）所内常設蓄電式直流電源設備は，負荷切り離しを行わずに 8時間，電気の

供給が可能であること。ただし，「負荷切り離しを行わずに」には，原子炉

制御室又は隣接する電気室等において簡易な操作で負荷の切り離しを行う

場合を含まない。その後，必要な負荷以外を切り離して残り 16 時間の合計

24時間にわたり，電気の供給を行うことが可能であること。 

ｃ）24 時間にわたり，重大事故等の対応に必要な設備に電気（直流）の供給

を行うことが可能である可搬型直流電源設備を整備すること。 

ｄ）複数号機設置されている工場等では，号機間の電力融通を行えるようにあ

らかじめケーブル等を敷設し，手動で接続できること。 

ｅ) 所内電気設備（モーターコントロールセンター(MCC)，パワーセンター

(P/C)及び金属閉鎖配電盤(メタクラ)(MC)等）は，代替所内電気設備を設け

ることなどにより共通要因で機能を失うことなく，少なくとも一系統は機能

の維持及び人の接近性の確保を図ること。 

2 第 2項に規定する「常設の直流電源設備」とは，以下に掲げる措置又はこれ

と同等以上の効果を有する措置を行うための設備とする。 

ａ）更なる信頼性を向上するため，負荷切り離し（原子炉制御室又は隣接する

電気室等において簡易な操作で負荷の切り離しを行う場合を含まない。）を

行わずに 8 時間，その後，必要な負荷以外を切り離して残り 16 時間の合計

24 時間にわたり，重大事故等の対応に必要な設備に電気の供給を行うこと

が可能であるもう 1 系統の特に高い信頼性を有する所内常設直流電源設備

（3系統目）を整備すること。 
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3.14 電源設備 

3.14.1 設置許可基準規則第 57条への適合方針 

設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場

合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料プール内の燃

料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するた

めに必要な電力を確保するために可搬型代替交流電源設備，常設代替交流電源設

備，所内常設蓄電式直流電源設備，常設代替直流電源設備，可搬型直流電源設備，

代替所内電気設備を設ける設計とする。 

 

(1) 可搬型代替交流電源設備（設置許可基準解釈の第 1項 a）ⅰ）） 

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（外部電源喪失，非常用ディーゼル

発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の故障（以下「全交流動力電

源喪失」という。）した場合，非常用所内電気設備又は代替所内電気設備に電

源を供給することにより，重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損

傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び

運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止することを目的として，可搬型

代替交流電源設備を設ける設計とする。 

可搬型代替交流電源設備は，高圧発電機車を運転することで，非常用所内電

気設備又は代替所内電気設備への電源供給が可能な設計とする。また，ガスタ

ービン発電機用軽油タンクからタンクローリを用いて燃料を運搬し，高圧発電

機車に燃料補給する設計とする。 

なお，可搬型代替交流電源設備は，外部電源喪失及び非常用ディーゼル発電

機が故障した場合にも使用する。 

可搬型代替交流電源設備は，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設

備，及びその燃料補給系統に対し，独立性を有し，位置的分散を図る設計とす

る。 

 

(2) 常設代替交流電源設備（設置許可基準解釈の第 1項 a）ⅱ）） 

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力電源喪失）した場合，

非常用所内電気設備又は代替所内電気設備に電源を供給することにより，重大

事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，使

用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の

著しい損傷を防止することを目的として，常設代替交流電源設備を設ける設計

とする。 

常設代替交流電源設備は，ガスタービン発電機を運転し，代替所内電気設備

の緊急用メタクラを操作することで，非常用所内電気設備又は代替所内電気設

備に電源供給する設計とする。また，ガスタービン発電機用軽油タンクからガ

スタービン発電機用燃料移送ポンプを用いてガスタービン発電機に燃料移送

する設計とする。 
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なお，常設代替交流電源設備は，外部電源喪失及び非常用ディーゼル発電機

が故障した場合にも使用する。 

常設代替交流電源設備は，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備，

及びその燃料補給系統に対し，独立性を有し，位置的分散を図る設計とする。 

 

(3) 所内常設蓄電式直流電源設備（設置許可基準解釈の第 1項 b）） 

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力電源喪失）した場合，

直流電源が必要な設備に電源を供給することにより，重大事故等が発生した場

合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料プール内の

燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止す

ることを目的として，所内常設蓄電式直流電源設備（常設代替直流電源設備を

含む）を設ける設計とする。 

所内常設蓄電式直流電源設備は，全交流動力電源喪失直後にＢ－115V 系蓄

電池，Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）及び 230V系蓄電池（ＲＣＩＣ）から設計

基準事故対処設備（重大事故等対処設備を含む）に電源供給を行う。全交流動

力電源喪失から８時間を経過した時点で，Ｂ－115V 系蓄電池の一部負荷の電

源をＢ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）に切り替えるとともに，不要な負荷の切り

離しを行う設計とする。その後，運転継続することにより全交流動力電源喪失

から 24時間必要な負荷に電源供給することを可能な設計とする。 

また，外部電源喪失及び非常用ディーゼル発電機が故障した場合にも使用す

る。 

所内常設蓄電式直流電源設備は，設計基準事故対処設備である非常用直流電

源設備 A系及び HPCS系に対し，独立性を有し，位置的分散を図る設計とする。 

 

(4) 常設代替直流電源設備 

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力電源喪失）した場合，

直流電源が必要な設備に電源を供給することにより，重大事故等が発生した場

合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料プール内の

燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止す

ることを目的として，常設代替直流電源設備を設ける設計とする。。 

常設代替直流電源設備は，全交流動力電源喪失から 24時間，ＳＡ用 115V系

蓄電池から重大事故等対処設備に電源供給を行う設計とする。 

また，外部電源喪失及び非常用ディーゼル発電機が故障した場合にも使用す

る。 

なお，常設代替直流電源設備は，設計基準事故対処設備である非常用直流電

源設備 A系及び HPCS系に対し，独立性を有し，位置的分散を図る設計とする。 

 

(5) 可搬型直流電源設備（設置許可基準解釈の第 1項 c）） 

設計基準事故対処設備の交流電源及び直流電源が喪失した場合，直流電源が
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必要な設備に電源を供給することにより，重大事故等が発生した場合において

炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料プール内の燃料体等の

著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止することを目

的として，可搬型直流電源設備を設ける設計とする。 

可搬型直流電源設備は，可搬型代替交流電源設備から代替所内電気設備を介

して，Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ），ＳＡ用 115V系充電器及び 230V系充電器

（常用）を充電することにより，必要な設備に 24時間以上電源供給する。 

また，外部電源喪失及び非常用ディーゼル発電機が故障した場合にも使用す

る。 

可搬型直流電源設備は，設計基準事故対処設備である非常用直流電源設備 A

系及び HPCS 系，及び充電器に電源を供給する非常用ディーゼル発電機とその

燃料補給系統に対し，独立性を有し，位置的分散を図る設計とする。 

 

(6) 代替所内電気設備（設置許可基準解釈の第 1項 e）） 

設計基準事故対処設備の非常用所内電気設備が喪失した場合，常設代替交流

電源設備，可搬型代替交流電源設備又は可搬型直流電源設備から必要な設備に

電源を供給するための電気設備及び電路を設置することにより，重大事故等が

発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料

プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損

傷を防止することを目的として，代替所内電気設備を設ける設計とする。 

代替所内電気設備は，緊急用メタクラ，メタクラ切替盤，高圧発電機車接続

プラグ収納箱，ＳＡロードセンタ，ＳＡ１コントロールセンタ，ＳＡ２コント

ロールセンタ，充電器電源切替盤及びＳＡ電源切替盤により，設計基準事故対

処設備である非常用所内電気設備と，重大事故等が発生した場合において，共

通要因である地震，津波，火災及び溢水により，同時に機能喪失しないととも

に，非常用所内電気設備を含めて少なくとも１系統は人の接近性を確保する設

計とする。 

その他，設計基準対象施設であるが，想定される重大事故時等においてその

機能を考慮するため，以下の設備を重大事故等対処設備（設計基準拡張）と位

置づける。 

 

(7) 非常用交流電源設備 

外部電源が喪失した場合，非常用所内電気設備に電源を供給することにより，

重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，

使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体

の著しい損傷を防止することを目的として，非常用交流電源設備を設ける設計

とする。 
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(8) 非常用直流電源設備 

全交流動力電源が喪失した場合，直流電源が必要な設備に電源を供給するこ

とにより，重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納

容器の破損，燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃

料体の著しい損傷を防止することを目的として，非常用直流電源設備を設ける

設計とする。 

 

 

なお，重大事故等発生時に重大事故等対処設備の補機駆動用の軽油を補給す

るために，以下を整備する。 

 

(9) 燃料補給設備 

燃料補給設備は，重大事故等発生時に重大事故等対処設備で使用する軽油が，

枯渇をすることを防止するため，補機駆動用の軽油を補給することを目的とし

て使用する。 

 

 

なお，電源設備の自主対策設備として，以下を整備する。 

 

(10) 直流給電車 

可搬型直流電源設備に関連する自主対策設備として，設計基準事故対処設備

の電源喪失（全交流電源及び全直流電源喪失），及び重大事故等対処設備の電

源喪失（代替交流電源及び常設代替直流電源喪失）により，重大事故に至るお

それがある事故が発生した場合において，炉心の著しい損傷を防止するために，

原子炉隔離時冷却系，逃がし安全弁及び当該機器の計測制御設備に必要な電力

を供給するために，直流給電車を設ける設計とする。 

 

(11) 号炉間電力融通ケーブル 

代替交流電源設備に関連する自主対策設備として，設計基準事故対処設備の

交流電源喪失（全交流動力電源喪失），及び重大事故等対処設備の電源喪失（代

替交流電源喪失）により，重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合に

おいて，炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料プール内の燃

料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止する

ために，１号炉の非常用ディーゼル発電機から自号炉の非常用所内電気設備に

電源供給できるように，号炉間電力融通ケーブルを設ける設計とする。 

 

(12) 号炉間連絡ケーブル 

所内常設蓄電式直流電源設備に関連する自主対策設備として，外部電源及び

非常用直流電源喪失後，１号炉の非常用コントロールセンタから自号炉の非常
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用コントロールセンタに電源供給することで，非常用ディーゼル発電機の起動

に必要な制御電源を確保できるように，号炉間連絡ケーブルを設ける設計とす

る。 

(13) 非常用コントロールセンタ切替盤

常設代替交流電源設備から必要な設備に電源を供給するための電気設備及

び電路を設置することにより，重大事故等が発生した場合において炉心の著し

い損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷

及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために，ＳＡロードセ

ンタ及びＳＡコントロールセンタから非常用コントロールセンタに電源供給

できるように，非常用コントロールセンタ切替盤を設ける設計とする。 

(14) 緊急用メタクラ接続プラグ盤

代替所内電気設備に関連する自主対策設備として，可搬型代替交流電源設備

から非常用高圧母線又は代替所内電気設備への電源供給手段の多重化を図る

ため，緊急用メタクラ接続プラグ盤を設ける設計とする。高圧発電機車を緊急

用メタクラ接続プラグ盤に接続し，緊急用メタクラから非常用高圧母線又は代

替所内電気設備へ至る電路は，非常用ディーゼル発電機から非常用高圧母線へ

至る電路に対して，独立した電路で系統構成する。 

(15) 常用高圧母線Ａ系及びＢ系

代替交流電源設備に関連する自主対策設備として，代替交流電源設備から非

常用高圧母線Ｃ系又はＤ系への電源供給ラインの多重化を図るため，常用高圧

母線Ａ系及びＢ系を使用する設計とする。 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機から常用高圧母線Ａ系及びＢ系を経

由し，非常用高圧母線Ｃ系又はＤ系に至る電路は，常用電源設備を経由する電

路であり，常設代替交流電源設備及び可搬型代替交流電源設備の電路に対して

独立性を図る設計とする。 

(16) ディーゼル燃料貯蔵タンク

燃料補給設備に関連する自主対策設備として，重大事故等の対処に必要とな

る大量送水車，高圧発電機車，大型送水ポンプ車，可搬式窒素供給装置に燃料

を給油するタンクローリへ軽油を補給するために，ディーゼル燃料貯蔵タンク

を使用する設計とする。
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3.14.2 重大事故等対処設備 

3.14.2.1 可搬型代替交流電源設備 

3.14.2.1.1 設備概要 

可搬型代替交流電源設備は，設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流

動力電源喪失）した場合，非常用所内電気設備又は代替所内電気設備に電源を供

給することにより，重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子

炉格納容器の破損，使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中

原子炉内燃料体の著しい損傷を防止することを目的として設置するものである。 

可搬型代替交流電源設備の電気系統は，ディーゼルエンジン及び発電機を搭載

した「高圧発電機車」，代替所内電気設備として電路を構成する「緊急用メタク

ラ」，「高圧発電機車接続プラグ収納箱」，「メタクラ切替盤」及び「ＳＡロードセ

ンタ」電源供給先である「非常用高圧母線Ｃ系」，「非常用高圧母線Ｄ系」，「ＳＡ

コントロールセンタ」及び「ＳＡ２コントロールセンタ」で構成する。可搬型代

替交流電源設備の燃料系統は，燃料を保管する「ガスタービン発電機用軽油タン

ク」，ガスタービン発電機用軽油タンクから高圧発電機車まで燃料を運搬する「タ

ンクローリ」で構成する。 

可搬型代替交流電源設備は，高圧発電機車を非常用高圧母線Ｃ系，非常用高圧

母線Ｄ系に接続することで電力を供給できる設計とする。 

本系統全体の概要図を第 3.14-1～第 3.14-5 図に，本系統に属する重大事故等

対処設備を第 3.14-1表に示す。 

本系統は，高圧発電機車を所定の接続先（高圧発電機車接続プラグ収納箱）に

接続し，メタクラ切替盤の系統構成を行った後，高圧発電機車の操作ボタンによ

り起動し，運転を行うものである。また，高圧発電機車の運転中は，ガスタービ

ン発電機用軽油タンクからタンクローリにより燃料を高圧発電機車に補給する

ことで，事象発生後 7日間にわたり可搬型代替交流電源設備から電力を給電する

設計とする。 

なお，外部電源喪失及び非常用ディーゼル発電機が故障した場合にも使用する。 

可搬型代替交流電源設備の設計基準事故対処設備に対する独立性及び位置的

分散については 3.14.2.1.3 項に詳細を示す。 
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第 3.14-5図 可搬型代替交流電源設備系統図（燃料系統） 
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第 3.14-1表 可搬型代替交流電源設備に関する重大事故対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 

高圧発電機車【可搬型】 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

タンクローリ【可搬型】 

附属設備 － 

燃料流路 
ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁【常設】 

ホース【可搬型】 

交流電路 

高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側） 

～非常用高圧母線Ｃ系，Ｄ系電路 

（高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）

【可搬型】） 

（高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）～非常用高圧

母線Ｃ系，Ｄ系電路【常設】） 

高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側） 

～非常用高圧母線Ｃ系，Ｄ系電路 

（高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）

【可搬型】） 

（高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）～非常用高圧

母線Ｃ系，Ｄ系電路【常設】） 

高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）～

ＳＡ１コントロールセンタ及びＳＡ２コントロールセンタ電路 

（高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）

【可搬型】） 

（高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側） 

～ＳＡ１コントロールセンタ及びＳＡ２コントロールセンタ電路

【常設】） 

高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）～

ＳＡ１コントロールセンタ及びＳＡ２コントロールセンタ電路 

（高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）

【可搬型】） 

（高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側） 

～ＳＡ１コントロールセンタ及びＳＡ２コントロールセンタ電路

【常設】） 

計装設備（補助）※1 

Ｃ－メタクラ母線電圧【常設】 

Ｄ－メタクラ母線電圧【常設】 

ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧【常設】 

※1：重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いる補助パ

ラメータ  
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3.14.2.1.2 主要設備の仕様 

主要設備の仕様を以下に示す。 

 

(1)高圧発電機車 

機関 

 台数    ：６（予備１） 

 使用燃料  ：軽油 

発電機 

 台数    ：６（予備１） 

 種類    ：同期発電機 

 容量    ：約 500kVA/台 

 力率    ：0.8 

 電圧    ：6.6kV 

 周波数   ：60Hz 

 設置場所  ：原子炉建物高圧発電機車第一設置場所及び第二設置場所 

 保管箇所  ：第１保管エリア，第３保管エリア及び第４保管エリア 

 

(2)ガスタービン発電機用軽油タンク 

 種類   ：たて置円筒形 

 容量    ：約 560kL/基 

 最高使用圧力 ：静水頭 

 最高使用温度 ：66℃ 

 個数    ：１ 

 取付箇所  ：屋外（ガスタービン発電機建物西側軽油タンク設置場所） 

 

(3)タンクローリ 

 容量    ：約 3.0kL/台 

 最高使用圧力 ：24kPa[gage] 

 最高使用温度 ：40℃ 

 個数    ：１（予備１） 

 設置場所  ：屋外 

 保管箇所  ：第３保管エリア及び第４保管エリア 
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3.14.2.1.3 独立性及び位置的分散の確保 

 

可搬型代替交流電源設備は，第 3.14-2 表で示すとおり地震，津波，火災及び

溢水により同時に故障することを防止するため，非常用交流電源設備との独立性

を確保する設計とする。 

可搬型代替交流電源設備は，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備

と同時にその機能が損なわれることがないよう，第 3.14-3 表で示すとおり位置

的分散を図った設計とする。電源については，高圧発電機車を非常用ディーゼル

発電機と位置的分散された屋外（第１保管エリア，第３保管エリア及び第４保管

エリア）に保管し，使用場所についても非常用ディーゼル発電機と位置的分散さ

れた屋外（原子炉建物高圧発電機車第一設置場所，原子炉建物高圧発電機車第二

設置場所）に配置する設計とする。電路については，可搬型代替交流電源設備か

ら非常用高圧母線Ｃ系，非常用高圧母線Ｄ系を受電する電路を，非常用交流電源

設備から同母線を受電する電路に対して，独立した電路で系統構成することによ

り，共通要因によって同時に機能を損なわれないよう独立した設計とする。電源

の冷却方式は非常用ディーゼル発電機の水冷式に対し，高圧発電機車は空冷式と

多様性を確保する設計とする。燃料源については，非常用ディーゼル発電機はデ

ィーゼル燃料デイタンクからの供給であるのに対し，高圧発電機車は車載燃料と

位置的分散された配置設計とする。 

（57-2, 57-3, 57-9） 
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第 3.14-2表 設計基準事故対処設備との独立性 

項目 
設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

非常用交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 

共通 

要因 

故障 

地
震 

設計基準事故対処設備の非常用交流電源設備は耐震 Sクラス設計

とし，重大事故防止設備である可搬型代替交流電源設備は基準地

震動 Ssで機能維持できる設計とすることで，基準地震動 Ssが共

通要因となり故障することのない設計とする。 

津
波 

設計基準事故対処設備を設置する屋外，原子炉建物と，重大事故

防止設備を保管する第１保管エリア，第３保管エリア及び第４保

管エリアは，ともに津波が到達しない位置とすることで，津波が

共通要因となり故障することのない設計とする。 

火
災 

設計基準事故対処設備の非常用交流電源設備と，重大事故防止設

備である可搬型代替交流電源設備は，火災が共通要因となり故障

することのない設計とする。（「共-7 重大事故等対処設備の内部火

災に対する防護方針について」に示す。） 

溢
水 

設計基準事故対処設備の非常用交流電源設備と，重大事故防止設

備である可搬型代替交流電源設備は，溢水が共通要因となり故障

することのない設計とする。（「共-8 重大事故等対処設備の内部溢

水に対する防護方針について」に示す。） 
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第 3.14-3表 位置的分散 

 設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

非常用交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 

電源 
非常用ディーゼル発電機 

＜原子炉建物付属棟地下２階＞ 

高圧発電機車 

＜第１保管エリア，第３保管エリア

及び第４保管エリア＞ 

電路 

非常用ディーゼル発電機 

～非常用高圧母線電路 

 

高圧発電機車～高圧発電機車接続

プラグ収納箱（原子炉建物西側） 

～非常用高圧母線Ｃ系，Ｄ系電路 

 

高圧発電機車～高圧発電機車接続

プラグ収納箱（原子炉建物南側） 

～非常用高圧母線Ｃ系，Ｄ系電路 

 

高圧発電機車～高圧発電機車接続

プラグ収納箱（原子炉建物西側） 

～ＳＡ１コントロールセンタ及び

ＳＡ２コントロールセンタ電路 

 

高圧発電機車～高圧発電機車接続

プラグ収納箱（原子炉建物南側） 

～ＳＡ１コントロールセンタ及び

ＳＡ２コントロールセンタ電路 

電源 

供給先 

非常用高圧母線Ｃ系 

非常用高圧母線Ｄ系 

＜いずれも原子炉建物付属棟地上

２階＞ 

非常用高圧母線Ｈ系 

＜原子炉原子炉建物付属棟地下２

階＞ 

非常用高圧母線Ｃ系 

非常用高圧母線Ｄ系 

＜いずれも原子炉建物付属棟地上

２階＞ 

ＳＡ１コントロールセンタ 

＜低圧原子炉代替注水ポンプ格納

槽内＞ 

ＳＡ２コントロールセンタ 

＜原子炉建物付属棟地上３階＞ 

電源の 

冷却 

方式 

水冷式 空冷式 
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 設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

非常用交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 

燃料源 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

＜原子炉建物西側及びタービン建

物西側ディーゼル燃料貯蔵タンク

設置場所屋外＞ 

ディーゼル燃料デイタンク 

＜原子炉建物内原子炉建物付属棟

地下１階＞ 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

＜ガスタービン発電機建物西側軽

油タンク設置場所＞ 

燃料 

流路 

ディーゼル燃料移送ポンプ 

＜原子炉建物西側及びタービン建

物西側ディーゼル燃料貯蔵タンク

設置場所屋外＞ 

タンクローリ 

＜第３保管エリア及び第４保管エ

リア＞ 
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3.14.2.1.4 設置許可基準規則第 43条第 1項への適合方針 

3.14.2.1.4.1 設置許可基準規則第 43 条第 1 項への適合方針 

 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43条第 1項一） 

(ⅰ)要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重その他の

使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有効に発揮する

ものであること。 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

a) 高圧発電機車 

可搬型代替交流電源設備の高圧発電機車は，可搬型で屋外の第１保管エリア，

第３保管エリア及び第４保管エリアに保管し，重大事故等時は，屋外（原子

炉建物第一設置場所及び第二設置場所）に設置する設備であることから，そ

の機能を期待される重大事故等が発生した場合における，屋外の環境条件及

び荷重条件を考慮し，以下の第 3.14-4表に示す設計とする。 

（57-2） 

第 3.14-4 表 想定する環境条件及び荷重条件（高圧発電機車） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件下に耐

えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による 

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策

及び凍結対策を行える設計とする。 

海水を通水する系

統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 
適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認し，輪留め等により転倒防止対策を行う。 

風（台風）・積雪 
屋外で風荷重，積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないこ

とを応力評価により確認する。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機

能が損なわれない設計とする。 
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b) ガスタービン発電機用軽油タンク 

可搬型代替交流電源設備のガスタービン発電機用軽油タンクは，常設で屋外

に設置する設備であることから，その機能を期待される重大事故等が発生し

た場合における，屋外の環境条件及び荷重条件を考慮し，以下の第 3.14-5表

に示す設計とする。 

（57-2,57-3） 

 

第 3.14-5表 想定する環境条件及び荷重条件（ガスタービン発電機用軽油タンク） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件下に耐

えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による 

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策

及び凍結対策を行える設計とする。 

海水を通水する系

統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」

に示す） 

風（台風）・積雪 
屋外で風荷重，積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないこ

とを応力評価により確認する。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機

能が損なわれない設計とする。 
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c) タンクローリ 

可搬型代替交流電源設備のタンクローリは，可搬型で屋外に設置する設備で

あることから，その機能を期待される重大事故等が発生した場合における，

屋外の環境条件及び荷重条件を考慮し，以下の第 3.14-6表に示す設計とする。 

（57-2,57-3） 

 

第 3.14-6 表 想定する環境条件及び荷重条件（タンクローリ） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件下に耐

えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による 

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策

及び凍結対策を行える設計とする。 

海水を通水する系

統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 
適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認し，輪留め等により転倒防止対策を行う。 

風（台風）・積雪 
屋外で風荷重，積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないこ

とを応力評価により確認する。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりその

機能が損なわれない設計とする。 
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(2) 操作性（設置許可基準規則第 43条第 1項二） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるものであ

ること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

可搬型代替交流電源設備のうち，高圧発電機車から非常用高圧母線Ｃ系，Ｄ

系又はＳＡ１コントロールセンタ及びＳＡ２コントロールセンタを受電する

系統で，操作が必要なガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁，タンクロー

リ付ポンプ，高圧発電機車，代替所内電気設備及び非常用所内電気設備の各遮

断器については，現場で容易に操作可能な設計とする。第 3.14-7 表～第

3.14-11表に操作対象機器の操作場所を示す。 

（57-2,57-3,57-8） 

 

第 3.14-7表 操作対象機器（ガスタービン発電機用軽油タンク～高圧発電機車流

路） 

機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

ガスタービン発電機用

軽油タンクドレン弁 
弁閉→弁開 

ガスタービン発電機建物西側 

軽油タンク設置場所 
手動操作 

タンクローリ付 

ポンプ 

停止 

→運転 

原子炉建物 

高圧発電機車第一設置場所 

スイッチ 

操作 

タンクローリ付 

ポンプ 

停止 

→運転 

原子炉建物 

高圧発電機車第二設置場所 

スイッチ 

操作 
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第 3.14-8表 操作対象機器（高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原

子炉建物西側）～非常用高圧母線Ｃ系，Ｄ系電路） 

機器名称 
状態の 

変化 
操作場所 操作方法 

高圧発電機車 
発電機 

停止 

→運転 
原子炉建物 

高圧発電機車第一設置場所 
ボタン操作 

遮断器 切→入 

高圧発電機車 

接続プラグ収納箱 

断路 

→接続 

原子炉建物 

高圧発電機車第一設置場所 

コネクタ 

接続操作 

Ｃ－メタクラ切替盤 
断路 

→接続 
原子炉建物付属棟地上２階 

ボルト・ネ

ジ接続操作 

Ｄ－メタクラ切替盤 
断路 

→接続 
原子炉建物付属棟地上２階 

ボルト・ネ

ジ接続操作 

非常用高圧母線Ｃ系遮断器 

（メタクラ切替盤側） 
切→入 原子炉建物付属棟地上２階 

スイッチ 

操作 

非常用高圧母線Ｄ系遮断器 

（メタクラ切替盤側） 
切→入 原子炉建物付属棟地上２階 

スイッチ 

操作 

 

 

第 3.14-9表 操作対象機器（高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原

子炉建物南側）～非常用高圧母線Ｃ系，Ｄ系電路） 

機器名称 
状態の 

変化 
操作場所 操作方法 

高圧発電機車 
発電機 

停止 

→運転 
原子炉建物 

高圧発電機車第二設置場所 
ボタン操作 

遮断器 切→入 

高圧発電機車 

接続プラグ収納箱 

断路 

→接続 

原子炉建物 

高圧発電機車第二設置場所 

コネクタ 

接続操作 

Ｃ－メタクラ切替盤 
断路 

→接続 
原子炉建物付属棟地上２階 

ボルト・ネ

ジ接続操作 

Ｄ－メタクラ切替盤 
断路 

→接続 
原子炉建物付属棟地上２階 

ボルト・ネ

ジ接続操作 

非常用高圧母線Ｃ系遮断器 

（メタクラ切替盤側） 
切→入 原子炉建物付属棟地上２階 

スイッチ 

操作 

非常用高圧母線Ｄ系遮断器 

（メタクラ切替盤側） 
切→入 原子炉建物付属棟地上２階 

スイッチ 

操作 
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第 3.14-10表 操作対象機器（高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原

子炉建物西側）～ＳＡ１コントロールセンタ及びＳＡ２コントロールセンタ電路） 

機器名称 
状態の 

変化 
操作場所 操作方法 

高圧発電機車 
発電機 

停止 

→運転 
原子炉建物 

高圧発電機車第一設置場所 
ボタン操作 

遮断器 切→入 

高圧発電機車 

接続プラグ収納箱 

断路 

→接続 

原子炉建物 

高圧発電機車第一設置場所 

コネクタ 

接続操作 

Ｃ－メタクラ切替盤 
断路 

→接続 
原子炉建物付属棟地上２階 

ボルト・ネ

ジ接続操作 

Ｄ－メタクラ切替盤 
断路 

→接続 
原子炉建物付属棟地上２階 

ボルト・ネ

ジ接続操作 

緊急用メタクラ 

（メタクラ切替盤側） 
切→入 中央制御室 

スイッチ 

操作 

緊急用メタクラ 

（ＳＡロードセンタ側） 
切→入 中央制御室 

スイッチ 

操作 

ＳＡロードセンタ 

（緊急用メタクラ側） 
切→入 中央制御室 

スイッチ 

操作 

ＳＡ１コントロールセンタ

（ＳＡロードセンタ側） 
切→入 

低圧原子炉代替注水ポンプ

格納槽内 

スイッチ 

操作 

ＳＡ２コントロールセンタ

（ＳＡロードセンタ側） 
切→入 原子炉建物付属棟地上３階 

スイッチ 

操作 
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第 3.14-11表 操作対象機器（高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原

子炉建物南側）～ＳＡ１コントロールセンタ及びＳＡ２コントロールセンタ電路） 

機器名称 
状態の 

変化 
操作場所 操作方法 

高圧発電機車 
発電機 

停止 

→運転 
原子炉建物 

高圧発電機車第二設置場所 
ボタン操作 

遮断器 切→入 

高圧発電機車 

接続プラグ収納箱 

断路 

→接続 

原子炉建物 

高圧発電機車第二設置場所 

コネクタ 

接続操作 

Ｃ－メタクラ切替盤 
断路 

→接続 
原子炉建物付属棟地上２階 

ボルト・ネ

ジ接続操作 

Ｄ－メタクラ切替盤 
断路 

→接続 
原子炉建物付属棟地上２階 

ボルト・ネ

ジ接続操作 

緊急用メタクラ 

（メタクラ切替盤側） 
切→入 中央制御室 

スイッチ 

操作 

緊急用メタクラ 

（ＳＡロードセンタ側） 
切→入 中央制御室 

スイッチ 

操作 

ＳＡロードセンタ 

（緊急用メタクラ側） 
切→入 中央制御室 

スイッチ 

操作 

ＳＡ１コントロールセンタ

（ＳＡロードセンタ側） 
切→入 

低圧原子炉代替注水ポンプ格

納槽内 

スイッチ 

操作 

ＳＡ２コントロールセンタ

（ＳＡロードセンタ側） 
切→入 原子炉建物付属棟地上３階 

スイッチ 

操作 
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以下に，可搬型代替交流電源設備を構成する主要設備の操作性を示す。 

 

a) 高圧発電機車 

可搬型代替交流電源設備の高圧発電機車は，原子炉建物に設置している接続

口まで移動可能な車両設計とするとともに，設置場所にて輪留めによる固定

等が可能な設計とする。また，高圧発電機車は，付属の操作スイッチ等によ

り，設置場所での操作が可能な設計とする。高圧発電機車の現場操作パネル

は，誤操作防止のために名称を明記することで操作者の操作，監視性を考慮

しており，かつ，十分な操作空間を確保し，容易に操作可能とする。また，

高圧発電機車は３台同期運転が可能な設計とする。 

（57-2,57-3） 

 

b) ガスタービン発電機用軽油タンク 

ガスタービン発電機用軽油タンクのガスタービン発電機用軽油タンクドレ

ン弁については，屋外の場所から手動操作で弁を開閉することが可能な設計

とする。 

（57-2,57-3） 

 

c) タンクローリ 

タンクローリについては，付属の操作ハンドルからのハンドル操作で起動す

る設計とする。タンクローリは付属の操作ハンドルを操作するにあたり，運

転員のアクセス性を考慮して十分な操作空間を確保する。また，それぞれの

操作対象については銘板をつけることで識別可能とし，運転員の操作・監視

性を考慮して確実に操作できる設計とする。 

タンクローリは，接続口まで屋外のアクセスルートを通行してアクセス可能

な設計とするとともに，設置場所にて輪留めによる固定等が可能な設計とす

る。 

ホースの接続に当たっては，特殊な工具，及び技量は必要とせず，専用の接

続方式である専用金具にすることにより，確実に接続可能な設計とする。 

（57-2,57-3） 
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(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第 1項三） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に試験又

は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

a) 高圧発電機車 

可搬型代替交流電源設備の高圧発電機車は，第 3.14-12表に示すように運転

中又は停止中に機能・性能試験，分解点検又は取替えが可能な設計とする。

また，高圧発電機車は車両として運転状態の確認及び外観検査が可能な設計

とする。 

可搬型代替交流電源設備の高圧発電機車は，運転性能の確認として，高圧発

電機車の運転状態として発電機電圧，電流，周波数を確認可能な設計とし，

模擬負荷を接続することにより出力性能の確認を行う。また，高圧発電機車

の部品状態の確認として，目視により性能に影響を及ぼす恐れのある傷，割

れ等がないことの確認を行う。また，高圧発電機車ケーブルの絶縁抵抗測定

が可能な設計とする。 

（57-4） 

第 3.14-12表 高圧発電機車の試験及び検査 

プラント

状態 
項目 内容 

運転中 

機能・性能試験 

模擬負荷による高圧発電機車の出力性能（発電機電

圧，電流，周波数）の確認 

高圧発電機車の運転状態の確認 

高圧発電機車の絶縁抵抗の確認 

分解検査 
高圧発電機車の部品の状態を，試験及び目視により

確認 

外観検査 高圧発電機車の目視点検 

停止中 

機能・性能試験 

模擬負荷による高圧発電機車の出力性能（発電機電

圧，電流，周波数）の確認 

高圧発電機車の運転状態の確認 

高圧発電機車の絶縁抵抗の確認 

ケーブルの絶縁抵抗の確認 

分解検査 
高圧発電機車の部品の状態を，試験及び目視により

確認 

外観検査 高圧発電機車の目視点検 
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b) ガスタービン発電機用軽油タンク 

可搬型代替交流電源設備のガスタービン発電機用軽油タンクは，第 3.14-13

表に示すように発電用原子炉の運転中及び停止中に外観検査が可能な設計と

する。ガスタービン発電機用軽油タンク内面の確認として，目視により性能

に影響を及ぼすおそれのある傷，割れ等がないことが確認可能な設計とする。

具体的にはタンク上部及び側面のマンホールが開放可能であり，内面の点検

が可能な設計とする。ガスタービン発電機用軽油タンクの漏えい検査が実施

可能な設計とする。具体的には漏えい検査が可能な隔離弁を設ける設計とす

る。ガスタービン発電機用軽油タンクの定例試験として油面レベルの確認が

可能な計器を設ける設計とする。 

（57-4） 

 

第 3.14-13 表 ガスタービン発電機用軽油タンクの試験及び検査 

プラント

状態 
項目 内容 

運転中 外観検査 
ガスタービン発電機用軽油タンクの油面レベルの

確認 

停止中 外観検査 

ガスタービン発電機用軽油タンクの外観 

ガスタービン発電機用軽油タンク内面の状態を試

験及び目視により確認 

漏えいの有無の確認 
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c) タンクローリ 

可搬型代替交流電源設備のタンクローリは，第 3.14-14表に示すように原子

炉の運転中又は停止中に外観検査及び機能・性能の確認が可能な設計とする。

タンクローリは油量，漏洩の確認が可能なように油面計又は検尺口を設け，

かつ，内部の確認が可能なようにマンホールを設ける設計とする。さらに，

タンクローリは車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とす

る。タンクローリ付ポンプは，通常系統にて機能・性能確認が出来る設計と

し，分解が可能な設計とする。 

ホースの外観検査として，機能・性能に影響を及ぼすおそれのある亀裂，腐

食等がないことの確認を行うことが可能な設計とする。 

（57-4） 

 

第 3.14-14表 タンクローリの試験及び検査 

プラント

状態 
項目 内容 

運転中 

又は 

停止中 

外観検査 

タンク，ホース外観の確認及びタンク内面の状態を

目視により確認 

漏えいの有無の確認 

機能・性能試験 タンクの漏えい確認 

車両検査 タンクローリの車両としての運転状態の確認 
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(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第 1項四） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備に

あっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備えるも

のであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」に示す。 

 

可搬型代替交流電源設備は，本来の用途以外の用途には使用しない。なお，

必要な可搬型代替交流電源設備の操作の対象機器は(2)操作性の第 3.14-7 表

～第 3.14-11表と同様である。 

 

可搬型代替交流電源設備のうち，高圧発電機車から非常用高圧母線Ｃ系，Ｄ

系，又はＳＡ１コントロールセンタ及びＳＡ２コントロールセンタを電源供給

する系統，及びガスタービン発電機用軽油タンクから，高圧発電機車まで燃料

移送する系統において，非常用交流電源設備から可搬型代替交流電源設備へ切

り替えるために必要な電源系統の操作は，想定される重大事故等時において，

非常用交流電源設備の隔離，及び可搬型代替交流電源設備の接続として，非常

用高圧母線Ｃ系及び非常用高圧母線Ｄ系の遮断器を設けることにより，通常時

の系統構成から速やかな切り替えが可能な設計とする。また，必要な燃料系統

の操作は，ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁を設けることにより速や

かな切替えが可能な設計とする。 

これにより第 3.14-6図～第 3.14-8図で示すタイムチャートの通り速やかに

切替えが可能である。 

（57-3） 

 

 
※１ 第４保管エリアの可搬設備を使用した場合は，４時間 15 分以内で可能である。 

※２ 第４保管エリアの可搬設備を使用した場合は，車両健全性確認作業の前に第４保管エリアへ緊急時対策要員が移動を行う。また，第１保管エリアを使用した

場合は，移動，車両健全性確認及び高圧発電機車配備作業で１時間 15 分以内で可能である。 

※３ 高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）によるＭ／Ｃ Ｄ系受電を示す。また，高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電

機車接続プラグ収納箱に接続）によるＭ／Ｃ Ｃ系受電については４時間 20 分以内で可能である。 
 

第 3.14-6図 高圧発電機車による非常用高圧母線 C系， 

非常用高圧母線 D系受電のタイムチャート 

手順の項目 要員(数)

Ｍ／Ｃ受電準備

受電確認

移動，Ｍ／Ｃ受電準備

受電確認

車両健全性確認　※２

高圧発電機車配置　※２

※３

緊急時対策要員 ３
高圧発電機車準備，ケーブル敷設，接続

移動，メタクラ切替盤作業

移動，送電操作

高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車
接続プラグ収納箱に接続）によるＭ／Ｃ　Ｃ系

又はＭ／Ｃ　Ｄ系受電

【第１保管エリアを使用する場合】

中央制御室運転員Ａ １

現場運転員Ｂ，Ｃ ２

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

備考30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360

高圧発電機車によるＭ／Ｃへの給電 ※１ ４時間20分
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第 3.14-7図 ガスタービン発電機用軽油タンクからタンクローリへの 

燃料補給のタイムチャート 

 

 

 
※移動時間及び給油時間は対象設備の配置場所及び燃料タンク容量により時間は前後する。 

 大量送水車へ給油する場合は，移動時間を１分，給油時間を２分，トータル約 13 分で可能である。 

 高圧発電機車へ給油する場合は，移動時間を４分，給油時間を６分，トータル約 20 分で可能である。 

 大型送水ポンプ車へ給油する場合は，移動時間を７分，給油時間を６分，トータル約 23 分で可能である。 

 可搬式窒素供給装置へ給油する場合は，移動時間を５分，給油時間を１分，トータル約 16 分で可能である。 

 

第 3.14-8図 タンクローリから各機器等への燃料補給のタイムチャート 

 

＊：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防

止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合

状況について（個別手順）の 1.14 で示すタイムチャート 

  

手順の項目

移動

車両健全性確認

タンクローリ配置

バルブ付アタッチメント接続

補給準備

補給

補給片付け

要員(数)

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

備考10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

ガスタービン発電機用軽油タンクから
タンクローリへの補給

緊急時対策要員 2

１時間40分以降，タンクローリから各機器等への給油を実施し，

タンクローリの軽油残量に応じて繰り返す

手順の項目

移動，補給準備

補給

片付け

移動はガスタービン発電機
用軽油タンクから給油対象
設備までを想定する。
左記タイムチャートは標準
的な場合の時間を示す。

80 90

要員(数)

備考

タンクローリから各機器等への給油 緊急時対策要員 ２

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

10 20 30 40 50 60 70

以降，各機器等への給油を繰り返し，タンクローリの軽油残量に応じて

ガスタービン発電機用軽油タンクからタンクローリへの補給を繰り返す。

20分※

手順の項目 要員(数)

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

備考10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

補給

補給片付け

軽油タンク(560KL)から
タンクローリへの燃料給油

緊急時対策要員 2

移動

バルブ付アタッチメント接続

補給準備

１時間30分以降，タンクローリから各機器等への給油を実施し，

タンクローリの軽油残量に応じて繰り返す

手順の項目 要員(数)

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

備考10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

補給

補給片付け

軽油タンク(560KL)から
タンクローリへの燃料給油

緊急時対策要員 2

移動

バルブ付アタッチメント接続

補給準備

１時間30分以降，タンクローリから各機器等への給油を実施し，

タンクローリの軽油残量に応じて繰り返す

手順の項目

移動，補給準備

補給

片付け

※移動時間及び給油時間は対象設備の配置場所及び燃料タンク容量により時間は前後する。

　大量送水車へ給油する場合は，移動時間を１分，給油時間を２分，トータル約13分で可能である。

　高圧発電機車へ給油する場合は，移動時間を４分，給油時間を６分，トータル約20分で可能である。

　大型送水ポンプ車へ給油する場合は，移動時間を７分，給油時間を６分，トータル約23分で可能である。

　可搬式窒素供給装置へ給油する場合は，移動時間を５分，給油時間を１分，トータル約16分で可能である。

移動は軽油タンク（560KL）
から給油対象設備までを想
定する。
左記タイムチャートは標準
的な場合の時間を示す。

80 90

要員(数)

備考

タンクローリから各機器等への給油 緊急時対策要員 ２

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

10 20 30 40 50 60 70

以降，各機器等への給油を繰り返し，タンクローリの軽油残量に

応じて軽油タンク（560KL）からタンクローリへの補給を繰り返す。

20分※
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(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第 1項五） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

可搬型代替交流電源設備は，第 3.14-15表に示すように，通常時は電源とな

る高圧発電機車を代替所内電気設備と切り離し，及びタンクローリをディーゼ

ル燃料貯蔵タンク及びディーゼル燃料移送ポンプと切り離して保管すること

で隔離する系統構成としており，重大事故等時に接続，弁操作，遮断器操作等

により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，非常用所内電気設

備，代替所内電気設備及び非常用交流電源設備に対して悪影響を及ぼさない設

計とする。 

 

高圧発電機車及びタンクローリは輪留めによる固定等をすることで，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

（57-3，57-7） 

 

第 3.14-15表 他系統との隔離 

取合系統 系統隔離 駆動方式 動作 

代替所内 

電気設備 

高圧発電機車接続プラグ収納箱 

（高圧発電機車の接続口） 
手動 通常時切り離し 

非常用交流 

電源設備 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

（タンクローリの接続口） 
手動 通常時切り離し 
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(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第 1項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の操作

及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれが少ない設

置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたもので

あること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

可搬型代替交流電源設備のうち，高圧発電機車から非常用高圧母線Ｃ系，Ｄ

系，又はＳＡ１コントロールセンタ及びＳＡ２コントロールセンタを電源供給

する系統，及びガスタービン発電機用軽油タンクから高圧発電機車まで燃料移

送する系統は，系統構成に操作が必要な機器の設置場所，操作場所を第3.14-16

表に示す。これらの操作場所は，想定される事故時における放射線量が高くな

るおそれが少ないため，設置場所で操作可能な設計とする。 

（57-2,57-8） 
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第 3.14-16表 操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

高圧発電機車 

原子炉建物 

高圧発電機車第一設置場所 

原子炉建物 

高圧発電機車第一設置場所 

原子炉建物 

高圧発電機車第二設置場所 

原子炉建物 

高圧発電機車第二設置場所 

ガスタービン発電機

用軽油タンク 

ガスタービン発電機建物西側軽

油タンク設置場所 

ガスタービン発電機建物西側軽

油タンク設置場所 

タンクローリ 

原子炉建物 

高圧発電機車第一設置場所 

原子炉建物 

高圧発電機車第一設置場所 

原子炉建物 

高圧発電機車第二設置場所 

原子炉建物 

高圧発電機車第二設置場所 

ガスタービン発電機建物西側軽

油タンク設置場所 

ガスタービン発電機建物西側軽

油タンク設置場所 

高圧発電機車 

接続プラグ収納箱 

原子炉建物 

高圧発電機車第一設置場所 

原子炉建物 

高圧発電機車第一設置場所 

原子炉建物 

高圧発電機車第二設置場所 

原子炉建物 

高圧発電機車第二設置場所 

Ｃ－メタクラ切替盤 原子炉建物付属棟地上２階 原子炉建物付属棟地上２階 

Ｄ－メタクラ切替盤 原子炉建物付属棟地上２階 原子炉建物付属棟地上２階 

非常用高圧母線Ｃ系 原子炉建物付属棟地上２階 原子炉建物付属棟地上２階 

非常用高圧母線Ｄ系 原子炉建物付属棟地上２階 原子炉建物付属棟地上２階 
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3.14.2.1.4.2 設置許可基準規則第 43条第 2項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第 2項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

a) ガスタービン発電機用軽油タンク 

可搬型代替交流電源設備のガスタービン発電機用軽油タンクは，重大事故等

時において，同時にその機能を発揮することを要求される重大事故等対処設

備が，７日間連続運転する場合に必要となる燃料量約 420kL を上回る，容量

約 560kLを有する設計とする。 

（57-5） 

 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43条第 2項二） 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただし，二以

上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発電用原子炉施

設の安全性が向上する場合であって，同一の工場等内の他の発電用原子炉施設

に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 

 

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

可搬型代替交流電源設備は，二以上の発電用原子炉施設において共用しない

設計とする。 
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(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43 条第 2項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備の安全機

能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置を講じたもの

であること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

可搬型代替交流電源設備のうち高圧発電機車接続先から非常用高圧母線Ｃ

系，Ｄ系又はＳＡ１コントロールセンタ及びＳＡ２コントロールセンタまでの

常設の電路は代替所内電気設備を経由する。 

代替所内電気設備は，共通要因によって，設計基準事故対処設備の安全機能

と同時に機能が損なわれるおそれがないよう，設計基準事故対処設備である非

常用所内電気設備の各機器と第 3.14-17表のとおり，多様性，位置的分散を図

る設計とする。 

電路については，代替所内電気設備を非常用所内電気設備に対して，独立し

た電路で系統構成することにより，共通要因によって同時に機能を損なわれな

いよう独立した設計とする。 

（57-2, 57-3, 57-9） 
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第 3.14-17表 多重性又は多様性，位置的分散（57-9 参照） 

 設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

非常用交流電源設備 

（非常用所内電気設備を経由） 

可搬型代替交流電源設備 

（代替所内電気設備を経由） 

電源 

非常用高圧母線 

非常用ロードセンタ 

＜いずれも原子炉建物付属棟地上２階＞ 

非常用コントロールセンタ 

＜原子炉建物付属棟地上２階及び

地上中２階＞ 

緊急用メタクラ 

＜ガスタービン発電機建物内＞ 

高圧発電機車接続プラグ収納箱

（原子炉建物西側） 

＜原子炉建物高圧発電機車第一設

置場所＞ 

高圧発電機車接続プラグ収納箱

（原子炉建物南側） 

＜原子炉建物高圧発電機車第二設

置場所＞ 

Ｃ-メタクラ切替盤 

Ｃ-メタクラ切替盤 

＜いずれも原子炉建物付属棟地上

２階＞ 

ＳＡロードセンタ 

ＳＡ１コントロールセンタ 

＜低圧原子炉代替注水ポンプ格納

槽内＞ 

ＳＡ２コントロールセンタ 

＜原子炉建物付属棟地上３階＞ 

電路 
非常用ディーゼル発電機 

～非常用高圧母線電路 

高圧発電機車 

～非常用高圧母線Ｃ系，Ｄ系電路 

高圧発電機車 

～ＳＡ１コントロールセンタ及び

ＳＡ２コントロールセンタ電路 

ガスタービン発電機 

～非常用高圧母線Ｃ系，Ｄ電路 

ガスタービン発電機 

～ＳＡ１コントロールセンタ及び

ＳＡ２コントロールセンタ電路 
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 設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

非常用交流電源設備 

（非常用所内電気設備を経由） 

可搬型代替交流電源設備 

（代替所内電気設備を経由） 

電源 

供給先 

非常用高圧母線Ｃ系 

非常用高圧母線Ｄ系 

＜いずれも原子炉建物付属棟地上２階＞ 

非常用高圧母線 HPCS系 

＜原子炉建物付属棟地下２階＞ 

 

非常用高圧母線Ｃ系 

非常用高圧母線Ｄ系 

＜いずれも原子炉建物付属棟地上

２階＞ 

ＳＡ１コントロールセンタ 

＜低圧原子炉代替注水ポンプ格納

槽内＞ 

ＳＡ２コントロールセンタ 

＜原子炉建物付属棟地上３階＞ 
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3.14.2.1.4.3 設置許可基準規則第 43条第 3項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第 3項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分に余裕のある容量を

有するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

a) 高圧発電機車 

高圧発電機車は，想定される重大事故等時において，最低限必要な交流設備

に電力を供給できる容量を有するものを１セット３台使用する。保有数は，

２セット６台に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアッ

プ用として１台の合計７台を保管する。 

具体的には高圧発電機車は，常設代替交流電源設備が使用できない場合，常

設代替交流電源設備のバックアップ電源として使用する場合に必要とされる

設備に電源供給する。高圧発電機車から非常用所内電気設備又は代替所内電

気設備を受電する場合は，原子炉建物外から電力を供給する可搬型代替交流

電源設備に該当するため，必要設備を２セットに加えて予備を配備する。必

要となる負荷は，最大負荷 760kW 及び連続最大負荷 545kW である。最大負荷

に十分な余裕を考慮し 500kVA/台の高圧発電機車が３台必要である。「共-4 可

搬型重大事故等対処設備の必要数，予備数及び保有数について」に基づき，

高圧発電機車は，重大事故等対処時に必要な台数６台，及び容量約 500kVA/

台を有する設計とする。加えて予備１台を有する設計とする。 

(57-5) 

b) タンクローリ 

可搬型代替交流電源設備のタンクローリは，想定される重大事故等時におい

て，その機能を発揮することが必要な重大事故等対処設備に，燃料を補給で

きる容量を有する設計とする。 

容量としては重大事故等時において，同時にその機能を発揮することを要求

される高圧発電機車，大量送水車，大型送水ポンプ車，可搬型窒素供給装置

の連続運転が可能な燃料を，それぞれ高圧発電機車，大量送水車，大型送水

ポンプ車，可搬型窒素供給装置に供給できる容量を有するものを 1 セット 1 

台使用する。保有数は 1 セット 1 台と，故障時及び保守点検による待機除外

時のバックアップ用として 1 台の合計２台を分散して保管する。 

（57-5，57-11） 
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(2) 確実な接続（設置許可基準規則第 43条第 3項二） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時間に発電用原子

炉施設と接続することができる常設の設備をいう。以下同じ。）と接続するも

のにあっては，当該常設設備と容易かつ確実に接続することができ，かつ，二

以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用することができるよう，接続部

の規格の統一その他の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

可搬型代替交流電源設備のうち，高圧発電機車から非常用高圧母線Ｃ系，Ｄ

系又はＳＡ１コントロールセンタ及びＳＡ２コントロールセンタを電源供給

する系統，及びガスタービン発電機用軽油タンクから高圧発電機車まで燃料移

送する系統は，接続が必要なタンクローリホース，高圧発電機車ケーブルにつ

いては，現場で容易に接続可能な設計とする。第 3.14-18表～第 3.14-22表に

対象機器の接続場所を示す。 

（57-2，57-8） 

 

第 3.14-18表 接続対象機器設置場所（ガスタービン発電機用軽油タンク～高圧発

電機車流路） 

接続元機器名称 接続先機器名称 接続場所 接続方法 

タンクローリ 
ガスタービン発電

機用軽油タンク 

ガスタービン発電機建物西

側軽油タンク設置場所 

フランジ 

接続 

タンクローリ 高圧発電機車 

原子炉建物高圧発電機車第

一設置場所 

原子炉建物高圧発電機車第

二設置場所 

ノズル接続 

 

 

第 3.14-19表 接続対象機器設置場所 

（高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）～非常用高

圧母線Ｃ系，非常用高圧母線Ｄ系電路 

接続元機器名称 接続先機器名称 接続場所 接続方法 

高圧発電機車 

高圧発電機車 

接続プラグ収納箱 

（原子炉建物西側） 

原子炉建物 

高圧発電機車第一設置

場所 

コネクタ接続 
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第 3.14-20表 接続対象機器設置場所 

（高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）～非常用高

圧母線Ｃ系，非常用高圧母線Ｄ系電路） 

接続元機器名称 接続先機器名称 接続場所 接続方法 

高圧発電機車 

高圧発電機車 

接続プラグ収納箱

（原子炉建物南側） 

原子炉建物 

高圧発電機車第二設置

場所 

コネクタ接続 

 

 

第 3.14-21表 接続対象機器設置場所 

（高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）～ＳＡ１コ

ントロールセンタ及びＳＡ２コントロールセンタ） 

接続元機器名称 接続先機器名称 接続場所 接続方法 

高圧発電機車 

高圧発電機車 

接続プラグ収納箱

（原子炉建物西側） 

原子炉建物 

高圧発電機車第一設置

場所 

コネクタ接続 

 

 

第 3.14-22表 接続対象機器設置場所 

（高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）～ＳＡ１コ

ントロールセンタ及びＳＡ２コントロールセンタ） 

接続元機器名称 接続先機器名称 接続場所 接続方法 

高圧発電機車 

高圧発電機車 

接続プラグ収納箱

（原子炉建物南側） 

原子炉建物 

高圧発電機車第二設置

場所 

コネクタ接続 
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以下に，可搬型代替交流電源設備を構成する可搬型主要設備の確実な接続性

を示す。 

 

a) 高圧発電機車 

可搬型代替交流電源設備の高圧発電機車は，建物外壁の高圧発電機車接続プ

ラグ収納箱にてケーブルをコネクタ接続すること，及び接続状態を目視で確

認できることから，確実な接続が可能な設計とする。高圧発電機車ケーブル

は充電部が露出する場合に養生することにより３相間の絶縁を確保する設計

とする。 

（57-2，57-8） 

 

なお，可搬型代替交流電源設備の高圧発電機車の接続方法として，ガスター

ビン発電機建物南側にある緊急用メタクラ接続プラグ盤に接続し，緊急用メ

タクラを経由して非常用高圧母線Ｃ系，Ｄ系又はＳＡ１コントロールセンタ，

ＳＡ２コントロールセンタを受電することが可能な設計とする。本接続方法

は事業者の自主的な取り組みで運用するものである。 

 

 

b) タンクローリ 

可搬型代替交流電源設備のタンクローリとガスタービン発電機用軽油タン

クの接続については，燃料ホースとガスタービン発電機用軽油タンクのフラ

ンジを接続するために，特殊な工具を必要としない。 

（57-2） 
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(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第 43条第 3項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって接続することができ

なくなることを防止するため，可搬型重大事故等対処設備（原子炉建屋の外か

ら水又は電力を供給するものに限る。）の接続口をそれぞれ互いに異なる複数

の場所に設けるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

a) 高圧発電機車 

可搬型代替交流電源設備の高圧発電機車は，非常用高圧母線Ｃ系，非常用高

圧母線Ｄ系に電源供給する場合，及びＳＡコントロールセンタ及びＳＡ２コ

ントロールセンタに電源供給する場合において，原子炉建物の異なる面に位

置的分散を図った二箇所の接続口を設置していることから，共通要因により

接続不可とならない設計とする。 

（57-2） 

 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第 3項四） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処設備

を設置場所に据え付け，及び常設設備と接続することができるよう，放射線量

が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他

の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

可搬型代替交流電源設備の系統構成に操作が必要な可搬型設備の接続場所

は，(2)確実な接続の第 3.14-18 表～第 3.14-22 表と同様である。これらの操

作場所は，想定される事故時における放射線量が高くなるおそれが少ないため，

設置場所で操作可能な設計とする。 

（57-2,57-8） 
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(5) 保管場所（設置許可基準規則第 43条第 3項五） 

(ⅰ) 要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロ

リズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の配置その

他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管す

ること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

可搬型代替交流電源設備の可搬型設備である高圧発電機車及びタンクロー

リは，地震，津波その他自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテ

ロリズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の配置そ

の他の条件を考慮し，非常用交流電源設備，常設代替交流電源設備（ガスター

ビン発電機）と 100m 以上の離隔で位置的分散を図り，第１保管エリア，第３

保管エリア及び第４保管エリアの複数箇所に分散して配置する設計とする。 

（57-2） 

 

(6) アクセスルートの確保（設置許可基準規則第 43条第 3項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設備

を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，工場等内の道路及び通路

が確保できるよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

可搬型代替交流電源設備は，想定される重大事故等が発生した場合において

も，可搬型重大事故等対処設備の運搬，移動に支障をきたすことのないよう，

迂回路も考慮して複数のアクセスルートを確保する設計とする。（「可搬型重大

事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて」参照） 

（57-6） 
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(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故等防止設備との多様性（設置許可基

準規則第 43条第 3項七） 

(ⅰ) 要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によって，設計基準事故

対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設

重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要

な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置を講じた

ものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

可搬型代替交流電源設備のうち，高圧発電機車から非常用高圧母線Ｃ系，Ｄ

系，又はＳＡ１コントロールセンタ及びＳＡ２コントロールセンタへ電源供給

する系統を電源供給する系統，及びガスタービン発電機用軽油タンクから高圧

発電機車まで燃料移送する系統は，共通要因によって，設計基準事故対処設備

及び常設重大事故防止設備の安全機能と同時に機能が損なわれるおそれがな

いよう，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備，又は常設重大事故

防止設備の常設代替交流電源設備の各機器と第 3.14-23 表のとおり多様性及

び位置的分散を図る設計とする。 

（57-2, 57-3, 57-9） 
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第 3.14-23表 多重性又は多様性，位置的分散 

 
設計基準事故対処設備 常設重大事故防止設備 可搬型重大事故防止設備 

非常用交流電源設備 常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 

電源 

非常用ディーゼル発電機 

＜原子炉建物付属棟地下

２階＞ 

ガスタービン発電機 

＜ガスタービン発電機建物

地上１階＞ 

高圧発電機車 

＜第１保管エリア，第３保

管エリア及び第４保管エリ

ア＞ 

電路 

非常用ディーゼル発電機

～非常用高圧母線電路 

 

ガスタービン発電機 

～非常用高圧母線 C 系，D

系電路 

ガスタービン発電機 

～ＳＡコントロールセンタ

電路 

ガスタービン発電機 

～ＳＡ２コントロールセ

ンタ電路 

高圧発電機車 

～高圧発電機車接続プラグ

収納箱（原子炉建物西側） 

～非常用高圧母線Ｃ系，Ｄ

系電路 

高圧発電機車 

～高圧発電機車接続プラグ

収納箱（原子炉建物南側） 

～非常用高圧母線Ｃ系，Ｄ

系電路 

高圧発電機車 

～高圧発電機車接続プラグ

収納箱（原子炉建物西側） 

～ＳＡ１コントロールセン

タ及びＳＡ２コントロー

ルセンタ電路 

高圧発電機車 

～高圧発電機車接続プラグ

収納箱（原子炉建物南側） 

～ＳＡ１コントロールセン

タ及びＳＡ２コントロー

ルセンタ電路 

電源 

供給先 

非常用高圧母線Ｃ系 

非常用高圧母線Ｄ系 

＜いずれも原子炉建物付

属棟地上２階＞ 

非常用高圧母線ＨＰＣＳ

系 

＜原子炉建物付属棟地下

２階＞ 

 

非常用高圧母線Ｃ系 

非常用高圧母線Ｄ系 

＜いずれも原子炉建物内＞ 

ＳＡロードセンタ 

ＳＡコントロールセンタ 

＜低圧原子炉代替注水格納

槽内＞ 

ＳＡ２コントロールセンタ 

＜原子炉建物付属棟地上３

非常用高圧母線Ｃ系 

非常用高圧母線Ｄ系 

＜いずれも原子炉建物付属

棟地上２階＞ 

ＳＡコントロールセンタ 

＜低圧原子炉代替注水ポン

プ格納槽内＞ 

ＳＡ２コントロールセンタ 

＜原子炉建物付属棟地上３
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設計基準事故対処設備 常設重大事故防止設備 可搬型重大事故防止設備 

非常用交流電源設備 常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 

階＞ 階＞ 

駆動 

方式 
ディーゼルエンジン ガスタービン ディーゼルエンジン 

電源の 

冷却 

方式 

水冷式 空冷式 空冷式 

燃料源 

ディーゼル燃料貯蔵タン

ク 

＜原子炉建物西側及びタ

ービン建物西側ディーゼ

ル燃料貯蔵タンク設置場

所＞ 

ディーゼル燃料デイタン

ク 

＜原子炉建物付属棟地下

１階＞ 

ガスタービン発電機用軽油

タンク 

＜ガスタービン発電機建物

西側軽油タンク設置場所＞ 

ガスタービン発電機用サー

ビスタンク 

＜ガスタービン発電機建物

地上２階＞ 

ガスタービン発電機用軽油

タンク 

＜ガスタービン発電機建物

西側軽油タンク設置場所＞ 

高圧発電機車（車載燃料） 

＜第１保管エリア，第３保

管エリア及び第４保管エリ

ア＞ 

燃料 

流路 

ディーゼル燃料移送ポン

プ 

＜原子炉建物西側及びタ

ービン建物西側ディーゼ

ル燃料貯蔵タンク設置場

所＞ 

ガスタービン発電機用燃料

移送ポンプ 

＜ガスタービン発電機建物

地上１階＞ 

タンクローリ 

＜第３保管エリア及び第４

保管エリア＞ 
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3.14.2.2 常設代替交流電源設備 

3.14.2.2.1 設備概要 

常設代替交流電源設備は，設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動

力電源喪失）した場合，非常用所内電気設備又は代替所内電気設備に電源を供給

することにより，重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉

格納容器の破損，使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原

子炉内燃料体の著しい損傷を防止することを目的として設置するものである。 

本系統はガスタービン機関及び発電機を搭載した「ガスタービン発電機」，ガ

スタービン発電機の燃料を保管する「ガスタービン発電機用軽油タンク」，ガス

タービン発電機用軽油タンクからガスタービン発電機用サービスタンクまで燃

料を補給する「ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ」，ガスタービン発電機の

近傍で燃料を保管する「ガスタービン発電機用サービスタンク」，ガスタービン

発電機から非常用所内電気設備又は代替所内電気設備に電源供給する電路であ

る「緊急用メタクラ」，「メタクラ切替盤」，「非常用高圧母線Ｃ系」，「非常用高圧

母線Ｄ系」で構成する。本系統全体の概要図を第 3.14-9 図～第 3.14-12 図に，

本系統に属する重大事故等対処設備を第 3.14-22表に示す。 

本系統は，ガスタービン発電機を中央制御室での操作にて速やかに起動し，非

常用高圧母線Ｃ系，非常用高圧母線Ｄ系，又はＳＡロードセンタ，ＳＡ１コント

ロールセンタ，ＳＡ２コントロールセンタへ接続することで電力を供給できる設

計とする。 

ガスタービン発電機の運転中は，ガスタービン発電機用軽油タンクからガスタ

ービン発電機用燃料移送ポンプを用いてガスタービン発電機用サービスタンク

へ自動で燃料補給を行うことで，事象発生後 7日間にわたり常設代替交流電源設

備から電力を給電する設計とする。 

なお，ガスタービン発電機の起動に際しては，ガスタービン発電機用サービス

タンクを用いて起動し，その後はガスタービン発電機自身が発電した電力にてガ

スタービン発電機用燃料移送ポンプを運転し，継続的に燃料を補給する。  

また，外部電源喪失及び非常用ディーゼル発電機が故障した場合にも使用する。 

常設代替交流電源設備の設計基準事故対処設備に対する独立性，位置的分散に

ついては 3.14.2.2.3 項に詳細を示す。 

なお，原子炉補機代替冷却系については，「3.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送

するための設備（設置許可基準規則 48 条に対する方針を示す章）」，緊急時対策

所用電源設備については「3.18 緊急時対策所（設置許可基準規則 61条に対する

方針を示す章）」で示す。 
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第 3.14-12図 常設代替交流電源設備系統図（ガスタービン発電機燃料移送ポンプ電源） 

 

ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ発電機 GTG 

緊急用 C/C 

電動機 

緊急用 M/C 

ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ発電機用 

燃料移送ポンプ 

ガスタービン発電機建物 

遮断器 

配線用遮断器 

【凡例】 

変圧器 
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第 3.14-22表 常設代替交流電源設備に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 ガスタービン発電機【常設】 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

ガスタービン発電機用サービスタンク【常設】 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ【常設】 

附属設備 － 

燃料流路 ガスタービン発電機用燃料移送系配管・弁【常設】 

電路 ガスタービン発電機～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路【常

設】 

ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ電路【常設】 

ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ～ＳＡ１コントロー

ルセンタ電路【常設】 

ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ～ＳＡ２コントロー

ルセンタ電路【常設】 

ガスタービン発電機～原子炉補機代替冷却系電路 

（ガスタービン発電機～高圧発電機車接続プラグ収納箱電路【常設】） 

（高圧発電機車接続プラグ収納箱～原子炉補機代替冷却系電

路【可搬型】） 

計装設備（補助）※

1 

Ｃ－メタクラ母線電圧【常設】 

Ｄ－メタクラ母線電圧【常設】 

ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧【常設】 

※1：重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いる補助パ

ラメータ 
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3.14.2.2.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

(1) ガスタービン発電機 

ガスタービン 

 台数 ：１（予備１） 

 使用燃料 ：軽油 

 出力 ：約 5,200kW/台 

発電機 

 台数 ：１（予備１） 

 種類 ：同期発電機 

 容量 ：約 6,000kVA/台 

 力率 ：0.8 

 電圧 ：6.9kV 

 周波数 ：60Hz 

 取付箇所 ：ガスタービン発電機建物地上１階 

 

(2) ガスタービン発電機用軽油タンク 

 種類 ：たて置円筒形 

 容量 ：約 560kL/基 

 最高使用圧力 ：静水頭 

 最高使用温度 ：66℃ 

 個数 ：１ 

 取付箇所 ：屋外（ガスタービン発電機建物西側軽油タンク設置場所） 

 

(3) ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 

 種類 ：スクリュー型 

 個数 ：1（予備 1） 

 容量 ：約 4.0m3/h/台 

 吐出圧力 ：約 0.5MPa 

 最高使用圧力 ：0.95MPa[gage] 

 最高使用温度 ：66℃ 

 原動機出力 ：約 3.7kW/台 

 取付箇所 ：ガスタービン発電機建物地上１階 
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(4) ガスタービン発電機用サービスタンク 

 種類 ：たて置円筒形 

 容量 ：約 7.9kL/基 

 最高使用圧力 ：静水頭 

 最高使用温度 ：66℃ 

 個数 ：１（予備１） 

 取付箇所 ：ガスタービン発電機建物地上２階 
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3.14.2.2.3 独立性及び位置的分散の確保 

 

常設代替交流電源設備は，第 3.14-23表で示す通り地震，津波，火災，溢水に

より同時に故障することを防止するため，非常用交流電源設備との独立性を確保

する設計とする。 

常設代替交流電源設備は，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備と

同時にその機能が損なわれることがないよう，第 3.14-24表で示す通り，位置的

分散を図った設計とする。電源については，ガスタービン発電機を非常用ディー

ゼル発電機と位置的分散されたガスタービン発電機建物に設置する設計とする。

電路については，常設代替交流電源設備から非常用高圧母線Ｃ系及び非常用高圧

母線Ｄ系を受電する電路を，非常用交流電源設備から同母線を受電する電路に対

して，独立した電路で系統構成することにより，共通要因によって同時に機能を

損なわれないよう独立した設計とする。電源の冷却方式は非常用ディーゼル発電

機の水冷式に対し，ガスタービン発電機は空冷式と多様性を確保する設計とする。

燃料源については，ディーゼル燃料貯蔵タンクからの供給であるのに対し，ガス

タービン発電機はガスタービン発電機用軽油タンクと位置的分散された配置設

計とする。 

常設代替交流電源設備のうち，ガスタービン発電機から原子炉補機代替冷却系

に電源供給する場合は，代替所内電気設備を電路として使用するため，非常用交

流電源設備とは独立性を確保した設計とする。 

（57-2, 57-3, 57-9） 
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第 3.14-23表 設計基準事故対処設備との独立性 

項目 

設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

ガスタービン発電機 

共通 

要因 

故障 

地
震 

設計基準事故対処設備の非常用交流電源設備は耐震 S クラス設

計とし，重大事故防止設備である常設代替交流電源設備は基準地

震動 Ssで機能維持できる設計とすることで，基準地震動 Ssが共

通要因となり故障することのない設計とする。 

津
波 

設計基準事故対処設備を設置する原子炉建物と，重大事故防止設

備を設置するガスタービン発電機建物，屋外の各設置場所は，と

もに津波が到達しない位置とすることで，津波が共通要因となり

故障することのない設計とする。 

火
災 

設計基準事故対処設備の非常用交流電源設備と，重大事故防止設

備である常設代替交流電源設備は，火災が共通要因となり故障す

ることのない設計とする（「共-7 重大事故等対処設備の内部火

災に対する防護方針について」に示す）。 

溢
水 

設計基準事故対処設備の非常用交流電源設備と，重大事故防止設

備である常設代替交流電源設備は，溢水が共通要因となり故障す

ることのない設計とする（「共-8 重大事故等対処設備の内部溢

水に対する防護方針について」に示す）。 
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第 3.14-24表 位置的分散 

 
設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

非常用交流電源設備 常設代替交流電源設備 

電源 
非常用ディーゼル発電機 

＜原子炉建物付属棟地下２階＞ 

ガスタービン発電機 

＜ガスタービン発電機建物地上１階

＞ 

電路 
非常用ディーゼル発電機 

～非常用高圧母線電路 

ガスタービン発電機 

～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電

路 

ガスタービン発電機 

～ＳＡロードセンタ電路 

ガスタービン発電機 

～ＳＡ１コントロールセンタ電路 

ガスタービン発電機 

～ＳＡ２コントロールセンタ電路 

ガスタービン発電機 

～高圧発電機車接続プラグ収納箱 

～原子炉補機代替冷却系電路 

電源 

供給先 

非常用高圧母線Ｃ系 

非常用高圧母線Ｄ系 

＜いずれも原子炉建物付属棟地上２

階＞ 

非常用高圧母線ＨＰＣＳ系 

＜原子炉建物付属棟地下２階＞ 

非常用高圧母線Ｃ系 

非常用高圧母線Ｄ系 

＜いずれも原子炉建物付属棟地上２階＞ 

ＳＡロードセンタ 

ＳＡ１コントロールセンタ 

＜低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内＞ 

ＳＡ２コントロールセンタ 

＜原子炉建物付属棟地上３階＞ 

原子炉補機代替冷却系 

<屋外> 

電源の 

冷却 

方式 

水冷式 空冷式 

燃料源 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

＜原子炉建物西側及びタービン建

物西側ディーゼル燃料貯蔵タンク

設置場所＞ディーゼル燃料デイタ

ンク 

＜原子炉建物内の原子炉区域外地

下１階＞ 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

＜ガスタービン発電機建物西側軽油

タンク設置場所＞ 

ガスタービン発電機用サービスタン

ク 

＜ガスタービン発電機建物地上２階

＞ 
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設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

非常用交流電源設備 常設代替交流電源設備 

燃料 

流路 

ディーゼル燃料移送ポンプ 

＜原子炉建物西側及びタービン建

物西側ディーゼル燃料貯蔵タンク

設置場所＞ 

ガスタービン発電機用燃料移送ポン

プ 

＜ガスタービン発電機建物地上１階

＞ 
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3.14.2.2.4 設置許可基準規則第 43条第 1項への適合方針 

3.14.2.2.4.1 設置許可基準規則第 43 条第 1 項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43条第 1項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重その他の

使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有効に発揮する

ものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

a) ガスタービン発電機 

常設代替交流電源設備のガスタービン発電機は，ガスタービン発電機建物内

に設置する機器であることから，その機能を期待される重大事故等が発生し

た場合における，ガスタービン発電機建物内の環境条件を考慮し，その機能

を有効に発揮することができるよう，以下の第 3.14-25表に示す設計とする。 

（57-2） 

 

第 3.14-25表 想定する環境条件及び荷重条件（ガスタービン発電機） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度 

・放射線 

ガスタービン発電機建物内で想定される温度，圧力，湿度

及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用

する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受け

ない。 

海水を通水する系

統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」

に示す） 

風（台風）・積雪 
ガスタービン発電機建物内に設置するため，風（台風）及

び積雪の影響は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機

能が損なわれない設計とする。 
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b) ガスタービン発電機用軽油タンク 

常設代替交流電源設備のガスタービン発電機用軽油タンクは，常設で屋外に

設置する設備であることから，その機能を期待される重大事故等が発生した

場合における，屋外の環境条件及び荷重条件を考慮し，以下の第 3.14-26 表

に示す設計とする。 

（57-2, 57-3） 

第 3.14-26表 想定する環境条件及び荷重条件（ガスタービン発電機用軽油タンク） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件下に耐

えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による 

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策

及び凍結対策を行える設計とする。 

海水を通水する系

統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する。 

（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す） 

風（台風）・積雪 
屋外で風荷重，積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないこ

とを応力評価により確認する。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機

能が損なわれない設計とする。 
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c) ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 

常設代替交流電源設備のガスタービン発電機用燃料移送ポンプは，ガスター

ビン発電機建物内に設置する機器であることから，その機能を期待される重

大事故等が発生した場合における，ガスタービン発電機建物内の環境条件を

考慮し，以下の第 3.14-27表に示す設計とする。 

（57-2，57-3） 

 

第 3.14-27表 想定する環境条件及び荷重条件（ガスタービン発電機用燃料移送ポ

ンプ） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

ガスタービン発電機建物内で想定される温度，圧力，湿度

及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用

する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受け

ない。 

海水を通水する系

統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」

に示す） 

風（台風）・積雪 
ガスタービン発電機建物内に設置するため，風（台風）及

び積雪の影響は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりその

機能が損なわれない設計とする。 
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d) ガスタービン発電機用サービスタンク 

常設代替交流電源設備のガスタービン発電機用サービスタンクは，ガスター

ビン発電機建物内に設置する機器であることから，その機能を期待される重

大事故等が発生した場合における，ガスタービン発電機建物内の環境条件を

考慮し，以下の第 3.14-28表に示す設計とする。 

（57-2） 

第 3.14-28表 想定する環境条件及び荷重条件（ガスタービン発電機用サービスタ

ンク） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度 

・放射線 

ガスタービン発電機建物内で想定される温度，圧力，湿度

及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用

する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受け

ない。 

海水を通水する系

統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する。 

（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す） 

風（台風）・積雪 
ガスタービン発電機建物内に設置するため，風（台風）及

び積雪の影響は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機

能が損なわれない設計とする。 
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(2) 操作性（設置許可基準規則第 43条第 1項二） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるものであ

ること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

常設代替交流電源設備で，操作が必要なガスタービン発電機，代替所内電気

設備及び非常用所内電気設備の各遮断器については，中央制御室又は現場で容

易に操作可能な設計とする。第 3.14-29表～第 3.14-31表に操作対象機器の操

作場所を示す。 

（57-2, 57-3） 

 

第 3.14-29表 操作対象機器（ガスタービン発電機～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系

電路） 

機器名称 
状態の 

変化 
操作場所 操作方法 

ガスタービン発電機 
停止 

→運転 
中央制御室 

スイッチ 

操作 

緊急用メタクラ遮断器 

（非常用高圧母線側） 
切→入 中央制御室 

スイッチ 

操作 

非常用高圧母線Ｃ系遮

断器 

（緊急用メタクラ側） 

切→入 原子炉建物付属棟地上２階 
スイッチ 

操作 

非常用高圧母線Ｄ系遮

断器 

（緊急用メタクラ側） 

切→入 原子炉建物付属棟地上２階 
スイッチ 

操作 
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第 3.14-30表 操作対象機器（ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ，ＳＡ１コ

ントロールセンタ及びＳＡ２コントロールセンタ電路） 

機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

ガスタービン発電機 
停止 

→運転 
中央制御室 

スイッチ 

操作 

緊急用メタクラ遮断器 

（ＳＡロードセンタ側） 
切→入 中央制御室 

スイッチ 

操作 

ＳＡロードセンタ遮断器 

（緊急用メタクラ側） 
切→入 中央制御室 

スイッチ 

操作 

ＳＡロードセンタ遮断器 

（ＳＡ１コントロールセ

ンタ及びＳＡ２コントロ

ールセンタ側） 

切→入 中央制御室 
スイッチ 

操作 

ＳＡ１コントロールセン

タ遮断器 

（ＳＡロードセンタ側） 

切→入 
低圧原子炉代替注水ポンプ

格納槽内 

スイッチ 

操作 

ＳＡ２コントロールセン

タ遮断器 

（ＳＡロードセンタ側） 

切→入 原子炉建物付属棟地上３階 
スイッチ 

操作 

 

常設代常設代替交流電源設備のうちガスタービン発電機から原子炉補機代

替冷却系へ電源供給する系統で，操作が必要なガスタービン発電機及び代替所

内電気設備については，中央制御室又は現場で容易に操作可能な設計とする。

第 3.14-31表に操作対象機器の操作場所を示す。 

（57-2, 57-3） 

第 3.14-31表 操作対象機器（ガスタービン発電機～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系

電路） 

機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

ガスタービン発電機 
停止 

→運転 
中央制御室 

スイッチ 

操作 

緊急用メタクラ遮断器 

（非常用高圧母線側） 
切→入 中央制御室 

スイッチ 

操作 

Ｃ－メタクラ切替盤 
断路 

→接続 
原子炉建物付属棟地上２階 

ボルト・ 

ネジ接続

操作 

Ｄ－メタクラ切替盤 
断路 

→接続 
原子炉建物付属棟地上２階 

ボルト・ 

ネジ接続

操作 

添3.14-66

354



 

 

以下に，常設代替交流電源設備を構成する主要設備の操作性を示す。 

 

a) ガスタービン発電機 

常設代替交流電源設備のガスタービン発電機は，中央制御室の操作盤でのス

イッチ操作であること，及びガスタービン発電機の運転状態を操作盤の表示

灯及び計器で確認できることから，確実な操作が可能な設計とする。 

中央制御室の操作盤は，ソフトスイッチとハードスイッチの２段階操作とす

ることで操作者の誤操作防止を考慮しており，かつ十分な操作空間を確保し，

容易に操作可能とする。 

（57-2, 57-3） 
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(3)試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第 1項三） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に試験又

は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

a) ガスタービン発電機 

常設代替交流電源設備のガスタービン発電機は，第 3.14-32表に示すように，

発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能試験，分解検査及び外観検査

が可能な設計とする。 

ガスタービン発電機の運転性能の確認として，発電機の運転状態として発電

機電圧，電流，周波数を確認可能な設計とし，模擬負荷を接続することによ

り出力性能の確認を行う。また，発電機の部品状態の確認として，非破壊検

査や目視により性能に影響を及ぼすおそれのある傷，割れ等がないことの確

認を行う。また，ガスタービン発電機のケーブルについて，絶縁抵抗測定が

可能な設計とする。 

（57-4） 

第 3.14-32表 ガスタービン発電機の試験及び検査 

プラント

状態 
項目 内容 

運転中 

機能・性能試験 

模擬負荷によるガスタービン発電機の出力性能（発

電機電圧，電流，周波数）の確認 

ガスタービン発電機の運転状態の確認 

ガスタービン発電機の絶縁抵抗の確認 

分解検査 
ガスタービン発電機の部品の状態を，試験及び目視

により確認 

外観検査 ガスタービン発電機の目視点検 

停止中 

機能・性能試験 

模擬負荷によるガスタービン発電機の出力性能（発

電機電圧，電流，周波数）の確認 

ガスタービン発電機の運転状態の確認 

ガスタービン発電機の絶縁抵抗の確認 

ケーブルの絶縁抵抗の確認 

分解検査 
ガスタービン発電機の部品の状態を，試験及び目視

により確認 

外観検査 ガスタービン発電機の目視点検 
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b) ガスタービン発電機用軽油タンク 

常設代替交流電源設備のガスタービン発電機用軽油タンクは，第 3.14-33表

に示すように発電用原子炉の運転中及び停止中に外観検査が可能な設計とす

る。ガスタービン発電機用軽油タンク内面の確認として，目視により性能に

影響を及ぼすおそれのある傷，割れ等がないことが確認可能な設計とする。

具体的にはタンク上部及び側面のマンホールが開放可能であり，内面の点検

が可能な設計とする。ガスタービン発電機用軽油タンクの漏洩検査が実施可

能な設計とする。具体的には漏洩検査が可能な隔離弁を設ける設計とする。

ガスタービン発電機用軽油タンクの定例試験として油面レベルの確認が可能

な計器を設ける設計とする。 

（57-4） 

第 3.14-33 表 ガスタービン発電機用軽油タンクの試験及び検査 

プラント

状態 
項目 内容 

運転中 外観検査 
ガスタービン発電機用軽油タンクの油面レベルの

確認 

停止中 外観検査 

ガスタービン発電機用軽油タンクの外観 

ガスタービン発電機用軽油タンク内面の状態を試

験及び目視により確認 

漏えいの有無の確認 
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c) ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 

常設代替交流電源設備のガスタービン発電機用燃料移送ポンプは，第

3.14-34表 に示すように，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能試

験及び分解検査が可能な設計とする。 

運転性能の確認として，ガスタービン発電機用燃料移送ポンプの吐出圧力，

系統（ポンプ廻り）の振動，異音，異臭及び漏えいが確認可能な設計とする。

具体的には，試験用の系統を構成することにより機能・性能検査が可能な設

計とする。 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプの部品表面状態の確認として，浸透探

傷試験により性能に影響を及ぼすおそれのある傷，割れ等がないことが確認

可能な設計とする。具体的には，ポンプケーシング等が分解可能であり，主

要部品の点検が可能な設計とする。 

（57-4） 

 

第 3.14-34表 ガスタービン発電機用燃料移送ポンプの試験及び検査 

プラント

状態 
項目 内容 

運転中 

又は 

停止中 

機能・性能試験 運転性能，漏えいの確認 

分解点検 ポンプ部品の表面状態を，試験及び目視により確認 

外観検査 ポンプ外観の確認 
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d) ガスタービン発電機用サービスタンク 

常設代替交流電源設備のガスタービン発電機用サービスタンクは，第

3.14-35 表に示すように，発電用原子炉の運転中又は停止中に外観検査が可

能な設計とする。 

内面の確認として，目視により性能に影響を及ぼすおそれのある傷，割れ等

がないことが確認可能な設計とする。具体的にはタンク上部のマンホールが

開放可能であり，内面の点検が可能な設計とする。 

ガスタービン発電機用サービスタンクの漏えい検査が実施可能な設計とす

る。具体的には漏えい検査が可能な隔離弁を設ける設計とする。 

ガスタービン発電機用サービスタンクの定例試験として油面レベルの確認

が可能な計器を設ける設計とする。 

（57-4） 

 

3.14-35表 ガスタービン発電機用サービスタンクの試験及び検査 

プラント

状態 
項目 内容 

運転中 

又は 

停止中 

外観検査 

ガスタービン発電機用サービスタンクの油面レベ

ルの確認 

ガスタービン発電機用サービスタンク内面の状態

を目視により確認 

漏えいの有無を確認 
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(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第 1項四） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備に

あっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備えるも

のであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

常設代替交流電源設備は，本来の用途以外の用途には使用しない。なお，必

要な常設代替交流電源設備の操作の対象機器は（2）操作性の第 3.14-29 表～

第 3.14-31表と同様である。 

常設代替交流電源設備において，非常用交流電源設備から常設代替交流電源

設備へ切り替えるために必要な電源系統の操作は，想定される重大事故等時に

おいて，通常時の系統構成から非常用交流電源設備の隔離，及び常設代替交流

電源設備の接続として，非常用高圧母線Ｃ系及び非常用高圧母線Ｄ系の遮断器

を設けることにより速やかな切替えが可能な設計とする。 

これにより第 3.14-14図～第 3.14-15図で示すタイムチャートの通り速やか

に切り替えが可能である。 

（57-3） 

 

 
※Ｍ／Ｃ受電はＤ系を優先して受電することとする。なお，状況によっては，Ｃ系から受電する可能性もある。 

 

第 3.14-14図 ガスタービン発電機による M/C受電のタイムチャート 

＊：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防

止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合

状況について（個別手順）の 1.14で示すタイムチャート 

 

手順の項目

ガスタービン発電機起動，緊急用メタクラの受電操作

Ｍ／Ｃ　Ｄ系受電準備

Ｍ／Ｃ　Ｄ系受電確認

Ｍ／Ｃ　Ｃ系受電準備

Ｍ／Ｃ　Ｃ系受電確認

移動，Ｄ－Ｍ／Ｃ受電準備

Ｄ－Ｍ／Ｃ受電操作

移動，Ｃ－Ｍ／Ｃ受電準備

Ｃ－Ｍ／Ｃ受電操作

要員(数)

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

備考10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

ガスタービン発電機による
Ｍ／Ｃ　Ｃ系及びＭ／Ｃ　Ｄ系受電

中央制御室運転員Ａ １

現場運転員Ｂ，Ｃ ２

１時間10分 ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系への給電※

40分 ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｄ系への給電※
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※１：第１保管エリアの可搬設備を使用した場合は速やかに対応できる。 

 

第 3.14-15図 ガスタービン発電機による原子炉補機代替冷却系 

受電のタイムチャート 

＊：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防

止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合

状況について（個別手順）の 1.5で示すタイムチャート 

 

  

手順の項目

電源確認，系統構成

移動

系統構成（非管理区域）

移動

系統構成（管理区域）

緊急時対策所～第４保管エリア移動※１

車両健全性確認

補機冷却水の供給，流量調整

緊急時対策所～第４保管エリア移動※１

車両健全性確認

補機冷却水の供給，流量調整

移動

移動式代替熱交換設備への電源ケーブル接続

　緊急時対策要員6名で対応する。

　緊急時対策要員6名で対応する。

備考1 2 3

大型送水ポンプ車配置，取水準備

送水準備（ホース敷設）

移動式代替熱交設備配置，準備

現場運転員Ｂ，Ｃ 2

3

4

12

要員(数)

中央制御室運転員Ａ 1

必要な要員と作業項目

経過時間（時間）

原子炉補機代替冷却系による除熱

緊急時対策要員

5 6 7 8

現場運転員Ｄ，Ｅ 2

原子炉補機代替冷却系による除熱 ７時間20分
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(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第 1項五） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

常設代替交流電源設備は，第 3.14-35表に示すように，通常時は代替所内電

気設備及び非常用所内電気設備と切り離し，緊急用メタクラの遮断器（ガスタ

ービン発電機側），非常用高圧母線Ｃ系の遮断器（緊急用メタクラ側）及び非

常用高圧母線Ｄ系の遮断器（緊急用メタクラ側）を切とすることで隔離する系

統構成としており，重大事故等時に遮断器操作等により重大事故等対処設備と

しての系統構成とすることで，代替所内電気設備及び非常用所内電気設備に対

して悪影響を及ぼさない設計とする。ガスタービン発電機用軽油タンク，ガス

タービン発電機用燃料移送ポンプ及びガスタービン発電機用サービスタンク

は，専用の流路を用いることにより非常用所内電気設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。 

また，ガスタービン発電機及びガスタービン発電機用燃料移送ポンプは，飛

散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

（57-3, 57-7） 

 

第 3.14-35表 他系統との隔離 

取合系統 系統隔離 駆動方式 動作 

代替所内 

電気設備 

緊急用メタクラ遮断器 

（ガスタービン発電機側） 
手動 通常時切 

非常用所内 

電気設備 

非常用高圧母線Ｃ系遮断器 

（メタクラ切替盤側） 
手動 通常時切 

非常用所内 

電気設備 

非常用高圧母線Ｄ系遮断器 

（メタクラ切替盤側） 
手動 通常時切 
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(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第 1項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の操作

及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれが少ない設

置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたもので

あること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

常設代替交流電源設備の系統構成に操作が必要な機器の設置場所，操作場所

を第 3.14-36表に示す。これらの操作場所は，想定される事故時における放射

線量が高くなるおそれが少ないため，中央制御室又は現場で操作可能な設計と

する。 

（57-2） 

 

第 3.14-36表 操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

ガスタービン発電

機 

ガスタービン発電機建物 

地上１階 
中央制御室 

緊急用メタクラ 
ガスタービン発電機建物 

地上３階 
中央制御室 

非常用高圧母線Ｃ

系 
原子炉建物付属棟地上２階 原子炉建物付属棟地上２階 

非常用高圧母線Ｄ

系 
原子炉建物付属棟地上２階 原子炉建物付属棟地上２階 

ＳＡロードセンタ 
低圧原子炉代替注水ポンプ 

格納槽地下１階 
中央制御室 

ＳＡ１コントロー

ルセンタ 

低圧原子炉代替注水ポンプ 

格納槽地下１階 

低圧原子炉代替注水ポンプ 

格納槽地下１階 

ＳＡ２コントロー

ルセンタ 
原子炉建物付属棟地上３階 原子炉建物付属棟地上３階 
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また，常設代替交流電設備のうち，ガスタービン発電機から原子炉補機代替

冷却系を電源供給する場合，系統構成に操作が必要な機器の設置場所，操作場

所を第 3.14-37 表に示す。これらの操作場所は，想定される事故時における放

射線量が高くなるおそれが少ないため，設置場所で操作可能な設計とする。 

（57-2） 

第 3.14-37表 操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

ガスタービン発電

機 

ガスタービン発電機建物 

地上１階 
中央制御室 

緊急用メタクラ 
ガスタービン発電機建物 

地上３階 
中央制御室 

高圧発電機車 

接続プラグ収納箱 

原子炉建物 

高圧発電機車第一設置場所 

原子炉建物 

高圧発電機車第一設置場所 

原子炉建物 

高圧発電機車第二設置場所 

原子炉建物 

高圧発電機車第二設置場所 

Ｃ－メタクラ切替

盤 
原子炉建物付属棟地上２階 原子炉建物付属棟地上２階 

Ｄ－メタクラ切替

盤 
原子炉建物付属棟地上２階 原子炉建物付属棟地上２階 
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3.14.2.2.4.2設置許可基準規則第 43条第 2項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第 2項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

a) ガスタービン発電機 

常設代替交流電源設備のガスタービン発電機は，想定される重大事故等時に

おいて，炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，燃料プール内の燃料体

等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するため

に必要となる最大負荷 3,466kW 及び連続最大負荷 3,264kW よりも十分な余裕

を有する最大容量約 4,800kW（力率 0.8 において 6,000kVA）を有する設計と

する。 

（57-5） 

 

b) ガスタービン発電機用軽油タンク 

常設代替交流電源設備のガスタービン発電機用軽油タンクは，重大事故等時

において，同時にその機能を発揮することを要求される重大事故等対処設備

が，７日間連続運転する場合に必要となる燃料量約 420kL を上回る，容量約

560kLを有する設計とする。 

（57-5） 

 

c) ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 

常設代替交流電源設備のガスタービン発電機用燃料移送ポンプは，ガスター

ビン発電機の燃料消費量を上回る，容量約 4.0m3/h，全圧力 0.5MPa，原動機

出力約 3.7kW/個を有する設計とする。 

（57-5） 

 

d) ガスタービン発電機用サービスタンク 

常設代替交流電源設備のガスタービン発電機用サービスタンクは，ガスター

ビン発電機を２時間の連続運転が可能な容量 4.4kL/基に余裕を持った，容量

約 7.9kL/基を有する設計とする。 

（57-5） 
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(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43条第 2項二） 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただし，二以

上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発電用原子炉施

設の安全性が向上する場合であって，同一の工場等内の他の発電用原子炉施設

に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等について」

に示す。 

 

常設代替交流電源設備は，二以上の発電用原子炉施設において共用しない設

計とする。 
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(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43 条第 2項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備の安全機

能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置を講じたもの

であること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

常設代替交流電源設備は，共通要因によって，設計基準事故対処設備の安全

機能と同時に機能が損なわれるおそれがないよう，設計基準事故対処設備であ

る非常用交流電源設備の各機器と第 3.14-38表のとおり多様性，位置的分散を

図る設計とする。 

（57-2, 57-3） 
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第 3.14-38表 多重性又は多様性，位置的分散 

 
設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

非常用交流電源設備 常設代替交流電源設備 

電源 

非常用ディーゼル発電機 

＜原子炉建物付属棟地下２階＞ 

ガスタービン発電機 

＜ガスタービン発電機建物地上１

階＞ 

電路 

非常用ディーゼル発電機 

～非常用高圧母線電路 

ガスタービン発電機 

～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系

電路 

ガスタービン発電機 

～ＳＡ１コントロールセンタ電

路 

ガスタービン発電機 

～ＳＡ２コントロールセンタ電

路 

電源 

供給先 

非常用高圧母線Ｃ系 

非常用高圧母線Ｄ系 

＜いずれも原子炉建物付属棟地上２階

＞ 

非常用高圧母線ＨＰＣＳ系 

＜原子炉建物付属棟地下２階＞ 

非常用高圧母線Ｃ系 

非常用高圧母線Ｄ系 

＜いずれも原子炉建物付属棟地上２階＞ 

ＳＡロードセンタ 

ＳＡ１コントロールセンタ 

＜低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内＞ 

ＳＡ２コントロールセンタ 

＜原子炉建物付属棟地上３階＞ 

電源の 

駆動方式 

ディーゼル発電 ガスタービン発電 

電源の 

冷却方式 

水冷式 空冷式 

燃料源 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

＜原子炉建物西側及びタービン

建物西側ディーゼル燃料貯蔵タンク設

置場所＞ 

ディーゼル燃料デイタンク 

＜原子炉建物付属棟地下１階＞ 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

＜ガスタービン発電機建物西側軽

油タンク設置場所＞ 

ガスタービン発電機用サービスタ

ンク 

＜ガスタービン発電機建物地上２

階＞ 

燃料流路 

ディーゼル燃料移送ポンプ 

＜原子炉建物西側及びタービン

建物西側ディーゼル燃料貯蔵タンク設

置場所＞ 

ガスタービン発電機用燃料移送ポ

ンプ 

＜ガスタービン発電機建物地上１

階＞ 
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3.14.2.2.4.3 設置許可基準規則第 43 条第 3 項への適合方針 

(1) 確実な接続（設置許可基準規則第 43条第 3項二） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時間に発電用原子

炉施設と接続することができる常設の設備をいう。以下同じ。）と接続するも

のにあっては，当該常設設備と容易かつ確実に接続することができ，かつ，二

以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用することができるよう，接続部

の規格の統一その他の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

常設代替交流電源設備のうち，ガスタービン発電機から原子炉補機代替冷却

系を電源供給する系統は，接続が必要なケーブルについては，現場で容易に接

続可能な設計とする。第 3.14-39表に対象機器の接続場所を示す。 

（57-2） 

第 3.14-39表 接続対象機器設置場所 

（ガスタービン発電機～高圧発電機車接続プラグ収納箱～原子炉補機代替冷却系） 

接続元機器名称 接続先機器名称 接続場所 接続方法 

ガスタービン発電

機 

原子炉補機代替冷却

系 

原子炉建物西側 

原子炉補機代替冷却系

設置場所（高圧発電機

車接続プラグ収納箱） 

コネクタ接続 
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3.14.2.3 所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備 

3.14.2.3.1 設備概要 

3.14.2.3.1.1 所内常設蓄電式直流電源設備 

所内常設蓄電式直流電源設備は，設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全

交流動力電源喪失）した場合，直流電源が必要な設備に電源を供給することによ

り，重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破

損，使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体

の著しい損傷を防止することを目的として設置するものである。 

所内常設蓄電式直流電源設備は全交流動力電源喪失時に直流設備に電源供給

する「Ｂ－115V系蓄電池」，「Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）」及び「230V系蓄電池

（ＲＣＩＣ）」，交流電源復旧後に直流設備に電源供給する「Ｂ－115V系充電器」，

「Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ）」及び「230V系充電器（ＲＣＩＣ）」で構成する。

本系統全体の概要図を第 3.14-16図～第 3.14-18図に，本系統に属す重大事故等

対処設備を第 3.14-40表に示す。 

所内常設蓄電式直流電源設備は，全交流動力電源喪失直後にＢ－115V系蓄電池，

Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）及び 230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）から設計基準事故

対処設備（重大事故等対処設備を含む）に電源供給を行う。全交流動力電源喪失

から８時間経過した時点で，Ｂ－115V 系蓄電池の一部負荷の電源をＢ１－115V

系蓄電池（ＳＡ）に切り替えるとともに，不要な負荷の切り離しを行う。その後，

運転継続することにより全交流動力電源喪失から 24 時間必要な負荷に電源供給

することが可能である。 

また，外部電源喪失及び非常用ディーゼル発電機が故障した場合にも使用する。 

なお，交流電源である常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備の復

旧後に，交流電源をＢ－115V 系充電器，Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ）及び 230V

系充電器（ＲＣＩＣ）を経由し直流母線に接続することで，電力を供給できる設

計とする。 

所内常設代替直流電源設備の設計基準対処設備に対する独立性，位置的分散に

ついては 3.14.2.3.3項に詳細を示す。 
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3.14.2.3.1.2 常設代替直流電源設備 

常設代替直流電源設備は，設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動

力電源喪失）した場合，直流電源が必要な設備に電源を供給することにより，重

大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，使

用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著

しい損傷を防止することを目的として設置するものである。 

常設代替直流電源設備は全交流動力電源喪失時に直流設備に電源供給する「Ｓ

Ａ用 115V系蓄電池」及び「ＳＡ用 115V系充電器」で構成する。本系統全体の概

要図を第 3.14-16 図～第 3.14-18 図に，本系統に属す重大事故等対処設備を第

3.14-41表に示す。 

常設代替直流電源設備は，全交流動力電源喪失から 24時間，ＳＡ用 115V系蓄

電池から重大事故等対処設備に電源供給を行う設計とする。 

なお，交流電源である常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備の復

旧後に，交流電源をＳＡ用 115V 系充電器を経由し直流母線に接続することで，

電力を供給できる設計とする。 

また，外部電源喪失及び非常用ディーゼル発電機が故障した場合にも使用する。 

常設代替直流電源設備の設計基準対処設備に対する独立性，位置的分散につい

ては 3.14.2.3.3項に詳細を示す。 
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第 3.14-40表 所内常設蓄電式直流電源設備に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 

Ｂ－115V系蓄電池【常設】 

Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）【常設】 

230V系蓄電池（ＲＣＩＣ）【常設】 

Ｂ－115V系充電器【常設】 

Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ）【常設】 

230V系充電器（ＲＣＩＣ）【常設】 

附属設備 － 

燃料流路 － 

電路 

Ｂ－115V系蓄電池及び充電器～直流母線電路【常設】 

Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）及び充電器～直流母線電路【常

設】 

230V系蓄電池（ＲＣＩＣ）及び充電器～直流母線電路【常設】 

計装設備 

（補助）※１ 
Ｄ－メタクラ母線電圧【常設】 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧【常設】 

※1：重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いる補助パ

ラメータ 

 

表 3.14-41表 常設代替直流電源設備に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 ＳＡ用 115V系蓄電池【常設】 

ＳＡ用 115V系充電器【常設】 

附属設備 － 

燃料流路 － 

電路 ＳＡ用 115V系蓄電池～直流母線電路【常設】 

計装設備 

（補助）※１ 
Ｄ－ロードセンタ母線電圧【常設】 

※1：重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いる補助パ

ラメータ 
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3.14.2.3.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

(1) Ｂ－115V系蓄電池 

 型式   ：鉛蓄電池 

 個数   ：１ 

 電圧   ：115V 

 容量   ：約 3,000Ah 

 取付箇所 ：廃棄物処理建物地下１階中階 

 

(2) Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ） 

 型式   ：鉛蓄電池 

 個数   ：１ 

 電圧   ：115V 

 容量   ：約 1,500Ah 

 取付箇所 ：廃棄物処理建物地下１階中階 

 

(3) ＳＡ用 115V 系蓄電池 

 型式   ：鉛蓄電池 

 個数   ：１ 

 電圧   ：115V 

 容量   ：約 1,500Ah 

 取付箇所 ：廃棄物処理建物地上１階 

 

(4) 230V系蓄電池（ＲＣＩＣ） 

 型式   ：鉛蓄電池 

 個数   ：１ 

 電圧   ：230V 

 容量   ：約 1,500Ah 

 取付箇所 ：廃棄物処理建物地下１階中階 

 

(5) Ｂ－115V系充電器 

 個数   ：１ 

 電圧   ：120V 

 容量   ：約 400A 

 取付箇所 ：廃棄物処理建物地下１階中階 
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(6) Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ） 

 個数   ：１ 

 電圧   ：120V 

 容量   ：約 200A 

 取付箇所 ：廃棄物処理建物地下１階中階 

 

(7) ＳＡ用 115V 系充電器 

 個数   ：１ 

 電圧   ：120V 

 容量   ：約 200A 

 取付箇所 ：廃棄物処理建物地下１階中階 

 

(8) 230V系充電器（ＲＣＩＣ） 

 個数   ：１ 

 電圧   ：240V 

 容量   ：約 200A 

 取付箇所 ：廃棄物処理建物地下１階中階 
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3.14.2.3.3 独立性及び位置的分散の確保 

所内常設蓄電式直流電源設備は，第 3.14-42表に示すように，共通要因によっ

て，設計基準事故対処設備の安全機能と同時に機能が損なわれるおそれがないよ

う，設計基準事故対処設備である非常用直流電源設備 A系，HPCS 系の各機器と第

3.14-43 表のとおり位置的分散，及び区画された部屋にそれぞれ配置することに

より物理的分離を図ることで独立性を有する設計とする。 

（57-2, 57-3, 57-10） 

 

第 3.14-42表 設計基準事故対処設備との独立性 

項目 

設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

非常用直流電源設備 

A系及び HPCS 系 

所内常設蓄電式直流電源設備 

共通 

要因 

故障 

地 

震 

設計基準事故対処設備の非常用直流電源設備 A 系及び HPCS 系は

耐震 Sクラス設計とし，重大事故防止設備である所内常設蓄電式

直流電源設備は耐震 S クラス設計とすることで，基準地震動 Ss

が共通要因となり故障することのない設計とする。 

津 

波 

設計基準事故対処設備を設置する廃棄物処理建物及び原子炉建

物付属棟と，重大事故防止設備を設置する廃棄物処理建物は，と

もに津波が到達しない位置とすることで，津波が共通要因となり

故障することのない設計とする。 

火 

災 

設計基準事故対処設備の非常用直流電源設備 A系及び HPCS系と，

重大事故防止設備である所内常設蓄電式直流電源設備は，火災が

共通要因となり故障することのない設計とする（「共-7 重大事

故等対処設備の内部火災に対する防護方針について」に示す）。 

溢 

水 

設計基準事故対処設備の非常用直流電源設備 A系及び HPCS系と，

重大事故防止設備である所内常設蓄電式直流電源設備は，溢水が

共通要因となり故障することのない設計とする（「共-8 重大事

故等対処設備の内部溢水に対する防護方針について」に示す）。 
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第 3.14-43表 位置的分散 

 設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

非常用直流電源設備 

A系，HPCS系 

所内常設蓄電式直流電源設備 

電源 

Ａ－115V 系蓄電池 

Ａ－115V 系充電器 

＜いずれも廃棄物処理建物地上１

階＞ 

高圧炉心スプレイ系蓄電池 

高圧炉心スプレイ系充電器 

＜いずれも原子炉建物付属棟地下

２階＞ 

Ｂ－115V系蓄電池 

Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ） 

230V系蓄電池（ＲＣＩＣ） 

Ｂ－115V系充電器 

Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ） 

230V系充電器（ＲＣＩＣ） 

＜いずれも廃棄物処理建物地下１

階中階＞ 

電路 

Ａ－115V 系蓄電池及び充電器 

～直流母線電路 

高圧炉心スプレイ系蓄電池及び充

電器 

～直流母線電路 

Ｂ－115V 系蓄電池及び充電器～直

流母線電路 

Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）及び充

電器 

～直流母線電路 

230V系蓄電池（ＲＣＩＣ）及び充電

器 

～直流母線電路 
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常設代替直流電源設備は，第 3.14-44表に示すように，共通要因によって，設

計基準事故対処設備の安全機能と同時に機能が損なわれるおそれがないよう，設

計基準事故対処設備である非常用直流電源設備 A 系，HPCS 系の各機器と第

3.14-45表の通り位置的分散を図る設計とする。 

また，炉心の著しい損傷，原子炉格納用容器の破損，及び貯蔵槽内燃料体等の

著しい損傷防止を防止するための設備のうち重大事故防止設備については，Ａ－

115V 系蓄電池及び高圧炉心スプレイ系蓄電池から設計基準事故対処設備への電

路とＳＡ用 115V 系蓄電池から重大事故防止設備への電路を，独立性を有する設

計とする。 

（57-2, 57-3, 57-10） 

 

第 3.14-44表 設計基準事故対処設備との独立性 

項目 

設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

非常用直流電源設備 

A系及び HPCS系 
常設代替直流電源設備 

共通 

要因 

故障 

地 

震 

設計基準事故対処設備の非常用直流電源設備 A 系及び HPCS 系は

耐震 Sクラス設計とし，重大事故防止設備である常設代替直流電

源設備は耐震 S クラス設計とすることで，基準地震動 Ss が共通

要因となり故障することのない設計とする。 

津 

波 

設計基準事故対処設備を設置する廃棄物処理建物及び原子炉建

物付属棟と，重大事故防止設備を設置する廃棄物処理建物は，と

もに津波が到達しない位置とすることで，津波が共通要因となり

故障することのない設計とする。 

火 

災 

設計基準事故対処設備の非常用直流電源設備 A系及び HPCS系と，

重大事故防止設備である常設代替直流電源設備は，火災が共通要

因となり故障することのない設計とする（「共-7 重大事故等対処

設備の内部火災に対する防護方針について」に示す）。 

溢 

水 

設計基準事故対処設備の非常用直流電源設備 A 系，B系及び HPCS

系と，重大事故防止設備である常設代替直流電源設備は，溢水が

共通要因となり故障することのない設計とする（「共-8 重大事故

等対処設備の内部溢水に対する防護方針について」に示す）。 
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第 3.14-45表 位置的分散 

 

設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

非常用直流電源設備 

A系及び HPCS系 
常設代替直流電源設備 

電源 

Ａ－115V 系蓄電池 

Ａ－115V 系充電器 

＜いずれも廃棄物処理建物地下１

階＞ 

高圧炉心スプレイ系蓄電池 

高圧炉心スプレイ系充電器 

＜いずれも原子炉建物付属棟地下

２階＞ 

ＳＡ用 115V系充電器 

＜廃棄物処理建物地下１階中階＞ 

ＳＡ用 115V系蓄電池 

＜廃棄物処理建物地上１階＞ 

電路 

Ａ－115V 系蓄電池及び充電器 

～直流母線電路 

高圧炉心スプレイ系蓄電池及び充

電器 

～直流母線電路 

ＳＡ用 115V系蓄電池及び充電器 

～直流母線電路 
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3.14.2.3.4 設置許可基準規則第 43条第 1項への適合方針 

3.14.2.3.4.1 設置許可基準規則第 43 条第 1 項への適合方針 

 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43条第 1項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重その他の

使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有効に発揮する

ものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

a) Ｂ－115V系蓄電池 

所内常設蓄電式直流電源設備のＢ－115V 系蓄電池は，廃棄物処理建物内に

設置する設備であることから，その機能を期待される重大事故等が発生した

場合における，廃棄物処理建物の環境条件を考慮し，以下の第 3.14-46 表に

示す設計とする。 

（57-2） 

 

第 3.14-46表 想定する環境条件及び荷重条件（Ｂ－115V 系蓄電池） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

廃棄物処理建物内で想定される温度，圧力，湿度及び放射

線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受け

ない。 

海水を通水する系

統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」

に示す。） 

風（台風）・積雪 
廃棄物処理建物内に設置するため，風（台風）及び積雪の

影響は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機

能が損なわれない設計とする。 

 

  

添3.14-94

382



 

 

b) Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ） 

所内常設蓄電式直流電源設備のＢ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）は，廃棄物処

理建物内に設置する設備であることから，その機能を期待される重大事故等

が発生した場合における，廃棄物処理建物の環境条件を考慮し，以下の第

3.14-47表に示す設計とする。 

（57-2） 

第 3.14-47表 想定する環境条件及び荷重条件（Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

廃棄物処理建物内で想定される温度，圧力，湿度及び放射

線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受け

ない。 

海水を通水する系

統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」

に示す。） 

風（台風）・積雪 
廃棄物処理建物内に設置するため，風（台風）及び積雪の

影響は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機

能が損なわれない設計とする。 
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c) ＳＡ用 115V 系蓄電池 

常設代替直流電源設備のＳＡ用 115V 系蓄電池は，廃棄物処理建物内に設置

する設備であることから，その機能を期待される重大事故等が発生した場合

における，廃棄物処理建物の環境条件を考慮し，以下の第 3.14-48 表に示す

設計とする。 

（57-2） 

 

第 3.14-48表 想定する環境条件及び荷重条件（ＳＡ用 115V 系蓄電池） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

廃棄物処理建物内で想定される温度，圧力，湿度及び放射

線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受け

ない。 

海水を通水する系

統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」

に示す。） 

風（台風）・積雪 
廃棄物処理建物内に設置するため，風（台風）及び積雪の

影響は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機

能が損なわれない設計とする。 
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d) 230V系蓄電池（ＲＣＩＣ） 

所内常設蓄電式直流電源設備の 230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）は，廃棄物処理

建物内に設置する設備であることから，その機能を期待される重大事故等が

発生した場合における，廃棄物処理建物の環境条件を考慮し，以下の第

3.14-49表に示す設計とする。 

（57-2） 

 

第 3.14-49表 想定する環境条件及び荷重条件（230V系蓄電池（ＲＣＩＣ）） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

廃棄物処理建物内で想定される温度，圧力，湿度及び放射

線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受け

ない。 

海水を通水する系

統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」

に示す。） 

風（台風）・積雪 

廃棄物処理建物内に設置するため，風（台風）及び積雪の

影響は受けない。 

 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機

能が損なわれない設計とする。 
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e) Ｂ－115V系充電器 

所内常設蓄電式直流電源設備のＢ－115V 系充電器は，廃棄物処理建物内に

設置する設備であることから，その機能を期待される重大事故等が発生した

場合における，廃棄物処理建物の環境条件を考慮し，以下の第 3.14-50 表に

示す設計とする。 

（57-2） 

 

第 3.14-50表 想定する環境条件及び荷重条件（Ｂ－115V 系充電器） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

廃棄物処理建物内で想定される温度，圧力，湿度及び放射

線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受け

ない。 

海水を通水する系

統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」

に示す。） 

風（台風）・積雪 
廃棄物処理建物内に設置するため，風（台風）及び積雪の

影響は受けない 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機

能が損なわれない設計とする。 
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f) Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ） 

所内常設蓄電式直流電源設備のＢ１－115V 系充電器（ＳＡ）は，廃棄物処

理建物内に設置する設備であることから，その機能を期待される重大事故等

が発生した場合における，廃棄物処理建物の環境条件を考慮し，以下の第

3.14-51表に示す設計とする。 

（57-2） 

 

第 3.14-51表 想定する環境条件及び荷重条件（Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ）） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

廃棄物処理建物内で想定される温度，圧力，湿度及び放射

線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受け

ない。 

海水を通水する系

統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」

に示す。） 

風（台風）・積雪 
廃棄物処理建物内に設置するため，風（台風）及び積雪の

影響は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機

能が損なわれない設計とする。 
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g) ＳＡ用 115V 系充電器 

常設代替直流電源設備のＳＡ用 115V 系充電器は，廃棄物処理建物内に設置

する設備であることから，その機能を期待される重大事故等が発生した場合

における，廃棄物処理建物の環境条件を考慮し，以下の第 3.14-52 表に示す

設計とする。 

（57-2） 

 

第 3.14-52表 想定する環境条件及び荷重条件（ＳＡ用 115V 系充電器） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

廃棄物処理建物内で想定される温度，圧力，湿度及び放射

線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受け

ない。 

海水を通水する系

統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」

に示す。） 

風（台風）・積雪 
廃棄物処理建物内に設置するため，風（台風）及び積雪の

影響は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機

能が損なわれない設計とする。 
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h) 230V系充電器（ＲＣＩＣ） 

所内常設蓄電式直流電源設備の 230V 系充電器（ＲＣＩＣ）は，廃棄物処理

建物内に設置する設備であることから，その機能を期待される重大事故等が

発生した場合における，廃棄物処理建物の環境条件を考慮し，以下の第

3.14-53表に示す設計とする。 

（57-2） 

 

第 3.14-53表 想定する環境条件及び荷重条件（230V系充電器（ＲＣＩＣ）） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

廃棄物処理建物内で想定される温度，圧力，湿度及び放射

線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受け

ない。 

海水を通水する系

統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」

に示す。） 

風（台風）・積雪 
廃棄物処理建物内に設置するため，風（台風）及び積雪の

影響は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機

能が損なわれない設計とする。 
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(2) 操作性（設置許可基準規則第 43条第 1項二） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるものであ

ること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備の直流母線の遮断

器を手動操作することにより供給する蓄電池を切り替えること，及びＢ－115V

系充電器，Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ），ＳＡ用 115V系充電器及び 230V系充

電器（ＲＣＩＣ）の運転状態を表示及び計器で確認できることから，確実な操

作が可能な設計とする。 

なお全交流動力電源喪失直後から８時間経過するまでの期間については操

作不要である。 

所内常設蓄電式直流電源設備で，操作が必要な各遮断器については,現場で

容易に操作可能な設計とする。第 3.14-54表に操作対象機器の操作場所を示す。 

（57-2, 57-3） 

 

第 3.14-54 表 操作対象機器（全交流動力電源喪失から８時間後の切り替え操作） 

機器名称 
状態の 

変化 
操作場所 操作方法 

Ｂ－115V系直流盤 

（不要な負荷） 
入→切 

廃棄物処理建物 

地下１階中階 

遮断器 

操作 

Ｂ－115V系蓄電池出力

遮断器 

（Ｂ－115V系充電器） 

入→切 
廃棄物処理建物 

地下１階中階 

遮断器 

操作 

Ｂ－115V系充電器遮断

器 

（Ｂ－115V系直流盤出

力） 

入→切 
廃棄物処理建物 

地下１階中階 

遮断器 

操作 

直流母線連絡遮断器 

（Ｂ－115V 系直流盤

（ＳＡ）側） 

切→入 
廃棄物処理建物 

地下１階中階 

遮断器 

操作 

直流母線連絡遮断器 

（Ｂ－115V 系直流盤

側） 

切→入 
廃棄物処理建物 

地下１階中階 

遮断器 

操作 
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以下に所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備を構成する

主要設備の操作性を示す。 

a) Ｂ－115V系蓄電池 

所内常設蓄電式直流電源設備のＢ－115V系蓄電池は操作不要である。 

 

b) Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ） 

所内常設蓄電式直流電源設備のＢ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）は操作不要で

ある。 

 

c) ＳＡ用 115V 系蓄電池 

常設代替直流電源設備のＳＡ用 115V系蓄電池は操作不要である。 

 

d) 230V系蓄電池（ＲＣＩＣ） 

所内常設蓄電式直流電源設備の 230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）は操作不要であ

る。 

 

e) Ｂ－115V系充電器 

所内常設蓄電式直流電源設備のＢ－115V系充電器は操作不要である。 

 

f) Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ） 

所内常設蓄電式直流電源設備のＢ１－115V 系充電器（ＳＡ）は操作不要で

ある。 

 

g) ＳＡ用 115V 系充電器 

常設代替直流電源設備のＳＡ用 115V系充電器は操作不要である。 

 

h) 230V系充電器（ＲＣＩＣ） 

所内常設蓄電式直流電源設備の 230V 系充電器（ＲＣＩＣ）は操作不要であ

る。 
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(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第 1項三） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に試験又

は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

a) Ｂ－115V系蓄電池 

所内常設蓄電式直流電源設備のＢ－115V 系蓄電池は，第 3.14-55 表に示す

ように運転中又は停止中に機能・性能試験又は外観の確認が可能な設計とす

る。 

性能の確認として，Ｂ－115V系蓄電池の単体及び総電圧を確認する。 

蓄電池の総電圧の確認を可能とする計器を設けた設計とする。また，蓄電池

単体については，電圧の確認を可能とする構造とする。 

（57-4） 

第 3.14-55表 Ｂ－115V系蓄電池の試験及び検査 

プラント

状態 
項目 内容 

運転中 

又は 

停止中 

機能・性能試験 蓄電池の単体及び総電圧の確認 

 

b) Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ） 

所内常設蓄電式直流電源設備のＢ１－115V系蓄電池（ＳＡ）は，第 3.14-56

表に示すように運転中又は停止中に機能・性能試験又は外観の確認が可能な

設計とする。 

性能の確認として，Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）の単体及び総電圧を確認

する。 

蓄電池の総電圧の確認を可能とする計器を設けた設計とする。また，蓄電池

単体については，電圧の確認を可能とする構造とする。 

（57-4） 
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第 3.14-56表 Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）の試験及び検査 

 

c) ＳＡ用 115V 系蓄電池 

常設代替直流電源設備のＳＡ用 115V 系蓄電池は，第 3.14-57 表に示すよう

に運転中又は停止中に機能・性能試験又は外観の確認が可能な設計とする。 

性能の確認として，ＳＡ用 115V系蓄電池の単体及び総電圧を確認する。 

蓄電池の総電圧の確認を可能とする計器を設けた設計とする。また，蓄電池

単体については，電圧の確認を可能とする構造とする。 

（57-4） 

第 3.14-57表 ＳＡ用 115V系蓄電池の試験及び検査 

プラント

状態 
項目 内容 

運転中 

又は 

停止中 

機能・性能試験 蓄電池の単体及び総電圧の確認 

 

d) 230V系蓄電池（ＲＣＩＣ） 

所内常設蓄電式直流電源設備の 230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）は，第 3.14-58

表に示すように運転中又は停止中に機能・性能試験又は外観の確認が可能な

設計とする。 

性能の確認として，230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）の単体及び総電圧を確認す

る。 

蓄電池の総電圧の確認を可能とする計器を設けた設計とする。また，蓄電池

単体については，電圧の確認を可能とする構造とする。 

（57-4） 

第 3.14-58表 230V系蓄電池（ＲＣＩＣ）の試験及び検査 

プラント

状態 
項目 内容 

運転中 

又は 

停止中 

機能・性能試験 蓄電池の単体及び総電圧の確認 

  

プラント

状態 
項目 内容 

運転中 

又は 

停止中 

機能・性能試験 蓄電池の単体及び総電圧の確認 
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e) Ｂ－115V系充電器 

所内常設蓄電式直流電源設備のＢ－115V 系充電器は，第 3.14-59 表に示す

ように運転中又は停止中に機能・性能試験及び外観検査が可能な設計とする。 

性能の確認として，Ｂ－115V 系充電器の盤内外部の目視により性能に影響

を及ぼす恐れのある異常がないこと，電気回路の絶縁抵抗に異常がないこと，

運転状態により半導体素子の動作に異常がないことを確認する。 

Ｂ－115V系充電器の出力電圧の確認を可能とする計器を設けた設計とする。 

（57-4） 

 

第 3.14-59表 Ｂ－115V系充電器の試験及び検査 

プラント

状態 
項目 内容 

運転中 

又は 

停止中 

機能・性能試験 
充電器の出力電圧， 

絶縁抵抗の確認 

外観検査 充電器の外観の確認 

 

f) Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ） 

所内常設蓄電式直流電源設備のＢ１－115V系充電器（ＳＡ）は，第 3.14-60

表に示すように運転中又は停止中に機能・性能試験及び外観検査が可能な設

計とする。 

性能の確認として，Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ）の盤内外部の目視により

性能に影響を及ぼす恐れのある異常がないこと，電気回路の絶縁抵抗に異常

がないこと，運転状態により半導体素子の動作に異常がないことを確認する。 

Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ）の出力電圧の確認を可能とする計器を設けた

設計とする。 

（57-4） 

第 3.14-60表 Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ）の試験及び検査 

プラント

状態 
項目 内容 

運転中 

又は 

停止中 

機能・性能試験 
充電器の出力電圧， 

絶縁抵抗の確認 

外観検査 充電器の外観の確認 
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g) ＳＡ用 115V 系充電器 

常設代替直流電源設備のＳＡ用 115V 系充電器は，第 3.14-61 表に示すよう

に運転中又は停止中に機能・性能試験及び外観検査が可能な設計とする。 

性能の確認として，ＳＡ用 115V 系充電器の盤内外部の目視により性能に影

響を及ぼす恐れのある異常がないこと，電気回路の絶縁抵抗に異常がないこ

と，運転状態により半導体素子の動作に異常がないことを確認する。 

ＳＡ用 115V 系充電器の出力電圧の確認を可能とする計器を設けた設計とす

る。 

（57-4） 

 

第 3.14-61表 ＳＡ用 115V系充電器の試験及び検査 

プラント

状態 
項目 内容 

運転中 

又は 

停止中 

機能・性能試験 
充電器の出力電圧， 

絶縁抵抗の確認 

外観検査 充電器の外観の確認 

 

h) 230V系充電器（ＲＣＩＣ） 

所内常設蓄電式直流電源設備の 230V 系充電器（ＲＣＩＣ）は，第 3.14-62

表に示すように運転中又は停止中に機能・性能試験及び外観検査が可能な設

計とする。 

性能の確認として，230V 系充電器（ＲＣＩＣ）の盤内外部の目視により性

能に影響を及ぼす恐れのある異常がないこと，電気回路の絶縁抵抗に異常が

ないこと，運転状態により半導体素子の動作に異常がないことを確認する。 

230V 系充電器（ＲＣＩＣ）の出力電圧の確認を可能とする計器を設けた設

計とする。 

（57-4） 

第 3.14-62表 230V系充電器（ＲＣＩＣ）の試験及び検査 

プラント

状態 
項目 内容 

運転中 

又は 

停止中 

機能・性能試験 
充電器の出力電圧， 

絶縁抵抗の確認 

外観検査 充電器の外観の確認 
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(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第 1項四） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備に

あっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備えるも

のであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

所内常設蓄電式直流電源設備のＢ－115V系蓄電池，Ｂ１－115V系蓄電池（Ｓ

Ａ），230V系蓄電池（ＲＣＩＣ），Ｂ－115V系充電器，Ｂ１－115V系充電器（Ｓ

Ａ），230V系充電器（ＲＣＩＣ）は，通常時において本来の用途である設計基

準対象施設へ電源供給している。 

所内常設蓄電式直流電源設備として設備の電源供給元を切替える操作とし

て遮断器操作を行うが，遮断器の速やかな切替えが可能な設計とする。切替え

操作の対象機器は(2)操作性の第 3.14-54表と同様である。 

なお，常設代替直流電源設備のＳＡ用 115V系蓄電池及びＳＡ用 115V系充電

器は本来の用途以外の用途には使用しない。 

（57-3） 

 

これにより第 3.14-19 図で示すタイムチャートのとおり速やかに切替えが可

能である。 

 

 

第 3.14-19図 所内常設蓄電式直流電源設備による電源供給 

（Ｂ－115V系蓄電池，Ｂ１－115V系蓄電池(SA)切り替え）のタイムチャート 

＊：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防

止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合

状況について（個別手順）の 1.14 で示すタイムチャート 

  

手順の項目

電源切替前準備（ＲＣＩＣ停止操作）

移動，不要負荷の切離し

受電切替

8

所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流
電源設備による給電

中央制御室運転員Ａ １

9

現場運転員Ｂ，Ｃ ２

10 11

要員(数)

必要な要員と作業項目

経過時間（時間）

備考6 7

８時間30分 Ｂ－115V系蓄電池からＢ１－115V系蓄電池（ＳＡ）への切替

添3.14-108

396



 

 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第 1項五） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

所内常設蓄電式直流電源設備のＢ－115V系蓄電池，Ｂ１－115V系蓄電池（Ｓ

Ａ），Ｂ－115V 系充電器，Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ）は，第 3.14-63表に示

すように，通常時は，設計基準等対処設備として使用する場合と同じ系統構成

とし，重大事故等時に遮断器操作等により重大事故等対処設備としての系統を

構成することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

また，常設代替直流電源設備のＳＡ用 115V系蓄電池及びＳＡ用 115V系充電

器は，通常時は非常用直流電源設備と分離し，重大事故等時に通常時と同じ系

統構成で重大事故等対処設備として使用する，及び遮断器等により重大事故等

対処設備としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。 

（57-3，57-7） 

 

第 3.14-63表 他系統との隔離 

取合系統 系統隔離 駆動方式 動作 

ＳＡ用 115V

系蓄電池 

B-115V系直流盤（ＳＡ） 

（ＳＡ用 115V系充電器側） 
手動 通常時切 
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(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第 1項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の操作

及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれが少ない設

置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたもので

あること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

所内常設蓄電式電源設備及び常設代替直流電源設備の系統構成に操作が必

要な機器の設置場所，操作場所を第 3.14-64 表に示す。これらの操作場所は，

想定される事故時における放射線量が高くなるおそれが少ないため，設置場所

で操作可能な設計とする。 

（57-2） 

第 3.14-64表 操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

Ｂ－115V系直流

盤（ＳＡ） 
廃棄物処理建物地下１階中階 廃棄物処理建物地下１階中階 

Ｂ－115V系直流

盤 
廃棄物処理建物地下１階中階 廃棄物処理建物地下１階中階 

Ｂ－115V系充電

器 
廃棄物処理建物地下１階中階 廃棄物処理建物地下１階中階 

中央分電盤 廃棄物処理建物地上１階 廃棄物処理建物地上１階 
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3.14.2.3.4.2 設置許可基準規則第 43 条第 2 項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第 2項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

a) Ｂ－115V系蓄電池，Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ） 

所内常設蓄電式直流電源設備のＢ－115V系蓄電池，Ｂ１－115V系蓄電池（Ｓ

Ａ）は，想定される重大事故時等において，これらを組み合わせ，重大事故

等対処時に負荷切り離しを行わず８時間，その後必要な負荷以外を切り離し

て 16 時間の合計 24 時間にわたり必要な設備へ直流電源を供給するために必

要な容量として，Ｂ－115V系蓄電池は約 3,000Ah，Ｂ１－115V系蓄電池（Ｓ

Ａ）は約 1,500Ah を有する設計とする。 

(57-5) 

 

b) ＳＡ用 115V 系蓄電池，230V系蓄電池（ＲＣＩＣ） 

常設代替直流電源設備のＳＡ用 115V 系蓄電池，所内常設蓄電式直流電源設

備の 230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）は，想定される重大事故等時において，24

時間にわたり必要な設備へ直流電源を供給するために必要な容量として，Ｓ

Ａ用 115V系蓄電池は約 1,500Ah，230V系蓄電池（ＲＣＩＣ）は約 1,500Ahを

有する設計とする。 

(57-5) 

 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43条第 2項二） 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただし，二以上

の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発電用原子炉施設の

安全性が向上する場合であって，同一の工場等内の他の発電用原子炉施設に対し

て悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備は，二以上の発電用原

子炉施設において共用しない設計とする。 
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(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43 条第 2 項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備の安全機

能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置を講じたもの

であること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

所内常設蓄電式直流電源設備は，共通要因によって，設計基準事故対処設備

の安全機能と同時に機能が損なわれるおそれがないよう，設計基準事故対処設

備である非常用直流電源設備 A 系，HPCS 系の各機器と第 3.14-65 表のとおり

位置的分散，及び区画された部屋にそれぞれ配置することにより物理的分離を

図る設計とする。 

（57-2, 57-3, 57-10） 

 

第 3.14-65表 多重性又は多様性，位置的分散 

 設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

非常用直流電源設備 

A系，HPCS系 
所内常設蓄電式直流電源設備 

電源 

Ａ－115V 系蓄電池 

Ａ－115V 系充電器 

＜いずれも廃棄物処理建物地上１

階＞ 

高圧炉心スプレイ系蓄電池 

高圧炉心スプレイ系充電器 

＜いずれも原子炉建物付属棟地下

２階＞ 

 

Ｂ－115V系蓄電池 

Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ） 

230V系蓄電池（ＲＣＩＣ） 

Ｂ－115V系充電器 

Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ） 

230V系充電器（ＲＣＩＣ） 

＜いずれも廃棄物処理建物地下

１階中階＞ 

 

電路 

Ａ－115V 系蓄電池及び充電器 

～直流母線電路 

高圧炉心スプレイ系蓄電池及び充

電器 

～直流母線電路 

 

Ｂ－115V 系蓄電池及び充電器～

直流母線電路 

Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）及び

充電器 

～直流母線電路 

230V系蓄電池（ＲＣＩＣ）及び充

電器 

～直流母線電路 
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常設代替直流電源設備は，共通要因によって，設計基準事故対処設備の安全

機能と同時に機能が損なわれるおそれがないよう，設計基準事故対処設備であ

る非常用直流電源設備 A 系，HPCS 系の各機器と第 3.14-66 表のとおり位置的

分散を図る設計とする。 

また，炉心の著しい損傷，原子炉格納用容器の破損，及び貯蔵槽内燃料体等

の著しい損傷防止を防止するための設備のうち重大事故防止設備については，

Ａ－115V 系蓄電池及び高圧炉心スプレイ系蓄電池から設計基準事故対処設備

への電路とＳＡ用 115V 系蓄電池から重大事故防止設備への電路を，独立性を

有する設計とする。 

（57-2, 57-3, 57-10） 

 

第 3.14-66表 多重性又は多様性，位置的分散 

 

設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

非常用直流電源設備 

A系及び HPCS系 
常設代替直流電源設備 

電源 

Ａ－115V 系蓄電池 

Ａ－115V 系充電器 

＜いずれも廃棄物処理建物地上

１階＞ 

高圧炉心スプレイ系蓄電池 

高圧炉心スプレイ系充電器 

＜いずれも原子炉建物付属棟地

下２階＞ 

ＳＡ用 115V系充電器 

＜廃棄物処理建物地下１階中階＞ 

 

ＳＡ用 115V系蓄電池 

＜廃棄物処理建物地上１階＞ 

電路 

Ａ－115V 系蓄電池及び充電器 

～直流母線電路 

高圧炉心スプレイ系蓄電池及び

充電器 

～直流母線電路 

ＳＡ用 115V系蓄電池及び充電器 

～直流母線電路 
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3.14.2.4 可搬型直流電源設備 

3.14.2.4.1 設備概要 

可搬型直流電源設備は，設計基準事故対処設備の交流電源及び直流電源が喪失

した場合，直流電源が必要な設備に電源を供給することにより，重大事故等が発

生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，燃料プール内の

燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止する

ことを目的として設置するものである。 

本系統は代替所内電気設備から受電した交流電源を直流電源に変換する「Ｂ１

－115V系充電器（ＳＡ）」，「ＳＡ用 115V系充電器」及び「230V系充電器（常用）」，

代替所内電気設備に電源供給を行う可搬型代替交流電源設備である「高圧発電機

車」，「ガスタービン発電機用軽油タンク」及び「タンクローリ」，代替所内電気

設備として電路を構成する「高圧発電機車接続プラグ収納箱」，「メタクラ切替盤」，

「緊急用メタクラ」，「ＳＡロードセンタ」，「ＳＡ１コントロールセンタ」，「充電

器電源切替盤」，所内常設蓄電式直流電源設備である「Ｂ１－115V 系蓄電池（Ｓ

Ａ）」及び「230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）」，常設代替直流電源設備である「ＳＡ用

115V系蓄電池」で構成する。可搬型直流電源設備は，高圧発電機車を代替所内電

気設備及びＢ１－115V 系充電器（ＳＡ），ＳＡ用 115V 系充電器及び 230V 系充電

器（常用）を経由し，直流母線へ接続することで電力を供給できる設計とする。

本系統全体の概要図を第 3.14-20図～第 3.14-23図に，本系統に属する重大事故

等対処設備を第 3.14-67表に示す。 

本系統は，高圧発電機車を所定の接続先である高圧発電機車接続プラグ収納箱

に接続し，代替所内電気設備の系統構成を行った後，高圧発電機車の操作ボタン

により起動する。その後，Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ），ＳＡ用 115V系充電器及

び 230V 系充電器（常用）から必要な負荷に給電する。また，高圧発電機車の運

転中は，ガスタービン発電機用軽油タンクからタンクローリにより燃料を高圧発

電機車に補給することで高圧発電機車の運転を継続する。 

可搬型直流電源設備は，高圧発電機車の運転を継続することで，設計基準事故

対処設備の交流電源及び直流電源の喪失から 24 時間にわたり必要な負荷に電力

の供給を行うことができる設計とする。 

また，外部電源喪失及び非常用ディーゼル発電機が故障した場合にも使用する。 

可搬型直流電源設備の設計基準事故対処設備に対する独立性，位置的分散につ

いては 3.14.2.4.3 項に詳細を示す。 

なお，主蒸気逃がし安全弁用蓄電池については，「3.3 原子炉冷却材圧力バウ

ンダリを減圧するための設備（設置許可基準規則 46 条に対する方針を示す章）」

で示す。
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第 3.14-67表 可搬型直流電源設備に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 

高圧発電機車【可搬型】 

Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ）【常設】 

ＳＡ用 115V系充電器【常設】 

230V系充電器（常用）【常設】 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

タンクローリ【可搬型】 

附属設備 － 

燃料流路 
ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁【可搬型】 

ホース【可搬型】 

電路 

高圧発電機車 

～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側） 

～充電器（Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ），ＳＡ用 115V 系充

電器，230V系充電器（常用）） 

～直流母線電路 

（高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉

建物西側）電路【可搬型】） 

（高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側） 

～直流母線電路 

【常設】） 

高圧発電機車 

～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側） 

～充電器（Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ），ＳＡ用 115V 系充

電器，230V系充電器（常用）） 

～直流母線電路 

（高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉

建物南側）電路【可搬型】） 

（高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）～直

流母線電路【常設】） 

計装設備 

（補助）※1 

Ｂ－115Ｖ系直流盤母線電圧【常設】 

Ｂ１－115Ｖ系蓄電池（ＳＡ）電圧【常設】 

230Ｖ系直流盤（常用）母線電圧【常設】 

※1：重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いる補助

パラメータ 
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3.14.2.4.2 主要設備の仕様 

主要設備の仕様を以下に示す。 

 

(1) 高圧発電機車 

機関 

 台数 ：６（予備１） 

 使用燃料 ：軽油 

発電機 

 台数 ：６（予備１） 

 種類 ：同期発電機 

 容量 ：約 500kVA/台 

 力率 ：0.8 

 電圧 ：6.6kV 

 周波数 ：60Hz 

 設置場所 ：原子炉建物高圧発電機車第一設置場所及び第二設置場所 

 保管箇所 ：第１保管エリア，第３保管エリア及び第４保管エリア 

 

(2)Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ） 

 個数 ：１ 

 電圧 ：120V 

 容量 ：約 200A 

 取付箇所 ：廃棄物処理建物地下１階中階 

 

(3)ＳＡ用 115V 系充電器 

 個数 ：１ 

 電圧 ：120V 

 容量 ：約 200A 

 取付箇所 ：廃棄物処理建物地下１階中階 

 

(4)230V系充電器（常用） 

 個数 ：１ 

 電圧 ：240V 

 容量 ：約 200A 

 取付箇所 ：廃棄物処理建物地下１階中階 

  

添3.14-120

408



 

 

(5)ガスタービン発電機用軽油タンク 

 種類 ：たて置円筒形 

 容量 ：約 560kL/基 

 最高使用圧力 ：静水頭 

 最高使用温度 ：66℃ 

 個数 ：１ 

 取付箇所 ：屋外（ガスタービン発電機建物西側軽油タンク設置場所） 

 

(6)タンクローリ 

 容量 ：約 3.0kL/台 

 最高使用圧力 ：24kPa[gage] 

 最高使用温度 ：40℃ 

 個数 ：1（予備１） 

 設置場所 ：屋外 

 保管箇所 ：第３保管エリア及び第４保管エリア 
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3.14.2.4.3 独立性及び位置的分散の確保 

 

可搬型直流電源設備は，第 3.14-68表に示すように，共通要因によって，設計

基準事故対処設備の安全機能と同時に機能が損なわれるおそれがないよう，設計

基準事故対処設備である非常用直流電源設備 A系，HPCS系の各機器と第 3.14-69

表のとおり独立性及び位置的分散を図る設計とする。 

（57-2, 57-3, 57-9, 57-10） 

 

第 3.14-68表 設計基準事故対処設備との独立性 

項目 
設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

非常用直流電源設備 可搬型直流電源設備 

共通 

要因 

故障 

地
震 

設計基準事故対処設備の非常用直流電源設備 A 系，HPCS系は耐震

S クラス設計とし，重大事故防止設備である可搬型直流電源設備

は基準地震動 Ss で機能維持できる設計とすることで，基準地震

動 Ssが共通要因となり故障することのない設計とする。 

津
波 

非常用直流電源設備を設置する廃棄物処理建物と，重大事故防止

設備の保管又は設置するする屋外，廃棄物処理建物は，共に津波

が到達しない位置とすることで，津波が共通要因となり故障する

ことのない設計とする。 

火
災 

設計基準事故対処設備の非常用直流電源設備 A 系，HPCS系と，重

大事故防止設備である可搬型直流電源設備は，火災が共通要因と

なり故障することのない設計とする（「共-7 重大事故等対処設

備の内部火災に対する防護方針について」に示す）。 

溢
水 

設計基準事故対処設備の非常用直流電源設備 A 系，HPCS系と，重

大事故防止設備である可搬型直流電源設備は，溢水が共通要因と

なり故障することのない設計とする（「共-8 重大事故等対処設

備の内部溢水に対する防護方針について」に示す）。 
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第 3.14-69表 位置的分散 

 
設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

非常用直流電源設備 可搬型直流電源設備 

直流 

設備 

Ａ－115V 系充電器 

＜廃棄物処理建物地上１階＞ 

高圧炉心スプレイ系充電器 

＜原子炉建物付属棟地下２階＞ 

Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ） 

ＳＡ用 115V系充電器 

230V系充電器（常用） 

＜廃棄物処理建物地下１階中階＞ 

電源 

非常用ディーゼル発電機 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機 

＜いずれも原子炉建物付属棟地下

２階＞ 

高圧発電機車 

＜第１保管エリア，第３保管エリア

及び第４保管エリア＞ 

電路 

非常用ディーゼル発電機 A系 

～Ａ－115V 系充電器電路 

 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機 

～高圧炉心スプレイ系充電器電路 

 

Ａ－115V 系蓄電池及び充電器 

～直流母線電路 

高圧炉心スプレイ系蓄電池及び充

電器 

～直流母線電路 

高圧発電機車 

～高圧発電機車接続プラグ収納

箱（原子炉建物西側） 

～充電器（Ｂ１－115V 系充電器

（ＳＡ），ＳＡ用 115V系充電器，

230V系充電器（常用））電路 

高圧発電機車 

～高圧発電機車接続プラグ収納

箱（原子炉建物南側） 

～充電器（Ｂ１－115V 系充電器

（ＳＡ），ＳＡ用 115V系充電器，

230V系充電器（常用））電路 

Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）及び充

電器 

～直流母線電路 

ＳＡ用 115V系蓄電池及び充電器 

～直流母線電路 

230Ｖ系蓄電池（ＲＣＩＣ）及び充

電器 

～直流母線電路 

電源 

方式 
蓄電池による給電 交流電力を直流電力に変換 

電源の 

冷却 

方式 

水冷式 空冷式 
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設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

非常用直流電源設備 可搬型直流電源設備 

燃料源 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

＜原子炉建物西側及びタービン建

物西側ディーゼル燃料貯蔵タンク

設置場所＞ 

ディーゼル燃料デイタンク 

＜原子炉建物付属棟地下１階＞ 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

＜ガスタービン発電機建物西側軽

油タンク設置場所＞ 

燃料流

路 

ディーゼル燃料移送ポンプ 

＜原子炉建物西側及びタービン建

物西側ディーゼル燃料貯蔵タンク

設置場所＞ 

タンクローリ 

＜第３保管エリア及び第４保管エ

リア＞ 
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3.14.2.4.4 設置許可基準規則第 43条第 1項への適合方針 

3.14.2.4.4.1 設置許可基準規則第 43 条第 1 項への適合方針 

 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43条第 1項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重その他の

使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有効に発揮する

ものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

a) 高圧発電機車 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車は，可搬型で屋外の第１保管エリア，第

３保管エリア及び第４保管エリアに保管し，重大事故等時は，屋外（原子炉

建物第一設置場所及び第二設置場所）に設置する設備であることから，その

機能を期待される重大事故等が発生した場合における，屋外の環境条件及び

荷重条件を考慮し，以下の第 3.14-70表に示す設計とする。 

（57-2） 

 

第 3.14-70 表 想定する環境条件及び荷重条件（高圧発電機車） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件下に耐

えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策

及び凍結対策を行える設計とする。 

海水を通水する系

統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 
適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認し，輪留め等により転倒防止対策を行う。 

風（台風）・積雪 
屋外で風荷重，積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないこ

とを応力評価により確認する。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機

能が損なわれない設計とする。 
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b) Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ） 

可搬型直流電源設備のＢ１－115V 系充電器（ＳＡ）は，廃棄物処理建物内

に設置する設備であることから，その機能を期待される重大事故等が発生し

た場合における，廃棄物処理建物の環境条件及び荷重条件を考慮し，以下の

第 3.14-71表に示す設計とする。 

（57-2） 

 

第 3.14-71表 想定する環境条件及び荷重条件（Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ）） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・
放射線 

廃棄物処理建物内で想定される温度，圧力，湿度及び放射
線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による
影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受け
ない。 

海水を通水する系
統への影響 海水を通水することはない。 

地震 
適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな
いことを確認する。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」
に示す。） 

風（台風）・積雪 廃棄物処理建物内に設置するため，風（台風）及び積雪の
影響は受けない。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機
能が損なわれない設計とする。 
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c) ＳＡ用 115V 系充電器 

可搬型直流電源設備のＳＡ用 115V 系充電器は，廃棄物処理建物内に設置す

る設備であることから，その機能を期待される重大事故等が発生した場合に

おける，廃棄物処理建物の環境条件及び荷重条件を考慮し，以下の第 3.14-72

表に示す設計とする。 

（57-2） 

 

第 3.14-72表 想定する環境条件及び荷重条件（ＳＡ用 115V 系充電器） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・
放射線 

廃棄物処理建物内で想定される温度，圧力，湿度及び放射
線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による
影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受け
ない。 

海水を通水する系
統への影響 海水を通水することはない。 

地震 
適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな
いことを確認する。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」
に示す。） 

風（台風）・積雪 廃棄物処理建物内に設置するため，風（台風）及び積雪の
影響は受けない。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機
能が損なわれない設計とする。 
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d) 230V系充電器（常用） 

可搬型直流電源設備の 230V 系充電器（常用）は，廃棄物処理建物内に設置

する設備であることから，その機能を期待される重大事故等が発生した場合

における，廃棄物処理建物内の環境条件及び荷重条件を考慮し，以下第

3.14-73表に示す設計とする。 

（57-2） 

 

第 3.14-73表 想定する環境条件及び荷重条件（230V系充電器（常用）） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

廃棄物処理建物内で想定される温度，圧力，湿度及び放射

線条件に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受け

ない。 

海水を通水する系

統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」

に示す。） 

風（台風）・積雪 
廃棄物処理建物内に設置するため，風（台風）及び積雪の

影響は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機

能が損なわれない設計とする。 
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e) ガスタービン発電機用軽油タンク 

可搬型直流電源設備のガスタービン発電機用軽油タンクは，常設で屋外に設

置する設備であることから，その機能を期待される重大事故等が発生した場

合における，屋外の環境条件及び荷重条件を考慮し，以下の第 3.14-74 表に

示す設計とする。 

（57-2, 57-3） 

 

第 3.14-74表 想定する環境条件及び荷重条件（ガスタービン発電機用軽油タンク） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件下に耐

えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策

及び凍結対策を行える設計とする。 

海水を通水する系

統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」

に示す） 

風（台風）・積雪 
屋外で風荷重，積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないこ

とを応力評価により確認する。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機

能が損なわれない設計とする。 
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f) タンクローリ 

可搬型直流電源設備のタンクローリは，可搬型で屋外に設置する設備である

ことから，その機能を期待される重大事故等が発生した場合における，屋外

の環境条件及び荷重条件を考慮し，以下の第 3.14-75表に示す設計とする。 

（57-2, 57-3） 

 

第 3.14-75 表 想定する環境条件及び荷重条件（タンクローリ） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件に耐え

られる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策

及び凍結対策を行える設計とする。 

海水を通水する系

統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 
適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認し，輪留め等により転倒防止対策を行う。 

風（台風）・積雪 
屋外で風荷重，積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないこ

とを応力評価により確認する。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりその

機能が損なわれない設計とする。 
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(2) 操作性（設置許可基準規則第 43条第 1項二） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるものであ

ること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

可搬型直流電源設備で，操作が必要なガスタービン発電機用軽油タンクドレ

ン弁，タンクローリ付ポンプ，高圧発電機車，代替所内電気設備及び非常用所

内電気設備の各遮断器については，現場で容易に操作可能な設計とする。第

3.14-76表～第 3.14-78表に操作対象機器の操作場所を示す。 

（57-2, 57-3, 57-8） 

第 3.14-76表 操作対象機器（ガスタービン発電機用軽油タンク～高圧発電機車流

路） 

機器名称 
状態の 

変化 
操作場所 操作方法 

ガスタービン発電機用

軽油タンクドレン弁 
弁閉→弁開 

ガスタービン発電機建物西側

軽油タンク設置場所 
手動操作 

タンクローリ付ポンプ 
停止 

→運転 

原子炉建物 

高圧発電機車第一設置場所 

ス イ ッ チ

操作 

タンクローリ付ポンプ 
停止 

→運転 

原子炉建物 

高圧発電機車第二設置場所 

スイッチ 

操作 
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第3.14-77表 操作対象機器（高圧発電機車～充電器（Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ），

ＳＡ用 115V系充電器，230V系充電器（常用））第一電路）） 

機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

高圧発電機車 
停止 

→運転 

原子炉建物 

高圧発電機車第一設置場所 

ボタン 

操作 

高圧発電機車接続プラ

グ収納箱 

（原子炉建物西側） 

断路 

→接続 

原子炉建物 

高圧発電機車第一設置場所 

コネクタ 

接続操作 

Ｃ－メタクラ切替盤 
断路 

→接続 
原子炉建物付属棟地上２階 

ボルト・ネ

ジ接続操作 

Ｄ－メタクラ切替盤 
断路 

→接続 
原子炉建物付属棟地上２階 

ボルト・ネ

ジ接続操作 

緊急用メタクラ 

（メタクラ切替盤側） 
切→入 中央制御室 

スイッチ 

操作 

緊急用メタクラ 

（ＳＡロードセンタ

側） 

切→入 中央制御室 
スイッチ 

操作 

ＳＡロードセンタ 

（緊急用メタクラ側） 
切→入 中央制御室 

スイッチ 

操作 

充電器電源切替盤 

（計装コントロールセ

ンタ側） 

入→切 廃棄物処理建物地下１階中階 
スイッチ 

操作 

充電器電源切替盤 

（ＳＡ１コントロール

センタ側） 

切→入 廃棄物処理建物地下１階中階 
スイッチ 

操作 

Ｂ１－115V 系充電器

（ＳＡ） 
切→入 廃棄物処理建物地下１階中階 

スイッチ 

操作 

ＳＡ用 115V系充電器 切→入 廃棄物処理建物地下１階中階 
スイッチ 

操作 

230V系充電器（常用） 切→入 廃棄物処理建物地下１階中階 
スイッチ 

操作 
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第3.14-78表 操作対象機器（高圧発電機車～充電器（Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ），

ＳＡ用 115V系充電器，230V系充電器（常用））第二電路） 

機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

高圧発電機車 
停止 

→運転 

原子炉建物 

高圧発電機車第二設置場所 

ボタン 

操作 

高圧発電機車接続プラ

グ収納箱 

（原子炉建物南側） 

断路 

→接続 

原子炉建物 

高圧発電機車第二設置場所 

コネクタ 

接続操作 

Ｃ－メタクラ切替盤 
断路 

→接続 
原子炉建物付属棟地上２階 

ボルト・ネ

ジ接続操作 

Ｄ－メタクラ切替盤 
断路 

→接続 
原子炉建物付属棟地上２階 

ボルト・ネ

ジ接続操作 

緊急用メタクラ 

（メタクラ切替盤側） 
切→入 中央制御室 

スイッチ 

操作 

緊急用メタクラ 

（ＳＡロードセンタ

側） 

切→入 中央制御室 
スイッチ 

操作 

ＳＡロードセンタ 

（緊急用メタクラ側） 
切→入 中央制御室 

スイッチ 

操作 

充電器電源切替盤 

（計装コントロールセ

ンタ側） 

入→切 

廃棄物処理建物地下１階中階 
スイッチ 

操作 

充電器電源切替盤 

（ＳＡ１コントロール

センタ側） 

切→入 

廃棄物処理建物地下１階中階 
スイッチ 

操作 

Ｂ１－115V 系充電器

（ＳＡ） 

切→入 廃棄物処理建物地下１階中階 スイッチ 

操作 

ＳＡ用 115V系充電器 
切→入 廃棄物処理建物地下１階中階 スイッチ 

操作 

230V系充電器（常用） 
切→入 廃棄物処理建物地下１階中階 スイッチ 

操作 
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以下に，可搬型直流電源設備を構成する主要設備の操作性を示す。 

 

a) 高圧発電機車 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車は，原子炉建物に設置している接続口ま

で移動可能な車両設計とするとともに，設置場所にて輪留めによる固定等が

可能な設計とする。また，高圧発電機車は，付属の操作スイッチ等により，

設置場所での操作が可能な設計とする。高圧発電機車の現場操作パネルは，

誤操作防止のために名称を明記することで操作者の操作，監視性を考慮して

おり，かつ，十分な操作空間を確保し，容易に操作可能とする。また，高圧

発電機車は３台同期運転が可能な設計とする。 

（57-2, 57-3） 

b) Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ） 

可搬型直流電源設備のＢ１－115V 系充電器（ＳＡ）は，系統の運転状態を

表示及び計器で確認できることから，確実な操作が可能な設計とする。 

（57-2, 57-3） 

c) ＳＡ用 115V 系充電器 

可搬型直流電源設備のＳＡ用 115V 系充電器は，系統の運転状態を表示及び

計器で確認できることから，確実な操作が可能な設計とする。 

（57-2, 57-3） 

d) 230V系充電器（常用） 

可搬型直流電源設備の 230V 系充電器（常用）は，系統の運転状態を表示及

び計器で確認できることから，確実な操作が可能な設計とする。 

（57-2, 57-3） 

e) ガスタービン発電機用軽油タンク 

可搬型直流電源設備のガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁について

は，屋外の場所から手動操作で弁を開閉することが可能な設計とする。 

（57-2, 57-3） 

f) タンクローリ 

タンクローリについては，付属の操作ハンドルからのハンドル操作で起動す

る設計とする。タンクローリは付属の操作ハンドルを操作するにあたり，運

転員のアクセス性を考慮して十分な操作空間を確保する。また，それぞれの

操作対象については銘板をつけることで識別可能とし，運転員の操作・監視

性を考慮して確実に操作できる設計とする。 

タンクローリは，接続口まで屋外のアクセスルートを通行してアクセス可能

な設計とするとともに，設置場所にて輪留めによる固定等が可能な設計とす

る。 

ホースの接続に当たっては，特殊な工具，及び技量は必要とせず，専用の接

続方式である専用金具にすることにより，確実に接続可能な設計とする。 

（57-2, 57-3） 
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(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第 1項三） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に試験又

は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」に示す。 

 

a) 高圧発電機車 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車は，第 3.14-79表に示すように運転中又

は停止中に機能・性能試験，分解検査又は取替えが可能な設計とする。 

可搬型代替交流電源設備の高圧発電機車は，運転性能の確認として，高圧発

電機車の運転状態として発電機電圧，電流，周波数を確認可能な設計とし，

模擬負荷を接続することにより出力性能の確認を行う。また，高圧発電機車

の部品状態の確認として，目視により性能に影響を及ぼす恐れのある傷，割

れ等がないことの確認を行う。また，高圧発電機車ケーブルの絶縁抵抗測定

が可能な設計とする。 

（57-4） 

第 3.14-79表 高圧発電機車の試験及び検査 

プラント

状態 
項目 内容 

運転中 

機能・性能試験 

模擬負荷による高圧発電機車の出力性能（発電機電

圧，電流，周波数）の確認 

高圧発電機車の運転状態の確認 

高圧発電機車の絶縁抵抗の確認 

分解検査 
高圧発電機車の部品の状態を，試験及び目視により

確認 

外観検査 高圧発電機車の目視点検 

停止中 

機能・性能試験 

模擬負荷による高圧発電機車の出力性能（発電機電

圧，電流，周波数）の確認 

高圧発電機車の運転状態の確認 

高圧発電機車の絶縁抵抗の確認 

ケーブルの絶縁抵抗の確認 

分解検査 
高圧発電機車の部品の状態を，試験及び目視により

確認 

外観検査 高圧発電機車の目視点検 
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b) Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ） 

可搬型直流電源設備のＢ１－115V 系充電器（ＳＡ）は，第 3.14-80 表に示

すように運転中に機能・性能試験，停止中に機能・性能試験及び外観検査が

可能な設計とする。 

性能の確認として，Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ）の盤内外部の目視により

性能に影響を及ぼす恐れのある異常がないこと，電気回路の絶縁抵抗に異常

がないこと，運転状態により半導体素子の動作に異常がないことを確認する。 

Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ）の出力電圧の確認を可能とする計器を設けた

設計とする。 

（57-4） 

第 3.14-80表 Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ）の試験及び検査 

プラント

状態 
項目 内容 

運転中 機能・性能試験 充電器の出力電圧の確認 

停止中 
機能・性能試験 充電器の出力電圧，絶縁抵抗の確認 

外観検査 充電器の外観の確認 

 

c) ＳＡ用 115V 系充電器 

可搬型直流電源設備のＳＡ用 115V 系充電器は，第 3.14-81 表に示すように

運転中に機能・性能試験，停止中に機能・性能試験及び外観検査が可能な設

計とする。 

性能の確認として，ＳＡ用 115V 系充電器の盤内外部の目視により性能に影

響を及ぼす恐れのある異常がないこと，電気回路の絶縁抵抗に異常がないこ

と，運転状態により半導体素子の動作に異常がないことを確認する。 

ＳＡ用 115V 系充電器の出力電圧の確認を可能とする計器を設けた設計とす

る。 

（57-4） 

第 3.14-81表 ＳＡ用 115V系充電器の試験及び検査 

プラント

状態 
項目 内容 

運転中 機能・性能試験 充電器の出力電圧の確認 

停止中 
機能・性能試験 充電器の出力電圧，絶縁抵抗の確認 

外観検査 充電器の外観の確認 
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d) 230V系充電器（常用） 

可搬型直流電源設備の 230V 系充電器（常用）は，第 3.14-82 表に示すよう

に運転中に機能・性能試験，停止中に機能・性能試験及び外観検査が可能な

設計とする。 

性能の確認として，230V 系充電器（常用）の盤内外部の目視により性能に

影響を及ぼす恐れのある異常がないこと，電気回路の絶縁抵抗に異常がない

こと，運転状態により半導体素子の動作に異常がないことを確認する。 

230V 系充電器（常用）の出力電圧の確認を可能とする計器を設けた設計と

する。 

（57-4） 

第 3.14-82表 230V系充電器（常用）の試験及び検査 

プラント

状態 
項目 内容 

運転中 機能・性能試験 充電器の出力電圧の確認 

停止中 
機能・性能試験 充電器の出力電圧，絶縁抵抗の確認 

外観検査 充電器の外観の確認 

 

e) ガスタービン発電機用軽油タンク 

可搬型直流電源設備のガスタービン発電機用軽油タンクは，第 3.14-83表に

示すように発電用原子炉の運転中及び停止中に外観検査が可能な設計とする。

ガスタービン発電機用軽油タンク内面の確認として，目視により性能に影響

を及ぼすおそれのある傷，割れ等がないことが確認可能な設計とする。具体

的にはタンク上部及び側面のマンホールが開放可能であり，内面の点検が可

能な設計とする。ガスタービン発電機用軽油タンクの漏えい検査が実施可能

な設計とする。具体的には漏えい検査が可能な隔離弁を設ける設計とする。

ガスタービン発電機用軽油タンクの定例試験として油面レベルの確認が可能

な計器を設ける設計とする。 

（57-4） 

第 3.14-83 表 ガスタービン発電機用軽油タンクの試験及び検査 

プラント

状態 
項目 内容 

運転中 外観検査 
ガスタービン発電機用軽油タンクの油面レベルの

確認 

停止中 外観検査 

ガスタービン発電機用軽油タンクの外観 

ガスタービン発電機用軽油タンク内面の状態を試

験及び目視により確認 

漏えいの有無の確認 
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f) タンクローリ 

可搬型直流電源設備のタンクローリは，第 3.14-84表に示すように発電用原

子炉の運転中又は停止中に外観検査及び機能・性能の確認が可能な設計とす

る。タンクローリは油量，漏えいの確認が可能なように油面計又は検尺口を

設け，かつ，内部の確認が可能なようにマンホールを設ける設計とする。さ

らに，タンクローリは車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設

計とする。タンクローリ付ポンプは，通常系統にて機能・性能確認ができる

設計とし，分解が可能な設計とする。 

ホースの外観検査として，機能・性能に影響を及ぼすおそれのある亀裂，腐

食等がないことの確認を行うことが可能な設計とする。 

（57-4） 

第 3.14-84表 タンクローリの試験及び検査 

プラント

状態 
項目 内容 

運転中 

又は 

停止中 

外観検査 

タンク，ホース外観の確認及びタンク内面の状態を

目視により確認 

漏えいの有無の確認 

機能・性能試験 タンクの漏えい確認 

車両検査 タンクローリの車両としての運転状態の確認 
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(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第 1項四） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備に

あっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備えるも

のであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

可搬型直流電源設備は，可搬型代替交流電源設備と代替所内電気設備と所内

常設蓄電式直流電源設備，常設代替直流電源設備，及び可搬型直流電源設備と

して使用する 230Ｖ系充電器（常用）を組み合わせた系統であるため，本来の

用途以外の用途には使用しない。なお，代替所内電気設備は遮断器を設けるこ

とにより想定される重大事故等時において，通常時の系統構成から速やかな切

り替えが可能な設計とする。また，必要な燃料系統の操作は，ガスタービン発

電機用軽油タンクドレン弁を設けることにより想定される重大事故等時にお

いて，通常時の系統構成から速やかな切替えが可能な設計とする。切替え操作

の対象機器は(2)操作性の第 3.14-76表～第 3.14-78表と同様である。 

（57-3） 

 

これにより第 3.14-24図～第 3.14-26図で示すタイムチャートの通り速やかに

切り替えが可能である。 
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※１ 第１保管エリアの可搬設備を使用した場合は，２時間５分以内で可能である。 

※２ 第１保管エリアの可搬設備を使用した場合は，速やかに対応できる。 

 

第 3.14-24図 可搬型直流電源設備による電源供給のタイムチャート 

 

 

第 3.14-25図 ガスタービン発電機用軽油タンクからタンクローリへの 

燃料補給のタイムチャート 

 

 
※移動時間及び給油時間は対象設備の配置場所及び燃料タンク容量により時間は前後する。 

 大量送水車へ給油する場合は，移動時間を１分，給油時間を２分，トータル約 13 分で可能である。 

 高圧発電機車へ給油する場合は，移動時間を４分，給油時間を６分，トータル約 20 分で可能である。 

 大型送水ポンプ車へ給油する場合は，移動時間を７分，給油時間を６分，トータル約 23 分で可能である。 

 可搬式窒素供給装置へ給油する場合は，移動時間を５分，給油時間を１分，トータル約 16 分で可能である。 

 

第 3.14-26図 タンクローリから各機器等への燃料補給のタイムチャート 

 

＊：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防

止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合

状況について（個別手順）の 1.14で示すタイムチャート 

  

手順の項目 要員(数)

緊急用メタクラ及びＳＡ低圧母線の受電準備

受電確認

排風機運転

移動，仮設ケーブル接続前準備，排風機運転準備

移動，排風機電源復旧

移動，充電器盤への給電，受電操作

移動　※２

車両健全性確認

高圧発電機車配置，高圧発電機車準備，ケーブル敷設，接続プラグ収納箱の検電，接続作業

移動，仮設ケーブル敷設，接続

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

備考30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360

可搬型直流電源設備による給電

（高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機
車接続プラグ収納箱に接続）による給電の場

合）

【第４保管エリアを使用する場合】

中央制御室運転員Ａ １

現場運転員Ｂ，Ｃ ２

緊急時対策要員 ３ 移動，メタクラ切替操作

移動，高圧発電機車による送電

５時間 充電器盤受電２時間30分 高圧発電機車による給電 ※１

手順の項目

移動

車両健全性確認

タンクローリ配置

バルブ付アタッチメント接続

補給準備

補給

補給片付け

要員(数)

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

備考10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

ガスタービン発電機用軽油タンクから
タンクローリへの補給

緊急時対策要員 2

１時間40分以降，タンクローリから各機器等への給油を実施し，

タンクローリの軽油残量に応じて繰り返す

手順の項目

移動，補給準備

補給

片付け

移動はガスタービン発電機
用軽油タンクから給油対象
設備までを想定する。
左記タイムチャートは標準
的な場合の時間を示す。

80 90

要員(数)

備考

タンクローリから各機器等への給油 緊急時対策要員 ２

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

10 20 30 40 50 60 70

以降，各機器等への給油を繰り返し，タンクローリの軽油残量に応じて

ガスタービン発電機用軽油タンクからタンクローリへの補給を繰り返す。

20分※

手順の項目 要員(数)

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

備考10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

補給

補給片付け

軽油タンク(560KL)から
タンクローリへの燃料給油

緊急時対策要員 2

移動

バルブ付アタッチメント接続

補給準備

１時間30分以降，タンクローリから各機器等への給油を実施し，

タンクローリの軽油残量に応じて繰り返す

手順の項目

移動，補給準備

補給

片付け

※移動時間及び給油時間は対象設備の配置場所及び燃料タンク容量により時間は前後する。

　大量送水車へ給油する場合は，移動時間を１分，給油時間を２分，トータル約13分で可能である。

　高圧発電機車へ給油する場合は，移動時間を４分，給油時間を６分，トータル約20分で可能である。

　大型送水ポンプ車へ給油する場合は，移動時間を７分，給油時間を６分，トータル約23分で可能である。

　可搬式窒素供給装置へ給油する場合は，移動時間を５分，給油時間を１分，トータル約16分で可能である。

移動は軽油タンク（560KL）
から給油対象設備までを想
定する。
左記タイムチャートは標準
的な場合の時間を示す。

80 90

要員(数)

備考

タンクローリから各機器等への給油 緊急時対策要員 ２

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

10 20 30 40 50 60 70

以降，各機器等への給油を繰り返し，タンクローリの軽油残量に

応じて軽油タンク（560KL）からタンクローリへの補給を繰り返す。

20分※
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(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第 1項五） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

可搬型直流電源設備は，第 3.14-85表に示すように，設計基準事故対処設備

である非常用直流電源設備と切離された状態とし，通常時は電源となる高圧発

電機車を代替所内電気設備又は非常用所内電気設備と切り離し，及びタンクロ

ーリをガスタービン発電機用軽油タンクと切離して保管することで隔離する

系統構成としており，重大事故等時に通常時と同じ系統構成で重大事故等対処

設備として使用する，及び遮断器等により重大事故等対処設備としての系統構

成とすることで，非常用直流電源設備，代替所内電気設備及び非常用交流電源

設備に対して悪影響を及ぼさない設計とする。 

また，可搬型直流電源設備のＢ１－115V 系充電器（ＳＡ），ＳＡ用 115V 系

充電器及び 230V 系充電器（常用）の受電元は，設計基準事故対処設備である

非常用コントロールセンタと重大事故等対処設備であるＳＡ１コントロール

センタから，切替装置により同時に配線用遮断器を投入できない設計とし，他

の設備に影響を与えない設計とする。 

高圧発電機車及びタンクローリは輪留めによる固定等をすることで，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

（57-3, 57-7） 

 

第 3.14-85表 他系統との隔離 

取合系統 系統隔離 駆動方式 動作 

非常用直流

電源設備 

ＳＡ用 115V系充電器遮断器 

（Ｂ－115V系直流盤(SA)側出力） 
手動 切 

非常用直流

電源設備 

230V 系直流盤（常用）遮断器 

（230V 系直流盤（RCIC）側母線

連絡） 

手動 切 

代替所内電

気設備 

高圧発電機車接続プラグ収納箱 

（高圧発電機車の接続口） 
手動 通常時切り離し 

非常用交流

電源設備 

ガスタービン発電機用軽油タン

ク（タンクローリの接続口） 
手動 通常時切り離し 
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(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第 1項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の操作

及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれが少ない設

置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたもので

あること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

可搬型直流電源設備のうち，高圧発電機車からＳＡ１コントロールセンタ経

由でＢ１－115V 系充電器（ＳＡ），ＳＡ用 115V系充電器及び 230V系充電器（常

用）へ電源供給する系統，及びガスタービン発電機用軽油タンクから高圧発電

機車まで燃料移送する系統は，系統構成に操作が必要な機器の設置場所，操作

場所を第 3.14-86表に示す。これらの操作場所は，想定される事故時における

放射線量が高くなるおそれが少ないため，設置場所で操作可能な設計とする。 

（57-2,57-8） 
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第 3.14-86表 操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

高圧発電機車 

原子炉建物 

高圧発電機車第一設置場所 

原子炉建物 

高圧発電機車第一設置場所 

原子炉建物 

高圧発電機車第二設置場所 

原子炉建物 

高圧発電機車第二設置場所 

ガスタービン発電

機用軽油タンク 

ガスタービン発電機建物西側

軽油タンク設置場所 

ガスタービン発電機建物西側

軽油タンク設置場所 

タンクローリ 

原子炉建物高圧発電機車第一

設置場所 

原子炉建物高圧発電機車第一

設置場所 

原子炉建物高圧発電機車第二

設置場所 

原子炉建物高圧発電機車第二

設置場所 

ガスタービン発電機建物西側

軽油タンク設置場所 

ガスタービン発電機建物西側

軽油タンク設置場所 

Ｃ－メタクラ切替

盤 
原子炉建物付属棟地上２階 原子炉建物付属棟地上２階 

Ｄ－メタクラ切替

盤 
原子炉建物付属棟地上２階 原子炉建物付属棟地上２階 

緊急用メタクラ 
ガスタービン発電機建物 

地上３階 
中央制御室 

ＳＡロードセンタ 
原子炉低圧代替注水ポンプ格

納槽地下１階 
中央制御室 

充電器電源切替盤 廃棄物処理建物地下１階中階 廃棄物処理建物地下１階中階 

Ｂ１－115V系 

充電器（ＳＡ） 
廃棄物処理建物地下１階中階 廃棄物処理建物地下１階中階 

ＳＡ用 15V 系充電

器 
廃棄物処理建物地下１階中階 廃棄物処理建物地下１階中階 

230V系充電器（常

用） 
廃棄物処理建物地下１階中階 廃棄物処理建物地下１階中階 
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3.14.2.4.4.2 設置許可基準規則第 43条第 2項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第 2項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

a) Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ） 

可搬型直流電源設備のＢ１－115V 系充電器（ＳＡ）は，設計基準事故対処

設備の電源が喪失（全交流動力電源喪失及び蓄電池が枯渇）した場合，高圧

発電機車を代替所内電気設備へ接続することにより， 24 時間にわたり必要

な設備へ直流電源を供給するために必要な出力容量として，約 200Aを有する

設計とする。 

（57-5） 

 

b) ＳＡ用 115V 系充電器 

可搬型直流電源設備のＳＡ用 115V 系充電器は，設計基準事故対処設備の電

源が喪失（全交流動力電源喪失及び蓄電池が枯渇）した場合，高圧発電機車

を代替所内電気設備へ接続することにより， 24 時間にわたり必要な設備へ

直流電源を供給するために必要な出力容量として，約 200A を有する設計とす

る。 

（57-5） 

 

c) 230V系充電器（常用） 

可搬型直流電源設備の 230V 系充電器（常用）は，設計基準事故対処設備の

電源が喪失（全交流動力電源喪失及び蓄電池が枯渇）した場合，高圧発電機

車を代替所内電気設備へ接続することにより，24時間にわたり必要な設備へ

直流電源を供給するために必要な容量として，約 200A を有する設計とする。 

（57-5） 

 

d) ガスタービン発電機用軽油タンク 

可搬型直流電源設備のガスタービン発電機用軽油タンクは，重大事故等時に

おいて，同時にその機能を発揮することを要求される重大事故等対処設備が，

７日間連続運転する場合に必要となる燃料量約 420kLを上回る，容量約 560kL

を有する設計とする。 

（57-5） 
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(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43条第 2項二） 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただし，二以

上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発電用原子炉施

設の安全性が向上する場合であって，同一の工場等内の他の発電用原子炉施設

に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

可搬型直流電源設備は，二以上の発電用原子炉施設において共用しない設計

とする。 

 

 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43 条第 2項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備の安全機

能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置を講じたもの

であること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

可搬型直流電源設備のうち，高圧発電機車接続先からＢ１－115V 系充電器

（ＳＡ），ＳＡ用 115V 系充電器及び 230V 系充電器（常用）までの常設の電路

は代替所内電気設備を経由する。 

代替所内電気設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備の安全機能と

同時に機能が損なわれるおそれがないよう，設計基準事故対処設備である非常

用所内電気設備の各機器と第 3.14-87表のとおり多様性，位置的分散を図る設

計とする。 

電路については，代替所内電気設備を非常用所内電気設備に対して，独立し

た電路で系統構成することにより，共通要因によって同時に機能を損なわれな

いよう独立した設計とする。 

（57-2, 57-3, 57-9, 57-10） 
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第 3.14-87表 多重性又は多様性，位置的分散（57-9 参照） 

 設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

非常用所内電気設備 代替所内電気設備 

電源 

非常用高圧母線 

非常用ロードセンタ 

＜いずれも原子炉建物付属棟地

上２階＞ 

非常用コントロールセンタ 

＜廃棄物処理建物地上１階及び

地下１階中階＞ 

 

緊急用メタクラ 

＜ガスタービン発電機建物内＞ 

高圧発電機車接続プラグ収納箱

（原子炉建物西側） 

＜原子炉建物高圧発電機車第一

設置場所＞ 

高圧発電機車接続プラグ収納箱

（原子炉建物南側） 

＜原子炉建物高圧発電機車第二

設置場所＞ 

Ｃ-メタクラ切替盤 

Ｄ-メタクラ切替盤 

＜いずれも原子炉建物付属棟地

上２階＞ 

ＳＡロードセンタ 

ＳＡ１コントロールセンタ 

＜低圧原子炉代替注水ポンプ格

納槽内＞ 

ＳＡ２コントロールセンタ 

＜原子炉建物付属棟地上３階＞ 

電路 

非常用ディーゼル発電機 

～非常用高圧母線電路 

 

高圧発電機車 

～非常用高圧母線 C系及び D系

電路 

高圧発電機源車 

～ＳＡ１コントロールセンタ

及びＳＡ２コントロールセ

ンタ電路 

ガスタービン発電機 

～非常用高圧母線 C系及び D電

路 

ガスタービン発電機 

～ＳＡ１コントロールセンタ

及びＳＡ２コントロールセ

ンタ電路 
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 設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

非常用所内電気設備 代替所内電気設備 

電源供給先 

非常用高圧母線 C系 

非常用高圧母線 D系 

＜いずれも原子炉建物付属棟地

上２階＞ 

非常用高圧母線 HPCS系 

＜原子炉建物付属棟地下２階＞ 

 

非常用高圧母線 C系 

非常用高圧母線 D系 

＜いずれも原子炉建物付属棟地

上２階＞ 

ＳＡ１コントロールセンタ 

＜低圧原子炉代替注水ポンプ格

納槽内＞ 

ＳＡ２コントロールセンタ 

＜原子炉建物付属棟地上３階＞ 
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3.14.2.4.4.3 設置許可基準規則第 43条第 3項への適合状況 

 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第 3項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分に余裕のある容量を

有するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

a) 高圧発電機車 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車は，想定される重大事故等時において，

最低限必要な交流設備に電力を供給できる容量を有するものを１セット３台

使用する。保有数は，２セット６台に加えて，故障時及び保守点検による待

機除外時のバックアップ用として１台の合計７台を保管する。 

具体的には高圧発電機車は，常設代替交流電源設備が使用できない場合，常

設代替交流電源設備のバックアップ電源として使用する場合に必要とされる

設備に電源供給する。高圧発電機車から非常用所内電気設備又は代替所内電

気設備を受電する場合は，原子炉建物外から電力を供給する可搬型代替交流

電源設備に該当するため，必要設備を２セットに加えて予備を配備する。必

要となる負荷は，最大負荷 760kW 及び連続最大負荷 545kW である。最大負荷

に十分な余裕を考慮し 500kVA/台の高圧発電機車が３台必要である。「共-4 

可搬型重大事故等対処設備の必要数，予備数及び保有数について」に基づき，

高圧発電機車は，重大事故等対処時に必要な台数６台，及び容量約 500kVA/

台を有する設計とする。加えて予備１台を有する設計とする。 

(57-5) 

 

b) タンクローリ 

可搬型直流電源設備のタンクローリは，想定される重大事故等時において，

その機能を発揮することが必要な重大事故等対処設備に，燃料を補給できる

容量を有する設計とする。 

容量としては重大事故等時において，同時にその機能を発揮することを要求

される高圧発電機車，大量送水車，大型送水ポンプ車，可搬型窒素供給装置

の連続運転が可能な燃料を，それぞれ高圧発電機車，大量送水車，大型送水

ポンプ車，可搬型窒素供給装置に供給できる容量を有するものを 1 セット 1 

台使用する。保有数は 1 セット 1 台と，故障時及び保守点検による待機除外

時のバックアップ用として 1 台（共用）の合計２台を分散して保管する。 

 (57-5，57-11) 
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(2) 確実な接続（設置許可基準規則第 43条第 3項二） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時間に発電用原子

炉施設と接続することができる常設の設備をいう。以下同じ。）と接続するも

のにあっては，当該常設設備と容易かつ確実に接続することができ，かつ，二

以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用することができるよう，接続部

の規格の統一その他の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

可搬型直流電源設備のうち，ＳＡ１コントロールセンタを電源供給する系統

及びガスタービン発電機用軽油タンクから高圧発電機車まで燃料移送する系

統は，接続が必要なタンクローリホース，高圧発電機車ケーブルについては，

現場で容易に接続可能な設計とする。第 3.14-88表～第 3.14-90表に対象機器

の接続場所を示す｡ 

 

第 3.14-88表 接続対象機器設置場所 

（ガスタービン発電機用軽油タンク～高圧発電機車流路） 

接続元機器名称 接続先機器名称 接続場所 接続方法 

タンクローリ 
ガスタービン発電

機用軽油タンク 

ガスタービン発電機建物

西側軽油タンク設置場所 

フランジ接

続 

タンクローリ 高圧発電機車 

原子炉建物高圧発電機車

第一設置場所 

原子炉建物高圧発電機車

第二設置場所 

ノズル接続 

 

第 3.14-89表 接続対象機器設置場所 

（高圧発電機車～ＳＡ１コントロールセンタ 第一電路） 

接続元機器名称 接続先機器名称 接続場所 接続方法 

高圧発電機車 

高圧発電機車 

接続プラグ収納箱

（原子炉建物西側） 

原子炉建物 

高圧発電機車第一設置場

所 

コネクタ 

接続 
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第 3.14-90表 接続対象機器設置場所 

（高圧発電機車～ＳＡ１コントロールセンタ 第二電路） 

接続元機器名称 接続先機器名称 接続場所 接続方法 

高圧発電機車 

高圧発電機車 

接続プラグ収納箱

（原子炉建物南側） 

原子炉建物 

高圧発電機車第二設置場

所 

コネクタ 

接続 

 

以下に，可搬型代替交流電源設備を構成する可搬型主要設備の確実な接続性

を示す。 

 

a) 高圧発電機車 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車は，建物外壁の高圧発電機車接続プラグ

収納箱にてケーブルをコネクタ接続すること，及び接続状態を目視で確認で

きることから，確実な接続が可能な設計とする。高圧発電機車ケーブルは充

電部が露出する場合に養生することにより３相間の絶縁を確保する設計とす

る。 

（57-2, 57-8） 

 

なお，可搬型代替交流電源設備の高圧発電機車の接続方法として，ガスター

ビン発電機建物南側にある緊急用メタクラ接続プラグ盤に接続し，緊急用メ

タクラを経由して非常用高圧母線Ｃ系，Ｄ系又はＳＡ１コントロールセンタ，

ＳＡ２コントロールセンタを受電することが可能な設計とする。本接続方法

は事業者の自主的な取り組みで運用するものである。 

 

b) タンクローリ 

可搬型直流電源設備のタンクローリとガスタービン発電機用軽油タンクの

接続については，燃料ホースとガスタービン発電機用軽油タンクのフランジ

を接続するために，特殊な工具を必要としない。 

（57-2） 
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(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第 43条第 3項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって接続することができ

なくなることを防止するため，可搬型重大事故等対処設備（原子炉建物の外か

ら水又は電力を供給するものに限る。）の接続口をそれぞれ互いに異なる複数

の場所に設けるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

a) 高圧発電機車 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車は，ＳＡ１コントロールセンタに電源供

給する場合において，原子炉建物の異なる面に位置的分散を図った二箇所の

接続口を設置していることから，共通要因により接続不可とならない設計と

する。 

（57-2） 

 

 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第 3項四） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処設備

を設置場所に据え付け，及び常設設備と接続することができるよう，放射線量

が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他

の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

可搬型直流電源設備の系統構成に操作が必要な可搬型設備の接続場所は，

(2)確実な接続の第 3.14-95 表～第 3.14-98 表と同様である。これらの操作場

所は，想定される事故時における放射線量が高くなるおそれが少ないため，設

置場所で操作可能な設計とする。 

（57-2,57-8） 
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(5) 保管場所（設置許可基準規則第 43条第 3項五） 

(ⅰ) 要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロ

リズムによる影響，設計基準事故対処設備の配置その他の条件を考慮した上で

常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管すること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

可搬型直流電源設備の可搬型設備である高圧発電機車及びタンクローリは，

地震，津波その他自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の配置その他の

条件を考慮し，非常用交流電源設備，常設代替交流電源設備（ガスタービン発

電機）と 100m 以上の離隔で位置的分散を図り，第１保管エリア，第３保管エ

リア及び第４保管エリアの複数箇所に分散して配置する設計とする。 

（57-2） 

 

(6) アクセスルートの確保（設置許可基準規則第 43条第 3項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設備

を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，工場等内の道路及び通路

が確保できるよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

可搬型直流電源設備は，想定される重大事故等が発生した場合においても，

可搬型重大事故等対処設備の運搬，移動に支障をきたすことのないよう，迂回

路も考慮して複数のアクセスルートを確保する設計とする。（「可搬型重大事故

等対処設備保管場所及びアクセスルートについて」参照） 

（57-6） 
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(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様性（設置許可基準

規則第 43条第 3項七） 

(ⅰ) 要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によって，設計基準事故

対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設

重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要

な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置を講じた

ものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

可搬型直流電源設備は，共通要因によって，設計基準事故対処設備の安全機

能と同時に機能が損なわれるおそれがないよう，設計基準事故対処設備である

非常用直流電源設備の各機器と第 3.14-91表のとおり多様性，位置的分散を図

る設計とする。 

（57-2, 57-3, 57-9, 57-10） 
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第 3.14-91表 多重性又は多様性，位置的分散 

 設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 重大事故防止設備 

非常用直流電源設備 常設代替直流電源設備 可搬型直流電源設備 

直流 

設備 

Ａ－115V系充電器 

＜廃棄物処理建物地上１

階＞ 

高圧炉心スプレイ系充電

器 

＜原子炉建物付属棟地下

２階＞ 

ＳＡ用 115V系充電器 

＜廃棄物処理建物地下

１階中階＞ 

Ｂ１－115V系充電器（Ｓ

Ａ） 

ＳＡ用 115V系充電器 

230V 系充電器（常用） 

＜廃棄物処理建物地下１

階中階＞ 

電源 

非常用ディーゼル発電機 

高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電機 

＜いずれも原子炉建物付

属棟地下２階＞ 

ＳＡ用 115V系蓄電池 

＜廃棄物処理建物１階

＞ 

高圧発電機車 

＜第１保管エリア，第３

保管エリア及び第４保管

エリア＞ 

電路 

非常用ディーゼル発電機

A系 

～Ａ－115V 系充電器電路 

高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電機 

～高圧炉心スプレイ系充

電器電路 

Ａ－115V 系蓄電池及び充

電器 

～直流母線電路 

高圧炉心スプレイ系蓄電

池及び充電器 

～直流母線電路 

ＳＡ用 115V系蓄電池 

及び充電器 

～直流母線電路 

高圧発電機車 

～高圧発電機車接続プ

ラグ収納箱 

～充電器（Ｂ１－115V

系充電器（ＳＡ），Ｓ

Ａ用 115V系充電器，

230V 系充電器（常

用））電路 

Ｂ１－115V系蓄電池（Ｓ

Ａ）及び充電器 

～直流母線電路 

ＳＡ用 115V 系蓄電池及

び充電器～直流母線

電路 

230Ｖ系蓄電池（ＲＣＩ

Ｃ）及び充電器 

～直流母線電路 

電源 

方式 
蓄電池による給電 蓄電池による給電 

交流電力を直流電力に変

換 

電源の 

冷却 

方式 

水冷式 － 空冷式 
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 設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 重大事故防止設備 

非常用直流電源設備 常設代替直流電源設備 可搬型直流電源設備 

燃料源 

ディーゼル燃料貯蔵タン

ク 

＜原子炉建物西側及びタ

ービン建物西側ディーゼ

ル燃料貯蔵タンク設置場

所＞ 

ディーゼル燃料デイタン

ク 

＜原子炉建物付属棟地下

１階＞ 

－ 

ガスタービン発電機用軽

油タンク 

＜ガスタービン発電機建

物西側軽油タンク設置場

所＞ 

燃料 

流路 

ディーゼル燃料移送ポン

プ 

＜原子炉建物西側及びタ

ービン建物西側ディーゼ

ル燃料貯蔵タンク設置場

所＞ 

－ 

タンクローリ 

＜第３保管エリア及び第

４保管エリア＞ 
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3.14.2.4.5 その他設備 

3.14.2.4.5.1 直流給電車 

3.14.2.4.5.1.1 設備概要 

 

直流給電車は，設計基準事故対処設備の電源喪失（全交流電源及び全直流電源），

及び重大事故等対処設備の電源喪失（代替交流電源及び常設代替直流電源）によ

り，重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合において，炉心の著しい損

傷を防止するために，原子炉隔離時冷却系，高圧代替注水系，逃がし安全弁及び

当該機器の計測制御設備に必要な電力を供給できるように，直流給電車を配備す

る。なお，本設備は事業者の自主的な取り組みで設置するものである。 
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3.14.2.5 号炉間電力融通電気設備（自主対策設備） 

3.14.2.5.1 号炉間電力融通ケーブル 

3.14.2.5.1.1 設備概要 

 

設計基準事故対処設備の交流電源喪失（全交流動力電源喪失），及び重大事故

等対処設備の電源喪失（代替交流電源喪失）により，重大事故に至る恐れがある

事故が発生した場合において，炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，燃料

プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷

を防止するために，１号炉の非常用ディーゼル発電機から自号炉の非常用所内電

気設備に電源供給できるように，号炉間電力融通ケーブルを設ける。なお，本設

備は事業者の自主的な取り組みで設置するものである。 

 

 

3.14.2.5.2 号炉間連絡ケーブル 

3.14.2.5.2.1 設備概要 

 

外部電源及び非常用直流電源喪失後，１号炉の非常用コントロールセンタから

自号炉の非常用コントロールセンタに電源供給することで，非常用ディーゼル発

電機の起動に必要な制御電源を確保できるように，号炉間連絡ケーブルを設ける。

なお，本設備は事業者の自主的な取り組みで設置するものである。 
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3.14.2.6 代替所内電気設備 

3.14.2.6.1 設備概要 

代替所内電気設備は，設計基準事故対処設備の非常用所内電気設備が喪失した

場合，常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備又は可搬型直流電源設備

から必要な設備に電源を供給するための電路を確保することにより，重大事故等

が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，燃料プール

内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止

することを目的として設置するものである。 

本系統は電路を構成する「緊急用メタクラ」，「メタクラ切替盤」，「高圧発電機

車接続プラグ収納箱」，「ＳＡロードセンタ」，「ＳＡ１コントロールセンタ」，「Ｓ

Ａ２コントロールセンタ」，「非常用高圧母線Ｃ系」，「非常用高圧母線Ｄ系」，「充

電器電源切替盤」及び「ＳＡ電源切替盤」，代替所内電気設備から電源供給時に

設備の遠隔操作を行う「重大事故操作盤」で構成する。本系統全体の概要図を第

3.14-27 図～第 3.14-29 図に，本系統に属する重大事故等対処設備を第 3.14-92

表に示す。 

本系統は，緊急用メタクラ，メタクラ切替盤，高圧発電機車接続プラグ収納箱，

ＳＡロードセンタ，非常用高圧母線Ｃ系，非常用高圧母線Ｄ系，充電器電源切替

盤，ＳＡ電源切替盤を操作して系統構成することにより，常設代替交流電源設備，

可搬型代替交流電源設備又は可搬型直流電源設備の電路として使用する。 

代替所内電気設備の設計基準事故対処設備に対する独立性及び位置的分散に

ついては 3.14.2.6.3 項に詳細を示す。所内電気設備への接近性の確保について

は 3.14.2.6.4 項に詳細を示す。 

なお，ＳＲＶ用電源切替盤については，「3.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを

減圧するための設備（設置許可基準規則第 46条に対する設計方針を示す章）」で

示す。 
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第 3.14-92 表 代替所内電気設備に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 

緊急用メタクラ【常設】 

メタクラ切替盤【常設】 

高圧発電機車接続プラグ収納箱【常設】 

ＳＡロードセンタ【常設】 

ＳＡ１コントロールセンタ【常設】 

ＳＡ２コントロールセンタ【常設】 

充電器電源切替盤【常設】 

ＳＡ電源切替盤【常設】 

重大事故操作盤【常設】 

非常用高圧母線Ｃ系【常設】 

非常用高圧母線Ｄ系【常設】 

附属設備 － 

燃料流路 － 

電路 － 

計装設備 

（補助）※1 

Ｃ－メタクラ母線電圧【常設】 

Ｄ－メタクラ母線電圧【常設】 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧【常設】 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧【常設】 

 

※1：重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いる補助パ

ラメータ 
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3.14.2.6.2 主要設備の仕様 

主要設備の仕様を以下に示す。 

 

(1) 緊急用メタクラ 

 電圧 ：6.9kV 

 定格電流 ：約 1,200A 

 取付箇所 ：ガスタービン発電機建物地上３階 

 

(2) メタクラ切替盤 

 個数 ：一式 

 定格電流 ：約 1,200A 

 取付箇所 ：原子炉建物付属棟地上２階 

 

(3) 高圧発電機車接続プラグ収納箱 

 個数 ：一式 

 取付箇所 ：原子炉建物高圧発電機車第一設置場所（原子炉建物西側） 

  原子炉建物高圧発電機車第二設置場所（原子炉建物南側） 

 

(4) 非常用高圧母線Ｃ系 

 電圧 ：6.9kV 

 定格電流 ：約 1,200A 

 取付箇所 ：原子炉建物付属棟地上２階 

 

(5) 非常用高圧母線Ｄ系 

 電圧 ：6.9kV 

 定格電流 ：約 1,200A 

 取付箇所 ：原子炉建物付属棟地上２階 

 

(6) ＳＡロードセンタ 

 電圧 ：460V 

 母線定格電流 ：約 1,200A 

 取付箇所 ：低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽地下１階 

 

(7) ＳＡ１コントロールセンタ 

 電圧 ：460V 

 母線定格電流 ：約 400A 

 取付箇所 ：低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽地下１階 
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(8) ＳＡ２コントロールセンタ 

 電圧 ：460V 

 母線定格電流 ：約 400A 

 取付箇所 ：原子炉建物付属棟地上３階 

 

(9) 充電器電源切替盤 

 個数 ：一式 

 取付箇所 ：廃棄物処理建物の地下１階中階 

 

(10) ＳＡ電源切替盤 

 個数 ：一式 

 取付箇所 ：原子炉建物付属棟地上３階 

 

(11) 重大事故操作盤 

 個数 ：一式 

 取付箇所 ：制御室建物地上４階（中央制御室） 
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3.14.2.6.3 独立性及び位置的分散の確保 

 

代替所内電気設備は，第 3.14-93表で示すとおり地震，津波，火災，溢水によ

り同時に故障することを防止するため，非常用所内電気設備と独立性を確保する

設計とする。 

代替所内電気設備は，設計基準事故対処設備である非常用所内電気設備と同時

にその機能が損なわれることがないよう，第 3.14-94表で示すとおり，位置的分

散を図った設計とする。緊急用メタクラ，メタクラ切替盤，高圧発電機車接続プ

ラグ収納箱，ＳＡロードセンタ，ＳＡ１コントロールセンタ及びＳＡ２コントロ

ールセンタは，設計基準事故対処設備である非常用高圧母線，非常用ロードセン

タ，非常用コントロールセンタと位置的分散された屋外，ガスタービン発電機建

物，低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽及び原子炉建物内にそれぞれ配置し，同時

に機能が喪失しない設計とする。電路については，代替所内電気設備を非常用所

内電気設備に対して，独立した電路で系統構成することにより，共通要因によっ

て同時に機能を損なわれないよう独立した設計とする。 

（57-2, 57-3, 57-9） 

 

第 3.14-93表 設計基準事故対処設備との独立性 

  

項目 
設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

非常用所内電気設備 代替所内電気設備 

共通 

要因 

故障 

地 

震 

設計基準事故対処設備の非常用所内電気設備は耐震 Sクラス設計

とし，重大事故防止設備である代替所内電気設備は基準地震動 Ss

で機能維持できる設計とすることで，基準地震動 Ss が共通要因

となり故障することのない設計とする。 

津 

波 

設計基準事故対処設備を設置する原子炉建物と，重大事故防止設

備を設置する屋外，ガスタービン発電機建物，低圧原子炉代替注

水ポンプ格納槽，原子炉建物の各設置場所は，ともに津波が到達

しない位置とすることで，津波が共通要因となり故障することの

ない設計とする。 

火 

災 

設計基準事故対処設備の非常用交流電源設備と，重大事故防止設

備である代替所内電気設備は，火災が共通要因となり故障するこ

とのない設計とする（「共-7 重大事故等対処設備の内部火災に

対する防護方針について」に示す）。 

溢 

水 

設計基準事故対処設備の非常用所内電気設備と，重大事故防止設

備である代替所内電気設備は，溢水が共通要因となり故障するこ

とのない設計とする（「共-8 重大事故等対処設備の内部溢水に

対する防護方針について」に示す）。 
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第 3.14-94表 位置的分散 

 設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

非常用所内電気設備 代替所内電気設備 

電源 

非常用高圧母線 

非常用ロードセンタ 

＜いずれも原子炉建物付属棟地上２階

＞ 

非常用コントロールセンタ 

＜廃棄物処理建物地上１階及び地下１

階中階＞ 

 

緊急用メタクラ 

＜ガスタービン発電機建物内＞ 

高圧発電機車接続プラグ収納箱 

＜原子炉建物西側，原子炉建物南側＞ 

メタクラ切替盤 

＜原子炉建物付属棟地上２階＞ 

ＳＡロードセンタ 

ＳＡ１コントロールセンタ 

＜低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内

＞ 

ＳＡ２コントロールセンタ 

＜原子炉建物付属棟地上３階＞ 

電路 
非常用ディーゼル発電機 

～非常用高圧母線電路 

高圧発電機車 

～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路 

高圧発電機源車 

～ＳＡ１コントロールセンタ及びＳ

Ａ２コントロールセンタ電路 

ガスタービン発電機 

～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路 

ガスタービン発電機 

～ＳＡ１コントロールセンタ及びＳ

Ａ２コントロールセンタ電路 

電源 

供給先 

非常用高圧母線Ｃ系 

非常用高圧母線Ｄ系 

＜いずれも原子炉建物付属棟地上２階

＞ 

非常用高圧母線 HPCS系 

＜原子炉建物付属棟地下２階＞ 

 

非常用高圧母線Ｃ系 

非常用高圧母線Ｄ系 

＜いずれも原子炉建物付属棟地上２階

＞ 

ＳＡ１コントロールセンタ 

＜低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内

＞ 

ＳＡ２コントロールセンタ 

＜原子炉建物付属棟地上３階＞ 

操作盤 
中央制御室及び中央制御室外原子炉停

止制御盤 
重大事故操作盤 
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3.14.2.6.4 所内電気設備への接近性の確保 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場

合において，代替交流電源からの電力を確保するために，以下のとおり，原子炉

建物付属棟地上２階及び地上中２階に設置している非常用所内電気設備へアク

セス可能な設計とし，接近性を確保する設計とする。 

（57-6） 

 

屋内のアクセスルートに影響を与える恐れがある以下の事象について評価し

た結果問題なし。 

a. 地震時の影響・・・プラントウォークダウンにて確認した結果問題なし。 

b. 地震随伴火災の影響・・・アクセスルート近傍に地震随伴火災の火災源と

なる機器が設置されてないことから問題なし。 

c. 地震による内部溢水の影響・・・地震により溢水が発生しても歩行困難な

水位にならないことを確認していることから問題なし。 

 

詳細は，「可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルート」参照 

 

なお，万が一，原子炉建物付属棟地上２階の非常用電気室への接近性が失われ

ることを考慮して，同非常用電気室を経由せず，地上１階から接近可能な代替所

内電気設備を原子炉建物付属棟地上３階に設置することにより，接近性の向上を

図る設計とする。 

 

  

添3.14-167

455



 

 

3.14.2.6.5 設置許可基準規則第 43条第 1項への適合方針 

3.14.2.6.5.1 設置許可基準規則第 43 条第 1 項への適合方針 

 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43条第 1項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重その他の

使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有効に発揮する

ものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

a) 緊急用メタクラ 

代替所内電気設備の緊急用メタクラは，ガスタービン発電機建物内に設置す

る設備であることから，その機能を期待される重大事故等が発生した場合に

おける，ガスタービン発電機建物内の環境条件を考慮し，以下の第 3.14-95

表に示す設計とする。 

（57-2） 

 

第 3.14-95 表 想定する環境条件及び荷重条件（緊急用メタクラ） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

ガスタービン発電機建物内で想定される温度，圧力，湿度

及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用

する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受け

ない。 

海水を通水する系

統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」

に示す。） 

風（台風）・積雪 
ガスタービン発電機建物内に設置するため，風（台風）及

び積雪の影響は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機

能が損なわれない設計とする。 
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b) メタクラ切替盤 

代替所内電気設備のメタクラ切替盤は，原子炉建物付属棟内に設置する設備

であることから，その機能を期待される重大事故等が発生した場合における，

原子炉建物付属棟内の環境条件を考慮し，以下の第 3.14-96 表に示す設計と

する。 

（57-2） 

 

第 3.14-96 表 想定する環境条件及び荷重条件（メタクラ切替盤） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

原子炉建物付属棟内で想定される温度，圧力，湿度及び放

射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受け

ない。 

海水を通水する系

統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」

に示す。） 

風（台風）・積雪 
原子炉建物付属棟内に設置するため，風（台風）及び積雪

の影響は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機

能が損なわれない設計とする。 
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c) 高圧発電機車接続プラグ収納箱 

代替所内電気設備の高圧発電機車接続プラグ収納箱は，屋外に設置する設備

であることから，その機能を期待される重大事故等が発生した場合における，

屋外の環境条件を考慮し，以下の第 3.14-97表に示す設計とする。 

（57-2） 

 

第 3.14-97 表 想定する環境条件及び荷重条件（高圧発電機車接続プラグ収納箱） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件下に耐

えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策

及び凍結対策を行える設計とする。 

海水を通水する系

統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」

に示す。） 

風（台風）・積雪 
屋外で風荷重，積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないこ

とを応力評価により確認する。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機

能が損なわれない設計とする。 
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d) 非常用高圧母線Ｃ系 

代替所内電気設備の非常用高圧母線Ｃ系は，原子炉建物付属棟内に設置する

設備であることから，その機能を期待される重大事故等が発生した場合にお

ける，原子炉建物付属棟内の環境条件を考慮し，以下の第 3.14-98 表に示す

設計とする。 

（57-2） 

 

第 3.14-98表想定する環境条件及び荷重条件（非常用高圧母線Ｃ系） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

原子炉建物付属棟内で想定される温度，圧力，湿度及び放

射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受け

ない。 

海水を通水する系

統への影響 

海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」

に示す） 

風（台風）・積雪 
原子炉建物付属棟内に設置するため，風（台風）及び積雪

の影響は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機

能が損なわれない設計とする。 
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e) 非常用高圧母線Ｄ系 

代替所内電気設備の非常用高圧母線Ｄ系は，原子炉建物付属棟内に設置する

設備であることから，その機能を期待される重大事故等が発生した場合にお

ける，原子炉建物付属棟内の環境条件を考慮し，以下の第 3.14-99 表に示す

設計とする。 

（57-2） 

 

第 3.14-99表 想定する環境条件及び荷重条件（非常用高圧母線Ｄ系） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

原子炉建物付属棟内で想定される温度，圧力，湿度及び放

射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受け

ない。 

海水を通水する系

統への影響 

海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」

に示す） 

風（台風）・積雪 
原子炉建物付属棟内に設置するため，風（台風）及び積雪

の影響は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機

能が損なわれない設計とする。 
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f) ＳＡロードセンタ 

代替所内電気設備のＳＡロードセンタは，低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽

内に設置する設備であることから，その機能を期待される重大事故等が発生

した場合における，低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内の環境条件を考慮し，

以下の第 3.14-100表に示す設計とする。 

（57-2） 

 

第 3.14-100 表 想定する環境条件及び荷重条件（ＳＡロードセンタ） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内で想定される温度，圧

力，湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機

器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受け

ない。 

海水を通水する系

統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」

に示す。） 

風（台風）・積雪 
低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内に設置するため，風（台

風）及び積雪の影響は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機

能が損なわれない設計とする。 
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g) ＳＡ１コントロールセンタ 

代替所内電気設備のＳＡ１コントロールセンタは，低圧原子炉代替注水ポン

プ格納槽内に設置する設備であることから，その機能を期待される重大事故

等が発生した場合における，低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内の環境条件

を考慮し，以下の第 3.14-101表に示す設計とする。 

（57-2） 

 

第 3.14-101表 想定する環境条件及び荷重条件（ＳＡ１コントロールセンタ） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内で想定される温度，圧

力，湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機

器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受け

ない。 

海水を通水する系

統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」

に示す。） 

風（台風）・積雪 
低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内に設置するため，風（台

風）及び積雪の影響は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機

能が損なわれない設計とする。 
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h) ＳＡ２コントロールセンタ 

代替所内電気設備のＳＡ２コントロールセンタは，原子炉建物付属棟内に設

置する設備であることから，その機能を期待される重大事故等が発生した場

合における，原子炉建物付属棟内の環境条件を考慮し，以下の第 3.14-102表

に示す設計とする。 

（57-2） 

 

第 3.14-102表 想定する環境条件及び荷重条件（ＳＡ２コントロールセンタ） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

原子炉建物付属棟内で想定される温度，圧力，湿度及び放

射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受け

ない。 

海水を通水する系

統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」

に示す。） 

風（台風）・積雪 
原子炉建物付属棟内に設置するため，風（台風）及び積雪

の影響は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりその

機能が損なわれない設計とする。 
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i) 充電器電源切替盤 

代替所内電気設備の充電器電源切替盤は，廃棄物処理建物内に設置する設備

であることから，その機能を期待される重大事故等が発生した場合における，

廃棄物処理建物内の環境条件を考慮し，以下の第 3.14-103 表に示す設計とす

る。 

（57-2） 

 

第 3.14-103 表 想定する環境条件及び荷重条件（充電器電源切替盤） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

廃棄物処理建物内で想定される温度，圧力，湿度及び放射

線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受け

ない。 

海水を通水する系

統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」

に示す。） 

風（台風）・積雪 
廃棄物処理建物内に設置するため，風（台風）及び積雪の

影響は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機

能が損なわれない設計とする。 
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j) ＳＡ電源切替盤 

代替所内電気設備のＳＡ電源切替盤は，原子炉建物付属棟内に設置する設備

であることから，その機能を期待される重大事故等が発生した場合における，

原子炉建物付属棟内の環境条件を考慮し，以下の第 3.14-104 表に示す設計と

する。 

（57-2） 

 

第 3.14-104 表 想定する環境条件及び荷重条件（ＳＡ電源切替盤） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

原子炉建物付属棟内で想定される温度，圧力，湿度及び放

射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受け

ない。 

海水を通水する系

統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」

に示す。） 

風（台風）・積雪 
原子炉建物付属棟内に設置するため，風（台風）及び積雪

の影響は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりその

機能が損なわれない設計とする。 
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k) 重大事故操作盤 

代替所内電気設備の重大事故操作盤は，制御室建物内に設置する設備である

ことから，その機能を期待される重大事故等が発生した場合における，制御

室建物内の環境条件を考慮し，以下の第 3.14-105表に示す設計とする。 

（57-2） 

 

第 3.14-105 表 想定する環境条件及び荷重条件（重大事故操作盤） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

制御室建物内で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条

件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受け

ない。 

海水を通水する系

統への影響 

海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」

に示す。 

風（台風）・積雪 

制御室建物内に設置するため，風（台風）及び積雪の影響

は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機

能が損なわれない設計とする。 
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(2) 操作性（設置許可基準規則第 43条第 1項二） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるものであ

ること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

代替所内電気設備で，操作が必要な緊急用メタクラ，ＳＡロードセンタ，Ｓ

Ａ電源切替盤，重大事故操作盤，非常用高圧母線Ｃ系及び非常用高圧母線Ｄ系

については，中央制御室又は現場で容易に操作可能な設計とする。第 3.14-106

表～第 3.14-107 表に操作対象機器の操作場所を示す。 

（57-2, 57-3） 

第 3.14-106表 操作対象機器 

（緊急用メタクラ～ＳＡ１コントロールセンタ及びＳＡ２コントロールセンタ電路） 

機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

緊急用メタクラ 

（ＳＡロードセンタ

側） 

切→入 
制御室建物地上４階 

中央制御室 

スイッチ 

操作 

ＳＡロードセンタ 

（緊急用メタクラ側） 
切→入 

制御室建物地上４階 

中央制御室 

スイッチ 

操作 

ＳＡロードセンタ 

（ＳＡ１コントロールセン

タ及びＳＡ２コントロール

センタ側） 

切→入 
制御室建物地上４階 

中央制御室 

スイッチ 

操作 
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第 3.14-107表 操作対象機器 

（高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱～ＳＡ１コントロールセンタ及

びＳＡ２コントロールセンタ電路） 

機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

メタクラ切替盤 
断路 

→接続 
原子炉建物付属棟地上２階 

ボルト・ 

ナット 

接続操作 

緊急用メタクラ 

（メタクラ切替盤） 
切→入 

ガスタービン発電機建物内地

上３階 

スイッチ 

操作 

緊急用メタクラ 

（ＳＡロードセンタ

側） 

切→入 
制御室建物地上４階 

中央制御室 

スイッチ 

操作 

ＳＡロードセンタ 

（緊急用メタクラ側） 
切→入 

制御室建物地上４階 

中央制御室 

スイッチ 

操作 

ＳＡロードセンタ 

（ＳＡ１コントロール

センタ及びＳＡ２コン

トロールセンタ側） 

切→入 
制御室建物地上４階 

中央制御室 

スイッチ 

操作 
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以下に，代替所内電気設備を構成する主要設備の操作性を示す。 

 

a) 緊急用メタクラ 

代替所内電気設備の緊急用メタクラは，中央制御室でのスイッチ操作による

手動操作であること，及び緊急用メタクラの状態を遮断器開閉表示及び計器

により確認できることから，確実な操作が可能な設計とする。 

（57-2, 57-3） 

 

b) メタクラ切替盤 

代替所内電気設備のメタクラ切替盤は，現場盤でのボルト・ナットによる手

動操作であること，及びメタクラ切替盤の状態を目視確認にて確認できるこ

とから，確実な操作が可能な設計とする。 

（57-2, 57-3） 

 

c) 高圧発電機車接続プラグ収納箱 

代替所内電気設備の高圧発電機車接続プラグ収納箱は，ケーブルをコネクタ

接続すること及び，接続状態を目視確認にて確認できることから，確実な操

作が可能な設計とする。 

（57-2, 57-3） 

 

d) 非常用高圧母線Ｃ系 

代替所内電気設備の非常用高圧母線Ｃ系は，現場盤での操作スイッチによる

手動操作であること，及び非常用高圧母線Ｃ系の運転状態を現場の遮断器開

閉表示及び計器により確認できることから，確実な操作が可能な設計とする。 

（57-2, 57-3） 

 

e) 非常用高圧母線Ｄ系 

代替所内電気設備の非常用高圧母線Ｄ系は，現場盤での操作スイッチによる

手動操作であること，及び非常用高圧母線Ｄ系の運転状態を現場の遮断器開

閉表示及び計器により確認できることから，確実な操作が可能な設計とする。 

（57-2, 57-3） 

 

f) ＳＡロードセンタ 

代替所内電気設備のＳＡロードセンタは，中央制御室でのスイッチ操作によ

る手動操作であること，及びＳＡロードセンタの状態を遮断器開閉表示及び

計器により確認できることから，確実な操作が可能な設計とする。 

（57-2, 57-3） 
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g) ＳＡ１コントロールセンタ 

代替所内電気設備のＳＡ１コントロールセンタは，操作不要である。 

（57-2, 57-3） 

 

h) ＳＡ２コントロールセンタ 

代替所内電気設備のＳＡ２コントロールセンタは，操作不要である。 

（57-2, 57-3） 

 

i) 充電器電源切替盤 

代替所内電気設備の充電器電源切替盤は，現場盤での配線用遮断器の手動操

作であること，及び充電器電源切替盤の状態を確認できることから，確実な

操作が可能な設計とする。 

（57-2, 57-3） 

 

j) ＳＡ電源切替盤 

代替所内電気設備のＳＡ電源切替盤は，現場盤での配線用遮断器の手動操作

であること，及びＳＡ電源切替盤の運転状態を配線用遮断器の開閉状態にて

確認できることから，確実な操作が可能な設計とする。 

（57-2, 57-3） 

 

k) 重大事故操作盤 

代替所内電気設備の重大事故操作盤は，中央制御室での操作スイッチによる

手動操作であること，及び操作されたことをＦＤ画面にて確認できることか

ら，確実な操作が可能な設計とする。 

（57-2, 57-3） 
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(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第 1項三） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に試験又

は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

a) 緊急用メタクラ 

代替所内電気設備の緊急用メタクラは，第 3.14-108 表に示すように，発電

用原子炉停止中に機能・性能試験，発電用原子炉の運転中又は停止中に外観

検査が可能な設計とする。 

緊急用メタクラの外観検査として，目視により性能に影響を及ぼす恐れのあ

る異常がないこと，及び性能確認として絶縁抵抗の確認を行う。 

また，定例試験として，受電された状態で母線電圧を確認する。 

(57-4) 

 

第 3.14-108表 緊急用メタクラの試験及び検査 

 

  

プラント

状態 
項目 内容 

運転中 機能・性能試験 緊急用メタクラの母線電圧の確認 

停止中 機能・性能試験 緊急用メタクラの絶縁抵抗の確認 

運転中又

は停止中 
外観検査 緊急用メタクラの外観の確認 
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b) メタクラ切替盤 

代替所内電気設備のメタクラ切替盤は，第 3.14-109 表に示すように，発電

用原子炉停止中に機能・性能試験，発電用原子炉の運転中又は停止中に外観

検査が可能な設計とする。 

メタクラ切替盤の外観検査として，目視により性能に影響を及ぼす恐れのあ

る異常がないこと，及び性能確認としての回路の絶縁抵抗の確認が可能な設

計とする。 

(57-4) 

第 3.14-109表 メタクラ切替盤の試験及び検査 

プラント

状態 
項目 内容 

停止中 機能・性能試験 メタクラ切替盤の絶縁抵抗の確認 

運転中又

は停止中 
外観検査 

メタクラ切替盤の外観，寸法の確認 

メタクラ切替盤の盤内部の目視点検 

 

c) 高圧発電機車接続プラグ収納箱 

代替所内電気設備の高圧発電機車接続プラグ収納箱は，第 3.14-110 表に示

すように発電用原子炉運転中又は停止中において外観検査，及び機能・性能

試験が可能な設計とする。 

高圧発電機車接続プラグ収納箱の外観検査として，目視により性能に影響を

及ぼす恐れのある異常がないこと，及び特性試験として絶縁抵抗の確認を行

う。 

(57-4) 

 

第 3.14-110 表 高圧発電機車接続プラグ収納箱の試験及び検査 

プラント

状態 
項目 内容 

運転中又

は停止中 

機能・性能試験 高圧発電機車接続プラグ収納箱の絶縁抵抗の確認 

外観検査 高圧発電機車接続プラグ収納箱の外観の確認 
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d) 非常用高圧母線Ｃ系 

代替所内電気設備の非常用高圧母線Ｃ系は，第 3.14-111 表に示すように，

発電用原子炉停止中に機能・性能試験，発電用原子炉の運転中又は停止中に

外観検査が可能な設計とする。 

非常用高圧母線Ｃ系の外観検査として，目視により性能に影響を及ぼすおそ

れのある異常がないこと，及び性能確認として絶縁抵抗の確認を行う。 

また，定例試験として，受電された状態で母線電圧を確認する。 

(57-4) 

 

第 3.14-111表 非常用高圧母線Ｃ系の試験及び検査 

プラント

状態 
項目 内容 

運転中 機能・性能試験 非常用高圧母線Ｃ系の母線電圧の確認 

停止中 機能・性能試験 非常用高圧母線Ｃ系の絶縁抵抗の確認 

運転中又

は停止中 
外観検査 非常用高圧母線Ｃ系の外観の確認 

 

e) 非常用高圧母線Ｄ系 

代替所内電気設備の非常用高圧母線Ｄ系は，第 3.14-112 表に示すように，

発電用原子炉停止中に機能・性能試験，発電用原子炉の運転中又は停止中に

外観検査が可能な設計とする。 

非常用高圧母線Ｄ系の外観検査として，目視により性能に影響を及ぼすおそ

れのある異常がないこと，及び性能確認として絶縁抵抗の確認を行う。 

また，定例試験として，受電された状態で母線電圧を確認する。 

(57-4) 

 

第 3.14-112表 非常用高圧母線Ｄ系の試験及び検査 

プラント

状態 
項目 内容 

運転中 機能・性能試験 非常用高圧母線Ｄ系の母線電圧の確認 

停止中 機能・性能試験 非常用高圧母線Ｄ系の絶縁抵抗の確認 

運転中又

は停止中 
外観検査 非常用高圧母線Ｄ系の外観の確認 
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f) ＳＡロードセンタ 

代替所内電気設備のＳＡロードセンタは，第 3.14-113 表に示すように，発

電用原子炉停止中に機能・性能試験，発電用原子炉の運転中又は停止中に外

観検査が可能な設計とする。 

ＳＡロードセンタの外観検査として目視により性能に影響を及ぼす恐れの

ある異常がないこと，及び性能確認として絶縁抵抗の確認を行う。 

(57-4) 

 

第 3.14-113表 ＳＡロードセンタの試験及び検査 

プラント

状態 
項目 内容 

停止中 機能・性能試験 ＳＡロードセンタの絶縁抵抗，受電状態の確認 

運転中又

は停止中 
外観検査 

ＳＡロードセンタの外観，寸法の確認 

ＳＡロードセンタの盤内部の目視点検 

 

g) ＳＡ１コントロールセンタ 

代替所内電気設備のＳＡ１コントロールセンタは，第 3.14-114 表に示すよ

うに，発電用原子炉停止中に機能・性能試験，発電用原子炉の運転中又は停

止中に外観検査が可能な設計とする。 

ＳＡ１コントロールセンタの外観検査として，目視により性能に影響を及ぼ

すおそれのある異常がないこと，及び性能確認として絶縁抵抗の確認を行う。 

(57-4) 

 

第 3.14-114表 ＳＡ１コントロールセンタの試験及び検査 

プラント

状態 
項目 内容 

停止中 機能・性能試験 ＳＡ１コントロールセンタの絶縁抵抗の確認 

運転中又

は停止中 
外観検査 ＳＡ１コントロールセンタの外観，寸法の確認 
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h) ＳＡ２コントロールセンタ 

代替所内電気設備のＳＡ２コントロールセンタは，第 3.14-115 表に示すよ

うに，発電用原子炉停止中に機能・性能試験，発電用原子炉の運転中又は停

止中に外観検査が可能な設計とする。 

ＳＡ２コントロールセンタの外観検査として，目視により性能に影響を及ぼ

す恐れのある異常がないこと，及び性能確認として絶縁抵抗の確認を行う。 

(57-4) 

 

第 3.14-115表 ＳＡ２コントロールセンタの試験及び検査 

プラント

状態 
項目 内容 

停止中 機能・性能試験 ＳＡ２コントロールセンタの絶縁抵抗の確認 

運転中又

は停止中 
外観検査 ＳＡ２コントロールセンタの外観，寸法の確認 

 

i) 充電器電源切替盤 

代替所内電気設備の充電器電源切替盤は，第 3.14-116 表に示すように，発

電用原子炉停止中に機能・性能試験，発電用原子炉の運転中又は停止中に外

観検査が可能な設計とする。 

充電器電源切替盤の機能確認として充電器の受電が可能であることの確認

を行う。 

また，性能確認としての回路の絶縁抵抗の確認が可能な設計とする。 

また，定例試験として，ＳＡ電源切替盤での電源元の切り替えの確認が可能

な設計とする。 

(57-4) 

 

第 3.14-116表 充電器電源切替盤の試験及び検査 

プラント

状態 
項目 内容 

停止中 機能・性能試験 

充電器電源切替盤での電源元切替えにより充電器

の受電確認 

充電器電源切替盤の絶縁抵抗の確認 

運転中又

は停止中 
外観検査 

充電器電源切替盤の外観，寸法の確認 

充電器電源切替盤の盤内部の目視点検 
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j) ＳＡ電源切替盤 

代替所内電気設備のＳＡ電源切替盤は，第 3.14-117 表に示すように，発電

用原子炉停止中に機能・性能試験，発電用原子炉の運転中又は停止中に外観

検査が可能な設計とする。 

ＳＡ電源切替盤の機能確認として電動弁の操作が可能であることの確認を

行う。 

また，性能確認としての回路の絶縁抵抗の確認が可能な設計とする。 

また，定例試験として，ＳＡ電源切替盤での電源元の切り替えの確認が可能

な設計とする。 

(57-4) 

 

第 3.14-117表 ＳＡ電源切替盤の試験及び検査 

プラント

状態 
項目 内容 

停止中 機能・性能試験 

ＳＡ電源切替盤での電源元切替えにより電動弁の

受電確認 

ＳＡ電源切替盤の絶縁抵抗の確認 

運転中又

は停止中 
外観検査 

ＳＡ電源切替盤の外観，寸法の確認 

ＳＡ電源切替盤の盤内部の目視点検 

 

k) 重大事故操作盤 

代替所内電気設備の重大事故操作盤は，第 3.14-118 表に示すように，発電

用原子炉停止中に機能・性能試験，発電用原子炉の運転中又は停止中に外観

検査が可能な設計とする。 

重大事故操作盤の機能確認として電動弁の操作が可能であることの確認を

行う。 

また，定例試験として，重大事故操作盤からの操作への切り替えがＦＤ画面

にて確認可能な設計とする。 

(57-4) 

 

第 3.14-118表 重大事故操作盤の試験及び検査 

プラント

状態 
項目 内容 

停止中 機能・性能試験 
重大事故操作盤からの操作による電動弁の動作確

認 

運転中又

は停止中 
外観検査 

重大事故操作盤の外観，寸法の確認 

重大事故操作盤の盤内部の目視点検 
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(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第 1項四） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備に

あっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備えるも

のであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」に示す。 

 

代替所内電気設備は，本来の用途以外の用途には使用しない。なお，代替所

内電気設備は遮断器を設けることにより通常時の系統構成から遮断器操作等

により速やかな切り替えが可能な設計とする。切り替え操作の対象機器は(2)

操作性の第 3.14-106表～第 3.14-107表と同様である。 

（57-3） 

 

 

これにより第 3.14-30図で示すタイムチャートの通り速やかに切り替えが可能

である。 

 

 
※１ 第４保管エリアの可搬設備を使用した場合は，４時間 15 分以内で可能である。 

※２ 第４保管エリアの可搬設備を使用した場合は，車両健全性確認作業の前に第４保管エリアへ緊急時対策要員が移動を行う。また，第１保管エリアを使用した

場合は，移動，車両健全性確認及び高圧発電機車配置作業で１時間 15 分以内で可能である。 

 

第 3.14-30図 高圧発電機車によるＳＡロードセンタ及び 

ＳＡ１コントロールセンタ受電のタイムチャート 

＊：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防

止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合

状況についての 1.14で示すタイムチャート 

 

  

手順の項目 要員(数)

緊急用メタクラ及びＳＡ低圧母線の受電準備

受電確認

移動，ＳＡ電源切替盤操作（Ａ系）

車両健全性確認　※２

高圧発電機車配備　※２

必要な要員と作業項目

経過時間（時間）

備考30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360

高圧発電機車準備，ケーブル敷設，接続

中央制御室運転員Ａ １

現場運転員Ｂ，Ｃ ２

緊急時対策要員 ３

高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車
接続プラグ収納箱に接続）によるＳＡロードセ
ンタ及びＳＡコントロールセンタ受電の場合
（ＳＡ電源切替盤による負荷への受電の場合）

【第１保管エリアを使用する場合】

移動，メタクラ切替盤作業

移動，送電操作

高圧発電機車によるＳＡロードセンタ ４時間20分 ※１

及びＳＡコントロールセンタ受電

移動，ＳＡ電源切替盤操作（Ｂ系）
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(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第 1項五） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

代替所内電気設備は，第 3.14-119 表に示すように，通常時は非常用所内電

気設備と切り離し，非常用高圧母線Ｃ系の遮断器（緊急用メタクラ側）及び非

常用高圧母線Ｄ系の遮断器（緊急用メタクラ側）を切とすることで隔離する系

統構成としており，重大事故等時に遮断器操作等により重大事故等対処設備と

しての系統構成とすることで，非常用所内電気設備に対して悪影響を及ぼさな

い設計とする。 

代替所内電気設備のＳＡ電源切替盤は，設計基準事故対処設備である非常用

コントロールセンタと重大事故等対処設備であるＳＡ２コントロールセンタ

から，切替装置により同時に配線用遮断器を投入できない設計とすることで，

他の設備に影響を与えない設計とする。 

代替所内電気設備の充電器電源切替盤は，設計基準事故対処設備である非常

用コントロールセンタと重大事故等対処設備であるＳＡ１コントロールセン

タから，切替装置により同時に配線用遮断器を投入できない設計とすることで，

他の設備に影響を与えない設計とする。 

代替所内電気設備の重大事故操作盤は，通常時に設計基準事故対処設備であ

る非常用高圧母線の操作盤及び中央制御室外原子炉停止制御盤と切り離され

た状態とし，重大事故時に重大事故対処設備として系統構成することで，他の

設備に影響を与えない設計とする。 

（57-3, 57-7） 

 

第 3.14-119表 他系統との隔離 

取合系統 系統隔離 駆動方式 動作 

非常用所内 

電気設備 

非常用高圧母線Ｃ系遮断器 

（緊急用メタクラ側） 
手動 通常時切 

非常用所内 

電気設備 

非常用高圧母線Ｄ系遮断器 

（緊急用メタクラ側） 
手動 通常時切 

非常用所内 

電気設備 

ＳＡ電源切替盤遮断器 

（ＳＡ２コントロールセンタ側） 
手動 通常時切 

非常用所内 

電気設備 

充電器電源切替盤遮断器 

（ＳＡ１コントロールセンタ側） 
手動 通常時切 
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(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第 1項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の復旧

作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の

選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

代替所内電気設備の系統構成に必要な機器の設置場所，操作場所を第

3.14-120 表に示す。これらの操作場所は，想定される事故時における放射線

量が高くなるおそれが少ないため，設置場所で操作可能な設計とする。 

（57-2） 

 

第 3.14-120表 操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

緊急用メタクラ 
ガスタービン発電機建物 

地上３階 

制御室建物地上４階 

中央制御室 

メタクラ切替盤 原子炉建物付属棟地上２階 原子炉建物付属棟地上２階 

高圧発電機車接続

プラグ収納箱 

原子炉建物高圧発電機車第一

設置場所 

原子炉建物高圧発電機車第二

設置場所 

原子炉建物高圧発電機車第一

設置場所 

原子炉建物高圧発電機車第二

設置場所 

ＳＡロードセンタ 
低圧原子炉代替注水ポンプ 

格納槽地下１階 

制御室建物地上４階 

中央制御室 

ＳＡ１コントロー

ルセンタ 

低圧原子炉代替注水ポンプ 

格納槽地下１階 
－ 

ＳＡ２コントロー

ルセンタ 

原子炉建物付属棟 

地上３階 
－ 

充電器電源切替盤 廃棄物処理建物地下１階中階 廃棄物処理建物地下１階中階 

ＳＡ電源切替盤 原子炉建物付属棟地上２階 原子炉建物付属棟地上３階 

重大事故操作盤 廃棄物処理建物地上１階 廃棄物処理建物地上１階 

非常用高圧母線Ｃ

系 
原子炉建物付属棟地上２階 原子炉建物付属棟地上２階 

非常用高圧母線Ｄ

系 
原子炉建物付属棟地上２階 原子炉建物付属棟地上２階 
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3.14.2.6.5.2 設置許可基準規則第 43条第 2項への適合方針 

 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第 2項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

a) 緊急用メタクラ 

代替所内電気設備の緊急用メタクラは，ガスタービン発電機１基が接続可能

であることから，ガスタービン発電機１基の定格電流である 502Aに対し，十

分余裕を有する定格電流である約 1,200Aを有する設計とする。 

（57-5） 

 

b) メタクラ切替盤 

代替所内電気設備のメタクラ切替盤は，高圧発電機車が接続可能であり，ガ

スタービン発電機１基の定格電流である 502Aに対し，十分余裕を有する定格

電流である約 1,200Aを有する設計とする。 

（57-5） 

 

c) 高圧発電機車接続プラグ収納箱 

代替所内電気設備の高圧発電機車接続プラグ収納箱は，高圧発電機車が接続

可能であり，ガスタービン発電機を使用して原子炉補機代替冷却系に対して

電源供給することから，ガスタービン発電機１基の定格電流である 502Aに対

し，十分余裕を有する定格電流である約 1,200Aを有する設計とする。 

（57-5） 

 

d) 非常用高圧母線Ｃ系 

代替所内電気設備の非常用高圧母線Ｃ系は，設計基準事故対処設備の電源

（全交流動力電源喪失）が喪失した場合，ガスタービン発電機１基の定格電

流である 502A に対し十分な余裕を考慮した設計とする。なお，非常用高圧母

線Ｃ系は，非常用ディーゼル発電機 1 基分の定格電流 611A に十分な余裕を

考慮し，定格電流約 1,200A を有する設計とする。 

（57-5） 
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e) 非常用高圧母線Ｄ系 

代替所内電気設備の非常用高圧母線Ｄ系は，設計基準事故対処設備の電源

（全交流動力電源喪失）が喪失した場合，ガスタービン発電機１基の定格電

流である 502A に対し十分な余裕を考慮した設計とする。なお，非常用高圧母

線Ｄ系は，非常用ディーゼル発電機 1 基分の定格電流 611A に十分な余裕を

考慮し，定格電流約 1,200Aを有する設計とする。 

（57-5） 

 

f) ＳＡロードセンタ 

代替所内電気設備のＳＡロードセンタは，重大事故等対処時に必要な容量

754Aに余裕を考慮した，母線定格電流約 1,200Aを有する設計とする。 

（57-5） 

 

g) ＳＡ１コントロールセンタ 

代替所内電気設備のＳＡ１コントロールセンタは，重大事故等対処時に必要

な容量 394Aに余裕を考慮した，母線定格電流約 400Aを有する設計とする。 

（57-5） 

 

h) ＳＡ２コントロールセンタ 

代替所内電気設備のＳＡ２コントロールセンタは，重大事故等対処時に必要

な容量 99Aに余裕を考慮した，母線定格電流約 400Aを有する設計とする。 

（57-5） 

 

i) 充電器電源切替盤 

対象外である。 

 

j) ＳＡ電源切替盤 

対象外である。 

 

k) 重大事故操作盤 

対象外である。 
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(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43条第 2項二） 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただし，二以

上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発電用原子炉施

設の安全性が向上する場合であって，同一の工場等内の他の発電用原子炉施設

に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

代替所内電気設備は，二以上の発電用原子炉施設において共用しない設計と

する。 

 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43 条第 2項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備の安全機

能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置を講じたもの

であること 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

代替所内電気設備は，共通要因によって，設計基準事故対処設備の安全機能

と同時に機能が損なわれるおそれがないよう，設計基準事故対処設備である非

常用所内電気設備の各機器と第 3.14-121 表のとおり多様性，位置的分散を図

る設計とする。 

電路については，代替所内電気設備を非常用所内電気設備に対して，独立し

た電路で系統構成することにより，共通要因によって同時に機能を損なわれな

いよう独立した設計とする。 

（57-2, 57-3, 57-9） 
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第 3.14-121表 多重性又は多様性，位置的分散（57-9参照） 

 
設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

非常用所内電気設備 代替所内電気設備 

電源 

非常用高圧母線 

非常用ロードセンタ 

＜いずれも原子炉建物付属棟

地上２階＞ 

非常用コントロールセンタ 

＜廃棄物処理建物地上１階及

び地下１階中階＞ 

緊急用メタクラ 

＜ガスタービン発電機建物内＞ 

高圧発電機車接続プラグ収納箱 

＜原子炉建物西側，原子炉建物南側＞ 

メタクラ切替盤 

＜原子炉建物付属棟地上２階＞ 

ＳＡロードセンタ 

ＳＡ１コントロールセンタ 

＜低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽

内＞ 

ＳＡ２コントロールセンタ 

＜原子炉建物付属棟地上３階＞ 

電路 
非常用ディーゼル発電機 

～非常用高圧母線電路 

高圧発電機車 

～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電

路 

高圧発電機源車 

～ＳＡ１コントロールセンタ及びＳ

Ａ２コントロールセンタ電路 

ガスタービン発電機 

～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電

路 

ガスタービン発電機 

～ＳＡ１コントロールセンタ及びＳ

Ａ２コントロールセンタ電路 

電源 

供給先 

非常用高圧母線Ｃ系 

非常用高圧母線Ｄ系 

＜いずれも原子炉建物付属棟

地上２階＞ 

非常用高圧母線 HPCS系 

＜原子炉建物付属棟地下２階

＞ 

非常用高圧母線Ｃ系 

非常用高圧母線Ｄ系 

＜いずれも原子炉建物付属棟地上２

階＞ 

ＳＡ１コントロールセンタ 

＜低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽

内＞ 

ＳＡ２コントロールセンタ 

＜原子炉建物付属棟地上３階＞ 
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操作盤 
中央制御室及び中央制御室外

原子炉停止制御盤 
重大事故操作盤 
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3.14.2.6.6 その他設備 

3.14.2.6.6.1 非常用コントロールセンタ切替盤 

3.14.2.6.6.1.1 設備概要 

 

常設代替交流電源設備から必要な設備に電源を供給するための電気設備及び

電路を設置することにより，重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損

傷，原子炉格納容器の破損，燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止

中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために，ＳＡロードセンタ及びＳＡ１

コントロールセンタから非常用コントロールセンタに電源供給できるように設

ける。なお，本設備は事業者の自主的な取り組みで設置するものである。 

 

 

3.14.2.6.6.2緊急用メタクラ接続プラグ盤 

3.14.2.6.6.2.1 設備概要 

 

可搬型代替交流電源設備から非常用高圧母線又は代替所内電気設備への電源

供給手段の多重化を図るため，緊急用メタクラ接続プラグ盤を設ける。高圧発電

機車を緊急用メタクラ接続プラグ盤に接続し，緊急用メタクラから非常用高圧母

線又は代替所内電気設備へ至る電路は，非常用ディーゼル発電機から非常用高圧

母線へ至る電路に対して，独立した電路で系統構成する。なお，本設備は事業者

の自主的な取り組みで設置するものである。 
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3.14.3 重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

3.14.3.1 非常用交流電源設備 

3.14.3.1.1 設備概要 

非常用交流電源設備は，外部電源が喪失した場合，非常用所内電気設備に電源

を供給することにより，重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，

原子炉格納容器の破損，燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原

子炉内燃料体の著しい損傷を防止することを目的として設置するものである。 

本系統はディーゼルエンジン及び発電機を搭載した「非常用ディーゼル発電機

及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機」，非常用ディーゼル発電機及び高圧

炉心スプレイ系ディーゼル発電機の燃料を保管する「ディーゼル燃料貯蔵タン

ク」，非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機近傍で

燃料を保管する「ディーゼル燃料デイタンク」，ディーゼル燃料貯蔵タンクから

ディーゼル燃料デイタンクまで燃料を移送する「ディーゼル燃料移送ポンプ」，

電源供給先である「非常用高圧母線」で構成する。 

非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機は非常用

高圧母線の電源喪失を検出し，自動起動することで非常用高圧母線に電源を供給

する。非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の燃料

はディーゼル燃料貯蔵タンクからディーゼル燃料デイタンクにディーゼル燃料

移送ポンプを用いて自動で供給され，ディーゼル燃料デイタンクから自重で非常

用ディーゼル発電機に供給される。 

非常用ディーゼル発電機は，重大事故等時に代替制御棒挿入機能（ＡＲＩ），

代替原子炉再循環ポンプトリップ機能，ほう酸水注入系，代替自動減圧機能，低

圧原子炉代替注水系（常設），低圧原子炉代替注水系（可搬型），低圧炉心スプレ

イ系，残留熱除去系（低圧注水モード），残留熱除去系（原子炉停止時冷却モー

ド），原子炉補機冷却系，格納容器代替スプレイ（常設）格納容器代替スプレイ

（可搬型），残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード），計装設備及

び非常用ガス処理系へ電力を供給できる設計とする。 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機は，重大事故等時に高圧炉心スプレイ系，

高圧炉心スプレイ補機冷却系及び計装設備へ電力を供給できる設計とする。 

本系統全体の概要図を第 3.14-31図に，非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電機燃料供給系統の概要図を第 3.14-32図に示す。また，

本系統に属する設備のうち，重大事故等対処設備（設計基準拡張）を第 3.14-122

表に示す。 

本系統は設計基準対象施設であるとともに，想定される重大事故時等において

その機能を考慮するため，重大事故等対処設備（設計基準拡張）と位置付ける。 
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第 3.14-122表 非常用交流電源設備に関する重大事故等対処設備（設計基準拡張）

一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 

非常用ディーゼル発電機【常設】 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機【常設】 

ディーゼル燃料移送ポンプ【常設】 

ディーゼル燃料貯蔵タンク【常設】 

ディーゼル燃料デイタンク【常設】 

附属設備 － 

燃料流路 ディーゼル燃料移送系配管・弁【常設】 

電路 

非常用ディーゼル発電機～非常用高圧母線電路【常設】 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機～非常用高圧母線電路

【常設】 

計装設備 

（補助）※1 

Ｃ－メタクラ母線電圧【常設】 

Ｄ－メタクラ母線電圧【常設】 

ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧【常設】 

※1：重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いる補助パ

ラメータ 
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3.14.3.1.2 主要設備の仕様 

主要設備の仕様を以下に示す。 

 

(1) 非常用ディーゼル発電機 

機関 

 台数    ：２ 

 出力    ：約 6,150kW/台 

 起動方式 ：圧縮空気起動 

 起動時間  ：約 10秒 

 使用燃料  ：軽油 

発電機 

 台数    ：２ 

 種類    ：横軸回転界磁三相同期発電機 

 容量    ：約 7,300kVA/台 

 力率    ：0.8（遅れ） 

 電圧    ：6.9kV 

 周波数   ：60Hz 

 取付箇所  ：原子炉建物付属棟地下２階 

 

(2) 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 

機関 

 台数    ：１ 

 出力    ：約 3,480kW/台 

 起動方式 ：圧縮空気起動 

 起動時間  ：約 13秒 

 使用燃料  ：軽油 

発電機 

 台数    ：１ 

 種類    ：横軸回転界磁三相同期発電機 

 容量    ：約 4,000kVA/台 

 力率    ：0.8（遅れ） 

 電圧    ：6.9kV 

 周波数   ：60Hz 

 取付箇所  ：原子炉建物付属棟地下２階 
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(3) ディーゼル燃料移送ポンプ 

 種類  ：スクリュー式 

 容量  ：約 4.0m3/h 

 吐出圧力  ：約 0.54MPa 

 最高使用圧力 ：約 0.98MPa 

 最高使用温度 ：40℃ 

 個数  ：1（非常用），1（高圧炉心スプレイ系用） 

 取付箇所  ：タービン建物西側ディーゼル燃料貯蔵タンク設置場所 

 出力  ：約 2.2kW 

 

(4) ディーゼル燃料移送ポンプ 

 種類  ：スクリュー型 

 容量  ：約 4.0m3/h/台 

 吐出圧力  ：約 0.5MPa 

 最高使用圧力 ：約 0.98MPa[gage] 

 最高使用温度 ：66℃ 

 個数  ：1（非常用） 

 取付箇所 ：原子炉建物西側ディーゼル燃料貯蔵タンク設置場所 

 出力  ：約 3.7kW/台 

 

(5) ディーゼル燃料貯蔵タンク 

 種類  ：横置円筒形 

 容量  ：約 170kL/基 

 最高使用圧力 ：静水頭 

 最高使用温度 ：40℃ 

 個数  ：2（非常用），1（高圧炉心スプレイ系用） 

 取付箇所  ：タービン建物西側ディーゼル燃料貯蔵タンク設置場所 

 

(6) ディーゼル燃料貯蔵タンク 

 種類  ：横置円筒形 

 容量  ：約 100kL/基 

 最高使用圧力 ：静水頭 

 最高使用温度 ：66℃ 

 個数  ：3（非常用） 

 取付箇所  ：原子炉建物西側ディーゼル燃料貯蔵タンク設置場所 

 

  

添3.14-203

491



 

 

(7) ディーゼル燃料デイタンク 

 種類  ：横置円筒形 

 容量  ：約 16m3/個（非常用），約 9m3/個（高圧炉心スプレイ系用） 

 最高使用圧力 ：静水頭 

 最高使用温度 ：45℃ 

 個数  ：2（非常用），1（高圧炉心スプレイ系用） 

 取付箇所  ：原子炉建物付属棟地下１階 
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3.14.3.1.3 設置許可基準規則第 43条への適合状況 

 

非常用交流電源設備については，設計基準事故対処設備として使用する場合と

同様の系統構成で重大事故等においても重大事故等対処設備（設計基準拡張）と

して使用するため，他の施設に悪影響を及ぼさない設計とする。 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

非常用交流電源設備の，非常用ディーゼル発電機，高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機，ディーゼル燃料デイタンク，ディーゼル燃料貯蔵タンク及びディー

ゼル燃料移送ポンプは，設計基準事故時に使用する場合の容量が，重大事故等の

収束に必要な容量に対して十分であることから，設計基準事故対処設備と同仕様

で設計する。 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

非常用交流電源設備については，想定される重大事故等が発生した場合におけ

る温度，放射線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処するために

必要な機能を有効に発揮するものとする。 
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(1) 非常用ディーゼル発電機 

非常用交流電源設備の非常用ディーゼル発電機については，原子炉建物付属

棟内に設置される設備であることから，想定される重大事故等が発生した場合

における原子炉建物付属棟内の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能を有

効に発揮することができるよう，第 3.14-123表に示す設計とする。 

(57-2) 

第 3.14-123表 想定する環境条件及び荷重条件（非常用ディーゼル発電機） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

原子炉建物付属棟内で想定される温度，圧力，湿度及び放

射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 
屋外に設置するものではないため，天候による影響は受けない。 

海水を通水する系

統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」

に示す。） 

風（台風）・積雪 
原子炉建物付属棟内に設置するため，風（台風）及び積雪

の影響は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりその

機能が損なわれない設計とする。 
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(2) 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 

非常用交流電源設備の高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機については，原

子炉建物付属棟内に設置される設備であることから，想定される重大事故等が

発生した場合における原子炉建物付属棟内の環境条件及び荷重条件を考慮し，

その機能を有効に発揮することができるよう，第 3.14-124 表に示す設計とす

る。 

(57-2) 

第 3.14-124表 想定する環境条件及び荷重条件 

（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

原子炉建物付属棟内で想定される温度，圧力，湿度及び放

射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 
屋外に設置するものではないため，天候による影響は受けない。 

海水を通水する系

統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」

に示す。） 

風（台風）・積雪 
原子炉建物付属棟内に設置するため，風（台風）及び積雪

の影響は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりその

機能が損なわれない設計とする。 
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(3) ディーゼル燃料移送ポンプ（Ａ－ディーゼル燃料移送ポンプ，ＨＰＣＳ－デ

ィーゼル燃料移送ポンプ 

非常用交流電源設備のディーゼル燃料移送ポンプについては，常設で屋外に

設置する設備であることから，その機能を期待される重大事故等が発生した場

合における，屋外の環境条件を考慮し，以下の第 3.14-125 表に示す設計とす

る。 

(57-2) 

第 3.14-125表 想定する環境条件及び荷重条件 

（Ａ－ディーゼル燃料移送ポンプ，ＨＰＣＳ－ディーゼル燃料移送ポンプ） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件下に耐

えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による 

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策

及び凍結対策を行える設計とする。 

海水を通水する系

統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」

に示す） 

風（台風）・積雪 
屋外で風荷重，積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないこ

とを応力評価により確認する。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機

能が損なわれない設計とする。 
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(4) ディーゼル燃料移送ポンプ（Ｂ－ディーゼル燃料移送ポンプ） 

非常用交流電源設備のディーゼル燃料移送ポンプについては，常設で屋外に

設置する設備であることから，その機能を期待される重大事故等が発生した場

合における，屋外の環境条件を考慮し，以下の第 3.14-126 表に示す設計とす

る。 

(57-2) 

第 3.14-126表 想定する環境条件及び荷重条件（Ｂ－ディーゼル燃料移送ポンプ） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件下に耐

えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による 

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策

及び凍結対策を行える設計とする。 

海水を通水する系

統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」

に示す） 

風（台風）・積雪 
屋外で風荷重，積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないこ

とを応力評価により確認する。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機

能が損なわれない設計とする。 
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(5) ディーゼル燃料貯蔵タンク（Ａ－ディーゼル燃料貯蔵タンク，ＨＰＣＳ－デ

ィーゼル燃料貯蔵タンク） 

非常用交流電源設備のディーゼル燃料貯蔵タンクについては，常設で屋外に

設置する設備であることから，その機能を期待される重大事故等が発生した場

合における，屋外の環境条件を考慮し，以下の第 3.14-127 表に示す設計とす

る。 

(57-2) 

第 3.14-127表 想定する環境条件及び荷重条件 

（Ａ－ディーゼル燃料貯蔵タンク，ＨＰＣＳ－ディーゼル燃料貯蔵タンク） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件下に耐

えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による 

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策

及び凍結対策を行える設計とする。 

海水を通水する系

統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」

に示す） 

風（台風）・積雪 
屋外で風荷重，積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないこ

とを応力評価により確認する。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機

能が損なわれない設計とする。 
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(6) ディーゼル燃料貯蔵タンク（Ｂ－ディーゼル燃料貯蔵タンク） 

非常用交流電源設備のディーゼル燃料貯蔵タンクについては，常設で屋外に

設置する設備であることから，その機能を期待される重大事故等が発生した場

合における，屋外の環境条件を考慮し，以下の第 3.14-128 表に示す設計とす

る。 

(57-2) 

第 3.14-128表 想定する環境条件及び荷重条件（Ｂ－ディーゼル燃料貯蔵タンク） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件下に耐

えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による 

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策

及び凍結対策を行える設計とする。 

海水を通水する系

統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」

に示す） 

風（台風）・積雪 
屋外で風荷重，積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないこ

とを応力評価により確認する。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機

能が損なわれない設計とする。 
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(7) ディーゼル燃料デイタンク 

非常用交流電源設備のディーゼル燃料デイタンクについては，原子炉建物付

属棟内に設置される設備であることから，想定される重大事故等が発生した場

合における原子炉建物付属棟内の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能を

有効に発揮することができるよう，第 3.14-129表に示す設計とする。 

(57-2) 

第 3.14-129表 想定する環境条件及び荷重条件（ディーゼル燃料デイタンク） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

原子炉建物付属棟内で想定される温度，圧力，湿度及び放

射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受け

ない。 

海水を通水する系

統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」

に示す。） 

風（台風）・積雪 
原子炉建物付属棟内に設置するため，風（台風）及び積雪

の影響は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりその

機能が損なわれない設計とする。 

 

また，ディーゼル燃料移送ポンプ，ディーゼル燃料貯蔵タンク及びディーゼ

ル燃料デイタンクは操作不要，非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電機は中央制御室にて操作可能な設計とする。 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 
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非常用交流電源設備については，設計基準対象施設として使用する場合と同

じ系統構成で重大事故等においても使用する設計とする。また，非常用ディー

ゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機は，中央制御室の操作ス

イッチにより操作が可能な設計とする。 

非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機は，発電

用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能及び外観の確認が可能な設計とする。

また，発電用原子炉の停止中に分解が可能な設計とする。 

ディーゼル燃料デイタンクは，発電用原子炉の運転中又は停止中に漏えいの

有無の確認が可能な設計とする。また，発電用原子炉の運転中又は停止中に内

部の確認及び弁の開閉動作の確認が可能な設計とする。 

ディーゼル燃料貯蔵タンクは，発電用原子炉の運転中又は停止中に漏えいの

有無の確認が可能な設計とする。また，発電用原子炉の運転中又は停止中に内

部の確認及び弁の開閉動作の確認が可能な設計とする。 

ディーゼル燃料移送ポンプは，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性

能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 
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3.14.3.1.4 その他設備 

3.14.3.1.4.1 常用高圧母線Ａ系及びＢ系 

3.14.3.1.4.1.1 設備概要 

 

代替交流電源設備から非常用高圧母線Ｃ系又はＤ系への電源供給ラインの多

重化を図るため，常用高圧母線Ａ系及びＢ系を使用する。 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機から常用高圧母線Ａ系及びＢ系を経由

し，非常用高圧母線Ｃ系又はＤ系に至る電路は，常用電源設備を経由する電路で

あり，常設代替交流電源設備及び可搬型代替交流電源設備の電路に対して独立性

を図る設計とする。なお，本設備は事業者の自主的な取り組みで運用するもので

ある。 
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3.14.3.2 非常用直流電源設備 

3.14.3.2.1 設備概要 

 

非常用直流電源設備は，全交流動力電源が喪失した場合，直流電源が必要な設

備に電源を供給することにより，重大事故等が発生した場合において炉心の著し

い損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及

び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止することを目的として設置す

るものである。 

また，外部電源喪失及び非常用ディーゼル発電機が故障した場合にも使用する。 

本系統は全交流動力電源喪失時に直流電源が必要な設備に電源供給する「Ａ－

115V 系蓄電池」，「Ｂ－115V 系蓄電池」，「Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）」，「230V

系蓄電池（ＲＣＩＣ）」，「高圧炉心スプレイ系蓄電池」，「Ａ－原子炉中性子計装

用蓄電池」及び「Ｂ－原子炉中性子計装用蓄電池」，交流電源復旧後に直流設備

に電源供給する「Ａ－115V 系充電器」，「Ｂ－115V 系充電器」，「Ｂ１－115V 系充

電器（ＳＡ）」，「230V 系充電器（ＲＣＩＣ）」，「高圧炉心スプレイ系充電器」，「Ａ

－原子炉中性子計装用充電器」及び「Ｂ－原子炉中性子計装用充電器」で構成す

る。 

なお，「Ａ－115V 系蓄電池」，「Ｂ－115V系蓄電池」，「Ｂ１－115V系蓄電池（Ｓ

Ａ）」，「230V系蓄電池（ＲＣＩＣ）」，「高圧炉心スプレイ系蓄電池」，「Ａ－原子炉

中性子計装用蓄電池」及び「Ｂ－原子炉中性子計装用蓄電池」をまとめて「非常

用蓄電池」という。 

本系統は，全交流動力電源喪失直後にＡ－115V系蓄電池，Ｂ－115V系蓄電池，

Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）及び高圧炉心スプレイ系蓄電池から重大事故等対処

設備（設計基準拡張）に電源供給を行う。全交流動力電源喪失から 70 分を経過

した時点で，Ａ－115V系蓄電池の不要な負荷の切り離しを行う。 

その後，運転継続することにより全交流動力電源喪失から８時間必要な負荷に

電源供給することが可能である。 

本系統全体の概要図を第 3.14-33図～第 3.14-34図に，本系統に属する設備の

内，重大事故等対処設備（設計基準拡張）を第 3.14-130表に示す。 

本系統は設計基準対象施設であるとともに，想定される重大事故時等において

その機能を期待するため，重大事故等対処設備（設計基準拡張）と位置付ける。 
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第3.14-130表 非常用直流電源設備に関する重大事故等対処設備（設計基準拡張）一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 

Ａ－115V系蓄電池【常設】 

Ｂ－115V系蓄電池【常設】 

Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）【常設】 

230V系蓄電池（ＲＣＩＣ）【常設】 

高圧炉心スプレイ系蓄電池【常設】 

Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池【常設】 

Ｂ－原子炉中性子計装用蓄電池【常設】 

Ａ－115V系充電器【常設】 

Ｂ－115V系充電器【常設】 

Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ）【常設】 

230V系充電器（ＲＣＩＣ）【常設】 

高圧炉心スプレイ系充電器【常設】 

Ａ－原子炉中性子計装用充電器【常設】 

Ｂ－原子炉中性子計装用充電器【常設】 

附属設備 － 

燃料流路 － 

電路 

Ａ－115V系蓄電池及び充電器～直流母線電路【常設】 

Ｂ－115V系蓄電池及び充電器～直流母線電路【常設】 

Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）及び充電器～直流母線電路【常

設】 

230V系蓄電池（ＲＣＩＣ）及び充電器～直流母線電路【常設】 

高圧炉心スプレイ系蓄電池及び充電器～直流母線電路【常設】 

Ａ－中性子計装用蓄電池及び充電器～直流母線電路【常設】 

Ｂ－中性子計装用蓄電池及び充電器～直流母線電路【常設】 

計装設備 

（補助）※1 

Ｃ－メタクラ母線電圧【常設】 

Ｄ－メタクラ母線電圧【常設】 

ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧【常設】 

※1：重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いる補助パ

ラメータ 
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3.14.3.2.2 主要設備の仕様 

主要設備の仕様を以下に示す。 

 

(1) Ａ－115V系蓄電池 

 個数    ：１ 

 電圧    ：115V 

 容量    ：約 1,200Ah 

 取付箇所  ：廃棄物処理建物地上１階 

 

(2) Ｂ－115V系蓄電池 

 個数   ：１ 

 電圧   ：115V 

 容量   ：約 3,000Ah 

 取付箇所 ：廃棄物処理建物地下１階中階 

 

(3) Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ） 

 個数   ：１ 

 電圧   ：115V 

 容量   ：約 1,500Ah 

 取付箇所 ：廃棄物処理建物地下１階中階 

 

(4) 230V系蓄電池（ＲＣＩＣ） 

 個数   ：１ 

 電圧   ：230V 

 容量   ：約 1,500Ah 

 取付箇所 ：廃棄物処理建物地下１階中階 

 

(5) 高圧炉心スプレイ系蓄電池 

 個数    ：１ 

 電圧    ：115V 

 容量    ：約 500Ah 

 取付箇所  ：原子炉建物付属棟地下２階 

 

(6) Ａ－中性子計装用蓄電池 

 個数    ：１ 

 電圧    ：±24V 

 容量    ：約 90Ah 

 取付箇所  ：廃棄物処理建物地上１階 
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(7) Ｂ－中性子計装用系蓄電池 

 個数    ：１ 

 電圧    ：±24V 

 容量    ：約 90Ah 

 取付箇所  ：廃棄物処理建物地下１階中階 

 

(8) Ａ－115V系充電器 

 個数    ：１ 

 電圧    ：115V 

 容量    ：約 210A 

 取付箇所  ：廃棄物処理建物地上１階 

 

(9) Ｂ－115V系充電器 

 個数   ：１ 

 電圧   ：120V 

 容量   ：約 400A 

 取付箇所 ：廃棄物処理建物地下１階中階 

 

(10) Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ） 

 個数   ：１ 

 電圧   ：120V 

 容量   ：約 200A 

 取付箇所 ：廃棄物処理建物地下１階中階 

 

(11) 230V系充電器（ＲＣＩＣ） 

 個数   ：１ 

 電圧   ：240V 

 容量   ：約 200A 

 取付箇所 ：廃棄物処理建物地下１階中階 

 

(12) 高圧炉心スプレイ系充電器 

 個数    ：１ 

 電圧    ：120V 

 容量    ：約 80A 

 取付箇所  ：原子炉建物付属棟地下２階 
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(13) Ａ－中性子計装用充電器 

 個数    ：１ 

 電圧    ：±27V 

 容量    ：約 210A 

 取付箇所  ：廃棄物処理建物地上１階 

 

(14) Ｂ－中性子計装用充電器 

 個数   ：１ 

 電圧   ：±27V 

 容量   ：約 400A 

 取付箇所 ：廃棄物処理建物地下１階中階 
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3.14.3.2.3 設置許可基準規則第 43条への適合状況 

 

非常用直流電源設備については，設計基準事故対処設備として使用する場合と

同様の系統構成で重大事故等においても使用するため，他の施設に悪影響を及ぼ

さない設計とする。 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

非常用直流電源設備については，設計基準事故時の直流電源供給機能を兼用し

ており，設計基準事故時に使用する場合の容量が，重大事故等の収束に必要な容

量に対して十分であることから，設計基準事故対処設備と同仕様で設計する。 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

非常用直流電源設備については，原子炉建物付属棟及び廃棄物処理建物に設置

される設備であることから，想定される重大事故等が発生した場合における原子

炉建物付属棟及び廃棄物処理建物の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能を

有効に発揮することができるよう，第 3.14-131表に示す設計とする。 

(57-2) 

第 3.14-131表 想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

原子炉建物付属棟及び廃棄物処理建物で想定される温度，

圧力，湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した

機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受け

ない。 

海水を通水する系

統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」

に示す。） 

風（台風）・積雪 
原子炉建物付属棟及び廃棄物処理建物に設置するため，風

（台風）及び積雪の影響は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりその

機能が損なわれない設計とする。 

 

また，非常用直流電源設備は操作不要な設計とする。 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 
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非常用直流電源設備については，設計基準事故対処設備として使用する場合と

同じ系統構成で重大事故等においても重大事故等対処設備（設計基準拡張）とし

て使用する設計とする。 

また，非常用直流電源設備のうち蓄電池については，発電用原子炉の運転中に

定例試験及び簡易点検を，また運転中又は停止中に機能・性能検査を可能な設計

とする。また，非常用直流電源設備のうち充電器については，発電用原子炉の運

転中又は停止中に定例試験，外観構造検査及び機能・性能検査を可能な設計とす

る。 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

  

添3.14-223

511



 

 

3.14.3.3 燃料補給設備 

3.14.3.3.1 設備概要 

燃料補給設備は，重大事故等発生時に重大事故等対処設備で使用する軽油が，

枯渇をすることを防止するため，補機駆動用の軽油を補給することを目的として

使用する。 

本設備はガスタービン発電機用軽油タンク，タンクローリ，流路であるガスタ

ービン発電機用軽油タンクドレン弁及びホースから構成される。 

大量送水車，大型送水ポンプ車及び可搬式窒素供給装置は，ガスタービン発電

機用軽油タンクからタンクローリを用いて燃料を補給できる設計とする。 

ガスタービン発電機用軽油タンクからタンクローリへの軽油の補給は，ホース

を用いる設計とする。 

本設備に関する重大事故等対処設備を第 3.14-131表に,本設備全体の概要図を

第 3.14-35図に示す。 

燃料補給設備の設計基準事故対処設備に対する独立性及び位置的分散につい

ては 3.14.3.3.3 項に詳細を示す。 

 
 

第 3.14-35図 燃料補給設備 系統概要図 

第 3.14-131 表 燃料補給設備に関する重大事故等対処設備一覧 
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設備区分 設備名 

主要設備 
ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

タンクローリ【可搬型】 

附属設備 － 

燃料源 － 

燃料流路 
ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁【常設】 

ホース【可搬型】 

燃料補給先 

タンクローリ 

大量送水車【可搬型】 

大型送水ポンプ車【可搬型】 

可搬式窒素供給装置【可搬型】 

電路 － 
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3.14.3.3.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

(1) ガスタービン発電機用軽油タンク 

 種類 ：たて置円筒形 

 容量 ：約 560kL/基 

 最高使用圧力 ：静水頭 

 最高使用温度 ：66℃ 

 個数 ：１ 

 取付箇所 ：屋外（ガスタービン発電機建物西側軽油タンク設置場所） 

 

(2) タンクローリ 

 容量 ：約 3.0kL/台 

 最高使用圧力 ：24kPa[gage] 

 最高使用温度 ：40℃ 

 個数 ：1（予備 1） 

 設置場所 ：屋外 

 保管箇所 ：第３保管エリア及び第４保管エリア 
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3.14.3.3.3 燃料補給設備の独立性，位置的分散 

 

燃料補給設備は，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備と共通要因

によって同時にその機能が損なわれることがないよう，第 3.14-132 表で示すと

おり位置的分散を図った設計とする。 

燃料補給設備は，第 3.14-133 表で示すとおり地震，津波，火災及び溢水によ

り同時に故障することを防止するため，非常用交流電源設備との独立性を確保す

る設計とする。 

 

第 3.14-132表 位置的分散 

 設計基準事故対処設備 常設重大事故防止設備 可搬型重大事故防止設

備 

非常用交流電源設備 常設代替交流電源設備 燃料補給設備 

燃料源 ディーゼル燃料貯蔵タ

ンク 

＜原子炉建物西側及び

タービン建物西側＞ 

ディーゼル燃料デイタ

ンク 

＜原子炉建物地下１階

＞ 

ガスタービン発電機用

軽油タンク 

＜ガスタービン発電機

建物西側軽油タンク設

置場所＞ 

ガスタービン発電機用

サービスタンク 

＜ガスタービン発電機

建物地上２階＞ 

ガスタービン発電機用

軽油タンク 

＜ガスタービン発電機

建物西側軽油タンク設

置場所＞ 

 

燃料 

流路 

ディーゼル燃料移送ポ

ンプ 

＜原子炉建物西側及び

タービン建物西側＞ 

ガスタービン発電機用

燃料移送ポンプ 

＜ガスタービン発電機

建物地上１階＞ 

タンクローリ 

＜第３保管エリア及び

第４保管エリア＞ 
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第 3.14-133表 設計基準事故対処設備との独立性 

項目 
設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備 

非常用交流電源設備 燃料補給設備 

共通 

要因 

故障 

地
震 

設計基準事故対処設備の非常用交流電源設備は耐震 Sクラス設計

とし，重大事故防止設備である燃料補給設備は基準地震動 Ss で

機能維持できる設計とすることで，基準地震動 Ss が共通要因と

なり故障することのない設計とする。 

津
波 

設計基準事故対処設備を設置する各設置場所（ディーゼル燃料貯

蔵タンク：原子炉建物西側及びタービン建物西側，ディーゼル燃

料デイタンク：原子炉建物地下１階，ディーゼル燃料移送ポン

プ：原子炉建物西側及びタービン建物西側）と，重大事故防止設

備を設置する設置場所（ガスタービン発電機用軽油タンク：ガス

タービン発電機建物西側軽油タンク設置場所）及び重大事故防止

設備を保管する各保管場所（タンクローリ：第３保管エリア及び

第４保管エリア）は，ともに津波が到達しない位置とすることで，

津波が共通要因となり故障することのない設計とする。 

火
災 

設計基準事故対処設備の非常用交流電源設備と，重大事故等対処

設備である燃料補給設備は，火災が共通要因となり故障すること

のない設計とする（「共-7 重大事故等対処設備の内部火災に対

する防護方針について」に示す）。 

溢
水 

設計基準事故対処設備の非常用交流電源設備と，重大事故等対処

設備である燃料補給設備は，溢水が共通要因となり故障すること

のない設計とする（「共-8 重大事故等対処設備の内部溢水に対

する防護方針について」に示す）。 
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3.14.3.3.4  設置許可基準規則第 43 条への適合方針 

3.14.3.3.4.1 設置許可基準規則第 43 条第 1 項への適合方針 

 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43 条第 1 項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重その他の

使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有効に発揮する

ものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

燃料補給設備のガスタービン発電機用軽油タンクは，常設で屋外に設置する

設備であることから，想定される重大事故等時における,その機能を有効に発

揮することができるよう,以下の第 3.14-134表に示す設計とする。 

 

燃料補給設備のタンクローリは，屋外の第３保管エリア，第４保管エリアに

保管し，重大事故等時は屋外に設置する設備であることから，想定される重大

事故等時における,その機能を有効に発揮することができるよう,以下の第

3.14-135表に示す設計とする。 

タンクローリの操作は，タンクローリに付属の操作スイッチにより，想定さ

れる重大事故等時において設置場所から可能な設計とする。風（台風）による

荷重については，転倒しないことの確認を行っているが，詳細評価により転倒

する結果となった場合は，転倒防止措置を講じる。積雪の影響については，適

切に除雪する運用とする。 

また，降水及び凍結により機能を損なうことのないよう，防水対策が取られ

たタンクローリを使用し，凍結のおそれがある場合は暖気運転を行い凍結対策

とする。 

（57-2,57-3） 
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第3.14-134表 想定する環境条件及び荷重条件（ガスタービン発電機用軽油タンク） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件下に耐

えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策

及び凍結対策を行える設計とする。 

海水を通水する系

統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」

に示す）。 

風（台風）・積雪 
屋外で風荷重，積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないこ

とを応力評価により確認する。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機

能が損なわれない設計とする。 

 

 

第3.14-135表 想定する環境条件及び荷重条件（タンクローリ） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件下に耐

えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策

及び凍結対策を行える設計とする。 

海水を通水する系

統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 
適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認し，輪留め等により転倒防止対策を行う。 

風（台風）・積雪 
屋外で風荷重，積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないこ

とを応力評価により確認する。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機

能が損なわれない設計とする。 
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(2) 操作性（設置許可基準規則第 43条第 1項二） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるものであ

ること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

燃料補給設備を運転する場合は，タンクローリの配備及びガスタービン発電

機用軽油タンクへのホースの接続を行い，軽油の抜き取りを実施した後，タン

クローリを大量送水車，大型送水ポンプ車及び可搬式窒素供給装置の近傍に移

動及びホース接続を行い，タンクローリを起動することで燃料の補給を行う。

以上のことから，燃料補給設備の操作に必要な機器及び操作に必要な弁，ホー

スを第 3.14-136 表に示す。 

ガスタービン発電機用軽油タンクのガスタービン発電機用軽油タンクドレ

ン弁については，屋外の場所から手動操作で弁を開閉することが可能な設計と

する。 

 

また，タンクローリについては，付属の操作スイッチからのスイッチ操作で

起動する設計とする。タンクローリは付属の操作スイッチを操作するにあたり，

運転員のアクセス性を考慮して十分な操作空間を確保する。また，それぞれの

操作対象については銘板をつけることで識別可能とし，運転員の操作・監視性

を考慮して確実に操作できる設計とする。 

タンクローリは，接続口まで屋外のアクセスルートを通行してアクセス可能

な設計とするとともに，設置場所にて輪留めによる固定等が可能な設計とする。 

ホースの接続に当たっては，特殊な工具，及び技量は必要とせず，専用の接

続方式である専用金具にすることにより，確実に接続可能な設計とする。 

 

第 3.14-136 表に操作対象機器の操作場所を示す。 

（57-2,57-3） 

第 3.14-136表 操作対象機器 

機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

タンクローリ 起動・停止 屋外 
スイッチ 

操作 

ガスタービン発電機用

軽油タンク（ドレン弁） 
弁閉→弁開 屋外 手動操作 

ホース ホース接続 屋外 人力接続 
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(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第 1項三） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に試験又

は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

燃料補給設備のガスタービン発電機用軽油タンクは，第 3.14-137 表に示す

ように原子炉の運転中及び停止中に外観検査が可能な設計とする。ガスタービ

ン発電機用軽油タンク内面の確認として，目視により性能に影響を及ぼすおそ

れのある傷，割れ等がないことが確認可能な設計とする。具体的にはタンク上

部及び側面のマンホールが開放可能であり，内面の点検が可能な設計とする。

ガスタービン発電機用軽油タンクの漏洩検査が実施可能な設計とする。具体的

には漏洩検査が可能な隔離弁を設ける設計とする。ガスタービン発電機用軽油

タンクの定例試験として油面レベルの確認が可能な計器を設ける設計とする。 

 

燃料補給設備のタンクローリは，第 3.14-138 表に示すように原子炉の運転

中又は停止中に目視点検，漏洩検査が可能な設計とする。 

タンクローリは油量，漏えいの確認が可能なように油面計又は検尺口を設け，

かつ，内部の確認が可能なようにマンホールを設ける設計とする。 

 

さらに，タンクローリは車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な

設計とする。タンクローリ付ポンプは，通常系統にて機能・性能確認が出来る

設計とし，分解が可能な設計とする。 

ホースの外観検査として，機能・性能に影響を及ぼすおそれのある亀裂，腐

食等がないことの確認を行うことが可能な設計とする。 

（57-4） 

第 3.14-137 表 ガスタービン発電機用軽油タンクの試験及び検査 

プラント

状態 
項目 内容 

運転中 外観検査 
ガスタービン発電機用軽油タンクの油面レベルの

確認 

停止中 外観検査 

ガスタービン発電機用軽油タンクの外観 

ガスタービン発電機用軽油タンク内面の状態を試

験及び目視により確認 

漏えいの有無の確認 
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第 3.14-138表 タンクローリの試験及び検査 

プラント

状態 
項目 内容 

運転中 

又は 

停止中 

外観検査 

タンク，ホース外観の確認及びタンク内面の状態を

目視により確認 

漏えいの有無の確認 

機能・性能試験 タンクの漏えい確認 

車両検査 タンクローリの車両としての運転状態の確認 

 

 

 

(4) 切り替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第 1項四） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備に

あっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備えるも

のであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

燃料補給設備のタンクローリは，本来の用途以外の用途には使用しない。 

燃料補給設備のガスタービン発電機用軽油タンクは，本来の用途以外の用途

として使用するため切り替えて使用する。 

ガスタービン発電機用軽油タンクは，ガスタービン発電機用軽油タンクドレ

ン弁を設けることにより速やかな切り替えが可能な設計とする。 

 

これにより第 3.14-36図～第 3.14-37図で示すタイムチャートのとおり速や

かに切り替えが可能である。 

（57-3） 
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第 3.14-36図 ガスタービン発電機用軽油タンクからタンクローリへの 

燃料補給のタイムチャート 

 

 
※移動時間及び給油時間は対象設備の配置場所及び燃料タンク容量により時間は前後する。 

 大量送水車へ給油する場合は，移動時間を１分，給油時間を２分，トータル約 13 分で可能である。 

 高圧発電機車へ給油する場合は，移動時間を４分，給油時間を６分，トータル約 20 分で可能である。 

 大型送水ポンプ車へ給油する場合は，移動時間を７分，給油時間を６分，トータル約 23 分で可能である。 

 可搬式窒素供給装置へ給油する場合は，移動時間を５分，給油時間を１分，トータル約 16 分で可能である。 

 

第 3.14-37図 タンクローリから各機器等への燃料補給のタイムチャート 

 

＊：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防

止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合

状況についての 1.14 で示すタイムチャート 

 

 

  

手順の項目

移動

車両健全性確認

タンクローリ配置

バルブ付アタッチメント接続

補給準備

補給

補給片付け

要員(数)

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

備考10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

ガスタービン発電機用軽油タンクから
タンクローリへの補給

緊急時対策要員 2

１時間40分以降，タンクローリから各機器等への給油を実施し，

タンクローリの軽油残量に応じて繰り返す

手順の項目

移動，補給準備

補給

片付け

移動はガスタービン発電機
用軽油タンクから給油対象
設備までを想定する。
左記タイムチャートは標準
的な場合の時間を示す。

80 90

要員(数)

備考

タンクローリから各機器等への給油 緊急時対策要員 ２

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

10 20 30 40 50 60 70

以降，各機器等への給油を繰り返し，タンクローリの軽油残量に応じて

ガスタービン発電機用軽油タンクからタンクローリへの補給を繰り返す。

20分※

手順の項目 要員(数)

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

備考10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

補給

補給片付け

軽油タンク(560KL)から
タンクローリへの燃料給油

緊急時対策要員 2

移動

バルブ付アタッチメント接続

補給準備

１時間30分以降，タンクローリから各機器等への給油を実施し，

タンクローリの軽油残量に応じて繰り返す

手順の項目

移動，補給準備

補給

片付け

※移動時間及び給油時間は対象設備の配置場所及び燃料タンク容量により時間は前後する。

　大量送水車へ給油する場合は，移動時間を１分，給油時間を２分，トータル約13分で可能である。

　高圧発電機車へ給油する場合は，移動時間を４分，給油時間を６分，トータル約20分で可能である。

　大型送水ポンプ車へ給油する場合は，移動時間を７分，給油時間を６分，トータル約23分で可能である。

　可搬式窒素供給装置へ給油する場合は，移動時間を５分，給油時間を１分，トータル約16分で可能である。

移動は軽油タンク（560KL）
から給油対象設備までを想
定する。
左記タイムチャートは標準
的な場合の時間を示す。

80 90

要員(数)

備考

タンクローリから各機器等への給油 緊急時対策要員 ２

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

10 20 30 40 50 60 70

以降，各機器等への給油を繰り返し，タンクローリの軽油残量に

応じて軽油タンク（560KL）からタンクローリへの補給を繰り返す。

20分※
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(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第 1項五） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

燃料補給設備のタンクローリは，通常時は接続先の系統と分離して保管する

ことで，他の設備に悪影響を及ぼさない運用とする。 

タンクローリは，輪留めによる固定等をすることで，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。 

タンクローリは，飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

燃料補給設備のガスタービン発電機用軽油タンクは，第 3.14-139 表に示す

ように，通常時はガスタービン発電機用軽油タンクをタンクローリと分離して

保管し，かつ，ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁を閉止することで隔

離する系統構成としており，非常用交流電源設備に対して悪影響を及ぼさない

設計とする。 

（57-3, 57-7） 

 

第 3.14-139表 他系統との隔離弁 

取合系統 系統隔離 駆動方式 動作 

非常用交流 

電源設備 

ガスタービン発電機用軽油タン

クドレン弁 
手動 通常時閉 
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(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第 1項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の復旧

作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の

選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

燃料補給設備の系統構成に操作が必要な機器の設置場所，操作場所を第

3.14-140表に示す。 

このうち屋外で操作するガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁は，屋外

にあるため操作位置及び作業位置の放射線量が高くなるおそれが少ないため

操作が可能である。 

（57-2） 

 

第3.14-140表 操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

ガスタービン発電

機用軽油タンクド

レン弁 

屋外設置位置 屋外設置位置 
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3.14.3.3.4.2 設置許可基準規則第 43 条第 2 項への適合方針 

 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第 2項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

燃料補給設備のガスタービン発電機用軽油タンクは，重大事故等時において，

同時にその機能を発揮することを要求される重大事故等対処設備が，7 日間連

続運転する場合に必要となる燃料量約 421kL を上回る，容量約 560kL を有す

る設計とする。 

なお,重大事故等対策の有効性評価で期待する設備は,上記想定内に包含さ

れる。 

（57-5） 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43条第 2項二） 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただし，二以

上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発電用原子炉施

設の安全性が向上する場合であって，同一の工場等内の他の発電用原子炉施設

に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

燃料補給設備のガスタービン発電機用軽油タンクは，他号炉と共用しない設

計とする。 

 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43 条第 2 項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備の安全機

能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置を講じたもの

であること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

補機駆動用の燃料を供給する設計基準事故対処設備は存在しない。 

（57-2,57-3） 
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3.14.3.3.4.3  設置許可基準規則第 43 条第 3 項への適合方針 

 

(1)容量（設置許可基準規則第 43条第 3項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

燃料補給設備のタンクローリは，想定される重大事故等時において，その機

能を発揮することが必要な重大事故等対処設備に，燃料を補給できる容量を有

する設計とする。 

容量としては重大事故等時において，同時にその機能を発揮することを要求

される高圧発電機車，大量送水車，大型送水ポンプ車，可搬型窒素供給装置の

連続運転が可能な燃料を，それぞれ高圧発電機車，大量送水車，大型送水ポン

プ車，可搬型窒素供給装置に供給できる容量を有するものを１セット１台使用

する。保有数は１セット１台と，故障時及び保守点検による待機除外時のバッ

クアップ用として１台の合計 2台を分散して保管する。 

（57-5,57-11） 

 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第 43条第 3項二） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時間に発電用原子

炉施設と接続することができる常設の設備をいう。以下同じ。）と接続するも

のにあっては，当該常設設備と容易かつ確実に接続することができ，かつ，二

以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用することができるよう，接続部

の規格の統一その他の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

タンクローリは，ガスタービン発電機用機油タンク及び燃料の補給を必要と

する重大事故等対処設備に接続し，燃料を補給する系統を構成するため，現場

にて容易かつ確実に接続する設計とする。対象機器の接続場所を，第 3.14-141

表に示す。 

（57-2） 
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第 3.14-141表 接続対象機器設置場所（タンクローリ） 

接続元機器名称 接続先機器名称 接続場所 接続方法 

タンクローリ 
ガスタービン発電

機用軽油タンク 

ガスタービン発電機建物西

側軽油タンク設置場所 

フランジ 

接続 

タンクローリ 各機器 屋外 ノズル接続 

 

燃料補給設備のタンクローリは，ガスタービン発電機用軽油タンクの接続に

ついては，燃料ホースを接続するために，ガスタービン発電機用軽油タンクか

ら来るホースと接続口について，ホースと接続口を専用の接続方式である専用

金具にすることに加え，接続口の口径を統一し，確実に接続ができる設計とす

る。 

（57-2） 

 

 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第 43条第 3項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって接続することができ

なくなることを防止するため，可搬型重大事故等対処設備（原子炉建屋の外か

ら水又は電力を供給するものに限る。）の接続口をそれぞれ互いに異なる複数

の場所に設けるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

タンクローリは，可搬型重大事故等対処設備（原子炉建物の外から水又は電

力を供給するものに限る。）に該当しないことから，対象外とする。 

 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第 3項四） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処設備

を設置場所に据え付け，及び常設設備と接続することができるよう，放射線量

が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他

の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 
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燃料補給設備の系統構成に操作が必要な機器の設置場所，操作場所を第

3.14-142表に示す。 

このうち屋外で操作する燃料補給設備のタンクローリは，炉心損傷後の格納

容器フィルタベントを実施前に屋外で使用する設備であり，想定される重大事

故等が発生した場合における放射線を考慮しても作業への影響はないと想定

しているが，仮に線量が高い場合は線源からの離隔距離をとること，線量を測

定し線量が低い位置に配置することにより，これら設備の設置及び常設設備と

の接続が可能である。 

また，格納容器フィルタベント実施後は，格納容器フィルタベント直後の操

作が不要となるように運用し，線量を測定し線量が低い位置に配置することに

より，これら設備の設置及び常設設備との接続が可能である。 

また，現場での接続作業に当たっては，簡便な専用金具による接続方式によ

り，確実に速やかに接続が可能である。 

（57-2） 

第 3.14-142表 操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

タンクローリ 屋外設置位置 屋外設置位置 

ホース 屋外 屋外 

 

 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第 43条第 3項五） 

(ⅰ) 要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロ

リズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の配置その

他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管す

ること。 

 

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

燃料補給設備のタンクローリは，地震，津波その他自然現象又は故意による

大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響，設計基準事故対処設備及び

重大事故等対処設備の配置，その他の条件を考慮し，非常用交流電源設備，常

設代替交流電源設備（ガスタービン発電機）と 100m 以上の離隔で位置的分散

を図り，第３保管エリア及び第４保管エリアの複数箇所に分散して配置する設

計とする。 

（57-2） 
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(6) アクセスルートの確保（設置許可基準規則第 43条第 3項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設備

を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，工場等内の道路及び通路

が確保できるよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

燃料補給設備のタンクローリは，通常時は第３保管エリア及び第４保管エリ

アに分散して保管しており，想定される重大事故等が発生した場合においても，

可搬型重大事故等対処設備の運搬，移動に支障をきたすことのないよう，迂回

路も考慮して複数のアクセスルートを確保する設計とする。（『可搬型重大事故

等対処設備保管場所及びアクセスルートについて』参照） 

（57-6） 

 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故等防止設備との多様性（設置許可基

準規則第 43条第 3項七） 

(ⅰ) 要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によって，設計基準事故

対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設

重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要

な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置を講じた

ものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

燃料補給設備のタンクローリは，共通要因によって，設計基準事故対処設備

の安全機能と同時に機能が損なわれるおそれがないよう，設計基準事故対処設

備である非常用交流電源設備に対し,多様性,位置的分散を図る設計としてい

る。これらの詳細については, 3.14.3.3.3項に記載のとおりである。 

（57-2,57-3） 
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3.14.3.3.5 その他設備 

3.14.3.3.5.1 ディーゼル燃料貯蔵タンク 

3.14.3.3.5.1.1 設備概要 

重大事故等の対処に必要となる大量送水車，高圧発電機車，大型送水ポンプ車，

可搬式窒素供給装置に燃料を給油するタンクローリへ軽油を補給するために，デ 
ィーゼル燃料貯蔵タンクを使用する。なお，本設備は事業者の自主的な取り組み

で運用するものである。 
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3.15 計装設備【５８条】 

【設置許可基準規則】 

（計装設備） 

第五十八条 発電用原子炉施設には、重大事故等が発生し、計測機器（非常用の

ものを含む。）の故障により当該重大事故等に対処するために監視することが

必要なパラメータを計測することが困難となった場合において当該パラメー

タを推定するために有効な情報を把握できる設備を設けなければならない。

（解釈） 

１ 第５８条に規定する「当該重大事故等に対処するために監視することが必

要なパラメータを計測することが困難となった場合において当該パラメータ

を推定するために有効な情報を把握できる設備」とは、以下に掲げる措置又

はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。なお、「当

該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータ」とは、事

業者が検討すべき炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策等を成功させ

るために把握することが必要な発電用原子炉施設の状態を意味する。 

ａ）設計基準を超える状態における発電用原子炉施設の状態の把握能力を明確

にすること。（最高計測可能温度等） 

ｂ）発電用原子炉施設の状態の把握能力（最高計測可能温度等）を超えた場合

の発電用原子炉施設の状態の推定手段を整備すること。 

ⅰ）原子炉圧力容器内の温度、圧力及び水位が推定できる手段を整備する

こと。 

ⅱ）原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量が推定できる手段を整

備すること。 

ⅲ）推定するために必要なパラメータは、複数のパラメータの中から確か

らしさを考慮し、優先順位を定めておくこと。 

ｃ）原子炉格納容器内の温度、圧力、水位、水素濃度及び放射線量率など想定

される重大事故等の対応に必要となるパラメータが計測又は監視及び記録

ができること。 
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3.15 計装設備 

3.15.1 設置許可基準規則第 58条への適合方針 

重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）の故障により，当該重

大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが困

難となった場合において，当該パラメータを推定するために必要なパラメータを

計測する設備を設置又は保管する。 

当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータ（炉心損傷

防止対策及び格納容器破損防止対策等を成功させるために必要な発電用原子炉施

設の状態を把握するためのパラメータ）は，「第 3.15‐10表 重大事故等対策にお

ける手順書の概要」のうち「1.15 事故時の計装に関する手順等」のパラメータの

選定で分類された主要パラメータ（重要監視パラメータ）とする。 

当該パラメータを推定するために必要なパラメータは，「第 3.15‐10表 重大事

故等対策における手順書の概要」のうち「1.15 事故時の計装に関する手順等」の

パラメータの選定で分類された代替パラメータ（重要代替監視パラメータ）とす

る。 

主要パラメータ及び代替パラメータのうち，自主対策設備の計器のみで計測さ

れる場合は，有効監視パラメータ（自主対策設備）とする（第 3.15-2図 重大事

故等時に必要なパラメータの選定フロー参照）。 

また，電源設備の受電状態，重大事故等対処設備の運転状態及びその他の設備

の運転状態により発電用原子炉施設の状態を補助的に監視するパラメータを補助

パラメータとする。なお，重大事故等対処設備の運転及び動作状態を表示する設

備（ランプ表示灯等）については，各条文の設置許可基準規則第 43条への適合状

況のうち，(2) 操作性（設置許可基準規則第 43条第 1項二）にて，適合性を整理

する（第 3.15-2図 重大事故等時に必要なパラメータの選定フロー参照）。 

(1)把握能力の整備（設置許可基準規則解釈の第１項 a））

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備（重大事故等

対処設備）について，設計基準を超える状態における発電用原子炉施設の状態を

把握するための能力（最高計測可能温度等（設計基準最大値等））を明確にする。

計測範囲を第 3.15‐11 表に示す。 

(2)推定手段の整備（設置許可基準規則解釈の第１項 b））
ａ.監視機能喪失時に使用する設備 

発電用原子炉施設の状態の把握能力を超えた場合に発電用原子炉施設の状態を

推定する手段を有する設計とする。 

重要監視パラメータ又は有効監視パラメータ（原子炉圧力容器内の温度，圧力

及び水位並びに原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量等）の計測が困難

となった場合又は計測範囲を超えた場合，「第 3.15‐10 表 重大事故等対策におけ

る手順書の概要」のうち「1.15 事故時の計装に関する手順等」の計器故障時の代
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替パラメータによる推定又は計器の計測範囲を超えた場合の代替パラメータによ

る推定の対応手段等により推定ができる設計とする。 

計器故障時に，当該パラメータの他チャンネルの計器がある場合，他チャンネ

ルの計器により計測するとともに，重要代替監視パラメータが複数ある場合は，

推定する重要監視パラメータとの関係性がより直接的なパラメータ，検出器の種

類及び使用環境条件を踏まえた確からしさを考慮し，優先順位を定める。推定手

段及び優先順位を第 3.15－12表に示す。 

ｂ.計器電源喪失時に使用する設備 

非常用交流電源設備又は非常用直流電源設備の喪失等により計器電源が喪失し

た場合において，計測設備への代替電源設備として常設代替交流電源設備（ガス

タービン発電機），可搬型代替交流電源設備，所内常設蓄電式直流電源設備，常設

代替直流電源設備又は可搬型直流電源設備を使用する。 

具体的な設備は，以下のとおりとする。 

・常設代替交流電源設備（3.14 電源設備【57条】）

・可搬型代替交流電源設備（3.14 電源設備【57条】）

・所内常設蓄電式直流電源設備（3.14 電源設備【57条】）

・常設代替直流電源設備（3.14 電源設備【57条】）

・可搬型直流電源設備（3.14 電源設備【57条】）

・代替所内電気設備（3.14 電源設備【57条】）

常設代替交流電源設備（ガスタービン発電機），可搬型代替交流電源設備，所内

常設蓄電式直流電源設備，常設代替直流電源設備，可搬型交直流電源設備及び代

替所内電気設備については，「3.14 電源設備【57条】」に記載する。 

また，代替電源設備が喪失し計測に必要な計器電源が喪失した場合，特に重要

なパラメータとして，重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測す

るための設備として，温度，圧力，水位及び流量に係るものについて，乾電池を

電源とした可搬型計測器により計測できる設計とする。 

なお，可搬型計測器による計測においては，計測対象の選定を行う際の考え方

として，同一パラメータにチャンネルが複数ある場合は，いずれか１つの適切な

チャンネルを選定し計測又は監視するものとする。同一の物理量について，複数

のパラメータがある場合は，いずれか１つの適切なパラメータを選定し計測又は

監視するものとする。 

具体的な設備は，以下のとおりとする。 

・可搬型計測器

(3)パラメータ記録時に使用する設備（設置許可基準規則解釈の第１項 c））
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原子炉格納容器内の温度，圧力，水位，水素濃度，放射線量率等想定される

重大事故等の対応に必要となる重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメー

タが計測又は監視及び記録ができる設計とする。

重大事故等の対応に必要となるパラメータは，電磁的に記録，保存し，電源

喪失により保存した記録が失われないとともに帳票が出力できる設計とする。

また，記録は必要な容量を保存できる設計とする。 

具体的な設備は，以下のとおりとする。 

・安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）（ＳＰＤＳデータ収集サーバ，ＳＰ

ＤＳ伝送サーバ及びＳＰＤＳデータ表示装置）

（第 3.15‐5図） 
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3.15.2 重大事故等対処設備 

3.15.2.1 計装設備 

3.15.2.1.1 設備概要 

重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）の故障により，当該

重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが

困難となった場合において，当該パラメータを推定するために必要なパラメータ

を計測する設備を設置又は保管する。 

第 3.15‐3,4図に重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータの計装設備

の概要図を示す。 

なお，重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータについては，重大事故

等時の有効な情報を把握するため，設計基準対象施設の計装設備も用いて監視し

ている。このような計装設備は，設計基準対象施設としての要件に沿って設置し

ており，かつ，その使用目的を変えるものではないが，推定という手法も含めて

設置許可基準規則第 58条適合のために必要な設備であることから，他の重大事故

等対処設備の計装設備とあわせて設置許可基準規則第 43条への適合状況を整理す

る。 

また，発電用原子炉施設の状態を補助的に監視する補助パラメータうち，重大

事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いるパラメータにつ

いては，重大事故等対処設備とする。 
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第 3.15‐1表 計装設備に関する重大事故等対処設備一覧（1/4） 

設備区分 設備名 

主要設備 原子炉圧力容器温度（ＳＡ）【常設】 

原子炉圧力【常設】 

原子炉圧力（ＳＡ）【常設】 

原子炉水位（広帯域）【常設】 

原子炉水位（燃料域）【常設】 

原子炉水位（ＳＡ）【常設】 

高圧原子炉代替注水流量【常設】 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量（設計基準拡張）【常設】 

高圧炉心スプレイポンプ出口流量（設計基準拡張）【常設】 

残留熱除去ポンプ出口流量（設計基準拡張）【常設】 

低圧炉心スプレイポンプ出口流量（設計基準拡張）【常設】 

代替注水流量(常設)【常設】 

代替注水流量(可搬型)【可搬型】 

残留熱代替除去系原子炉注水流量【常設】 

残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量【常設】 

ドライウェル温度（ＳＡ）【常設】 

ペデスタル温度（ＳＡ）【常設】 

ペデスタル水温度（ＳＡ）【常設】 

サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）【常設】

サプレッション・プール水温度（ＳＡ）【常設】

ドライウェル圧力（ＳＡ）【常設】 

サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）【常設】

サプレッション・プール水位（ＳＡ）【常設】

ドライウェル水位【常設】 

ペデスタル水位【常設】 

格納容器水素濃度【常設】 

格納容器水素濃度（ＳＡ）【常設】 

格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）【常設】 

格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）【常設】 

中性子源領域計装【常設】 

平均出力領域計装【常設】 

スクラバ容器水位【常設】

スクラバ容器圧力【常設】

スクラバ容器温度【常設】

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）【常

設】 

第１ベントフィルタ出口水素濃度【可搬型】 
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第 3.15‐1表 計装設備に関する重大事故等対処設備一覧（2/4） 

設備区分 設備名 

主要設備 残留熱除去系熱交換器入口温度（設計基準拡張）【常設】 

残留熱除去系熱交換器出口温度（設計基準拡張）【常設】 

残留熱除去系熱交換器冷却水流量（設計基準拡張）【常設】 

高圧炉心スプレイポンプ出口圧力（設計基準拡張）【常設】 

残留熱除去ポンプ出口圧力（設計基準拡張）【常設】 

低圧原子炉代替注水槽水位【常設】 

低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力【常設】 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力（設計基準拡張）【常設】 

低圧炉心スプレイポンプ出口圧力（設計基準拡張）【常設】 

残留熱代替除去系ポンプ出口圧力【常設】 

原子炉建物水素濃度【常設】 

静的触媒式水素処理装置入口温度【常設】 

静的触媒式水素処理装置出口温度【常設】 

格納容器酸素濃度【常設】 

格納容器酸素濃度（ＳＡ）【常設】 

燃料プール水位・温度（ＳＡ）【常設】 

燃料プール水位（ＳＡ）【常設】 

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）【常設】 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ）【常設】 

（燃料プール監視カメラ用冷却設備【常設】を含む） 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）【常設】※2 

可搬型計測器【可搬型】 

附属設備 － 

水源 

（水源に

関する流

路，電源

設備を含

む） 

－ 

流路 － 

注水先 － 

電源設備
※１

常設代替交流電源設備 

ガスタービン発電機【常設】 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

ガスタービン発電機用サービスタンク【常設】 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ【常設】 
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第 3.15‐1表 計装設備に関する重大事故等対処設備一覧（3/4） 

設備区分 設備名 

電源設備
※１

可搬型代替交流電源設備 

高圧発電機車【可搬型】 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

タンクローリ【可搬型】

代替所内電気設備 

緊急用メタクラ【常設】 

メタクラ切替盤【常設】

高圧発電機車接続プラグ収納箱【常設】 

ＳＡロードセンタ【常設】 

ＳＡ１コントロールセンタ【常設】 

ＳＡ２コントロールセンタ【常設】 

充電器電源切替盤【常設】 

ＳＡ電源切替盤【常設】 

重大事故操作盤【常設】 

所内常設蓄電式直流電源設備 

Ｂ－115V系蓄電池【常設】 

Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）【常設】 

230V系蓄電池（ＲＣＩＣ）【常設】 

Ｂ－115V系充電器【常設】 

Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ）【常設】 

230V系充電器（ＲＣＩＣ）【常設】 

常設代替直流電源設備 

ＳＡ用 115V系蓄電池【常設】 

ＳＡ用 115V系充電器【常設】 

可搬型直流電源設備 

高圧発電機車【可搬型】 

Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ）【常設】 

ＳＡ用 115V系充電器【常設】 

230V系充電器（常用）【常設】 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

タンクローリ【可搬型】

非常用交流電源設備 

非常用ディーゼル発電機（設計基準拡張）【常設】 

 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機（設計基準拡張）【常設】 

非常用直流電源設備 

Ａ－115V系蓄電池（設計基準拡張）【常設】 

Ｂ－115V系蓄電池（設計基準拡張）【常設】 
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第 3.15‐1表 計装設備に関する重大事故等対処設備一覧（4/4） 

※１：単線結線図を補足説明資料 58-2に示す。

電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57 条に対する

設計方針を示す章）」で示す。 

※２：安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）については「3.19 通信連絡を行

うために必要な設備（設置許可基準規則第 62 条に対する設計方針を示す

章）」で示す。 

設備区分 設備名 

電源設備
※１

Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）（設計基準拡張）【常設】 

230V系蓄電池（ＲＣＩＣ）（設計基準拡張）【常設】 

高圧炉心スプレイ系蓄電池（設計基準拡張）【常設】 

Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池（設計基準拡張）【常設】 

Ｂ－原子炉中性子計装用蓄電池（設計基準拡張）【常設】 

上記所内蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備への給

電のための設備として以下の設備を使用する。 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

上記非常用直流電源設備への給電のための設備として以下の設

備を使用する。 

非常用交流電源設備 
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3.15.2.1.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を第 3.15‐2表に示す。 

第 3.15‐2表 計装設備の主要機器仕様（1/4） 

名称 検出器の種類 計測範囲 個数 取付箇所 

原子炉圧力容器温

度（ＳＡ） 
熱電対 0～500℃ 2 原子炉格納容器内 

原子炉圧力 
弾性圧力検出

器※1 

0～10MPa 

[gage] 
2 原子炉建物１階 

原子炉圧力（ＳＡ） 
弾性圧力検出

器※1 

0～11MPa 

[gage] 
1 

原子炉建物地下１

階 

原子炉水位（広帯

域） 

差圧式水位検

出器※2 

-400～

150cm※10
2 原子炉建物１階 

原子炉水位（燃料

域） 

差圧式水位検

出器※2 

-800～

-300cm※10
2 

原子炉建物地下１

階 

原子炉水位（ＳＡ） 
差圧式水位検

出器※2 

-900～

150cm※10
1 

原子炉建物地下１

階 

高圧原子炉代替注

水流量 

差圧式流量検

出器※3 
0～150m3/h 1 

原子炉建物地下２

階 

原子炉隔離時冷却

ポンプ出口流量 

差圧式流量検

出器※3 
0～150m3/h 1 

原子炉建物地下２

階 

高圧炉心スプレイ

ポンプ出口流量 

差圧式流量検

出器※3 
0～1500m3/h 1 

原子炉建物地下１

階 

残留熱除去ポンプ

出口流量 

差圧式流量検

出器※3 
0～1500m3/h 3 

原子炉建物地下２

階 

低圧炉心スプレイ

ポンプ出口流量 

差圧式流量検

出器※3 
0～1500m3/h 1 

原子炉建物地下２

階 

代替注水流量(常

設) 

超音波式流量

検出器※19 
0～300m3/h 1 

低圧原子炉代替注

水格納槽内 

代替注水流量(可搬

型) 

超音波式流量

検出器※19 
0～150m3/h 

2 

(予備 1) 
屋外 

残留熱代替除去系

原子炉注水流量 

差圧式流量検

出器※3 
0～50m3/h 1 原子炉建物１階 

残留熱代替除去系

格納容器スプレイ

流量 

差圧式流量検

出器※3 
0～150m3/h 1 原子炉建物１階 

ドライウェル温度

（ＳＡ） 
熱電対 0～300℃ 7 原子炉格納容器内 
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第 3.15‐2表 計装設備の主要機器仕様（2/4） 

名称 検出器の種類 計測範囲 個数 取付箇所 

ペデスタル温度（Ｓ

Ａ） 
熱電対 0～300℃ 2 原子炉格納容器内 

ペデスタル水温度

（ＳＡ） 
熱電対 0～300℃ 2 原子炉格納容器内 

サプレッション・チ

ェンバ温度（ＳＡ） 
熱電対 0～200℃ 2 原子炉格納容器内 

サプレッション・プ

ール水温度（ＳＡ） 
測温抵抗体 0～200℃ 2 原子炉格納容器内 

ドライウェル圧力

（ＳＡ） 

弾性圧力検出

器※4 

0～1000kPa 

[abs] 
2 

原子炉建物中２階 

原子炉建物３階 

サプレッション・チ

ェンバ圧力（ＳＡ） 

弾性圧力検出

器※4 

0～1000kPa 

[abs] 
2 

原子炉建物中２階 

原子炉建物３階 

サプレッション・プ

ール水位（ＳＡ） 

差圧式水位検

出器※５ 

-0.80～6.00m
※12

2 
原子炉建物地下２

階 

ドライウェル水位 
電極式水位検

出器 

-3.0m,-1.0m,

+1.0m,+3.0m

+6.2m,+6.2m
※11

6 原子炉格納容器内 

ペデスタル水位 
電極式水位検

出器 

+0.1m,+1.2m,

+2.4m,+2.4m
※13

4 原子炉格納容器内 

格納容器水素濃度 
熱伝導式水素

検出器 

0～5vol％/ 

0～100vol％ 
1 原子炉建物３階 

格納容器水素濃度

（ＳＡ） 

熱伝導式水素

検出器 
0～100vol％ 1 原子炉建物中２階 

格納容器雰囲気放

射線モニタ（ドライ

ウェル）

電離箱 10-2～105Sv/h 2 原子炉建物１階 

格納容器雰囲気放

射線モニタ（サプレ

ッション・チェン

バ） 

電離箱 10-2～105Sv/h 2 
原子炉建物地下１

階 

中性子源領域計装 核分裂計数管 

10-1～106s-1

（1×103～ 1

×109cm-2・s-1） 

4 原子炉格納容器内 
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第 3.15‐2表 計装設備の主要機器仕様（3/4） 

名称 検出器の種類 計測範囲 個数 取付箇所 

平均出力領域計装 核分裂電離箱 

0～125％ 

（1.2×1012～ 

2.8×1014 

cm-2・s -1）

6※15
原子炉格納容器

内 

スクラバ容器水位
差圧式水位検

出器※6 
8 

第１ベントフィ

ルタ格納槽内

スクラバ容器圧力
弾性圧力 

検出器※7 

0～1MPa 

 [gage] 
4 

第１ベントフィ

ルタ格納槽内

スクラバ容器温度 熱電対 0～300℃ 4 
第１ベントフィ

ルタ格納槽内

第１ベントフィル

タ出口放射線モニ

タ（高レンジ・低レ

ンジ）

電離箱 10-2～105Sv/h 2 
第１ベントフィ

ルタ格納槽内

電離箱 10-3～104mSv/h 1 屋外 

第１ベントフィル

タ出口水素濃度

熱伝導式水素

検出器 

0～20vol％/ 

0～100vol％ 

1 

(予備 1) 
屋外 

残留熱除去系熱交

換器入口温度 
熱電対 0～200℃ 2 

原子炉建物中 1階 

原子炉建物１階 

残留熱除去系熱交

換器出口温度 
熱電対 0～200℃ 2 

原子炉建物中１

階 

原子炉建物１階 

残留熱除去系熱交

換器冷却水流量 

差圧式流量検

出器※3 
0～1500m3/h 2 

原子炉建物地下

２階 

高圧炉心スプレイ

ポンプ出口圧力 

弾性圧力検出

器※8 

0～12MPa 

[gage] 
1 

原子炉建物地下

１階 

残留熱除去ポンプ

出口圧力 

弾性圧力検出

器※8 

0～4MPa 

[gage] 
3 

原子炉建物地下

２階 

低圧原子炉代替注

水槽水位 

差圧式検出器
※9

0～1500m3 1 
低圧原子炉代替

注水格納槽内 

低圧原子炉代替注

水ポンプ出口圧力 

弾性圧力検出

器※8 

0～4MPa 

[gage] 
2 

低圧原子炉代替

注水格納槽内 

原子炉隔離時冷却

ポンプ出口圧力 

弾性圧力検出

器※8 

0～10MPa 

[gage] 
1 

原子炉建物地下

２階 

低圧炉心スプレイ

ポンプ出口圧力 

弾性圧力検出

器※8 

0～5MPa 

[gage] 
1 

原子炉建物地下

２階 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。
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第 3.15‐2表 計装設備の主要機器仕様（4/4） 

名称 検出器の種類 計測範囲 個数 取付箇所 

残留熱代替除去系

ポンプ出口圧力 

弾性圧力検出

器※8 

0～3MPa 

[gage] 
1 

原子炉建物地下２

階 

原子炉建物水素濃

度 

触媒式水素検

出器 

熱伝導式水素

検出器 

0～10vol％ 

0～20vol％ 

1 

5 

原子炉建物４階 

原子炉建物２階 

原子炉建物１階 

静的触媒式水素処

理装置入口温度 
熱電対 0～100℃ 2 原子炉建物４階 

静的触媒式水素処

理装置出口温度 
熱電対 0～400℃ 2 原子炉建物４階 

格納容器酸素濃度 
熱磁気風式酸

素検出器 

0～5％/ 

0～25％ 
1 原子炉建物３階 

格納容器酸素濃度

（ＳＡ） 

磁気力式酸素

検出器 
0～25vol％ 1 原子炉建物中２階 

燃料プール水位・温

度（ＳＡ） 
熱電対 

-1000～

6710mm※16

1※17 原子炉建物４階 

0～150℃ 

燃料プール水位（Ｓ

Ａ） 

ガイドパルス

式水位検出器
※18

-4.30～7.30m
※16

1 原子炉建物４階 

燃料プールエリア

放射線モニタ（高レ

ンジ・低レンジ）（Ｓ

Ａ） 

電離箱 
10-3～104

mSv/h
1 原子炉建物４階 

電離箱 
101～108

mSv/h 
1 原子炉建物４階 

燃料プール監視カ

メラ（ＳＡ）
赤外線カメラ － 1 原子炉建物４階 

※ 1：隔液ダイアフラムにかかる原子炉圧力（基準面器からの水頭圧を含む）と大気圧の

差を計測 

※ 2：隔液ダイアフラムにかかる原子炉圧力（蒸気部）と圧力容器下部の差圧を計測

※ 3：隔液ダイアフラムにかかる絞り機構前後の差圧を計測

※ 4：隔液ダイアフラムにかかる格納容器内圧力の絶対圧力を計測

※ 5：サプレッション・プール下部の圧力と大気圧の差から水位を換算し，サプレッショ

ン・チェンバ圧力で補正

※ 6：隔液ダイアフラムにかかる第１ベントフィルタ容器下部と容器の圧力差を計測

※ 7：隔液ダイアフラムにかかる第１ベントフィルタ入口圧力と大気圧との差を計測

※ 8：隔液ダイアフラムにかかるポンプ出口圧力を計測

添3.15-13

543



※ 9：隔液ダイアフラムにかかる水槽の水頭圧と大気圧の差から水量を計測

※10：基準点は気水分離器下端（原子炉圧力容器零レベルより 1328cm）。

※11：基準点は格納容器底面（EL10100）。

※12：基準点はサプレッション・プール通常水位(EL5610)。

※13：基準点はコリウムシールド上表面(EL6706)。

※14：定格出力時の値に対する比率で示す。

※15：局部出力領域計装の検出器は 124個であり，平均出力領域計装の各チャンネルには

14個又は 17個の信号が入力される。 

※16：基準点は使用済燃料貯蔵ラック上端（EL35518）。

※17：検出点は６箇所。

※18：パルス信号を発信し水面までの往復時間を測定することで，水面までの距離を計測

※19：検出器間で送受信される超音波パルスの伝搬時間差を測定することで，流量を計測

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）の主要機器仕様を以下に示す。 

設 備 名  ＳＰＤＳデータ収集サーバ 

使 用 回 線  有線系回線，無線系回線 

個 数  １式 

取 付 箇 所  廃棄物処理建物１階 

設 備 名  ＳＰＤＳ伝送サーバ 

使 用 回 線 有線系回線，無線系回線 

個 数  １式 

取 付 箇 所  緊急時対策所１階 

設 備 名  ＳＰＤＳデータ表示装置 

個 数  １式 

取 付 箇 所  緊急時対策所１階 

可搬型計測器の主要機器仕様を以下に示す。 

個 数  28（予備 28） 

保 管 場 所  廃棄物処理建物１階 

緊急時対策所１階 

なお，電源設備については，「3.14電源設備（設置許可基準規則第 57条に対

する設計方針を示す章）」で示す。 
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3.15.2.1.3 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.15.2.1.3.1 設置許可基準規則第 43条第１項への適合方針 

(1)環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43条第１項一）

(ⅰ)要求事項

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重その

他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有効に

発揮するものであること。 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータのうち以下のパラメー

タを計測する設備は，原子炉格納容器内に設置する設備であることから，

その機能を期待される重大事故等が発生した場合における，原子炉格納容

器内の環境条件及び荷重条件を考慮し，第 3.15‐3表に示す設計とする。 

・原子炉圧力容器温度（ＳＡ）

・ドライウェル温度（ＳＡ）

・ペデスタル温度（ＳＡ）

・ペデスタル水温度（ＳＡ）

・サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）

・サプレッション・プール水温度（ＳＡ）

・ドライウェル水位

・ペデスタル水位

・中性子源領域計装

・平均出力領域計装

なお，中性子源領域計装及び平均出力領域計装については，重大事故等

時初期における原子炉格納容器内の環境条件を考慮した設計とする。 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ並びに重大事故等対処

設備の補助パラメータのうち以下のパラメータを計測する設備は，原子炉

棟内に設置する設備であることから，その機能を期待される重大事故等が

発生した場合における，原子炉棟内の環境条件及び荷重条件を考慮し，第

3.15‐3表に示す設計とする。 

・原子炉圧力

・原子炉圧力（ＳＡ）

・原子炉水位（広帯域）

・原子炉水位（燃料域）

・原子炉水位（ＳＡ）

・高圧原子炉代替注水流量

添3.15-15

545



・代替注水流量（常設）

・原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量

・高圧炉心スプレイポンプ出口流量

・残留熱除去ポンプ出口流量

・低圧炉心スプレイポンプ出口流量

・残留熱代替除去系原子炉注水流量

・残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量

・ドライウェル圧力（ＳＡ）

・サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）

・サプレッション・プール水位（ＳＡ）

・格納容器水素濃度

・格納容器水素濃度（ＳＡ）

・格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）

・格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）

・残留熱除去系熱交換器入口温度

・残留熱除去系熱交換器出口温度

・残留熱除去系熱交換器冷却水流量

・原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力

・高圧炉心スプレイポンプ出口圧力

・残留熱除去ポンプ出口圧力

・低圧炉心スプレイポンプ出口圧力

・原子炉建物水素濃度

・静的触媒式水素処理装置入口温度

・静的触媒式水素処理装置出口温度

・格納容器酸素濃度

・格納容器酸素濃度（ＳＡ）

・燃料プール水位・温度（ＳＡ）

・燃料プール水位（ＳＡ）

・燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）

・燃料プール監視カメラ（ＳＡ）

・ＡＤＳ用Ｎ２ガス減圧弁二次側圧力（Ｂ系）

・ＲＣＷサージタンク水位

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ並びに重大事故等対処

設備の補助パラメータのうち以下のパラメータを計測する設備は，原子炉

建物付属棟内及びその他の建物内に設置する設備であることから，その機

能を期待される重大事故等が発生した場合における，原子炉建物付属棟内

及びその他の建物内の環境条件及び荷重条件を考慮し，第 3.15‐3表に示

す設計とする。 
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・残留熱代替除去ポンプ出口圧力

・スクラバ容器水位

・スクラバ容器圧力

・スクラバ容器温度

・第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ）

・低圧原子炉代替注水槽水位

・低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力

・燃料プール監視カメラ用冷却設備

・Ｃ－メタクラ母線電圧

・Ｄ－メタクラ母線電圧

・ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧

・Ｃ－ロードセンタ母線電圧

・Ｄ－ロードセンタ母線電圧

・緊急用メタクラ電圧

・ＳＡロードセンタ母線電圧

・Ａ－115V系直流盤母線電圧

・Ｂ－115V系直流盤母線電圧

・ＳＡ用 115V系充電器盤蓄電池電圧

・230V系直流盤（常用）母線電圧

・Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）電圧

・ＡＤＳ用Ｎ２ガス減圧弁二次側圧力（Ａ系）

・Ｎ２ガスボンベ圧力

・ＲＣＷ熱交換出口温度

・原子炉補機冷却ポンプ圧力
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第 3.15‐3表 想定する環境条件及び荷重条件（屋内） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿

度・放射線 

検出器の設置場所である原子炉格納容器内，原子炉棟内，原子

炉建物付属棟内及びその他の建物内で想定される温度，圧力，

湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用

する。 

屋外の天候によ

る影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受けない。 

海水を通水する

系統への影響 

海水を通水することはない。 

地震 適切な地震荷重との組み合わせを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に

示す。） 

風（台風）・積雪 原子炉格納容器内，原子炉棟内，原子炉建物付属棟内及びその

他の建物内に設置するため，風（台風）及び積雪の影響を受け

ない。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりその機能

が損なわれない設計とする。 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータのうち以下のパラメー

タを計測する設備は，屋外に設置する設備であることから，その機能を期

待される重大事故等が発生した場合における，屋外の環境条件及び荷重条

件を考慮し，第 3.15‐4表に示す設計とする。 

・第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ）

・第１ベントフィルタ出口水素濃度

・代替注水流量（可搬型）
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第 3.15‐4表 想定する環境条件及び荷重条件（屋外） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿

度・放射線 

検出器の保管・設置場所である屋外で想定される温度，圧力，

湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用

する。 

屋外の天候によ

る影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び

凍結対策を行える設計とする。 

海水を通水する

系統への影響 

海水を通水することはない。 

地震 適切な地震荷重との組み合わせを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に

示す。） 

風（台風）・積雪 検出器の保管・設置場所である屋外で風力荷重，積雪荷重を考

慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりその機能

が損なわれない設計とする。 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）のうちＳＰＤＳデータ収集サ

ーバは，廃棄物処理建物内に設置する設備であることから，その機能を期

待される重大事故等が発生した場合における，廃棄物処理建物内の環境条

件及び荷重条件を考慮し，第 3.15‐5表に示す対応とする。 

可搬型計測器は，廃棄物処理建物内に保管するため，その機能を期待さ

れる重大事故等が発生した場合における，廃棄物処理建物内の環境条件及

び荷重条件を考慮し，第 3.15‐5表に示す対応とする。 

また，安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）のうちＳＰＤＳ伝送サ

ーバ及びＳＰＤＳデータ表示装置は，緊急時対策所に設置する設備である

ことから，その機能を期待される重大事故等が発生した場合における，緊

急時対策所の環境条件及び荷重条件を考慮し，第 3.15‐6表に示す対応と

する。 

可搬型計測器は，緊急時対策所内に保管するため，重大事故等が発生し

た場合における，緊急時対策所内の環境条件及び荷重条件を考慮し，第

3.15‐6表に示す対応とする。 
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第 3.15‐5表 想定する環境条件及び荷重条件（廃棄物処理建物） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿

度・放射線 

設置場所である廃棄物処理建物内で想定される温度，圧力，湿

度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用す

る。 

屋外の天候によ

る影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受けない。 

海水を通水する

系統への影響 

海水を通水することはない。 

地震 適切な地震荷重との組み合わせを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に

示す。） 

風（台風）・積雪 廃棄物処理建物内に設置するため，風（台風）及び積雪の影響

を受けない。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりその機能

が損なわれない設計とする。 

第 3.15‐6表 想定する環境条件及び荷重条件（緊急時対策所） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿

度・放射線 

設置場所である緊急時対策所内で想定される温度，圧力，湿度

及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用す

る。 

屋外の天候によ

る影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受けない。 

海水を通水する

系統への影響 

海水を通水することはない。 

地震 適切な地震荷重との組み合わせを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に

示す。） 

風（台風）・積雪 緊急時対策所内に設置するため，風（台風）及び積雪の影響を

受けない。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりその機能

が損なわれない設計とする。 

（58-3） 
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(2)操作性（設置許可基準規則第 43 条第１項二）

(ⅰ)要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるもので

あること。 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

格納容器水素濃度及び格納容器酸素濃度は， 通常時からサンプリング方

式による計測を実施しており，中央制御室にて監視を行っている。サンプ

リング装置は，中央制御室のＢ-格納容器Ｈ２／Ｏ２濃度計盤で操作スイッ

チにより操作が可能な設計とする。中央制御室の操作スイッチを操作する

にあたり，運転員の操作性を考慮して十分な操作空間を確保する。また，

操作対象については銘板を付けることで識別可能とし，運転員の操作及び

監視性を考慮して確実に操作が可能な設計とする。 

格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容器酸素濃度（ＳＡ）は，サンプリ

ング方式による計測を実施しており，中央制御室にて監視を行っている。

サンプリング装置は，中央制御室の重大事故操作盤で操作スイッチにより

操作が可能な設計とする。中央制御室の操作スイッチを操作するにあたり，

運転員の操作性を考慮して十分な操作空間を確保する。また，操作対象に

ついては名称を表示することで識別可能とし，運転員の操作及び監視性を

考慮して確実に操作できる設計とする。 

中性子源領域計装は，検出器駆動機構により炉心軸方向の中間レベルに

検出器を挿入して計測し，中央制御室にて監視を行っている。中性子源領

域計装は，中央制御室の原子炉制御盤で操作スイッチにより操作が可能な

設計とする。中央制御室の操作スイッチを操作するにあたり，運転員の操

作性を考慮して十分な操作空間を確保する。また，操作対象については銘

板を付けることで識別可能とし，運転員の操作及び監視性を考慮して確実

に操作できる設計とする。 

第１ベントフィルタ出口水素濃度は，サンプリング方式による計測を実

施しており，屋外でサンプリング装置の弁及び付属の操作スイッチの操作

が可能であり，想定される重大事故等時の環境下においても，確実に操作

が可能な設計とする。サンプリング装置は，中央制御室の重大事故操作盤

で操作スイッチにより操作が可能な設計とする。サンプリング装置の弁及

び付属の操作スイッチの操作及び中央制御室の操作スイッチを操作するに

あたり，運転員の操作性を考慮して十分な操作空間を確保する。また，操

作対象については名称を表示することで識別可能とし，運転員の操作及び

監視性を考慮して確実に操作できる設計とする。第１ベントフィルタ出口

水素濃度は，車両による運搬，移動ができる設計とするとともに，接続規

格を統一することにより，確実に接続できる設計とする。 
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代替注水流量（可搬型）は，屋外で接続操作が可能であり，想定される

重大事故等時の環境下においても，確実に操作が可能な設計とする。代替

注水流量（可搬型）の注水先選択は，中央制御室の重大事故操作盤で操作

スイッチにより操作が可能な設計とする。中央制御室の操作スイッチを操

作するにあたり，運転員の操作性を考慮して十分な操作空間を確保する。

また，操作対象については名称を表示することで識別可能とし，運転員の

操作及び監視性を考慮して確実に操作できる設計とする。代替注水流量（可

搬型）は，接続規格を統一することにより，接続箇所で確実に接続できる

設計とする。 

燃料プール監視カメラ用冷却設備は，原子炉建物付属棟内で冷却設備の

弁及び付属の操作スイッチの操作が可能であり，想定される重大事故等の

環境下においても，確実に操作が可能な設計とする。また，操作対象につ

いては銘板を付けることで識別可能とし，運転員の操作及び監視性を考慮

して確実に操作できる設計とする。 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）のうちＳＰＤＳデータ表示装

置は，電源，通信ケーブルは接続されており，各パラメータを監視するに

あたり，運転員及び復旧班員の操作性を考慮して十分な操作空間を確保す

る。重大事故等が発生した場合において，設置場所である緊急時対策所に

おいて，一般のコンピュータと同様に電源スイッチを入れ（スイッチ操作），

操作（スイッチ操作）することにより，確実に各パラメータを監視するこ

とが可能な設計とする。 

可搬型計測器は，その他の建物内にて接続操作が可能であり，想定され

る重大事故等時の環境下においても，確実に操作が可能な設計とする。操

作場所であるその他の建物内の各制御盤では，十分な操作空間を確保する。

可搬型計測器の計装ケーブルの接続は，ボルト・ネジ接続とし，接続規格

を統一することにより，一般的に使用される工具を用いて接続箇所で確実

に接続できる設計とし，付属の操作スイッチにより設置場所での操作が可

能な設計とする。 

第 3.15‐7表に操作対象機器を示す。 
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第 3.15‐7表 操作対象機器 

機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

格納容器水素濃度 

（サンプリング装置）

停止⇒起動 

系統選択 

（D/W⇔S/C） 

中央制御室 
スイッチ

操作

格納容器酸素濃度 

（サンプリング装置）

停止⇒起動 

系統選択 

（D/W⇔S/C） 

中央制御室 
スイッチ

操作

格納容器水素濃度（ＳＡ） 

（サンプリング装置）

停止⇒起動 

系統選択 

（D/W⇔S/C） 

中央制御室 
スイッチ

操作

格納容器酸素濃度（ＳＡ） 

（サンプリング装置）

停止⇒起動 

系統選択 

（D/W⇔S/C） 

中央制御室 
スイッチ

操作

中性子源領域計装 全挿入⇔全引抜 中央制御室 
スイッチ

操作

第１ベントフィルタ出口

水素濃度 

（サンプリング装置）

ラインナップ

停止・起動

屋外 

中央制御室 

手動弁開閉 

接続操作 

スイッチ

操作

代替注水流量（可搬型） 
計器接続 

注水先選択 

屋外 

中央制御室 

接続操作 

スイッチ

操作

燃料プール監視カメラ用 

冷却設備 

ラインナップ

停止⇒起動

原子炉建物３階 

（原子炉建物付

属棟内） 

手動弁開閉

スイッチ

操作

ＳＰＤＳデータ表示装置 
起動・停止 

（パラメータ監視） 
緊急時対策所 1階 

スイッチ

操作

可搬型計測器 
接続箇所端子リフト 

可搬型計測器接続 

廃棄物処理建物 1

階（その他の建物

内） 

接続操作 

スイッチ

操作

（58-3）（58-9） 

常設の重大事故等対処設備のうち，以下のパラメータを計測する設備は，

想定される重大事故等時において中央制御室で監視できる設計であり現場

又は中央制御室による操作は発生しない。 

・原子炉圧力容器温度（ＳＡ）
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・原子炉圧力

・原子炉圧力（ＳＡ）

・原子炉水位（広帯域）

・原子炉水位（燃料域）

・原子炉水位（ＳＡ）

・高圧原子炉代替注水流量

・原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量

・高圧炉心スプレイポンプ出口流量

・残留熱除去ポンプ出口流量

・低圧炉心スプレイポンプ出口流量

・代替注水流量（常設）

・残留熱代替除去系原子炉注水流量

・残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量

・ドライウェル温度（ＳＡ）

・ペデスタル温度（ＳＡ）

・ペデスタル水温度（ＳＡ）

・サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）

・サプレッション・プール水温度（ＳＡ）

・ドライウェル圧力（ＳＡ）

・サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）

・ドライウェル水位

・サプレッション・プール水位（ＳＡ）

・ペデスタル水位

・格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）

・格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）

・平均出力領域計装

・スクラバ容器水位

・スクラバ容器圧力

・スクラバ容器温度

・第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）

・残留熱除去系熱交換器入口温度

・残留熱除去系熱交換器出口温度

・残留熱除去系熱交換器冷却水流量

・高圧炉心スプレイポンプ出口圧力

・残留熱除去ポンプ出口圧力

・原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力

・低圧炉心スプレイポンプ出口圧力

・残留熱代替除去系ポンプ出口圧力

・低圧原子炉代替注水槽水位
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・低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力

・残留熱代替除去系ポンプ出口圧力

・原子炉建物水素濃度

・静的触媒式水素処理装置入口温度

・静的触媒式水素処理装置出口温度

・燃料プール水位・温度（ＳＡ）

・燃料プール水位（ＳＡ）

・燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）

・燃料プール監視カメラ（ＳＡ）

・Ｃ－メタクラ母線電圧

・Ｄ－メタクラ母線電圧

・ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧

・Ｃ－ロードセンタ母線電圧

・Ｄ－ロードセンタ母線電圧

・緊急用メタクラ電圧

・ＳＡロードセンタ母線電圧

・Ａ－115V系直流盤母線電圧

・Ｂ－115V系直流盤母線電圧

・ＳＡ用 115V系充電器盤蓄電池電圧

・230V系直流盤（常用）母線電圧

・Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）電圧

・ＡＤＳ用Ｎ２ガス減圧弁二次側圧力

・Ｎ２ガスボンベ圧力

・ＲＣＷサージタンク水位

・ＲＣＷ熱交換出口温度

・原子炉補機冷却ポンプ圧力

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）のうちＳＰＤＳデータ収集サ

ーバ及びＳＰＤＳ伝送サーバは，通常は操作を行わずに常時伝送が可能で

あり，通常時及び重大事故等時に操作を行う必要がない設計とする。 

(3)試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第１項三）

(ⅰ)要求事項

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に試

験又は検査ができるものであること。 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ並びに重大事故等対処
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設備の補助パラメータを計測する設備は，模擬入力による機能・性能の確

認（特性の確認）及び校正が可能な設計とする。第 3.15‐8表に計装設備

の試験・検査内容を示す。 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，機能・性能の確認及び外

観の確認が可能な設計とする。 

可搬型計測器は，模擬入力による性能の確認ができる設計とする。 

（58-5） 
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第 3.15‐8表 計装設備の試験及び検査(1/4) 

計器 

分類 
パラメータ 

発電用

原子炉

の状態 

項目 内容 

水位計 

原子炉水位（広帯域） 停止中 機能・性能

試験 

計器校正 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

サプレッション・プール水位（ＳＡ） 

スクラバ容器水位

低圧原子炉代替注水槽水位 

ＲＣＷサージタンク水位 

燃料プール水位（ＳＡ） 停止中

又は運

転中 

ドライウェル水位 停止中 動作確認 

ペデスタル水位 

圧力計 

原子炉圧力 停止中 機能・性能

試験 

計器校正 

原子炉圧力（ＳＡ） 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ） 

スクラバ容器圧力

高圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

残留熱除去ポンプ出口圧力 

低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力 

低圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

残留熱代替除去ポンプ出口圧力 

ＡＤＳ用Ｎ２ガス減圧弁二次側圧

力 

Ｎ２ガスボンベ圧力 

原子炉補機冷却ポンプ圧力 
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第 3.15‐8表 計装設備の試験及び検査(2/4) 

計器 

分類 
パラメータ 

発電用

原子炉

の状態 

項目 内容 

流量計 

高圧原子炉代替注水流量 停止中 機能・性能

試験 

計器校正 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 

高圧炉心スプレイポンプ出口流量 

残留熱除去ポンプ出口流量 

低圧炉心スプレイポンプ出口流量 

代替注水流量（常設） 

代替注水流量（可搬型） 

残留熱代替除去系原子炉注水流量 

残留熱代替除去系格納容器スプレ

イ流量

残留熱除去系熱交換器冷却水流量 

温度計 

原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 停止中 機能・性能

試験 

絶縁抵抗 

測定 

温度確認 

計器校正 

ドライウェル温度（ＳＡ） 

ペデスタル温度（ＳＡ） 

ペデスタル水温度（ＳＡ） 

サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ） 

サプレッション・プール水温度（ＳＡ） 

残留熱除去系熱交換器入口温度 

残留熱除去系熱交換器出口温度 

スクラバ容器温度

静的触媒式水素処理装置入口温度 

静的触媒式水素処理装置出口温度 

ＲＣＷ熱交換出口温度 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 停止中

又は運

転中 

水素及

び酸素

濃度計 

格納容器水素濃度 停止中 機能・性能

試験 

基準ガス 

校正 

計器校正 

格納容器水素濃度（ＳＡ） 

第１ベントフィルタ出口水素濃度 

原子炉建物水素濃度 

格納容器酸素濃度 

格納容器酸素濃度（ＳＡ） 
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第 3.15‐8表 計装設備の試験及び検査(3/4) 

計器 

分類 
パラメータ 

発電用

原子炉

の状態 

項目 内容 

放射線

量率計 

格納容器雰囲気放射線モニタ（ド

ライウェル）

停止中 機能・性能

試験 

線源校正 

計器校正 

格納容器雰囲気放射線モニタ（サ

プレッション・チェンバ） 

第１ベントフィルタ出口放射線モ

ニタ（高レンジ・低レンジ）

燃料プールエリア放射線モニタ

（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ） 

停止中

又は運

転中 

原子炉

出力 

中性子源領域計装 運転中 機能・性能

試験 

プラトー 

特性 

停止中 機能・性能

試験 

計器校正 

平均出力領域計装 運転中 機能・性能

試験 

プラトー 

特性 

停止中 機能・性能

試験 

計器校正 

電圧計 Ｃ－メタクラ母線電圧 停止中 機能・性能

試験 

計器校正 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

緊急用メタクラ電圧 

ＳＡロードセンタ母線電圧 

Ａ－115V系直流盤母線電圧 

Ｂ－115V系直流盤母線電圧 

ＳＡ用 115V系充電器盤蓄電池電

圧 

230V系直流盤（常用）母線電圧 

Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）電圧 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ） 停止中

又は運

転中 

機能・性能

試験 

外観点検 

表示確認 
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第 3.15‐8表 計装設備の試験及び検査(4/4) 

計器 

分類 
パラメータ 

発電用

原子炉

の状態 

項目 内容 

燃料プール監視カメラ用冷却設備 停止中

又は運

転中 

機能・性能

試験 

外観点検 

動作確認 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ） 停止中

又は運

転中 

機能・性能

試験 

外観確認 

機能（データ

の表示及び

伝送）確認 

可搬型計測器 停止中

又は運

転中 

機能・性能

試験 

模擬入力の

確認 

(4)切り替えの容易性（設置許可基準規則第 43 条第１項四）

(ⅰ)要求事項

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備

にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備

えるものであること。 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ並びに重大事故等対処

設備の補助パラメータを計測する設備は，本来の用途以外に使用しない設

計とする。 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，本来の用途以外に使用し

ない設計とする。 

可搬型計測器は，本来の用途以外には使用しない設計とする。可搬型計

測器の計装ケーブルの接続は，接続規格を統一することにより，速やかに

接続操作可能な設計とする。第 3.15‐1図に現場（その他の建物内）での

可搬型計測器接続による監視パラメータ計測タイムチャートを示す。 

（58-9） 

第 3.15‐1図 可搬型計測器による監視パラメータ計測タイムチャート※ 
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※：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に

必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況につ

いての 1.15で示すタイムチャート 

(5)悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第１項五）

(ⅰ)要求事項

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要代

替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互をヒューズ，

アイソレータ等により電気的に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさ

ない設計とする。 

重大事故等対処設備の補助パラメータは，電気的に分離することで，他の

設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，通常時は他系統と隔離され

た系統構成となっており，通常時の系統構成を変えることなく重大事故等対

処設備としての系統構成ができる設計とすることで，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。 

可搬型計測器は，通常時に接続先の系統と分離された状態であること及び

重大事故等時は重大事故等対処設備として系統構成をすることで，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。 

（58-3） 

(6)設置場所（設置許可基準規則第 43 条第１項六）

(ⅰ)要求事項

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の操

作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれが少

ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講

じたものであること。 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ並びに重大事故等対処

設備の補助パラメータを計測する設備は，重大事故等時において中央制御
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室にて監視できる設計であり現場における操作は発生しない。 

格納容器水素濃度及び格納容器酸素濃度は，原子炉棟内に設置されてい

る設備であるが， 中央制御室のＢ-格納容器Ｈ２／Ｏ２濃度計盤から操作

可能な設計であり，操作位置の放射線量が高くなるおそれが少ないため操

作が可能である。 

格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容器酸素濃度（ＳＡ）は，原子炉棟

内に設置されている設備であるが，中央制御室の重大事故操作盤から操作

が可能であり，操作位置の放射線量が高くなるおそれが少ないため操作が

可能である。 

中性子源領域計装は，原子炉格納容器内に設置されている設備であるが，

中央制御室の原子炉制御盤から操作が可能であり，操作位置の放射線量が

高くなるおそれが少ないため操作が可能である。 

第１ベントフィルタ出口水素濃度は，屋外に設置する設備であるが，屋

外及び中央制御室の重大事故操作盤から操作が可能であり，操作位置の放

射線量が高くなるおそれが少ないため操作が可能である。 

 代替注水流量（可搬型）は，屋外に設置する設備であるが，屋外及び中

央制御室の重大事故操作盤から操作が可能であり，操作位置の放射線量が

高くなるおそれが少ないため操作が可能である。 

燃料プール監視カメラ用冷却設備は，原子炉建物付属棟内に設置されて

おり，操作位置の放射線量が高くなるおそれが少ないため操作が可能であ

る。 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）のうちＳＰＤＳデータ表示装

置は，緊急時対策所内に設置されており，操作位置の放射線量が高くなる

おそれが少ないため操作が可能である。 

可搬型計測器は，その他の建物内で計装ケーブルの接続及び操作が可能

であり，操作位置の放射線量が高くなるおそれが少ないため操作が可能で

ある。 

第 3.15‐9表に操作対象機器設置場所を示す。 
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第 3.15‐9表 操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作／監視場所 

格納容器水素濃度 
（サンプリング装置）

原子炉建物３階 
（原子炉棟内） 

中央制御室／中央制御室 

格納容器酸素濃度 
（サンプリング装置）

原子炉建物３階 
（原子炉棟内） 

中央制御室／中央制御室 

格納容器水素濃度（ＳＡ） 
（サンプリング装置）

原子炉建物中２階 
（原子炉棟内） 

中央制御室／中央制御室 

格納容器酸素濃度（ＳＡ） 
（サンプリング装置）

原子炉建物中２階 
（原子炉棟内） 

中央制御室／中央制御室 

中性子源領域計装 原子炉格納容器内 中央制御室／中央制御室 

第１ベントフィルタ出口
水素濃度 

（サンプリング装置）
屋外 

屋外及び中央制御室 
／中央制御室 

代替注水流量 
（可搬型） 

屋外 
屋外及び中央制御室 

／中央制御室 

燃料プール監視カメラ用
冷却設備 

原子炉建物３階 
（原子炉建物付属棟内） 

原子炉建物３階 
（原子炉建物付属棟内） 

安全パラメータ表示シス
テム（ＳＰＤＳ）

緊急時対策所 1階 
（緊急時対策所内） 

緊急時対策所 1階 
（緊急時対策所内） 

可搬型計測器 
廃棄物処理建物 1階 

（その他の建物内） 

廃棄物処理建物 1階 

（その他の建物内） 

（58-3）（58-9） 
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3.15.2.1.3.2 設置許可基準規則第 43 条第 2 項への適合方針 

(1)容量（設置許可基準規則第 43 条第２項一）

(ⅰ)要求事項

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。 

(ⅱ)適合性 

基本方針については「2.3.2 容量等」に示す。 

常設の重大事故等対処設備のうち以下のパラメータを計測する設備は，

設計基準事故時の計測機能と兼用しており，設計基準事故時に使用する場

合の計測範囲が，計器の不確かさを考慮しても設計基準を超える状態にお

いて発電用原子炉施設の状態を推定できるため，設計基準事故対処設備と

同仕様の設計とする。 

・原子炉圧力

・原子炉水位（広帯域）

・原子炉水位（燃料域）

・原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量

・高圧炉心スプレイポンプ出口流量

・残留熱除去ポンプ出口流量

・低圧炉心スプレイポンプ出口流量

・格納容器水素濃度

・格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）

・格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）

・中性子源領域計装

・平均出力領域計装

・残留熱除去系熱交換器入口温度

・残留熱除去系熱交換器出口温度

・残留熱除去系熱交換器冷却水流量

・高圧炉心スプレイポンプ出口圧力

・残留熱除去ポンプ出口圧力

・原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力

・低圧炉心スプレイポンプ出口圧力

・格納容器酸素濃度

・燃料プール水位・温度（ＳＡ）

常設の重大事故等対処設備のうち以下のパラメータを計測する設備は，

計器の不確かさを考慮しても設計基準を超える状態において発電用原子炉

施設の状態を推定できる設計とする。 

・原子炉圧力容器温度（ＳＡ）

・原子炉圧力（ＳＡ）
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・原子炉水位（ＳＡ）

・高圧原子炉代替注水流量

・代替注水流量（常設）

・残留熱代替除去系原子炉注水流量

・残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量

・ドライウェル温度（ＳＡ）

・ペデスタル温度 （ＳＡ）

・ペデスタル水温度 （ＳＡ）

・サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）

・サプレッション・プール水温度（ＳＡ）

・ドライウェル圧力（ＳＡ）

・サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）

・ドライウェル水位

・サプレッション・プール水位（ＳＡ）

・ペデスタル水位

・格納容器水素濃度（ＳＡ）

・スクラバ容器水位

・スクラバ容器圧力

・スクラバ容器温度

・第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）

・低圧原子炉代替注水槽水位

・低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力

・残留熱代替除去系ポンプ出口圧力

・原子炉建物水素濃度

・静的触媒式水素処理装置入口温度

・静的触媒式水素処理装置出口温度

・格納容器酸素濃度（ＳＡ）

・燃料プール水位（ＳＡ）

・燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）

・燃料プール監視カメラ（ＳＡ）

（燃料プール監視カメラ用冷却設備を含む） 

（58-6） 

 重大事故等対処設備の補助パラメータは，重大事故等対処設備を活用す

る手順等の着手の判断ができ，系統の目的に応じて必要となる計測範囲を

有する設計とする。 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，設計基準対象施設として

必要となるデータ量を伝送及び表示を可能な設計とする。 

また，重大事故時，発電所内の必要のある場所に必要なデータ量を伝送
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及び表示が可能な設計とする。安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）

のうちＳＰＤＳデータ表示装置は，緊急時対策所に１式を設置し，保守点

検又は故障時のバックアップ用として，自主的に１式を保管する設計とす

る。 

(2)共用の禁止（設置許可基準規則第 43 条第２項二）

(ⅰ)要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただし，

二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発電用原

子炉施設の安全性が向上する場合であって，同一の工場等内の他の発電用

原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ並びに重大事故等対処

設備の補助パラメータを計測する設備は，二以上の発電用原子炉施設にお

いて共用しない設計とする。 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，号炉の区分けなく通信連

絡することで，必要な情報（相互のプラント状況，運転員の対応状況等）

を共有・考慮しながら総合的な管理（事故対応を含む。）を行うことができ，

安全性の向上を図る設計とする。 

また，安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，共用により悪影響

を及ぼさないよう，必要な容量を確保するとともに，号炉の区分けなく通

信連絡が可能な設計とする。 

(3)設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43 条第２項三）

(ⅰ)要求事項

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備の安

全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置を講

じたものであること。 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータと異な

る物理量（水位，注水量等）の計測又は測定原理とすることで，重要監視

パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法に

より計測できる設計とする。 
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重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散

を図る設計とする。 

重大事故等対処設備の補助パラメータは，代替する機能を有する設計基

準事故対処設備と可能な限り多様性及び独立性を有し，位置的分散を図る

設計とする。 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，共通要因によって，その

機能が損なわれることを防止するために，可能な限り多様性を確保し，頑

健性を持たせた設計とする（詳細については，「3.19 通信連絡を行うため

に必要な設備」で示す）。 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ並びに重大事故等対処

設備の補助パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に

機能を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設

代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電が可能な設計とす

る。 

電源設備の多様性，位置的分散については「3.14 電源設備【57条】」に

記載する。 

（58-2）（58-3） 
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3.15.2.1.3.3 設置許可基準規則第 43 条第３項への適合方針 

(1)容量（設置許可基準規則第 43 条第３項一）

(ⅰ)要求事項

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分に余裕のある容

量を有するものであること。 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

第１ベントフィルタ出口水素濃度は，計器の不確かさを考慮しても設計

基準を超える状態において発電用原子炉施設の状態を推定できる設計とす

る。原子炉格納容器の排出経路での水素濃度監視用として１セット１個使

用する。保有数は，１セット１個と,故障時及び保守点検による待機除外時

のバックアップ用として１個の合計２個を保管する設計とする。 

代替注水流量（可搬型）は，計器の不確かさを考慮しても設計基準を超

える状態において発電用原子炉施設の状態を推定できる設計とする。重大

事故等時において,低圧代替注水の流量監視として１セット１個使用する。

保有数は２セットと,故障時及び保守点検による待機除外時のバックアッ

プ用として１個(共用)の合計３個を保管する設計とする。 

可搬型計測器は，原子炉圧力容器及び原子炉格納容器内の温度，圧力，

水位及び流量（注水量）等の計測用として 1セット 28個（測定時の故障を

想定した予備として，１個含む）使用する。保有数は，故障時及び保守点

検による待機除外時のバックアップ用として 28個を含めて合計 56個を分

散して保管する設計とする。 

（58-3）（58-9） 

(2)確実な接続（設置許可基準規則第 43条第３項二）

(ⅰ)要求事項

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時間に発電用

原子炉施設と接続することができる常設の設備をいう。以下同じ。） と接

続するものにあっては，当該常設設備と容易かつ確実に接続することがで

き，かつ，二以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用することがで

きるよう，接続部の規格の統一その他の適切な措置を講じたものであるこ

と。 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

第１ベントフィルタ出口水素濃度の計装ケーブル及び電源ケーブルの接

続は，コネクタ接続とし，接続規格を統一することにより，容易かつ確実

に接続可能な設計とする。第１ベントフィルタ出口水素濃度は，車両によ
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る運搬，移動ができる設計とするとともに，接続規格を統一することによ

り，確実に接続できる設計とする。 

代替注水流量（可搬型）の計装ケーブル及び電源ケーブルの接続は，接

続規格を統一することにより，容易かつ確実に接続可能な設計とする。代

替注水流量（可搬型）は，接続規格を統一することにより，容易かつ確実

に接続操作可能な設計とする。 

可搬型計測器の計装ケーブルの接続は，ボルト・ネジ接続とし，接続規

格を統一することにより，一般的に使用される工具を用いて容易かつ確実

に接続操作可能な設計とする。 

（58-9） 

(3)複数の接続口（設置許可基準規則第 43条第３項三）

(ⅰ)要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって接続することが

できなくなることを防止するため，可搬型重大事故等対処設備（原子炉建

屋の外から水又は電力を供給するものに限る。）の接続口をそれぞれ互いに

異なる複数の場所に設けるものであること。 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止につい

て」に示す。 

第１ベントフィルタ出口水素濃度は，原子炉建屋の外から水又は電力を

供給する設備ではなく，屋外から接続可能な設計とする。 

代替注水流量（可搬型）は，原子炉建屋の外から水又は電力を供給する

設備ではなく，屋外から接続可能な設計とする。 

可搬型計測器は，原子炉建屋の外から水又は電力を供給する設備ではな

く，その他の建物内から接続可能な設計とする。 

（58-9） 

(4)設置場所（設置許可基準規則第 43 条第 3 項四）

(ⅰ) 要求事項

想定される重大事故等が発生した場合において 可搬型重大事故等対処

設備を設置場所に据え付け，及び常設設備と接続することができるよう，

放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物

の設置その他の適切な措置を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

第１ベントフィルタ出口水素濃度の接続操作は，線源からの離隔距離に
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より放射線量が高くなるおそれの少ない設置場所である屋外で操作可能な

設計とする。 

代替注水流量（可搬型）の接続操作は，線源からの離隔距離により放射

線量が高くなるおそれの少ない設置場所である屋外で操作可能な設計とす

る。 

可搬型計測器の計装ケーブルの接続は，線源からの離隔距離により放射

線量が高くなるおそれの少ない設置場所である，その他の建物内で操作可

能な設計とする。 

（58-3）（58-9） 

(5)保管場所（設置許可基準規則第 43 条第 3 項五）

(ⅰ) 要求事項

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の

配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場

所に保管すること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

第１ベントフィルタ出口水素濃度は，同一目的の常設重大事故等対処設

備はないが，地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝

突その他のテロリズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等

対処設備の配置その他の条件を考慮した上で，位置的分散を図り第１保管

エリア及び第４保管エリアに保管することで位置的分散を図る設計とする。 

代替注水流量（可搬型）は，同一目的の常設重大事故等対処設備はない

が，地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備

の配置その他の条件を考慮した上で，位置的分散を図り第１保管エリア及

び第４保管エリアに保管することで位置的分散を図る設計とする。 

可搬型計測器は，重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計

測する設備とは異なる場所である廃棄物処理建物内及び緊急時対策所内に

保管することとし，位置的分散を図る設計とする。 

（58-3）（58-9） 

(6)アクセスルートの確保（設置許可基準規則第 43 条第 3 項六）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処

設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，工場等内の道路
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及び通路が確保できるよう，適切な措置を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

第１ベントフィルタ出口水素濃度は，第１保管エリア及び第４保管エリ

アに保管しており，接続操作は，線源からの離隔距離により放射線量が高

くなるおそれの少ない設置場所である屋外であり，アクセスルートは確保

されている。 

代替注水流量（可搬型）は，第１保管エリア及び第４保管エリアに保管

しており，接続操作は，線源からの離隔距離により放射線量が高くなるお

それの少ない設置場所である屋外であり，アクセスルートは確保されてい

る。 

可搬型計測器は，廃棄物処理建物内及び緊急時対策所内にて保管してお

り，可搬型計測器の計装ケーブルの接続は，線源からの離隔距離により放

射線量が高くなるおそれの少ない設置場所である，その他の建物内であり，

アクセスルートは確保されている。

（58-3）（58-9） 

(7)設計基準事故対処設備及び常設重大事故等防止設備との多様性（設置許可基

準規則第 43 条第 3 項七）

(ⅰ) 要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によって，設計基準

事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能

又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処する

ために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切

な措置を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

第１ベントフィルタ出口水素濃度は，同一目的の常設重大事故等対処設

備又は代替する機能を有する設計基準対象施設はない。 

代替注水流量（可搬型）は，同一目的の常設重大事故等対処設備又は代

替する機能を有する設計基準対象施設はない。 

可搬型計測器は，地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空

機の衝突その他のテロリズムによる影響，設計基準事故対処設備の配置そ

の他の条件を考慮し，廃棄物処理建物内及び緊急時対策所内に保管するこ

とで位置的分散を図る設計とする。 

（58-3）（58-9） 
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第 3.15-10表 重大事故等対策における手順書の概要 

1.15 事故時の計装に関する手順等 

方
針
目
的

重大事故等が発生し，計測機器の故障等により，当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパ

ラメータを計測することが困難となった場合において，当該パラメータを推定するために有効な情報を把握す

るため，計器故障時の対応，計器の計測範囲を超えた場合への対応，計器電源喪失時の対応，計測結果を記録

する手順等を整備する。 

パ
ラ
メ
ー
タ
の
選
定
及
び
分
類

重大事故等に対処するために監視することが必要となるパラメータを技術的能力に係る審査基準1.1～1.15

の手順着手の判断基準及び操作手順に用いるパラメータ並びに有効性評価の判断及び確認に用いるパラメータ

から抽出し，これを抽出パラメータとする。 

抽出パラメータのうち，炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策等を成功させるために把握することが

必要な発電用原子炉施設の状態を直接監視するパラメータを主要パラメータとする。 

また，計器の故障，計器の計測範囲（把握能力）の超過及び計器電源の喪失により，主要パラメータを計測

することが困難となった場合において，主要パラメータの推定に必要なパラメータを代替パラメータとする。 

一方，抽出パラメータのうち，発電用原子炉施設の状態を直接監視することはできないが，電源設備の受電

状態，重大事故等対処設備の運転状態及びその他の設備の運転状態により発電用原子炉施設の状態を補助的に

監視するパラメータを補助パラメータとする。 

主要パラメータは以下のとおり分類する。 

・重要監視パラメータ

 主要パラメータのうち，耐震性，耐環境性を有し，重大事故等対処設備としての要求事項を満たした計

器を少なくとも１つ以上有するパラメータをいう。 

・有効監視パラメータ

 主要パラメータのうち，自主対策設備の計器のみで計測されるが，計測することが困難となった場合に

その代替パラメータが重大事故等対処設備としての要求事項を満たした計器で計測されるパラメータを

いう。 

代替パラメータは以下のとおり分類する。 

・重要代替監視パラメータ

 主要パラメータの代替パラメータを計測する計器が重大事故等対処設備としての要求事項を満たした

計器を少なくとも１つ以上有するパラメータをいう。 

・有効監視パラメータ

主要パラメータの代替パラメータが自主対策設備の計器のみで計測されるパラメータをいう。 
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対
応
手
段
等

監
視
機
能
喪
失
時

計
器
故
障
時

他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
る
計
測

主要パラメータを計測する多重化された重要計器が，計器の故障により計測することが

困難となった場合において，他チャンネルの重要計器により計測できる場合は，当該計器

を用いて計測を行う。 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
推
定

主要パラメータを計測する計器の故障により主要パラメータの監視機能が喪失した場合

は，代替パラメータにより主要パラメータを推定する。 

推定にあたり，使用する計器が複数ある場合は，代替パラメータと主要パラメータの関

連性，検出器の種類，使用環境条件，計測される値の不確かさ等を考慮し，使用するパラ

メータの優先順位をあらかじめ定める。

代替パラメータによる主要パラメータの推定は，以下の方法で行う。

・同一物理量（温度，圧力，水位，放射線量率，水素濃度，中性子束，酸素濃度）によ

り推定

・水位を注水源若しくは注水先の水位変化又は注水量及びポンプ出口圧力により推定

・流量を注水先又は注水源の水位変化を監視することにより推定

・除熱状態を温度，圧力，流量等の傾向監視により推定

・圧力又は温度を水の飽和状態の関係により推定

・注水量を注水先の圧力から注水特性の関係により推定

・原子炉格納容器内の水位をドライウェルの圧力とサプレッション・チェンバの圧力の

差圧により推定

・未臨界状態の維持を制御棒の挿入状態により推定

・水素濃度を装置の作動状況により推定

・エリア放射線モニタの傾向監視により格納容器バイパス事象が発生したことを推定

・燃料プールの状態を同一物理量（水位），あらかじめ評価した水位と放射線量率の相関

関係及びカメラによる監視により，燃料プールの水位又は必要な水遮蔽が確保されて

いることを推定

・原子炉圧力容器内の圧力とサプレッション・チェンバの圧力の差圧により原子炉圧力

容器の満水状態を推定
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対
応
手
段
等

監
視
機
能
喪
失
時

計
器
の
計
測
範
囲
（
把
握
能
力
）
を
超
過
し
た
場
合

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
推
定

原子炉圧力容器内の温度，圧力及び水位，並びに原子炉圧力容器及び原子炉格納容器へ

の注水量を監視するパラメータのうち，パラメータの値が計器の計測範囲を超えるものは，

原子炉圧力容器の温度及び水位である。 

原子炉圧力容器の温度及び水位の値が計器の計測範囲（把握能力）を超過した場合，発

電用原子炉施設の状態を推定するための手順を以下に示す。 

・原子炉圧力容器内の温度のパラメータである原子炉圧力容器温度が 500℃以上の場合

は，可搬型計測器により原子炉圧力容器温度を計測する。

・原子炉圧力容器内の水位のパラメータである原子炉水位が計測範囲を超えた場合は，

原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量，代替注水流量（常設），代替注水流量（可搬型），

高圧炉心スプレイポンプ出口流量，残留熱除去ポンプ出口流量，低圧炉心スプレイポ

ンプ出口流量，高圧原子炉代替注水流量，残留熱代替除去系原子炉注水流量のうち，

機器動作状態にある流量計より崩壊熱除去に必要な水量の差を算出し，直前まで判明

していた水位に変換率を考慮することにより原子炉圧力容器内の水位を推定する。 

  なお，原子炉圧力容器内が満水状態であることは，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッシ

ョン・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧により，原子炉圧力容器内の水位が有効燃料棒頂

部以上であることは，原子炉圧力容器温度（ＳＡ）により推定可能である。 

可
搬
型
計
測
器
に
よ
る
計
測

原子炉圧力容器内の温度，圧力及び水位，並びに原子炉圧力容器及び原子炉格納容器へ

の注水量を計測するパラメータ以外で計器の計測範囲を超えた場合は，可搬型計測器によ

り計測することも可能である。 
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対
応
手
段
等

計
器
電
源
喪
失
時

全交流動力電源喪失が発生した場合は，以下の手段により計器へ給電し，重要監視パラメータ及び重

要代替監視パラメータを計測又は監視する。 

・所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備から給電する。

・常設代替交流電源設備等から給電する。

・直流電源が枯渇するおそれがある場合は，可搬型直流電源設備等から給電する。

代替電源(交流，直流)からの給電が困難となり，中央制御室でのパラメータ監視が不能となった場合

は，重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータのうち手順着手の判断基準及び操作に必要なパラ

メータを可搬型計測器により計測又は監視する。

パ
ラ
メ
ー
タ
記
録

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータは，安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）によ

り計測結果を記録する。 

ただし，複数の計測結果を使用し計算により推定する主要パラメータ（使用した計測結果を含む）の

値，現場操作時のみ監視する現場の指示値及び可搬型計測器で計測されるパラメータの値は記録用紙に

記録する。 

配
慮
す
べ
き
事
項

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状

態
把
握

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータの計測範囲，個数，耐震性及び非常用電源からの給

電の有無を示し，設計基準を超える状態における発電用原子炉施設の状態を把握する能力を明確化する。 

確
か
ら
し
さ
の
考
慮

圧力のパラメータと温度のパラメータを水の飽和状態の関係から推定する場合は，水が飽和状態にな

いと不確かさが生じるため，計器が故障するまでの発電用原子炉施設の状況及び事象進展状況を踏まえ，

複数の関連パラメータを確認し，有効な情報を得た上で推定する。 

推定にあたっては，代替パラメータの誤差による影響を考慮する。 

可
搬
型
計
測
器
に
よ
る
計
測

又
は
監
視
の
留
意
事
項

可搬型計測器による計測対象の選定を行う際，同一パラメータにチャンネルが複数ある場合は，いず

れか１つの適切なチャンネルを選定し計測又は監視する。同一の物理量について複数のパラメータがあ

る場合は，いずれか１つの適切なパラメータを選定し計測又は監視する。 
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重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
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及
び
重
要
代
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監
視
パ
ラ
メ
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（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
（
１
／

18
）

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測
範
囲
 

設
計
基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

耐
震
性
 

電
源

※
1
2  

可
搬
型
計
測
器

個
数
 

① 原 子 炉 圧 力 容 器 内 の 温 度

原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

２
 

０
～
50
0℃

 
最
大
値
：
 

3
02
℃

重
大

事
故

等
時

に
お

け
る

損
傷

炉
心
の

冷
却

状
態

を
把

握
し
，
適
切
に
対
応
す
る
た
め
の
判
断
基
準
（

30
0
℃
）

に
対
し
て
，

 5
0
0℃

ま
で
を
監
視
可
能
。

 

－
（

Ss
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

１
 

原
子
炉
圧
力

※
１
 

「
②
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
圧
力
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

※
１
 

「
③
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
水
位
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

※
１
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
入
口
温
度

※
１
 

「
⑫
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
の
確
保
（
残
留
熱
除
去
系
）
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

② 原 子 炉 圧 力 容 器 内 の 圧 力

原
子
炉
圧
力

※
２
 

２
 

０
～

10
M
Pa
［

ga
ge
］

 
最
大
値
：
 

8
.2
9
MP
a［

g
ag
e］

 

重
大

事
故

等
時

に
お

け
る

原
子

炉
圧
力

容
器

最
高

圧
力

（
8.
91
M
Pa
[
ga
g
e]
）
を
包
絡
す
る
範
囲
と
し
て
設
定
。

な
お
，
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
の
手
動
操
作
に
よ
り
変
動

す
る
範
囲
に
つ
い
て
も
計
測
範
囲
に
包
絡
さ
れ
て
お
り
，

監
視
可
能
で
あ
る
。
 

Ｓ
 

区
分
Ⅰ
，
Ⅱ
 

バ
イ
タ
ル
 

交
流
電
源

１
 

原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

１
 

０
～
11
M
Pa
[
ga
g
e]
 

最
大
値
：
 

8
.2
9
MP
a［

g
ag
e］

 

原
子
炉
圧
力
容
器
最
高
使
用
圧
力
（

8.
6
2M
P
a[
g
ag
e
]）

の
1.
2
倍

 

（
10
.3
4
MP
a
[g
a
ge
]）

を
監
視
可
能
。
 

－
（

Ss
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

※
１
 

「
③
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
水
位
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ

 
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

※
１
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
①
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
温
度
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ

 

※
１
：
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
３
：
基
準
点
は
気
水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル
よ
り

13
2
8c
m）

。
 
※
４
：
基
準
点
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
通
常
水
位

(E
L
56
1
0)
。

※
５
：
基
準
点
は
格
納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は
コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
上
表
面
（

EL
67
0
6）

。

※
７
：
局
部
出
力
領
域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出
力
領
域
計
装
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
は

14
個
又
は

17
個
の
信
号
が
入
力
さ
れ
る
。

※
８
：
重
大
事
故
等
時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故
時
は
値
な
し
。

※
９
：
炉
心
損
傷
は
原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
レ
ベ
ル
の
値
で
判
断
す
る
。
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で
は
炉
心
損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：
基
準
点
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（
EL
3
55
1
8）

。
 
※

11
：
検
出
点
は
６
箇
所
。

※
12
：
所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
に
よ
り
計
測
可
能
な
計
器
は
，
Ｓ
Ａ
用
直
流
電
源
，
区
分
Ⅱ
直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ
バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。

添3.15-46
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表

 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
（
２
／

18
）

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測
範
囲
 

設
計
基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

耐
震
性
 

電
源

※
1
2  

可
搬
型
計
測
器

個
数
 

③ 原 子 炉 圧 力 容 器 内 の 水 位

原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

※
２
 

２
 

-
40
0～

1
50
c
m※

３

-
53
9～

1
32
c
m※

３

炉
心
の
冷
却
状
況
を
把
握
す
る
上
で
，
原
子
炉

水
位
制
御
範
囲
（
レ
ベ
ル
３
～
８
）
及
び
燃
料

有
効
長
底
部
ま
で
監
視
可
能
で
あ
る
 

Ｓ
 

区
分
Ⅰ
，
Ⅱ
 

バ
イ
タ
ル
 

交
流
電
源

１
 

原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

※
２

２
 

-
80
0～

－
30

0c
m
※
３

Ｓ
 

区
分
Ⅰ
，
Ⅱ
 

バ
イ
タ
ル
 

交
流
電
源

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

１
 

-
90
0～

1
50
c
m※

３
－
（

Ss
）

 
Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量

※
１
 

「
④
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
量
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

代
替
注
水
流
量
（
常
設
）

※
１
 

代
替
注
水
流
量
（
可
搬
型
）

※
１
 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
流
量

※
１
 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量

※
１
 

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量

※
１
 

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量

※
１
 

残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量

※
１
 

原
子
炉
圧
力

※
１
 

「
②
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
圧
力
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力

（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
⑦
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
圧
力
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

※
１
：
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
３
：
基
準
点
は
気
水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル
よ
り

13
2
8c
m）

。
 
※
４
：
基
準
点
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
通
常
水
位

(E
L
56
1
0)
。

※
５
：
基
準
点
は
格
納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は
コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
上
表
面
（

EL
67
0
6）

。

※
７
：
局
部
出
力
領
域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出
力
領
域
計
装
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
は

14
個
又
は

17
個
の
信
号
が
入
力
さ
れ
る
。

※
８
：
重
大
事
故
等
時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故
時
は
値
な
し
。

※
９
：
炉
心
損
傷
は
原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
レ
ベ
ル
の
値
で
判
断
す
る
。
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で
は
炉
心
損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：
基
準
点
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（
EL
3
55
1
8）

。
 
※

11
：
検
出
点
は
６
箇
所
。

※
12
：
所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
に
よ
り
計
測
可
能
な
計
器
は
，
Ｓ
Ａ
用
直
流
電
源
，
区
分
Ⅱ
直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ
バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。

添3.15-47
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表

 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
（
３
／

18
）

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測
範
囲
 

設
計
基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

耐
震
性
 

電
源

※
1
2  

可
搬
型
計
測
器

個
数
 

④ 原 子 炉 圧 力 容 器 へ の 注 水 量 （ １ ／ ２ ）

高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
 

１
 

０
～
15
0
m
3 /
h 

－
※
８

高
圧

原
子

炉
代

替
注

水
ポ

ン
プ

の
最

大
注

水
量

（
93
m
3 /
h）

を
監
視
可
能
で
あ
る
。
 

－
（

Ss
）

 
Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

１
 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
流
量
 

１
 

０
～
15
0
m
3 /
h 

０
～

99
m
3 /
h 

原
子

炉
隔

離
時

冷
却

ポ
ン

プ
の

最
大

注
水

量

（
99
m
3 /
h）

を
監
視
可
能
。
 

Ｓ
 

区
分
Ⅱ
 

直
流
電
源
 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
 

１
 

０
～

15
0
0m

3 /
h 

０
～
13
1
4m

3 /
h 

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

ポ
ン

プ
の

最
大

注
水

量

（
13
14
m
3 /
h）

を
監
視
可
能
。
 

Ｓ
 

区
分
Ⅲ
 

交
流
電
源
 

代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
 

１
 

０
～
30
0
m
3 /
h 

－
※
８
 

低
圧

原
子

炉
代

替
注

水
ポ

ン
プ

の
最

大
注

水
量

（
25

0m
3 /
h）

を
監
視
可
能
。
 

－
（

Ss
）

 
Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

－
 

代
替
注
水
流
量
（
可
搬
型
）
 

２
 

０
～
15
0
m
3 /
h 

－
※
８
 

大
量
送
水
車
の
最
大
注
水
量
（

12
0
m
3 /
h）

を
監
視

可
能
。
 

－
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

－
 

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量
 

３
 

０
～

15
0
0m

3 /
h 

０
～
13
8
0m

3 /
h 

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
の
最
大
注
水
量
（

13
80
m
3
/h
）

を
監
視
可
能
。
 

Ｓ
 

区
分
Ⅰ
，
Ⅱ
 

交
流
電
源
 

１
 

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
 

１
 

０
～

15
0
0m

3 /
h 

０
～
13
1
4m

3 /
h 

低
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

ポ
ン

プ
の

最
大

注
水

量

（
13
14
m
3 /
h）

を
監
視
可
能
。
 

Ｓ
 

区
分
Ⅰ
 

交
流
電
源
 

残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量
 

１
 

０
～

50
m
3 /
h 

－
※
８
 

残
留

熱
代

替
除

去
系

原
子

炉
注

水
の

最
大

注
水

量
（

30
 
m
3 /
h）

を
監
視
可
能
。
 

－
（

Ss
）

 
Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

※
１
：
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
３
：
基
準
点
は
気
水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル
よ
り

13
2
8c
m）

。
 
※
４
：
基
準
点
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
通
常
水
位

(E
L
56
1
0)
。

※
５
：
基
準
点
は
格
納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は
コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
上
表
面
（

EL
67
0
6）

。

※
７
：
局
部
出
力
領
域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出
力
領
域
計
装
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
は

14
個
又
は

17
個
の
信
号
が
入
力
さ
れ
る
。

※
８
：
重
大
事
故
等
時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故
時
は
値
な
し
。

※
９
：
炉
心
損
傷
は
原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
レ
ベ
ル
の
値
で
判
断
す
る
。
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で
は
炉
心
損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：
基
準
点
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（
EL
3
55
1
8）

。
 
※

11
：
検
出
点
は
６
箇
所
。

※
12
：
所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
に
よ
り
計
測
可
能
な
計
器
は
，
Ｓ
Ａ
用
直
流
電
源
，
区
分
Ⅱ
直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ
バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。

添3.15-48
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表

 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
（
４
／

18
）

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測
範
囲
 

設
計
基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

耐
震
性
 

電
源

※
1
2  

可
搬
型
計
測
器

個
数
 

④ 原 子 炉 圧 力 容 器 へ の 注 水 量 （ ２ ／ ２ ）

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

※
１

「
⑧
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
水
位
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位

※
１
 

「
⑭
水
源
の
確
保
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

※
１
 

「
③
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
水
位
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

※
１
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

※
１
：
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
３
：
基
準
点
は
気
水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル
よ
り

13
2
8c
m）

。
 
※
４
：
基
準
点
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
通
常
水
位

(E
L
56
1
0)
。

※
５
：
基
準
点
は
格
納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は
コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
上
表
面
（

EL
67
0
6）

。

※
７
：
局
部
出
力
領
域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出
力
領
域
計
装
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
は

14
個
又
は

17
個
の
信
号
が
入
力
さ
れ
る
。

※
８
：
重
大
事
故
等
時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故
時
は
値
な
し
。

※
９
：
炉
心
損
傷
は
原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
レ
ベ
ル
の
値
で
判
断
す
る
。
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で
は
炉
心
損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：
基
準
点
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（
EL
3
55
1
8）

。
 
※

11
：
検
出
点
は
６
箇
所
。

※
12
：
所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
に
よ
り
計
測
可
能
な
計
器
は
，
Ｓ
Ａ
用
直
流
電
源
，
区
分
Ⅱ
直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ
バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。

添3.15-49
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表

 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
（
５
／

18
）

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測
範
囲
 

設
計
基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

耐
震
性
 

電
源

※
1
2  

可
搬
型
計
測
器

個
数
 

⑤ 原 子 炉 格 納 容 器 へ の 注 水 量

代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
 

「
④
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

代
替
注
水
流
量
（
可
搬
型
）
 

残
留
熱
代
替
除
去
系
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
流
量
 

１
 

０
～
15
0
 m

3 /
h 

－
※
８
 

残
留
熱
代
替
除
去
系
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
の
最
大

注
水
量
（
12
0m

3 /
h）

を
監
視
可
能
。
 

－
（

Ss
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

１
 

低
圧
代
替
注
水
槽
水
位

※
１
 

「
⑭
水
源
の
確
保
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
⑦
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
圧
力
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力

（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位

※
１

「
⑧
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
水
位
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

※
１

ペ
デ
ス
タ
ル
水
位

※
１
 

残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量

※
１
 

「
④
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
量
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

残
留
熱
代
替
除
去
系
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

※
１
 

「
⑭
水
源
の
確
保
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

※
１
：
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
３
：
基
準
点
は
気
水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル
よ
り

13
2
8c
m）

。
 
※
４
：
基
準
点
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
通
常
水
位

(E
L
56
1
0)
。

※
５
：
基
準
点
は
格
納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は
コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
上
表
面
（

EL
67
0
6）

。

※
７
：
局
部
出
力
領
域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出
力
領
域
計
装
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
は

14
個
又
は

17
個
の
信
号
が
入
力
さ
れ
る
。

※
８
：
重
大
事
故
等
時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故
時
は
値
な
し
。

※
９
：
炉
心
損
傷
は
原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
レ
ベ
ル
の
値
で
判
断
す
る
。
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で
は
炉
心
損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：
基
準
点
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（
EL
3
55
1
8）

。
 
※

11
：
検
出
点
は
６
箇
所
。

※
12
：
所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
に
よ
り
計
測
可
能
な
計
器
は
，
Ｓ
Ａ
用
直
流
電
源
，
区
分
Ⅱ
直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ
バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。

添3.15-50

580
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表

 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
（
６
／

18
）

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測
範
囲
 

設
計
基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

耐
震
性
 

電
源

※
1
2  

可
搬
型
計
測
器

個
数
 

⑥ 原 子 炉 格 納 容 器 内 の 温 度

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

７
 

０
～
30
0℃

 
最
大
値
：
14
5℃

 
原
子
炉
格
納
容
器
の
限
界
温
度
（

20
0℃

）
を
監
視
可
能
。
 

－
（

Ss
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

１
 

ペ
デ
ス
タ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

２
 

０
～
30
0℃

 
最
大
値
：
14
5℃

 
原
子
炉
格
納
容
器
の
限
界
温
度
（

20
0℃

）
を
監
視
可
能
。
 

－
（

Ss
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

１
 

ペ
デ
ス
タ
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

２
 

０
～
30
0℃

 
－

※
８
 

ペ
デ
ス

タ
ル

に
溶

融
炉

心
が

落
下

し
た

場
合

に
お

け
る

原

子
炉
圧
力
容
器
の
破
損
検
知
が
可
能
。
 

－
（

Ss
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

１
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度

（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

２
 

０
～
20
0℃

 
最
大
値
：
88
℃
 

原
子
炉
格
納
容
器
の
限
界
温
度
（

20
0℃

）
を
監
視
可
能
。
 

－
（

Ss
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

１
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度

（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

２
 

０
～
20
0℃

 
最
大
値
：
88
℃
 

原
子
炉
格
納
容
器
の
限
界
圧
力
（
２

Pd
：
8
53
k
Pa
［

ga
g
e］

）

に
お
け
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
の
飽
和
温
度
（
約

1
78
℃
）
を
監
視
可
能
。
 

－
（

Ss
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
⑦
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
圧
力
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力

（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

※
１
：
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
３
：
基
準
点
は
気
水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル
よ
り

13
2
8c
m）

。
 
※
４
：
基
準
点
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
通
常
水
位

(E
L
56
1
0)
。

※
５
：
基
準
点
は
格
納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は
コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
上
表
面
（

EL
67
0
6）

。

※
７
：
局
部
出
力
領
域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出
力
領
域
計
装
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
は

14
個
又
は

17
個
の
信
号
が
入
力
さ
れ
る
。

※
８
：
重
大
事
故
等
時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故
時
は
値
な
し
。

※
９
：
炉
心
損
傷
は
原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
レ
ベ
ル
の
値
で
判
断
す
る
。
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で
は
炉
心
損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：
基
準
点
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（
EL
3
55
1
8）

。
 
※

11
：
検
出
点
は
６
箇
所
。

※
12
：
所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
に
よ
り
計
測
可
能
な
計
器
は
，
Ｓ
Ａ
用
直
流
電
源
，
区
分
Ⅱ
直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ
バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。

添3.15-51

581
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表

 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
（
７
／

18
）

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測
範
囲
 

設
計
基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

耐
震
性
 

電
源

※
1
2  

可
搬
型
計
測
器

個
数
 

⑦ 原 子 炉 格 納 容 器 内 の 圧 力

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

２
 

０
～

10
0
0k
P
a［

ab
s］

 
最
大
値
：
 

3
24
k
Pa
[
ga
g
e]
 

原
子
炉
格
納
容
器
の
限
界
圧
力
（
２

Pd
：
8
53
k
Pa

［
ga
ge
］
）
を
監
視
可
能
。
 

－
（
Ss
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源

１
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力

（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

２
 

０
～

10
0
0k
P
a［

ab
s］

 
最
大
値
：
 

2
06
k
Pa
[
ga
g
e]
 

－
（
Ss
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
⑥
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
温
度
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

ペ
デ
ス
タ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度

（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

※
１
：
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
３
：
基
準
点
は
気
水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル
よ
り

13
2
8c
m）

。
 
※
４
：
基
準
点
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
通
常
水
位

(E
L
56
1
0)
。

※
５
：
基
準
点
は
格
納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は
コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
上
表
面
（

EL
67
0
6）

。

※
７
：
局
部
出
力
領
域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出
力
領
域
計
装
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
は

14
個
又
は

17
個
の
信
号
が
入
力
さ
れ
る
。

※
８
：
重
大
事
故
等
時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故
時
は
値
な
し
。

※
９
：
炉
心
損
傷
は
原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
レ
ベ
ル
の
値
で
判
断
す
る
。
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で
は
炉
心
損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：
基
準
点
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（
EL
3
55
1
8）

。
 
※

11
：
検
出
点
は
６
箇
所
。

※
12
：
所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
に
よ
り
計
測
可
能
な
計
器
は
，
Ｓ
Ａ
用
直
流
電
源
，
区
分
Ⅱ
直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ
バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。

添3.15-52
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表

 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
（
８
／

18
）

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測
範
囲
 

設
計
基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

耐
震
性
 

電
源

※
1
2  

可
搬
型
計
測
器

個
数
 

⑧ 原 子 炉 納 容 器 内 の 水 位 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位
 

６
 

-
3.
0
m，

-1
.
0m
，

＋
1.
0m
，
＋

3.
0
m，

＋
6.
2m
，
＋
6.
2
m※

５

－
※
８
 

外
部
水
源
総
注
水
量

40
00
ｍ

3
の
到
達
を
確

認
す
る
水
位
（
格
納
容
器
床
面
+6
.2
m）

を
把

握
で
き
る
範
囲
を
監
視
可
能
。
 

－
（
Ss
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

１
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

２
 

-
0.
8
0～

6.
0
0m

※
４

-
0.
5～

0
m※

４

ウ
ェ

ッ
ト

ウ
ェ

ル
ベ

ン
ト

操
作

可
否

判
断

（
ベ
ン
ト
ラ
イ
ン
下
端
高
さ

-
１

m
：
通
常
水

位
＋

4.
5m
）
を
把
握
で
き
る
範
囲
を
監
視
可

能
。

（
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
を
水
源
と
す

る
非
常
用
炉
心
冷
却
系
の
起
動
時
に
想
定
さ

れ
る
変
動
（
低
下
）
水
位
：
－

0.
5m
 に

つ
い

て
も
監
視
可
能
。
）

－
（
Ss
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源

１
 

ペ
デ
ス
タ
ル
水
位
 

４
 

＋
0.
1m
，
＋
1.
2
m,
 

＋
2.
4m
，
＋
2.
4
m※

６
 

－
※
８
 

重
大
事
故
等
時
に
お
い
て
，
ペ
デ
ス
タ
ル
に

溶
融
炉
心
の
冷
却
に
必
要
な
水
深
（
＋

2.
4m
）

が
あ
る
こ
と
を
監
視
可
能
。
 

－
（
Ss
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

１
 

代
替
注
水
流
量
（
常
設
）

※
１
 

「
⑤
原
子
炉
格
納
容
器
へ
の
注
水
量
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

代
替
注
水
流
量
（
可
搬
型
）

※
１
 

低
圧
代
替
注
水
槽
水
位

※
１
 

「
⑭
水
源
の
確
保
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
⑦
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
圧
力
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力

（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

※
１
：
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
３
：
基
準
点
は
気
水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル
よ
り

13
2
8c
m）

。
 
※
４
：
基
準
点
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
通
常
水
位

(E
L
56
1
0)
。

※
５
：
基
準
点
は
格
納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は
コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
上
表
面
（

EL
67
0
6）

。

※
７
：
局
部
出
力
領
域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出
力
領
域
計
装
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
は

14
個
又
は

17
個
の
信
号
が
入
力
さ
れ
る
。

※
８
：
重
大
事
故
等
時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故
時
は
値
な
し
。

※
９
：
炉
心
損
傷
は
原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
レ
ベ
ル
の
値
で
判
断
す
る
。
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で
は
炉
心
損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：
基
準
点
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（
EL
3
55
1
8）

。
 
※

11
：
検
出
点
は
６
箇
所
。

※
12
：
所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
に
よ
り
計
測
可
能
な
計
器
は
，
Ｓ
Ａ
用
直
流
電
源
，
区
分
Ⅱ
直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ
バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。

添3.15-53
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表

 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
（
９
／

18
）

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測
範
囲
 

設
計
基
準
 

把
握
能
力
 

（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

耐
震
性
 

電
源

※
1
2  

可
搬
型
計
測
器

個
数
 

⑨ 原 子 炉 格 納 容 器 内 の

水 素 濃 度

格
納
容
器
水
素
濃
度
 

１
 

０
～
５
vo
l％

/ 

０
～

10
0
vo
l％

 
０
～
2.
0
vo
l％

 

重
大

事
故

等
時

に
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

水
素

濃
度

が
変
動
す
る
可
能
性
の
あ
る
範
囲
（
０
～

90
vo
l％

（
ド

ラ
イ
条
件
）
）
を
計
測
可
能
な
範
囲
と
す
る
。

Ｓ
 

区
分
Ⅱ
 

交
流
電
源
 

－
 

格
納
容
器
水
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

１
 

０
～

10
0
vo
l％

 
０
～
2.
0
vo
l％

 

重
大

事
故

等
時

に
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

水
素

濃
度

が
変
動
す
る
可
能
性
の
あ
る
範
囲
（
０
～

90
vo
l％

（
ド

ラ
イ
条
件
）
）
を
計
測
可
能
な
範
囲
と
す
る
。

－
（
Ss
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

交
流
電
源
 

－
 

⑩ 原 子 炉 格 納 容 器 内 の 放 射 線 量 率

格
納
容
器
雰
囲
気
放
射
線
モ
ニ
タ
 

（
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
）
 

２
 

1
0－

２
～
10

５
S
v/
h 

約
10
S
v/
h
未
満

※
９
 

炉
心
損
傷
の
判
断
値
（
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷

し
た
場
合
は
約

10
Sv
/
h）

を
把
握
す
る
上
で
監
視
可
能

（
上

記
の

判
断

値
及

び
推

定
値

は
原

子
炉

停
止

後
の

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
。
）
 

Ｓ
 

区
分
Ⅰ
，
Ⅱ
 

バ
イ
タ
ル
 

交
流
電
源

－
 

格
納
容
器
雰
囲
気
放
射
線
モ
ニ
タ
 

（
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
）

２
 

1
0－

２
～
10

５
S
v/
h 

約
10
S
v/
h
未
満

※
９
 

炉
心
損
傷
の
判
断
値
（
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷

し
た
場
合
は
約

10
Sv
/
h）

を
把
握
す
る
上
で
監
視
可
能

（
上

記
の

判
断

値
及

び
推

定
値

は
原

子
炉

停
止

後
の

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
。
）
 

Ｓ
 

区
分
Ⅰ
，
Ⅱ
 

バ
イ
タ
ル
 

交
流
電
源

－
 

※
１
：
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
３
：
基
準
点
は
気
水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル
よ
り

13
2
8c
m）

。
 
※
４
：
基
準
点
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
通
常
水
位

(E
L
56
1
0)
。

※
５
：
基
準
点
は
格
納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は
コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
上
表
面
（

EL
67
0
6）

。

※
７
：
局
部
出
力
領
域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出
力
領
域
計
装
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
は

14
個
又
は

17
個
の
信
号
が
入
力
さ
れ
る
。

※
８
：
重
大
事
故
等
時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故
時
は
値
な
し
。

※
９
：
炉
心
損
傷
は
原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
レ
ベ
ル
の
値
で
判
断
す
る
。
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で
は
炉
心
損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：
基
準
点
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（
EL
3
55
1
8）

。
 
※

11
：
検
出
点
は
６
箇
所
。

※
12
：
所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
に
よ
り
計
測
可
能
な
計
器
は
，
Ｓ
Ａ
用
直
流
電
源
，
区
分
Ⅱ
直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ
バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。

添3.15-54
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表

 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
（

10
／

18
）

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測
範
囲
 

設
計
基
準
 

把
握
能
力
 

（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

耐
震
性
 

電
源

※
1
2  

可
搬
型
計
測
器

個
数
 

⑪ 未 臨 界 の 維 持 又 は 監 視 

中
性
子
源
領
域
計
装

※
２
 

４

10
-1
～
10

6  
ｓ

-1
 

（
1.
0×

10
3 ～

 

1
.0
×
10

9 

 
 
cm

-2
･ｓ

-1
）

 

定
格
出
力
の
 

約
21

倍
 

原
子

炉
の

停
止

時
か

ら
起

動
時

の
中

性
子

束
を

監

視
可
能
。
 

な
お
，
中
性
子
源
領
域
計
装
が
測
定
で
き
る
範
囲
を

超
え
た
場
合
は
，
平
均
領
域
計
装
に
よ
っ
て
監
視
可

能
。
 

Ｓ
 

区
分
Ⅰ
，
Ⅱ
 

交
流
電
源
 

－
 

平
均
出
力
領
域
計
装

※
２
 

６
 

※
７

０
～
12
5％

 

（
1.
2×

10
12
～

 

2
.8
×

10
14
 

 
 
cm

-2
･s

-1
）

 

原
子

炉
の

起
動

時
か

ら
定

格
出

力
運

転
時

の
中

性

子
束
を
監
視
可
能
。
 

な
お
，
設
計
基
準
事
故
及
び
重
大
事
故
等
時
，
一
時

的
に
計
測
範
囲
を
超
え
る
が
，
負
の
反
応
度
フ
ィ
ー

ド
バ
ッ
ク
効
果
に
よ
り
短
期
間
で
あ
り
，
か
つ
出
力

上
昇

及
び
下
降
は

急
峻
で
あ
る

。
12
5
％
を

超
え
た

領
域

で
そ

の
指

示
に

基
づ

き
操

作
を

伴
う

も
の

で

な
い
こ
と
か
ら
，
現
状
の
計
測
範
囲
で
も
運
転
監
視

上
影
響
は
な
い
。
ま
た
，
重
大
事
故
等
時
に
お
い
て

も
再

循
環

ポ
ン

プ
ト

リ
ッ

プ
等

に
よ

り
中

性
子

束

は
低
下
す
る
た
め
，
現
状
の
計
測
範
囲
で
も
対
応
が

可
能
。
 

Ｓ
 

区
分
Ⅰ
，
Ⅱ
 

バ
イ
タ
ル
 

交
流
電
源
 

－
 

※
１
：
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
３
：
基
準
点
は
気
水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル
よ
り

13
2
8c
m）

。
 
※
４
：
基
準
点
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
通
常
水
位

(E
L
56
1
0)
。

※
５
：
基
準
点
は
格
納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は
コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
上
表
面
（

EL
67
0
6）

。

※
７
：
局
部
出
力
領
域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出
力
領
域
計
装
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
は

14
個
又
は

17
個
の
信
号
が
入
力
さ
れ
る
。

※
８
：
重
大
事
故
等
時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故
時
は
値
な
し
。

※
９
：
炉
心
損
傷
は
原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
レ
ベ
ル
の
値
で
判
断
す
る
。
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で
は
炉
心
損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：
基
準
点
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（
EL
3
55
1
8）

。
 
※

11
：
検
出
点
は
６
箇
所
。

※
12
：
所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
に
よ
り
計
測
可
能
な
計
器
は
，
Ｓ
Ａ
用
直
流
電
源
，
区
分
Ⅱ
直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ
バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。

添3.15-55
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表

 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
（

11
／

18
）

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測
範
囲
 

設
計
基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

耐
震
性
 

電
源

※
1
2  

可
搬
型
計
測
器

個
数
 

⑫ 最 終 ヒ ー ト シ ン ク の 確 保

残 留 熱 代 替 除 去 系 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度

（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

「
⑥
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
温
度
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
出
口
温
度
 

「
⑫
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
の
確
保
（
残
留
熱
除
去
系
）
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量
 

※
２
 

「
④
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
量
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

残
留
熱
代
替
除
去
系
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
流
量
 

「
⑤
原
子
炉
格
納
容
器
へ
の
注
水
量
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

※
１
 

「
③
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
水
位
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

※
１
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

残
留
熱
代
替
除
去
系
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

※
１
 

「
⑭
水
源
の
確
保
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度

（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
⑥
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
温
度
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
①
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
温
度
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

※
１
：
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
３
：
基
準
点
は
気
水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル
よ
り

13
2
8c
m）

。
 
※
４
：
基
準
点
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
通
常
水
位

(E
L
56
1
0)
。

※
５
：
基
準
点
は
格
納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は
コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
上
表
面
（

EL
67
0
6）

。

※
７
：
局
部
出
力
領
域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出
力
領
域
計
装
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
は

14
個
又
は

17
個
の
信
号
が
入
力
さ
れ
る
。

※
８
：
重
大
事
故
等
時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故
時
は
値
な
し
。

※
９
：
炉
心
損
傷
は
原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
レ
ベ
ル
の
値
で
判
断
す
る
。
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で
は
炉
心
損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：
基
準
点
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（
EL
3
55
1
8）

。
 
※

11
：
検
出
点
は
６
箇
所
。

※
12
：
所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
に
よ
り
計
測
可
能
な
計
器
は
，
Ｓ
Ａ
用
直
流
電
源
，
区
分
Ⅱ
直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ
バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。
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表

 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
（

12
／

18
）

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測
範
囲
 

設
計
基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

耐
震
性
 

電
源

※
1
2  

可
搬
型
計
測
器

個
数
 

⑫ 最 終 ヒ ー ト シ ン ク の 確 保

格 納 容 器 フ ィ ル タ ベ ン ト 系

ス
ク
ラ
バ
容
器
水
位

８
 

－
※
８
 

系
統
待
機
時
に
お
け
る
ス
ク
ラ
バ
容
器
水
位
の

範
囲
（

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
及
び
フ
ィ
ル
タ
装

置
機
能
維
持
の
た
め
の
系
統
運
転
時
の
下
限
水

位
か
ら
上
限
水
位
の
範
囲
（

を
監
視
可
能
。

 

－
（

Ss
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

１
 

ス
ク
ラ
バ
容
器
圧
力

４
 

０
～
１
MP
a［

ga
ge
］

 
－

※
８
 

格
納
容
器
ベ
ン
ト
実
施
時
に
，
格
納
容
器
フ
ィ

ル
タ

ベ
ン

ト
系

の
最

高
圧

力

（
0.
85
3
MP
a
[g
a
ge
]）

が
監
視
可
能
。

－
（

Ss
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

１
 

ス
ク
ラ
バ
容
器
温
度

４
 

0～
3
00
℃

 
－

※
８
 

格
納
容
器
ベ
ン
ト
実
施
時
に
，
格
納
容
器
フ
ィ

ル
タ
ベ
ン
ト
系
の
最
高
使
用
温
度
（

20
0℃

）
を

計
測
可
能
な
範
囲
と
す
る
。

－
（

Ss
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

１
 

第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
出
口
放
射
線
 

モ
ニ
タ
（
高
レ
ン
ジ
・
低
レ
ン
ジ
）

２
 

1
0
-2
～

1
0
5 S
v
/h
 

－
※
８
 

格
納
容
器
ベ
ン
ト
実
施
時
（
炉
心
損
傷
し
て
い

る
場
合
）
に
，
想
定
さ
れ
る
第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ

ル
タ

出
口

の
最

大
放
射

線
量
率

（
約
３

×
10

２

S
v/
h）

を
監
視
可
能
。

－
（

Ss
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

－
 

１
 

1
0
-3
～
1
0
4 m
S
v/
h 

－
※
８
 

格
納
容
器
ベ
ン
ト
実
施
時
（
炉
心
損
傷
し
て
い

な
い
場
合
）
に
，
想
定
さ
れ
る
第
１
ベ
ン
ト
フ

ィ
ル
タ
出
口
の
最
大
放
射
線
量
率
（
約

6.
5
×

1
0
-2
mS
v
/h
）
を
監
視
可
能
。
 

－
（

Ss
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

－
 

第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
出
口
水
素
濃
度
 

１
 

０
～

20
v
ol
%
/ 

０
～

10
0
vo
l
% 

－
※
８
 

格
納
容
器
ベ
ン
ト
停
止
後
の
窒
素
に
よ
る
パ
ー

ジ
を
実
施
し
，
第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
出
口
配

管
内

に
滞

留
す

る
水

素
濃

度
が

可
燃

限
界

（
4v
ol
%）

未
満
で
あ
る
こ
と
を
監
視
可
能
。
 

－
 

Ｓ
Ａ
用
 

交
流
電
源
 

－
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
⑦
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
圧
力
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力

（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

格
納
容
器
水
素
濃
度

※
１
 

「
⑨
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
水
素
濃
度
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

格
納
容
器
水
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

※
１
：
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
３
：
基
準
点
は
気
水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル
よ
り

13
2
8c
m）

。
 
※
４
：
基
準
点
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
通
常
水
位

(E
L
56
1
0)
。

※
５
：
基
準
点
は
格
納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は
コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
上
表
面
（

EL
67
0
6）

。

※
７
：
局
部
出
力
領
域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出
力
領
域
計
装
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
は

14
個
又
は

17
個
の
信
号
が
入
力
さ
れ
る
。

※
８
：
重
大
事
故
等
時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故
時
は
値
な
し
。

※
９
：
炉
心
損
傷
は
原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
レ
ベ
ル
の
値
で
判
断
す
る
。
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で
は
炉
心
損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：
基
準
点
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（
EL
3
55
1
8）

。
 
※

11
：
検
出
点
は
６
箇
所
。

※
12
：
所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
に
よ
り
計
測
可
能
な
計
器
は
，
Ｓ
Ａ
用
直
流
電
源
，
区
分
Ⅱ
直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ
バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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表

 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
（

13
／

18
）

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測
範
囲
 

設
計
基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

耐
震
性
 

電
源

※
1
2  

可
搬
型
計
測
器

個
数
 

⑫ 最 終 ヒ ー ト シ ン ク の 確 保

残 留 熱 除 去 系

残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
入
口
温
度

※
２
 

２
 

０
～

20
0℃

 
最
大
値
：

90
℃
 

残
留
熱
除
去
系
の
運
転
時
に
お
け
る
，
残
留
熱
除

去
系

熱
交

換
器

入
口

温
度

の
最

高
使

用
温

度

（
11
4℃

）
を
監
視
可
能
。
 

Ｓ
 

区
分
Ⅰ
，
Ⅱ
 

交
流
電
源
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

１
 

残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
出
口
温
度
 

２
 

０
～

20
0℃

 
最
大
値
：

90
℃
 

残
留

熱
除

去
系

及
び

残
留

熱
代

替
除

去
系

の
運

転
時
に
お
け
る
，
残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
出
口

温
度
の
最
高
使
用
温
度
（

11
4℃

）
を
監
視
可
能
。 

残
留
熱
代
替
除
去
系
の
運
転
時
に
お
け
る
，
残
留

熱
除

去
系

熱
交

換
器

出
口

温
度

の
最

高
使

用
温

度
（
18
5℃

）
を
監
視
可
能
。
 

Ｓ
 

区
分
Ⅰ
，
Ⅱ
 

交
流
電
源
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

１
 

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量
 

「
④
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
量
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
①
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
温
度
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度

（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
⑥
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
温
度
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
冷
却
水
流
量
 

※
１
 

２
 

０
～

15
0
0m

3 /
h 

０
～
12
1
8m

3 /
h 

残
留

熱
除

去
系

熱
交

換
器

冷
却

水
流

量
の

最
大

流
量
（
12
18

m
3 /
h）

を
監
視
可
能
。
 

移
動

式
代

替
熱

交
換

器
設

備
の

最
大

流
量

（
60
0m

3 /
h）

を
監
視
可
能
 

Ｓ
 

区
分
Ⅰ
，
Ⅱ
 

交
流
電
源
 

１
 

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

※
１
 

「
⑬
格
納
容
器
バ
イ
パ
ス
の
監
視
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

※
１
：
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
３
：
基
準
点
は
気
水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル
よ
り

13
2
8c
m）

。
 
※
４
：
基
準
点
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
通
常
水
位

(E
L
56
1
0)
。

※
５
：
基
準
点
は
格
納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は
コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
上
表
面
（

EL
67
0
6）

。

※
７
：
局
部
出
力
領
域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出
力
領
域
計
装
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
は

14
個
又
は

17
個
の
信
号
が
入
力
さ
れ
る
。

※
８
：
重
大
事
故
等
時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故
時
は
値
な
し
。

※
９
：
炉
心
損
傷
は
原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
レ
ベ
ル
の
値
で
判
断
す
る
。
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で
は
炉
心
損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：
基
準
点
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（
EL
3
55
1
8）

。
 
※

11
：
検
出
点
は
６
箇
所
。

※
12
：
所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
に
よ
り
計
測
可
能
な
計
器
は
，
Ｓ
Ａ
用
直
流
電
源
，
区
分
Ⅱ
直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ
バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。

添3.15-58
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表

 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
（

14
／

18
）

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測
範
囲
 

設
計
基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

耐
震
性
 

電
源

※
1
2  

可
搬
型
計
測
器

個
数
 

⑬ 格 納 容 器 バ イ パ ス の 監 視

原 子 炉 圧 力 容 器 内 の 状 態 

原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

※
２
 

「
③
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
水
位
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

※
２
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

原
子
炉
圧
力

※
２
 

「
②
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
圧
力
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
①
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
温
度
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原 子 炉 格 納 容 器 内 の 状 態 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

「
⑥
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
温
度
」
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

「
⑦
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
圧
力
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力

（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

原 子 炉 建 屋 内 の 状 態

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
 

３
 

０
～
４
MP
a［

ga
ge
］
 

最
大
値
：

1
.0
M
Pa
[
ga
g
e]
 

残
留

熱
除

去
系

の
運
転

時
に
お

け
る
，

残
留

熱
除

去
系

系
統

の
最

高
使

用
圧

力
（

約

1
.9
M
Pa
 
[g
a
ge
]）

を
監
視
可
能
。
 

Ｓ
 

区
分
Ⅰ
，
Ⅱ
 

バ
イ
タ
ル
 

交
流
電
源
 

Ｓ
Ａ
用
直
流
電
源
 

１
 

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
 

１
 

０
～
５
MP
a［

ga
ge
］
 

最
大
値
：
 

2
.0
M
Pa
[
ga
g
e]
 

低
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系
の

運
転

時
に

お
け

る
，

低
圧

炉
心

ス
プ
レ

イ
系
統

の
最
高

使
用

圧
力
（
2.
0M
Pa
 
[g
a
ge
]）

を
監
視
可
能
。
 

Ｓ
 

区
分
Ⅰ
 

バ
イ
タ
ル
 

交
流
電
源
 

原
子
炉
圧
力

※
１
 

「
②
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
圧
力
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

※
１
：
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
３
：
基
準
点
は
気
水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル
よ
り

13
2
8c
m）

。
 
※
４
：
基
準
点
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
通
常
水
位

(E
L
56
1
0)
。

※
５
：
基
準
点
は
格
納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は
コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
上
表
面
（

EL
67
0
6）

。

※
７
：
局
部
出
力
領
域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出
力
領
域
計
装
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
は

14
個
又
は

17
個
の
信
号
が
入
力
さ
れ
る
。

※
８
：
重
大
事
故
等
時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故
時
は
値
な
し
。

※
９
：
炉
心
損
傷
は
原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
レ
ベ
ル
の
値
で
判
断
す
る
。
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で
は
炉
心
損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：
基
準
点
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（
EL
3
55
1
8）

。
 
※

11
：
検
出
点
は
６
箇
所
。

※
12
：
所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
に
よ
り
計
測
可
能
な
計
器
は
，
Ｓ
Ａ
用
直
流
電
源
，
区
分
Ⅱ
直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ
バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。

添3.15-59
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表

 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
（

15
／

18
）

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測
範
囲
 

設
計
基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

耐
震
性
 

電
源

※
1
2  

可
搬
型
計
測
器

個
数
 

⑭ 水 源 の 確 保 （ １ ／ ２ ） 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
 

１
 

０
～

15
0
0m

3

（
０
～
12
54
2m
m）

 
－

※
８
 

低
圧

原
子

炉
代

替
注

水
槽

の
底

部
か

ら
オ

ー
バ

ー
フ

ロ
ー

レ
ベ

ル
（

0
～

1
23
8
m
3 ）

を
監
視
可
能
で
あ
る
。
 

－
（

Ss
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

１
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

※
２

「
⑧
原
子
炉
格
納
容
器
の
水
位
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量

※
１
 

「
④
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
量
」
及
び
「
⑤
原
子
炉
格
納
容
器
へ
の
注
水
量
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

代
替
注
水
流
量
（
常
設
）

※
１
 

代
替
注
水
流
量
（
可
搬
型
）

※
１
 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
流
量

※
１
 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量

※
１
 

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量

※
１
 

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量

※
１
 

残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量

※
１
 

残
留
熱
代
替
除
去
系
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
流
量

※
１
 

※
１
：
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
３
：
基
準
点
は
気
水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル
よ
り

13
2
8c
m）

。
 
※
４
：
基
準
点
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
通
常
水
位

(E
L
56
1
0)
。

※
５
：
基
準
点
は
格
納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は
コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
上
表
面
（

EL
67
0
6）

。

※
７
：
局
部
出
力
領
域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出
力
領
域
計
装
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
は

14
個
又
は

17
個
の
信
号
が
入
力
さ
れ
る
。

※
８
：
重
大
事
故
等
時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故
時
は
値
な
し
。

※
９
：
炉
心
損
傷
は
原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
レ
ベ
ル
の
値
で
判
断
す
る
。
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で
は
炉
心
損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：
基
準
点
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（
EL
3
55
1
8）

。
 
※

11
：
検
出
点
は
６
箇
所
。

※
12
：
所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
に
よ
り
計
測
可
能
な
計
器
は
，
Ｓ
Ａ
用
直
流
電
源
，
区
分
Ⅱ
直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ
バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。

添3.15-60

590



第
3.
1
5－

11
表

 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
（

16
／

18
）

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測
範
囲
 

設
計
基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

耐
震
性
 

電
源

※
1
2  

可
搬
型
計
測
器

個
数
 

⑭ 水 源 の 確 保 （ ２ ／ ２ ） 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

※
１
 

１
 

０
～
10
M
Pa
［
ga
ge
］
 

最
大
値
：
 

9
.2
1
MP
a
[g
a
ge
] 

原
子

炉
隔

離
時

冷
却

系
の

運
転

時
に

お
け

る
，
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
統
の
最
高
使
用

圧
力
（
9.
21

MP
a
 [
g
ag
e
]）

を
監
視
可
能
。
 

Ｓ
 

区
分
Ⅱ
 

直
流
電
源
 

１
 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

※
１
 

１
 

０
～
12
M
Pa
［
ga
ge
］
 

最
大
値
：
 

9
.1
1
MP
a
[g
a
ge
] 

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系
の

運
転

時
に

お
け

る
，
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
統
の
最
高
使
用

圧
力
（
9.
11

MP
a
 [
g
ag
e
]）

を
監
視
可
能
。
 

Ｓ
 

区
分
Ⅲ
 

直
流
電
源
 

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

※
１
 

「
⑬
格
納
容
器
バ
イ
パ
ス
の
監
視
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

※
１
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

※
１
 

２
 

０
～
４
MP
a［

ga
ge
］
 

－
※
８
 

重
大
事
故
等
時
に
お
け
る
，
低
圧
原
子
炉
代

替
注
水
ポ
ン
プ
の
最
高
使
用
圧
力
（

3.
92
MP
a 

[
ga
g
e]
）
を
監
視
可
能
。
 

－
（
Ss
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

１
 

残
留
熱
代
替
除
去
系
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

※
１
 

２
 

０
～
３
MP
a［

ga
ge
］
 

－
※
８
 

重
大
事
故
等
時
に
お
け
る
，
残
留
熱
代
替
除

去
系

ポ
ン

プ
の

最
高

使
用

圧
力

（
2.
5M
P
a[
g
ag
e
]）

を
監
視
可
能
。
 

－
（
Ss
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

※
１
 

「
③
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
水
位
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

※
１
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

※
１
：
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
３
：
基
準
点
は
気
水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル
よ
り

13
2
8c
m）

。
 
※
４
：
基
準
点
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
通
常
水
位

(E
L
56
1
0)
。

※
５
：
基
準
点
は
格
納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は
コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
上
表
面
（

EL
67
0
6）

。

※
７
：
局
部
出
力
領
域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出
力
領
域
計
装
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
は

14
個
又
は

17
個
の
信
号
が
入
力
さ
れ
る
。

※
８
：
重
大
事
故
等
時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故
時
は
値
な
し
。

※
９
：
炉
心
損
傷
は
原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
レ
ベ
ル
の
値
で
判
断
す
る
。
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で
は
炉
心
損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：
基
準
点
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（
EL
3
55
1
8）

。
 
※

11
：
検
出
点
は
６
箇
所
。

※
12
：
所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
に
よ
り
計
測
可
能
な
計
器
は
，
Ｓ
Ａ
用
直
流
電
源
，
区
分
Ⅱ
直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ
バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。

添3.15-61
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表

 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
（

17
／

18
）

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測
範
囲
 

設
計
基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

耐
震
性
 

電
源

※
1
2  

可
搬
型
計
測
器

個
数
 

⑮ 原 子 炉 建 物 内 の 水 素 濃 度

原
子
炉
建
物
水
素
濃
度
 

１
 

５
 

０
～

10
v
ol
％

 

０
～

20
v
ol
％

 

－
※
８
 

重
大
事
故
等
時
に
お
い
て
，
原
子
炉
建
物
内
の

水
素
燃
焼
の
可
能
性
（
水
素
濃
度
：
４
v
ol
％
）

を
把
握
す
る
上
で
監
視
可
能
（
な
お
，
静
的
触

媒
式
水
素
処
理
装
置
に
て
，
原
子
炉
建
物
内
の

水
素

濃
度

を
可

燃
限

界
で

あ
る

４
vo
l
％

未
満

に
低
減
す
る
）
。
 

－
（
Ss
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

交
流
電
源

－
 

静
的
触
媒
式
水
素
処
理
装
置
入
口
温
度
 

※
１

静
的
触
媒
式
水
素
処
理
装
置
出
口
温
度
 

※
１
 

２
 

２
 

０
～
10
0℃

 

０
～
40
0℃

 

－
※
８
 

重
大
事
故
等
時
に
お
い
て
，
静
的
触
媒
式
水
素

処
理
装
置
作
動
時
に
想
定
さ
れ
る
温
度
を
監
視

可
能
。
 

－
（
Ss
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

１
 

１
 

⑯ 原 子 炉 格 納 容 器 内 の 酸 素 濃 度 

格
納
容
器
酸
素
濃
度
 

１
 

０
～
５
vo
l％

/ 

０
～

25
v
ol
％

 
4
.3
v
ol
％
以
下
 

重
大
事
故
等
時
に
お
い
て
，
原
子
炉
格
納
容
器

内
の
水
素
爆
発
を
防
止
す
る
た
め
，
可
燃
限
界

濃
度
（
酸
素
濃
度
：

5.
0
vo
l
％
）
を
計
測
可
能

な
範
囲
と
す
る
。
 

Ｓ
 

区
分
Ⅱ
 

交
流
電
源
 

－
 

格
納
容
器
酸
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

１
 

０
～

25
v
ol
％

 
4
.3
v
ol
％
以
下
 

重
大
事
故
等
時
に
お
い
て
，
原
子
炉
格
納
容
器

内
の
水
素
爆
発
を
防
止
す
る
た
め
，
可
燃
限
界

濃
度
（
酸
素
濃
度
：

5.
0
vo
l
％
）
を
計
測
可
能

な
範
囲
と
す
る
。
 

－
（
Ss
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

交
流
電
源
 

－
 

※
１
：
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
３
：
基
準
点
は
気
水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル
よ
り

13
2
8c
m）

。
 
※
４
：
基
準
点
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
通
常
水
位

(E
L
56
1
0)
。

※
５
：
基
準
点
は
格
納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は
コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
上
表
面
（

EL
67
0
6）

。

※
７
：
局
部
出
力
領
域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出
力
領
域
計
装
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
は

14
個
又
は

17
個
の
信
号
が
入
力
さ
れ
る
。

※
８
：
重
大
事
故
等
時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故
時
は
値
な
し
。

※
９
：
炉
心
損
傷
は
原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
レ
ベ
ル
の
値
で
判
断
す
る
。
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で
は
炉
心
損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：
基
準
点
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（
EL
3
55
1
8）

。
 
※

11
：
検
出
点
は
６
箇
所
。

※
12
：
所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
に
よ
り
計
測
可
能
な
計
器
は
，
Ｓ
Ａ
用
直
流
電
源
，
区
分
Ⅱ
直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ
バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。

添3.15-62
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表

 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
（

18
／

18
）

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測
範
囲
 

設
計
基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

耐
震
性
 

電
源

※
1
2  

可
搬
型
計
測
器

個
数
 

⑰ 燃 料 プ ー ル の 監 視

燃
料
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

１
 

-
4.
3
0～

7.
3
0m

※
10

6
98
2
mm

※
10
 

重
大
事
故
等
時
に
よ
り
変
動
す
る
可
能

性
の
あ
る
燃
料
プ
ー
ル
上
部
か
ら
底
部

付
近
ま
で
の
範
囲
に
わ
た
り
水
位
を
監

視
可
能
。
 

－
（

Ss
）

 
Ｓ
Ａ
用
 

交
流
電
源
 

－
 

燃
料
プ
ー
ル
水
位
・
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

１
 

※
11

-
10
0
0～

67
1
0m
m
※

1
0

6
98
2
mm

※
10
 

重
大
事
故
等
時
に
よ
り
変
動
す
る
可
能

性
の
あ
る
燃
料
プ
ー
ル
上
部
か
ら
使
用

済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
近
傍
ま
で
の

範
囲
に
わ
た
り
水
位
を
監
視
可
能
。
 

C（
S
s）

 
区
分
Ⅱ
 

直
流
電
源
 

１
 

０
～

15
0℃

 
最
大
値
：
 

6
5℃

 

重
大
事
故
等
時
に
よ
り
変
動
す
る
可
能

性
の
あ
る
燃
料
プ
ー
ル
の
温
度
を
監
視

可
能
。
 

燃
料
プ
ー
ル
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
 

（
高
レ
ン
ジ
・
低
レ
ン
ジ
）
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

１
 

1
0１

～
1
0８

mS
v
/h
 

－
※
８
 

重
大
事
故
等
時
に
よ
り
変
動
す
る
可
能

性
が
あ
る
放
射
線
量
率
の
範
囲
（

10
－
３

～
10

－
１
mS
v/
h）

に
わ
た
り
監
視
可
能
。
 

－
（

Ss
）

 
Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

－
 

１
 

1
0－

３
～

10
４
m
Sv
/
h 

燃
料
プ
ー
ル
監
視
カ
メ
ラ
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

１
 

－
 

－
※
８
 

重
大
事
故
等
時
に
お
い
て
燃
料
プ
ー
ル

及
び
そ
の
周
辺
の
状
況
を
監
視
可
能
。
 

－
（

Ss
）

 

カ
メ
ラ
：

Ｓ
Ａ
用

直
流
電
源

－
 

冷
却
設
備
：
Ｓ
Ａ
用

交
流
電
源
 

※
１
：
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
３
：
基
準
点
は
気
水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル
よ
り

13
2
8c

m）
。

 
※
４
：
基
準
点
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
通
常
水
位

(E
L
56
1
0)
。

※
５
：
基
準
点
は
格
納
容
器
底
面
（
EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は
コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
上
表
面
（

EL
67
0
6）

。

※
７
：
局
部
出
力
領
域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出
力
領
域
計
装
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
は

14
個
又
は

17
個
の
信
号
が
入
力
さ
れ
る
。

※
８
：
重
大
事
故
等
時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故
時
は
値
な
し
。

※
９
：
炉
心
損
傷
は
原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
レ
ベ
ル
の
値
で
判
断
す
る
。
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で
は
炉
心
損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：
基
準
点
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（
EL
3
55
1
8）

。
 
※

11
：
検
出
点
は
６
箇
所
。

※
12
：
所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
に
よ
り
計
測
可
能
な
計
器
は
，
Ｓ
Ａ
用
直
流
電
源
，
区
分
Ⅱ
直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ
バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。
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表

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
推
定
（
１
／

16
）

分
類

 
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

※
１

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法

 

原 子 炉 圧 力 容 器 内 の 温 度  

原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

 
①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

①
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す

る
。

②
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
水
位
か
ら
原
子
炉
圧
力
容

器
内
が
飽
和
状
態
に
あ
る
と
想
定
す
る
こ
と
で
，
原
子
炉
圧
力
よ
り
飽
和
温
度
／
圧
力
の
関
係
を
利
用
し
て

原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
温
度
を
推
定
す
る
。
ま
た
，
ス
ク
ラ
ム
後
，
原
子
炉
水
位
が
有
効
燃
料
棒
頂
部
に
到

達
す
る
ま
で
の
経
過
時
間
よ
り
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
を
推
定
す
る
。

③
残
留
熱
除
去
系
が
運
転
状
態
で
あ
れ
ば
，
残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
入
口
温
度
に
よ
り
推
定
す
る
。

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。

②
原
子
炉
圧
力

②
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

②
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

②
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

③
残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
入
口
温
度

※
１
：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。

※
２
：
［
 
］
は
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
の
常
用
計
器
（
耐
震
性
又
は
耐
環
境
性
等
は
な
い
が
，
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。

添3.15-64
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表

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
推
定
（
２
／

16
）

 
分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

※
１
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

原 子 炉 圧 力 容 器 内 の 圧 力 

原
子
炉
圧
力
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

②
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

①
原
子
炉
圧
力
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。

②
原
子
炉
圧
力
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
推
定
す
る
。

③
原
子
炉
水
位
か
ら
原
子
炉
圧
力
容
器
内
が
飽
和
状
態
に
あ
る
と
想
定
す
る
こ
と
で
，
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度

（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
飽
和
温
度
／
圧
力
の
関
係
を
利
用
し
て
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
圧
力
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

③
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

③
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

③
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

③
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
原
子
炉
圧
力

①
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
圧
力
に
よ
り
推
定
す
る
。

②
原
子
炉
水
位
か
ら
原
子
炉
圧
力
容
器
内
が
飽
和
状
態
に
あ
る
と
想
定
す
る
こ
と
で
，
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度

（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
飽
和
温
度
／
圧
力
の
関
係
を
利
用
し
て
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
圧
力
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
圧
力
を
直
接
計
測
す
る
原
子
炉
圧
力
を
優
先
す
る
。
 

②
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

②
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

②
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。

※
２
：
［
 
］
は
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
の
常
用
計
器
（
耐
震
性
又
は
耐
環
境
性
等
は
な
い
が
，
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。
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表

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
推
定
（
３
／

16
）

 
分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

※
１
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

原 子 炉 圧 力 容 器 内 の 水 位 

原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
 

原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

①
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
，
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン

ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。

②
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
，
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
水
位

（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
推
定
す
る
。

③
高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
，
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
，
代
替
注
水
流
量
（
可
搬
型
）
，
原
子
炉
隔
離
時

冷
却
ポ
ン
プ
出
口
流
量
，
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
，
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量
，
低
圧

炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
，
残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量
の
う
ち
機
器
動
作
状
態
に
あ
る

流
量
よ
り
，
崩
壊
熱
に
よ
る
原
子
炉
水
位
変
化
量
を
考
慮
し
，
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
水
位
を
推
定
す
る
。

④
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
に
よ
り
主
蒸
気
配
管
よ
り
上
ま
で
注
水
し
，
原
子
炉
圧
力
，
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ

Ａ
）
と
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
の
差
圧
か
ら
原
子
炉
圧
力
容
器
の
満
水
を
推
定
す
る
。 

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

③
高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量

③
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）

③
代
替
注
水
流
量
（
可
搬
型
）

③
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
流
量

③
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量

③
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量

③
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量

③
残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量

④
原
子
炉
圧
力

④
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

④
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

①
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

①
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
，
原
子
炉
水
位
（
燃

料
域
）
に
よ
り
推
定
す
る
。

②
高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
，
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
，
代
替
注
水
流
量
（
可
搬
型
）
，
原
子
炉
隔
離
時

冷
却
ポ
ン
プ
出
口
流
量
，
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
，
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量
，
低
圧

炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
，
残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量
の
う
ち
機
器
動
作
状
態
に
あ
る

流
量
よ
り
，
崩
壊
熱
に
よ
る
原
子
炉
水
位
変
化
量
を
考
慮
し
，
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
水
位
を
推
定
す
る
。

③
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
に
よ
り
主
蒸
気
配
管
よ
り
上
ま
で
注
水
し
，
原
子
炉
圧
力
，
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ

Ａ
）
と
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
の
差
圧
か
ら
原
子
炉
圧
力
容
器
の
満
水
を
推
定
す
る
。 

推
定
は
，
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
水
位
を
直
接
計
測
す
る
原
子
炉
水
位
を
優
先
す
る
。
 

②
高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量

②
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）

②
代
替
注
水
流
量
（
可
搬
型
）

②
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
流
量

②
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量

②
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量

②
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量

②
残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量

③
原
子
炉
圧
力

③
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

③
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。

※
２
：
［
 
］
は
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
の
常
用
計
器
（
耐
震
性
又
は
耐
環
境
性
等
は
な
い
が
，
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。
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表

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
推
定
（
４
／

16
）

 
分
類

 
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

※
１

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法

 

原 子 炉 圧 力 容 器 へ の 注 水 量

高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量

 
①
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

②
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

②
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

①
高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー

ル
水
位
の
変
化
に
よ
り
注
水
量
を
推
定
す
る
。

②
注
水
先
の
原
子
炉
水
位
の
水
位
変
化
に
よ
り
高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
を
優
先
す
る
。

代
替
注
水
流
量
（
常
設
）

 
①
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位

②
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

②
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

①
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
水
源
で
あ
る
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水

位
の
水
量
変
化
に
よ
り
注
水
量
を
推
定
す
る
。
な
お
，
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
の
補
給
状
況
も
考
慮
し
た

上
で
注
水
量
を
推
定
す
る
。

②
注
水
先
の
原
子
炉
水
位
の
水
位
変
化
に
よ
り
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
環
境
悪
化
の
影
響
が
小
さ
い
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
を
優
先
す
る
。

代
替
注
水
流
量
（
可
搬
型
）

 
①
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

①
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

①
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

①
代
替
注
水
流
量
（
可
搬
型
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
注
水
先
の
原
子
炉
水
位
の
水
位
変
化
に

よ
り
注
水
量
を
推
定
す
る
。

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口

 

流
量

 

①
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

②
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

②
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

①
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
流
量
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ

ン
・
プ
ー
ル
水
位
の
変
化
に
よ
り
注
水
量
を
推
定
す
る
。

②
注
水
先
の
原
子
炉
水
位
の
水
位
変
化
に
よ
り
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
流
量
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
を
優
先
す
る
。

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口

 

流
量

 

①
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

②
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

②
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

①
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ

ン
・
プ
ー
ル
水
位
の
変
化
に
よ
り
注
水
量
を
推
定
す
る
。

②
注
水
先
の
原
子
炉
水
位
の
水
位
変
化
に
よ
り
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
を
優
先
す
る
。

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量

 
①
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

②
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

②
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

①
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ

ー
ル
水
位
の
変
化
に
よ
り
注
水
量
を
推
定
す
る
。

②
注
水
先
の
原
子
炉
水
位
の
水
位
変
化
に
よ
り
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
を
優
先
す
る
。

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口

 

流
量

 

①
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

②
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

②
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

①
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ

ン
・
プ
ー
ル
水
位
の
変
化
に
よ
り
注
水
量
を
推
定
す
る
。

②
注
水
先
の
原
子
炉
水
位
の
水
位
変
化
に
よ
り
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
を
優
先
す
る
。

残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水

 

流
量

 

①
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

②
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

②
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

①
残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ

ン
・
プ
ー
ル
水
位
の
変
化
に
よ
り
注
水
量
を
推
定
す
る
。

②
注
水
先
の
原
子
炉
水
位
の
水
位
変
化
に
よ
り
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
を
優
先
す
る
。

※
１
：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。

※
２
：
［
 
］
は
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
の
常
用
計
器
（
耐
震
性
又
は
耐
環
境
性
等
は
な
い
が
，
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。
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表

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
推
定
（
５
／

16
）

※
１
：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。

※
２
：
［
 
］
は
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
の
常
用
計
器
（
耐
震
性
又
は
耐
環
境
性
等
は
な
い
が
，
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。

分
類

 
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

※
１

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法

 

原 子 炉 格 納 容 器 へ の 注 水 量

代
替
注
水
流
量
（
常
設
）

 
①
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位

①
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
水
源
で
あ
る
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水

位
の
水
量
変
化
に
よ
り
注
水
量
を
推
定
す
る
。
な
お
，
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
の
補
給
状
況
も
考
慮
し
た

上
で
注
水
量
を
推
定
す
る
。

②
注
水
先
の
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
又
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
よ
り
代
替
注

水
流
量
（
常
設
）
を
推
定
す
る
。

②
注
水
先
の
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
及
び
ペ
デ
ス
タ
ル
水
位
の
水

位
変
化
に
よ
り
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
環
境
悪
化
の
影
響
が
小
さ
い
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
を
優
先
す
る
。

 

②
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

②
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

②
ペ
デ
ス
タ
ル
水
位

代
替
注
水
流
量
（
可
搬
型
）

 
①
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

①
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

①
代
替
注
水
流
量
（
可
搬
型
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
注
水
先
の
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

又
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
よ
り
代
替
注
水
流
量
（
可
搬
型
）
を
推
定
す
る
。

①
注
水
先
の
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
及
び
ペ
デ
ス
タ
ル
水
位
の
変

化
に
よ
り
注
水
量
を
推
定
す
る
。

①
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

①
ペ
デ
ス
タ
ル
水
位

残
留
熱
代
替
除
去
系
格
納
容
器
ス
プ

レ
イ
流
量

①
残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量

①
残
留
熱
代
替
除
去
系
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

①
残
留
熱
代
替
除
去
系
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
流
量
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
残
留
熱
代
替
除
去
系

ポ
ン
プ
出
口
圧
力
か
ら
残
留
熱
代
替
除
去
系
ポ
ン
プ
の
注
水
特
性
を
用
い
て
流
量
を
推
定
し
，
こ
の
流
量
か

ら
残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量
を
差
し
引
い
て
，
残
留
熱
代
替
除
去
系
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
流
量

を
推
定
す
る
。

添3.15-68

598



第
3
.1
5
－

12
表

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
推
定
（
６
／

16
）

※
１
：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。

※
２
：
［
 
］
は
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
の
常
用
計
器
（
耐
震
性
又
は
耐
環
境
性
等
は
な
い
が
，
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

※
１
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

原 子 炉 格 納 容 器 内 の 温 度 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

②
ペ
デ
ス
タ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

①
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
に
は
，
ペ
デ
ス
タ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ

り
推
定
す
る
。

③
飽
和
温
度
／
圧
力
の
関
係
を
利
用
し
て
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

を
推
定
す
る
。

④
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
，
上
記
③
と
同
様
に
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

③
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

④
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

ペ
デ
ス
タ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

②
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

①
ペ
デ
ス
タ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。

②
ペ
デ
ス
タ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
に
は
，
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ

り
推
定
す
る
。

③
飽
和
温
度
／
圧
力
の
関
係
を
利
用
し
て
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
ペ
デ
ス
タ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

を
推
定
す
る
。

④
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
，
上
記
③
と
同
様
に
ペ
デ
ス
タ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
を

推
定
す
る
。

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

③
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

④
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

ペ
デ
ス
タ
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

①
ペ
デ
ス
タ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度

（
Ｓ
Ａ
）

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

①
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に

よ
り
推
定
す
る
。

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・

プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
を
推
定
す
る
。

③
飽
和
温
度
／
圧
力
の
関
係
を
利
用
し
て
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
サ
プ
レ
ッ
シ

ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

③
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度

（
Ｓ
Ａ
）

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

①
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に

よ
り
推
定
す
る
。

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・

チ
ェ
ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
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表

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
推
定
（
７
／

16
）

※
１
：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。

※
２
：
［
 
］
は
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
の
常
用
計
器
（
耐
震
性
又
は
耐
環
境
性
等
は
な
い
が
，
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

※
１
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

原 子 炉 格 納 容 器 内 の 圧 力 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

①
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力

（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
推
定
す
る
。

③
飽
和
温
度
／
圧
力
の
関
係
を
利
用
し
て
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
，
ペ
デ
ス
タ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ

り
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

③
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

③
ペ
デ
ス
タ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力

（
Ｓ
Ａ
）

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

②
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

①
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に

よ
り
推
定
す
る
。

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力

（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
推
定
す
る
。

③
飽
和
温
度
／
圧
力
の
関
係
を
利
用
し
て
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
サ
プ
レ
ッ
シ

ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

③
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
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表

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
推
定
（
８
／

16
）

※
１
：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。

※
２
：
［
 
］
は
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
の
常
用
計
器
（
耐
震
性
又
は
耐
環
境
性
等
は
な
い
が
，
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

※
１
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

原 子 炉 格 納 容 器 内 の 水 位 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

①
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。

②
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
，
代
替
注
水
流
量
（
可

搬
型
）
の
う
ち
機
器
動
作
状
態
に
あ
る
流
量
に
よ
り
，
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位
を
推
定
す
る
。

③
水
源
で
あ
る
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
の
水
量
変
化
に
よ
り
，
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位
を
推
定
す
る
。
な

お
，
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
の
補
給
状
況
も
考
慮
し
た
上
で
注
水
量
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

②
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）

②
代
替
注
水
流
量
（
可
搬
型
）

③
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位

（
Ｓ
Ａ
）

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

①
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ

り
推
定
す
る
。

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
，

代
替
注
水
流
量
（
可
搬
型
）
の
う
ち
機
器
動
作
状
態
に
あ
る
流
量
に
よ
り
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水

位
（
Ｓ
Ａ
）
を
推
定
す
る
。

③
水
源
で
あ
る
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
の
水
量
変
化
に
よ
り
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ

Ａ
）
を
推
定
す
る
。
な
お
，
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
の
補
給
状
況
も
考
慮
し
た
上
で
注
水
量
を
推
定

す
る
。

④
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
に
な
っ
た
場
合
は
，
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ

Ａ
）
と
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
の
差
圧
に
よ
り
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ

Ａ
）
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

②
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）

②
代
替
注
水
流
量
（
可
搬
型
）

③
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位

④
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

④
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

ペ
デ
ス
タ
ル
水
位
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

①
ペ
デ
ス
タ
ル
水
位
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。

②
ペ
デ
ス
タ
ル
水
位
の
監
視
が
不
可
能
に
な
っ
た
場
合
は
，
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
，
代
替
注
水
流
量
（
可

搬
型
）
に
よ
り
，
ペ
デ
ス
タ
ル
水
位
を
推
定
す
る
。

③
水
源
で
あ
る
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
の
水
量
変
化
に
よ
り
，
ペ
デ
ス
タ
ル
水
位
を
推
定
す
る
。
な
お
，

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
の
補
給
状
況
も
考
慮
し
た
上
で
注
水
量
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

②
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）

②
代
替
注
水
流
量
（
可
搬
型
）

③
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位

添3.15-71
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表

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
推
定
（
９
／

16
）

 

※
１
：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。

※
２
：
［
 
］
は
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
の
常
用
計
器
（
耐
震
性
又
は
耐
環
境
性
等
は
な
い
が
，
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

※
１
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

原 子 炉 格 納 容 器 内 の

水 素 濃 度

格
納
容
器
水
素
濃
度
 

①
格
納
容
器
水
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）

①
格
納
容
器
水
素
濃
度
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
格
納
容
器
水
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
推
定
す

る
。

格
納
容
器
水
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
格
納
容
器
水
素
濃
度

①
格
納
容
器
水
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
格
納
容
器
水
素
濃
度
に
よ
り
推
定
す

る
。

原 子 炉 格 納 容 器 内 の

放 射 線 量 率 

格
納
容
器
雰
囲
気
放
射
線
モ
ニ
タ
（
ド

ラ
イ
ウ
ェ
ル
）

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

②
［
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
］

※
２

①
格
納
容
器
雰
囲
気
放
射
線
モ
ニ
タ
（
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン

ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。

②
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
，
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
（
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
）
の
指
示
値
を
用
い
て
，
原
子
炉
格
納
容

器
内
の
放
射
線
量
率
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

格
納
容
器
雰
囲
気
放
射
線
モ
ニ
タ
（
サ

プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
）
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

②
［
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
］

※
２

①
格
納
容
器
雰
囲
気
放
射
線
モ
ニ
タ
（
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合

は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。

②
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
，
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
（
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
）
の
指
示
値
を
用
い
て
，
原
子
炉
格
納
容

器
内
の
放
射
線
量
率
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

未 臨 界 の 維 持 又 は 監 視

中
性
子
源
領
域
計
装
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

②
平
均
出
力
領
域
計
装

①
中
性
子
源
領
域
計
装
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。

②
中
性
子
源
領
域
計
装
の
監
視
が
不
可
能
に
な
っ
た
場
合
は
，
平
均
出
力
領
域
計
装
に
よ
り
推
定
す
る
。

③
制
御
棒
手
動
操
作
・
監
視
系
（
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
）
に
よ
り
全
制
御
棒
が
挿
入
状
態
に
あ
る
こ
と
が
確

認
で
き
る
場
合
は
，
未
臨
界
状
態
の
維
持
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

③
［
制
御
棒
手
動
操
作
・
監
視
系
］

※
２

平
均
出
力
領
域
計
装
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

②
中
性
子
源
領
域
計
装

①
平
均
出
力
領
域
計
装
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。

②
平
均
出
力
領
域
計
装
の
監
視
が
不
可
能
に
な
っ
た
場
合
は
，
中
性
子
源
領
域
計
装
に
よ
り
推
定
す
る
。

③
制
御
棒
手
動
操
作
・
監
視
系
（
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
）
に
よ
り
全
制
御
棒
が
挿
入
状
態
に
あ
る
こ
と
が
確

認
で
き
る
場
合
は
，
未
臨
界
状
態
の
維
持
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

③
［
制
御
棒
手
動
操
作
・
監
視
系
］

※
２

［
制
御
棒
手
動
操
作
・
監
視
系
］

※
２
 

①
中
性
子
源
領
域
計
装

②
平
均
出
力
領
域
計
装

①
制
御
棒
手
動
操
作
・
監
視
系
（
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
）
の
監
視
が
不
可
能
に
な
っ
た
場
合
は
，
中
性
子
源

領
域
計
装
に
よ
り
推
定
す
る
。

②
平
均
出
力
領
域
計
装
に
よ
り
推
定
す
る
。

推
定
は
，
低
出
力
領
域
を
監
視
す
る
中
性
子
源
領
域
計
装
を
優
先
す
る
。
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表

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
推
定
（

10
／

1
6）

※
１
：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。

※
２
：
［
 
］
は
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
の
常
用
計
器
（
耐
震
性
又
は
耐
環
境
性
等
は
な
い
が
，
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

※
１
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

最 終 ヒ ー ト シ ン ク の 確 保  

残 留 熱 代 替 除 去 系 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度

（
Ｓ
Ａ
）

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

①
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の

1
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に

よ
り
推
定
す
る
。

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・

チ
ェ
ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
出
口
温
度
 

①
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

①
残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
出
口
温
度
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
熱
交
換
器
ユ
ニ
ッ
ト
の
熱
交
換

量
評
価
か
ら
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
推
定
す
る
。

残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
 

流
量
 

①
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

①
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

①
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

①
残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
注
水
先
の
原
子
炉
水
位
の
水

位
変
化
に
よ
り
残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量
を
推
定
す
る
。

②
残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
残
留
熱
代
替
除
去
系
ポ
ン
プ

出
口
圧
力
か
ら
残
留
熱
代
替
除
去
系
ポ
ン
プ
の
注
水
特
性
を
用
い
て
流
量
を
推
定
し
，
こ
の
流
量
か
ら
残
留

熱
代
替
除
去
系
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
流
量
を
差
し
引
い
て
，
残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量
を
推
定

す
る
。

③
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
注
水
先
の
原
子
炉
水
位
を
優
先
す
る
。

②
残
留
熱
代
替
除
去
系
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
流
量

②
残
留
熱
代
替
除
去
系
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

③
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

残
留
熱
代
替
除
去
系
格
納
容
器
ス
プ

レ
イ
流
量

①
残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量

①
残
留
熱
代
替
除
去
系
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

①
残
留
熱
代
替
除
去
系
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
流
量
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
残
留
熱
代
替
除
去
系

ポ
ン
プ
出
口
圧
力
か
ら
残
留
熱
代
替
除
去
系
ポ
ン
プ
の
注
水
特
性
を
用
い
て
流
量
を
推
定
し
，
こ
の
流
量
か

ら
残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量
を
差
し
引
い
て
，
残
留
熱
代
替
除
去
系
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
流
量

を
推
定
す
る
。

②
残
留
熱
代
替
除
去
系
に
よ
る
冷
却
に
お
い
て
，
残
留
熱
代
替
除
去
系
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
流
量
の
監
視
が
不

可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
，
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
，

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
推

定
す
る
。

推
定
は
，
残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量
，
残
留
熱
代
替
除
去
系
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
を
優
先
す
る
。
 

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

②
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
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表

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
推
定
（

1
1／

16
）

※
１
：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。

※
２
：
［
 
］
は
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
の
常
用
計
器
（
耐
震
性
又
は
耐
環
境
性
等
は
な
い
が
，
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

※
１
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

最 終 ヒ ー ト シ ン ク の 確 保  

格 納 容 器 フ ィ ル タ ベ ン ト 系

ス
ク
ラ
バ
容
器
水
位

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

①
ス
ク
ラ
バ
容
器
水
位
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。

ス
ク
ラ
バ
容
器
圧
力

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

②
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

①
ス
ク
ラ
バ
容
器
圧
力
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。

②
ス
ク
ラ
バ
容
器
圧
力
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
又
は
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
の
傾
向
監
視
に
よ
り
格
納
容
器
圧
力
逃
が
し
装
置
の
健
全
性
を
推
定
す

る
。

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

ス
ク
ラ
バ
容
器
温
度

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

①
ス
ク
ラ
バ
容
器
温
度
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。

第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
出
口
放
射
線

モ
ニ
タ
（
高
レ
ン
ジ
・
低
レ
ン
ジ
）

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

①
第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
出
口
放
射
線
モ
ニ
タ
（
高
レ
ン
ジ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ

ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。

第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
出
口
水
素
濃

度
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
予
備

②
格
納
容
器
水
素
濃
度

②
格
納
容
器
水
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）

①
第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
出
口
水
素
濃
度
が
故
障
し
た
場
合
は
，
予
備
の
第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
出
口
水
素
濃

度
に
よ
り
推
定
す
る
。

②
第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
出
口
水
素
濃
度
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
水
素

ガ
ス
が
格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系
の
配
管
内
を
通
過
す
る
こ
と
か
ら
，
格
納
容
器
水
素
濃
度
及
び
格
納

容
器
水
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
推
定
す
る
。

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
予
備
を
優
先
す
る
。
 

残 留 熱 除 去 系

残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
入
口
温
度
 

①
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

①
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

①
残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
入
口
温
度
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
，

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
推
定

す
る
。

残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
出
口
温
度
 

①
残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
入
口
温
度

①
残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
出
口
温
度
の
監
視
が
不
可
能
に
な
っ
た
場
合
は
，
熱
交
換
器
ユ
ニ
ッ
ト
の
熱
交
換

量
評
価
か
ら
残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
入
口
温
度
に
よ
り
推
定
す
る
。

②
残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
入
口
冷
却
水
流
量
に
よ
り
，
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
推

定
す
る
。

推
定
は
，
残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
入
口
温
度
を
優
先
す
る
。
 

②
残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
冷
却
水
流
量

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量

 
①
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

①
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
か
ら

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
の
注
水
特
性
を
用
い
て
，
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

推
定
す
る
。
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表

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
推
定
（

1
2／

16
）

 

※
１
：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。

※
２
：
［
 
］
は
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
の
常
用
計
器
（
耐
震
性
又
は
耐
環
境
性
等
は
な
い
が
，
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

※
１
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

格 納 容 器 バ イ パ ス の 監 視 

原 子 炉 圧 力 容 器 内 の 状 態 

原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
 

原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

①
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
，
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン

ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。

②
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
，
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
水
位

（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
推
定
す
る
。

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

①
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

①
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
の
水
位
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
，
原
子
炉

水
位
（
燃
料
域
）
に
よ
り
推
定
す
る
。

原
子
炉
圧
力
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

②
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

①
原
子
炉
圧
力
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。

②
原
子
炉
圧
力
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
推
定
す
る
。

③
原
子
炉
水
位
か
ら
原
子
炉
圧
力
容
器
内
が
飽
和
状
態
に
あ
る
と
想
定
す
る
こ
と
で
，
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度

（
Ｓ
Ａ
）
よ
り
飽
和
温
度
／
圧
力
の
関
係
を
利
用
し
て
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
圧
力
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

③
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

③
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

③
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

③
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
原
子
炉
圧
力

①
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
圧
力
に
よ
り
推
定
す
る
。

②
原
子
炉
水
位
か
ら
原
子
炉
圧
力
容
器
内
が
飽
和
状
態
に
あ
る
と
想
定
す
る
こ
と
で
，
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度

（
Ｓ
Ａ
）
よ
り
飽
和
温
度
／
圧
力
の
関
係
を
利
用
し
て
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
圧
力
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
圧
力
を
直
接
計
測
す
る
原
子
炉
圧
力
を
優
先
す
る
。
 

②
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

②
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

②
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

原 子 炉 格 納 容 器 内 の 状 態 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

①
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
飽
和
温
度
／
圧
力
の
関
係
を
利
用
し

て
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

②
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

①
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力

（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
推
定
す
る
。

③
飽
和
温
度
／
圧
力
の
関
係
を
利
用
し
て
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

③
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
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表

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
推
定
（

1
3／

16
）

 

※
１
：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。

※
２
：
［
 
］
は
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
の
常
用
計
器
（
耐
震
性
又
は
耐
環
境
性
等
は
な
い
が
，
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

※
１
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

格 納 容 器 バ イ パ ス の 監 視 

原 子 炉 建 物 内 の 状 態

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
 

①
原
子
炉
圧
力

①
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

①
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
圧
力
，
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

の
低
下
に
よ
り
格
納
容
器
バ
イ
パ
ス
の
発
生
を
推
定
す
る
。

②
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
（
有
効
監
視
パ
ラ
メ

ー
タ
）
に
よ
り
格
納
容
器
バ
イ
パ
ス
の
発
生
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
原
子
炉
圧
力
，
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
を
優
先
す
る
。
 

②
［
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
］

※
２

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ

 

出
口
圧
力

 

①
原
子
炉
圧
力

①
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

①
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
圧
力
，
原
子
炉
圧
力

（
Ｓ
Ａ
）
の
低
下
に
よ
り
格
納
容
器
バ
イ
パ
ス
の
発
生
を
推
定
す
る
。

②
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
（
有
効
監
視

パ
ラ
メ
ー
タ
）
に
よ
り
格
納
容
器
バ
イ
パ
ス
の
発
生
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
原
子
炉
圧
力
，
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
を
優
先
す
る
。

 

②
［
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
］

※
２
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表

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
推
定
（

1
4／

16
）

※
１
：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。

※
２
：
［
 
］
は
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
の
常
用
計
器
（
耐
震
性
又
は
耐
環
境
性
等
は
な
い
が
，
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

※
１
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

水 源 の 確 保 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
 

①
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）

②
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

②
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

②
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

①
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
を
水
源
と

す
る
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
か
ら
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
を
推
定
す
る
。
な
お
，
低
圧
原
子
炉
代

替
注
水
槽
の
補
給
状
況
も
考
慮
し
た
上
で
水
位
を
推
定
す
る
。

②
注
水
先
の
原
子
炉
水
位
又
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
の
水
位
変
化
に
よ
り
低
圧
原
子
炉

代
替
注
水
槽
水
位
を
推
定
す
る
。
な
お
，
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
の
補
給
状
況
も
考
慮
し
た
上
で
水
位
を

推
定
す
る
。

②
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
を
水
源
と
す
る
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
か
ら
低
圧
原
子
炉
代
替

注
水
ポ
ン
プ
が
正
常
に
動
作
し
て
い
る
こ
と
を
把
握
す
る
こ
と
に
よ
り
，
水
源
で
あ
る
低
圧
原
子
炉
代
替
注

水
槽
水
位
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
を
水
源
と
す
る
ポ
ン
プ
の
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
を
優
先
す
る
。
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位

（
Ｓ
Ａ
）

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

①
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ

り
推
定
す
る
。

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ

ー
ル
の
水
位
容
量
曲
線
を
用
い
て
，
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
注
水
す
る
高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
，
原
子
炉

隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
流
量
，
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
，
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量
，

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
，
残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量
と
経
過
時
間
よ
り
算
出
し

た
注
水
量
か
ら
推
定
す
る
。

③
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
を
水
源
と
す
る
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
，
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ

ポ
ン
プ
出
口
圧
力
，
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
，
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
，
残
留
熱
代

替
除
去
系
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
か
ら
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
，
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
，
残
留
熱
除

去
ポ
ン
プ
，
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
，
残
留
熱
代
替
除
去
系
ポ
ン
プ
が
正
常
に
動
作
し
て
い
る
こ
と
を

把
握
す
る
こ
と
に
よ
り
，
水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
推
定
す
る
。

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

②
高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量

②
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
流
量

②
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量

②
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量

②
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量

②
残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量

③
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

③
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

③
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

③
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

③
残
留
熱
代
替
除
去
系
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
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表

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
推
定
（

1
5／

16
）

 

※
１
：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。

※
２
：
［
 
］
は
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
の
常
用
計
器
（
耐
震
性
又
は
耐
環
境
性
等
は
な
い
が
，
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

※
１
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

原 子 炉 建 物 内 の

水 素 濃 度

原
子
炉
建
物
水
素
濃
度
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

①
原
子
炉
建
物
水
素
濃
度
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。

②
原
子
炉
建
物
水
素
濃
度
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
静
的
触
媒
式
水
素
処
理
装
置
入
口
温
度
及
び

静
的
触
媒
式
水
素
処
理
装
置
出
口
温
度
の
温
度
差
に
よ
り
推
定
す
る
。

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

②
静
的
触
媒
式
水
素
処
理
装
置
入
口
温
度

②
静
的
触
媒
式
水
素
処
理
装
置
出
口
温
度

原 子 炉 格 納 容 器 内 の

酸 素 濃 度

格
納
容
器
酸
素
濃
度
 

①
格
納
容
器
酸
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）

①
格
納
容
器
酸
素
濃
度
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
格
納
容
器
酸
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
推
定
す

る
。

格
納
容
器
酸
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
格
納
容
器
酸
素
濃
度

①
格
納
容
器
酸
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
格
納
容
器
酸
素
濃
度
に
よ
り
推
定
す

る
。
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表

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
推
定
（

1
6／

16
）

 

※
１
：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。

※
２
：
［
 
］
は
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
の
常
用
計
器
（
耐
震
性
又
は
耐
環
境
性
等
は
な
い
が
，
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

※
１
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

燃 料 プ ー ル の 監 視 

燃
料
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
燃
料
プ
ー
ル
水
位
・
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

②
燃
料
プ
ー
ル
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
（
高
レ
ン

ジ
・
低
レ
ン
ジ
）
（
Ｓ
Ａ
）

③
燃
料
プ
ー
ル
監
視
カ
メ
ラ
（
Ｓ
Ａ
）

①
燃
料
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
燃
料
プ
ー
ル
水
位
・
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に

よ
り
燃
料
プ
ー
ル
水
位
を
推
定
す
る
。

②
燃
料
プ
ー
ル
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
（
高
レ
ン
ジ
・
低
レ
ン
ジ
）
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
燃
料
プ
ー
ル
水
位
を
推

定
す
る
。

③
燃
料
プ
ー
ル
監
視
カ
メ
ラ
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
，
燃
料
プ
ー
ル
の
状
態
を
監
視
す
る
。

推
定
は
，
燃
料
プ
ー
ル
水
位
・
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
を
優
先
す
る
。

燃
料
プ
ー
ル
水
位
・
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
燃
料
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

②
燃
料
プ
ー
ル
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
（
高
レ
ン

ジ
・
低
レ
ン
ジ
）
（
Ｓ
Ａ
）

③
燃
料
プ
ー
ル
監
視
カ
メ
ラ
（
Ｓ
Ａ
）

①
燃
料
プ
ー
ル
水
位
・
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
燃
料
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
に

よ
り
水
位
・
温
度
を
推
定
す
る
。

②
燃
料
プ
ー
ル
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
（
高
レ
ン
ジ
・
低
レ
ン
ジ
）
（
Ｓ
Ａ
）
に
て
燃
料
プ
ー
ル
の
状
態
を
判

断
し
た
後
，
燃
料
プ
ー
ル
の
水
位
を
推
定
す
る
。

③
燃
料
プ
ー
ル
監
視
カ
メ
ラ
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
，
燃
料
プ
ー
ル
の
状
態
を
監
視
す
る
。

推
定
は
，
燃
料
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
を
優
先
す
る
。

燃
料
プ
ー
ル
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ

（
高
レ
ン
ジ
・
低
レ
ン
ジ
）
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
燃
料
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

①
燃
料
プ
ー
ル
水
位
・
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

②
燃
料
プ
ー
ル
監
視
カ
メ
ラ
（
Ｓ
Ａ
）

①
燃
料
プ
ー
ル
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
（
高
レ
ン
ジ
・
低
レ
ン
ジ
）
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場

合
は
，
燃
料
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
，
燃
料
プ
ー
ル
水
位
・
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
て
水
位
を
計
測
し
た
後
，
水

位
と
放
射
線
率
の
関
係
に
よ
り
放
射
線
量
率
を
推
定
す
る
。

②
燃
料
プ
ー
ル
監
視
カ
メ
ラ
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
，
燃
料
プ
ー
ル
の
状
態
を
監
視
す
る
。

推
定
は
，
燃
料
プ
ー
ル
を
直
接
監
視
す
る
燃
料
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
，
燃
料
プ
ー
ル
水
位
・
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

を
優
先
す
る
。

燃
料
プ
ー
ル
監
視
カ
メ
ラ
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
燃
料
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

①
燃
料
プ
ー
ル
水
位
・
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

①
燃
料
プ
ー
ル
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
（
高
レ
ン

ジ
・
低
レ
ン
ジ
）
（
Ｓ
Ａ
）

①
燃
料
プ
ー
ル
監
視
カ
メ
ラ
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
燃
料
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
，

燃
料
プ
ー
ル
水
位
・
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
，
燃
料
プ
ー
ル
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
（
高
レ
ン
ジ
・
低
レ
ン
ジ
）
（
Ｓ

Ａ
）
に
て
，
燃
料
プ
ー
ル
の
状
態
を
推
定
す
る
。
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図
 
主
要
設
備

 
概
略
系
統
図
（

1/
3）

 

電
源
設
備
に
つ
い
て
は
「

3.
14
電
源
設
備
（
設
置
許
可
基
準
規
則

 

第
57
条
に
対
す
る
設
計
方
針
に
示
す
章
）」
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主
要
設
備
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図
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電
源
設
備
に
つ
い
て
は
「

3.
14
電
源
設
備
（
設
置
許
可
基
準
規
則

 

第
57
条
に
対
す
る
設
計
方
針
に
示
す
章
）」
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図
 
主
要
設
備

 
概
略
系
統
図
（
3/
3）

 

電
源
設
備
に
つ
い
て
は
「

3.
14
電
源
設
備
（
設
置
許
可
基
準
規
則

 

第
57
条
に
対
す
る
設
計
方
針
に
示
す
章
）」
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